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日程第９ 議案第２号 ふうれん地域交流センタ

ー条例の制定について

日程第10 議案第３号 名寄市事務分掌条例の一

部改正について

日程第11 議案第４号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第５号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第13 議案第６号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例及び名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第７号 名寄市議会の議員その他

非常勤及び臨時の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

日程第15 議案第８号 名寄市病院事業診療報酬

及び介護報酬徴収条例の一部改正につ

いて

日程第16 議案第９号 北海道市町村備荒資金組

合を組織する市町村の数の増減につい

て

議案第１０号 北海道後期高齢者医療

広域連合を組織する市町村の数の増減

について

日程第17 議案第１１号 指定管理者の指定につ

いて（なよろ健康の森）

議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄公園パークゴルフ場）

議案第１３号 指定管理者の指定につ

いて（天塩川さざなみ公園）

議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営牧野）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市母子里地区共同牧場）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連米乾燥調製施設）

日程第18 議案第１７号 市道路線の廃止につい
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て

議案第１８号 市道路線の認定につい

て

日程第19 議案第１９号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第20 議案第２０号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２１号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２２号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２３号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第24 議案第２４号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第25 議案第２５号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２１年第３回定例会付託議案第１

号 なよろ市立天文台条例の制定につ

いて（総務文教常任委員会報告）

日程第４ 平成２１年第３回定例会付託議案第２

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正

について（総務文教常任委員会報告）

日程第５ 平成２１年第３回定例会付託議案第４

号 名寄市農産物簡易加工処理施設条

例の一部改正について（経済常任委員

会報告）

日程第６ 平成２１年第３回定例会付託議案第１

５号 平成２０年度名寄市各会計決算

の認定について（平成２０年度決算審

査特別委員会報告）

平成２１年第３回定例会付託議案第１

６号 平成２０年度名寄市病院事業会

計決算の認定について（平成２０年度

決算審査特別委員会報告）

平成２１年第３回定例会付託議案第１

７号 平成２０年度名寄市水道事業会

計決算の認定について（平成２０年度

決算審査特別委員会報告）

日程第７ 行政報告

日程第８ 議案第１号 名寄市自治基本条例の制

定について

日程第９ 議案第２号 ふうれん地域交流センタ

ー条例の制定について

日程第10 議案第３号 名寄市事務分掌条例の一

部改正について

日程第11 議案第４号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第５号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第13 議案第６号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例及び名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第７号 名寄市議会の議員その他

非常勤及び臨時の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

日程第15 議案第８号 名寄市病院事業診療報酬

及び介護報酬徴収条例の一部改正につ

いて

日程第16 議案第９号 北海道市町村備荒資金組

合を組織する市町村の数の増減につい

て

議案第１０号 北海道後期高齢者医療

広域連合を組織する市町村の数の増減

について

日程第17 議案第１１号 指定管理者の指定につ

いて（なよろ健康の森）
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議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄公園パークゴルフ場）

議案第１３号 指定管理者の指定につ

いて（天塩川さざなみ公園）

議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営牧野）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市母子里地区共同牧場）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連米乾燥調製施設）

日程第18 議案第１７号 市道路線の廃止につい

て

議案第１８号 市道路線の認定につい

て

日程第19 議案第１９号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第20 議案第２０号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２１号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第22 議案第２２号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２３号 平成２１年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第24 議案第２４号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第25 議案第２５号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君
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経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

１年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１１番 日根野 正 敏 議員

２３番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１４日ま

での１５日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１４日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第１号 なよろ市立天文

台条例の制定についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２１年第３回定例会において当委員会に

付託されました付託議案第１号 なよろ市立天文

台条例の制定につきまして、委員会における審査

の経過並びに結果を御報告申し上げます。

委員会は、１０月１３日及び１１月１３日の２

回にわたり開催し、１回目の審査では山内教育部

長を初め担当職員の出席を願い、本条例の内容な

どについて詳細に説明を受けた後、慎重に審査を

行う一方、２回目の委員会は議会基本条例第５章

第１１条、自由討議による合意形成の第２項に基

づき委員間による審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように来年３月完成予定の市立天文台の

設置に関し、必要な事項を定めようというもので

あります。

各委員から出されました主な質疑では、入館料

の根拠はとの質問に対しては、木原天文台は木原

さんの意思もあり無料としてきた。新天文台の完

成により他の天文台料金を参照するとともに、子

供についてはお小遣いからの妥当性を追求し、同

伴されるであろう大人の料金で対応したいと考え

ていると答弁がありました。

また、指定管理者の考えは。第６条にある天文

台の管理上支障あるものとは。第９条にある市長

が特別に認める減免とは。年間入館者の見込みは。

団体利用が１５名以上というのはどうか、人数の

ハードルを下げてもよいのではないか。スライデ

ィングルーフ内望遠鏡はライセンス取得者のみの

利用となっているが、ライセンスを持っていない

と利用できないのか。通常料金より名寄市民を１

００円安くした根拠は。第６条及び第７条で別表

第１に掲げる設備を利用する者は事前に教育委員

会の許可を受け、その際に使用料を納入しなけれ

ばならないとしているが、市外利用者にとって厳

しい条件と言えるのではないかなどの質問に対し

ては、指定管理者に委託する考えは持っていない。

管理上支障あるものとは、酩酊など機材に明らか

に支障あると判断したとき。市長が特別に認める

減免とは、特別な流星群などの天文現象の際と考

えている。年間入館者は１え ０００人をえ定し

ている。団体１５名以上というのは、現在のプラ

ネタリウム館を踏襲したもの。スライディングル

ーフ内望遠鏡は、ライセンスを持った技術者が設

置した望遠鏡をのぞくのは可能。名寄市民を１０

０円安くしたのは旭山動物園を参照した。申し込

み時の使用料納入は規則の中で検討したいという
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－6－

平成２１年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

答弁がありました。

以上の質疑を受け、２回目の審査では、現時点

でのなよろ市立天文台条例施行規則案を参考資料

として提出していただくとともに、委員のみによ

る議論及び審査を行いました。この中で課題とな

ったのは、入館料及び年間入館料で大学生は通常

料金が４００円、 ２００円となっており、名寄

市民ならば３００円、 ０００円としたが、名寄

市立大学の学生についてはさらに配慮すべき、学

生証の提示で無料であってもよいのではないか。

そうすれば、名寄大学のメリットになりＰＲ効果

も大きい。申し込み時の使用料納入については、

施行規則で整理するのならばわかりやすく条例内

でも整理すべき。団体利用の人数については、ハ

ードルを下げて１０人以上とすべき。天文台の愛

称が「きたすばる」となっている。他施設でも愛

称を決めているが、愛称については条例の中にも

明記すべきの４点であります。

委員会議論は、休憩を挟み活発に行われた結果、

名寄市立大学生の入館料軽減については小中高校

生の名寄市民を無料としたことは評価すべき、他

施設の整合性を図るとともに、名寄市立大学生に

ついては利用理由によって第９条の入館料などの

減免を活用することで対応すべきという意見に集

約されました。また、申し込み時の使用料納入に

ついては条例でも整備すべき。団体利用の人数に

ついても団体利用の促進を図るとともに、博物館

では団体扱いを１０人以上に設定していることか

ら天文台についても１０人以上に改めるべき、さ

らに他の施設についても整合性を図るべき。さら

に、愛称明記についてもＰＲ時に愛称が使用され

る場合もあり、広く内外に周知する意味で明記す

べき、また愛称明記については他施設の整合性を

図るべきにそれぞれ意見が集約されました。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第１号 なよろ市立天文台条例の制定

につきましては、第２条中、名称なよろ市立天文

台の次に「愛称 きたすばる」を加える。第７条

第２項中、納入しなければならないの次にただし、

市長がやむを得ない事由があると認めるときは、

その限りでないを加える。別表第１中、団体利用

（１５人以上）を団体利用（１０人以上）に改め

るとする原案の一部修正案が全委員により提出さ

れ、議論の結果、全会一致で修正案を可決すべき

ものと決定し、修正部分を除く部分を原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

御報告いたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第３回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第２号 名寄市手数料徴

収条例の一部改正についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、平成２１年第３回

定例会において当委員会に付託されました付託議

案第２号 名寄市手数料徴収条例の一部改正につ

きまして、委員会における審査の経過並びに結果

を御報告申し上げます。

委員会は、１０月１３日及び１１月１３日の２

回にわたり開催し、１回目の審査では佐々木総務

部長を初め担当職員の出席を願い、本条例の内容
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などについて詳細に説明を受けた後、慎重に審査

を行う一方、２回目の委員会は議会基本条例第５

章第１１条、自由討議による合意形成の第２項に

基づき委員間による審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように名寄市手数料徴収条例に規定する

各種証明書手数料のうち、道内各市に比較して手

数料額の低い項目について現状に即した適正な料

金にしようとするものであります。

各委員から出されました主な質疑では、今回の

改正でどの程度の増収となるのかの質問に対して

は、市民課関係で約１７３え円、税務課関係で２

え円程度、農業委員会関係で１え円程度との答弁

がありました。

また、前回の手数料の改正はいつごろだったの

か、道内の状況などを見きわめ、３年あるいは５

年周期で見直しているのかの質問に対しては、農

業委員会では昭和６１年４月に改正した後、事務

レベルで検討をしてきた。合併時は、当面は低い

ほうに合わせるとなった。今後は年数に応じて見

直しを進めたい。市民課関係でも前回の見直しは

昭和６１年であり、２２年間が経過している。最

近は個人情報保護、個々人の確認などからも事務

的に増となっていると答弁があったところです。

以上の質疑を受け、２回目の審査では委員のみ

による議論、審査を行いました。この中で課題と

なったのは、今回の改正の背景には行財政改革の

視点がある。市民の間には、さまざまな負担感が

あるとともに景気低迷もある。自治体としての市

民サービス、公共性を考えると時代の趨勢での改

定ではなく市民負担の軽減も考え、現状に据え置

くべきではないかということでありましたが、各

委員からは２０年以上見直しはされていないし、

道内各市に比較して手数料額の低い項目について

現状に即した適正な料金にすることは大事なこと、

改正は妥当などの意見が出され、当委員会では改

正は妥当、ただし手数料などの改正については適

正な時期、一定の時期に見直すという基本が大切

という意見が大勢を占めました。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第２号 名寄市手数料徴収条例の一部

改正につきましては、原案どおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第３回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第５ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第４号 名寄市農産物簡

易加工処理施設条例の一部改正についてを議題と

いたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

経済常任委員会、木戸口真委員長。

おはよう〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

ございます。ただいま議長よりお許しがありまし

たので、名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一

部改正について御報告申し上げます。

平成２１年第３回定例会におきまして当委員会

に付託されました付託議案第４号 名寄市農産物

簡易加工処理施設条例の一部改正について、審査

の経過と結果について御報告申し上げます。

当委員会は、経済部長を初め担当職員の出席を

願い、９月１７日、１１月１９日の２回にわたり

開催し、審査を行ったところであります。
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同条例の一部改正は、名称の変更と名寄、風連

両地区にある施設の料金の格差を段階的に平準化

していくための改正との提案であります。担当者

からは、名寄地区の名寄市農産物簡易加工処理施

設をあぐりん館に、風連地区の名寄市風連農産物

加工施設をグリーンハウスに名称を改め、グリー

ンハウスの利用料金を夏季は３３％アップ、冬季

は５０％アップとする。両地区の施設は整備や利

用内容も類似している。合併の際は地域性を考慮

し、料金統合は行わなかったが、類似施設での料

金の格差は夏季は ５４金、冬季は ７８５金で 

あることは公平性を欠くことから見直しを段階的

に行うもので、そのにに額は６え ０００円が見

込まれる。利用施設の１８年、１９年、２０年の

利用状況は、あぐりん館は年々利用が伸びている。

グリーンハウスは、若干利用が下がっているが、

みそ、トマトジュースの利用は上がっている。冬

期間の稼働率は、ほぼ１００％である。両施設と

も年々老朽化しているため、毎年備品の修繕、更

新、施設の改修等をしながら現在に至っている。

今後も経費がかかることから、グリーンハウスの

料金を段階的にあぐりん館の料金に統一したいと

の説明を受けたところであります。

各委員から出された主な質疑は、１点目として

あぐりん館の利用が伸びた原因はに対しましては、

あぐりん館はみそ、トマトジュースの加工、その

ほかイベントの炊き出しでの豚汁、おこわ等の利

用がふえているとの答弁がありました。

２点目として、グリーンハウスは利用も多い、

農産物の付加価値をつけるためにも料金を上げる

のはどうなのか、料金値上げの根拠はあるのかに

対しまして、過去３年間の経費はグリーンハウス

で１８年度は約２２０え円で修繕料でボイラーな

ど約１４え円、１９年度は約２３６え円で修繕料

で約５え円、整備費で約１９え円、２０年度は約

３０６え円で修繕料でボイラーなどで約１６え円、

整備費で国の交付金活用により経費は２４０え円

となりました。年々５え円ほどの経費がふえてい

る状況にある。グリーンハウスの経費は、１８年

度は約１８１え円、１９年度は約１５７え円、２

０年度は約１５７え円を支出している。利用が伸

びていることから、収入は１８年度は８え ００

０円、１９年度は約１０え円、２０年度は１５え

円と伸びている。グリーンハウスは、平成元年か

らの備品が摩耗する時期で修繕、更新を考えなけ

ればならない。冬季管理人の経費があることから、

あぐりん館より経費がかかっているので、応分の

負担をと考えている。できるだけ値上げしないで

との思いはあるが、行財政改革では利用料、使用

料の見直しの基本的な考え方で受益者負担につい

て地域政策上特に必要な場合はゼロ、大多数の住

民に受益が見込まれる場合はおおむね２５％、利

用が特定される場合はおおむね５０％となってい

る。この施設は、大多数の住民に受益が見込まれ

ると考えて２５％の負担と考えると、支出が２０

０え円程度なので、収入は５０え円となるが、ま

だそこまでの利用はない。今回は名寄地区、風連

地区の市民の公平感のため、段階的に引き上げて

いきたい。農業のあり方として、農産物を加工し

て販売するということが政策的にも進められてい

るので、大幅な値上げは考えていない。研究施策

に関しては特認的に考えるとの答弁がありました。

３点目として、施設の維持管理について現状の

管理のあり方、今後の考えはに対しましては、施

設周辺の草は春先に除草剤をまいている。見回り

をして食品を扱う施設であることから、適正な維

持管理に努めていきたい。利用者にも使用のあり

方を指導していきたい。あぐりん館には管理人を

置いていないが、グリーンハウスは冬の４カ月の

み事業団に管理委託している。今後もしっかりと

管理運営していきたいとの答弁がありました。

４点目として、多くの経費がかかっているが、

施設を整備して利用をふやし、料金を抑える考え

はないのかに対しましては、料金値上げに関し、

各団体と意見交換をした。施設整備についての希

望もいただき、両施設の整備には違いがあるが、
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ことから、大規模な改修は国の有利な補助金等を

活用してと考えているが、なかなか難しい状況に

ある。利用者が使いやすいものとしてハード、ソ

フトを含め、要望にこたえていきたい。利用者と

の意見交換では、多少の値上げはやむを得ないと

いうことで値上げについての異議はなかったとの

答弁がありました。

各委員からは、今後も利用者の要望にこたえた

施設整備を行うことや段階的な利用料金の値上げ

に対する理解もなされている。合併後４年が経過

し、類似施設での料金格差を段階的に是正するこ

とは理解するなど多くの意見が出されました。

以上の議論経過から、当委員会に付託されまし

た付託議案第４号 名寄市農産物簡易加工処理施

設条例の一部改正につきましては、全会一致で原

案のとおり可決するべきと決定したところであり

ます。

以上、当委員会の審査の経過と結果の報告とい

たします。よろしくお願いいたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第３回定例会付託議案第４

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第６ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第１５号 平成２０年度

名寄市各会計決算の認定について、平成２１年第

３回定例会付託議案第１６号 平成２０年度名寄

市病院事業会計決算の認定について、平成２１年

第３回定例会付託議案第１７号 平成２０年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、以上３件

を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、植松正一委員長。

おはよ〇決算審査特別委員長（植松正一議員）

うございます。御指名をいただきましたので、第

３回定例会で決算審査特別委員会に付託されまし

た議案第１５号 平成２０年度名寄市各会計決算

の認定について及び議案第１６号 平成２０年度

名寄市病院事業会計決算の認定について並びに議

案第１７号 平成２０年度名寄市水道事業会計決

算の認定について、以上３件について委員会の審

査結果と経過の御報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月１日に開会し、直ちに正

副委員長の互選を行い、委員長には私植松正一が、

副委員長には佐々木寿委員が選任されました。

第２回の委員会は、１０月２７日に開会し、審

査日程を１０月２７日から１０月３０日までの４

日間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑を行うなど慎重に審査いたしました。

審査の経過につきましては、当委員会は全議員

をもって構成された特別委員会ですので、詳細な

報告は省略させていただき、審査の結果のみを御

報告申し上げますので、御了承をお願いいたしま

す。

議案第１５号 平成２０年度名寄市各会計決算

の認定については、老人保健事業ほか７特別会計

は全会一致で、一般会計及び国民健康保険特別会

計は起立採決の結果、いずれも原案のとおり認定

すべきものと決定しました。

議案第１６号 平成２０年度名寄市病院事業会

計決算の認定について及び議案第１７号 平成２

０年度名寄市水道事業会計決算の認定については、

全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定し

平成２１年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号
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ました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

についてはいずれも正確な収支が行われ、予算の

執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

終わりに当たりまして、委員会開催中は委員並

びに理事者各位におかれましては、終始慎重かつ

熱心な審査に尽くしていただきましたことをお礼

を申し上げます。また、皆様の御理解、御協力に

より日程どおり決算審査特別委員会を終えること

ができました。重ねてお礼を申し上げまして、委

員会報告といたします。ありがとうございました。

ただいま決算審査特〇議長（小野寺一知議員）

別委員会委員長より報告のありました平成２１年

第３回定例会付託議案第１５号外２件については、

全議員をもって構成されました特別委員会の審査

でありますので、この際質疑を省略し、直ちに採

決を行います。

初めに、平成２１年第３回定例会付託議案第１

５号 平成２０年度名寄市各会計決算の認定につ

いて採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり認定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第３回定例会付託議案第１

５号は委員長の報告のとおり認定することに決定

いたしました。

次に、平成２１年第３回定例会付託議案第１６

号外１件は、委員長報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第３回定例会付託議案第１

６号外１件は委員長報告のとおり認定することに

決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時２９分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第７ これより行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成２１年第４回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

はじめに

本年度の文化賞等、各種表彰について申し上げ

ます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、名寄ＳＬ排雪列車（キマロキ）保存会に

文化奨励賞を授与いたしました。

キマロキ保存会は、市が旧国鉄から無償貸与を

受けた「ＳＬキマロキ編成」の保存・管理のため、

旧国鉄ＯＢが中心メンバーとなり、昭和５１年１

２月に設立されました。

実物が保存展示されているのは全国で名寄市だ

けであり、本体を保存するための冬期間保護用シ

ートかけや取り外しのほか、塗装や油磨き、専門

知識と技術を生かしての部品補修等により、現役

当時を彷彿させる勇姿を今でも見ることができ、

市民に親しまれるとともに全国各地から訪れる鉄

道ファンにも高い評価を受けています。また、平

成１３年には「ミニエクスプレスなよろ号」を購

入し、市内及び近隣でのイベントなどで、子供た

ちに夢を与えるとともに、鉄道のまちとして歩ん

できた名寄の歴史を後世に残すため、ＳＬ運行に

まつわるエピソードをまとめた「キマロキ百話」

や各種パンフレットを発行し、情報の集積と発信

にも取り組むなど、３０年以上にわたる地道な活

動を通じ、文化財の保護に貢献されています。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、社会福祉、産業経済、労働、教育文化、住民

運動実践の各分野で市政の発展に寄与された３０



－11－

平成２１年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号

個人の皆さんに功労表彰を、多額の寄附によりお

力添えをいただいた７個人、１２団体の皆さんに

善行表彰をお贈りいたしました。

受賞されました皆さんには、今後とも本市の発

展に御尽力を賜りますとともに、より一層の御活

躍と御健勝を願っています。

次に、定額給付金について申し上げます。

定額給付金は９月１８日に申請受付を終了し、

給付については１０月中旬をもって終了いたしま

した。

給付件数は１ ６１５世給、給付率は９ ５９ 

パーセント、給付額は４パ ８３５え６千円とな

っています。未申請世給に対しては、市広報やホ

ームページ、公共施設でのポスター掲示のほか、

手紙の送付や高齢者への個別訪問など、様々な方

法で呼びかけを行いました。

本事業の実施により、所期の目的である市民へ

の生活支援、地域経済の活性化に寄与できたもの

と考えています。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民の意見を反映して協働のまちづくりを進め

るため、名寄地区では町内会連合会と連携し、小

学校区の町内会地域を対象に５会場で、風連地区

では行政区長会との連携により４会場でまちづく

り懇談会を開催しました。

今回は「自治基本条例（仮称）の制定に向け

て」をメインテーマに市民の皆さんと意見交換を

行いました。

次に、男女共同参画について申し上げます。

本年度の事業におきましては、市広報の活用や、

図書館に男女共同参画コーナーを常設するなど、

様々な機会を通して意識啓発に取り組んでいます。

また、平成２０年度における「名寄市男女共同

参画推進計画」に基づく各取り組みに対する事務

事業評価につきましては、市職員によるワーキン

ググループや名寄市男女共同参画推進委員会にお

いて検証・評価を行いましたので、評価結果を踏

まえ、今後も計画を推進してまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

市民との情報共有、市内外への情報発信などを

担っている名寄市行政ポータルサイトが１０月５

日から新しくなりました。知りたい情報をより速

く、簡単に探せるよう情報のジャンルなどを見直

し、市民に身近な行政ポータルサイトとしてリニ

ューアルいたしました。

今後も、市民と行政の双方向による重要な情報

共有手段として、情報内容の充実に努めてまいり

ます。

次に、２０１１年７月の地上デジタルテレビ放

送完全移行に向けた、市施設等に起因する電波障

害の難視聴対策について申し上げます。

現在、市立総合病院、西小学校、栄町５５団地、

そして保安林に起因する瑞穂地区の４区域におい

て共同受信施設による難視聴対策を行っています。

本年４月に電波受信状況調査を実施したところ、

瑞穂地区については引き続き不安定な受信状況と

なっていますが、他３区域につきましては電波障

害が解消されることが明らかとなりました。

調査結果に基づき、瑞穂地区については現状の

まま引き続き対応することとし、３区域につきま

しては個別アンテナを設置していただくこととい

たしました。標準的なアンテナ設置経費を２え５

千円と定め、その１割を自己負担、残り９割を市

が補償費として負担することとして、年内に完了

する予定です。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

では、交換学生２人をホストファミリー１６家庭

の協力により７月１日から９月４日まで受け入れ

ました。滞在期間中は市内２つの高校と名寄大学

での体験入学やイベントなどに参加し、市民の皆

さんと交流を深めました。

友好都市ドーリンスク市との交流では、ドーリ

ンスク市創立１２５周年記念式典への招待を受け、

中尾副市長、小野寺議長をはじめ総勢６人で９月

１０日から６日間の日程で公式訪問しました。式
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典では名寄市からお祝いの言葉を述べ、パホモア

・ドーリンスク市長から「今後も友好関係を構築

していきたい」と挨拶があり、ドーリンスク市民

からの大きな拍手の中、友好ムードが高まるなど、

大変意義深いものとなりました。

次に国内交流について申し上げます。

東京なよろ会の総会が１０月１８日、東京都内

のホテルで約７０人が参加して開催され、今冬の

スキーツアーなどの事業計画が承認されました。

その後、交流会の席上で木原会長をはじめ５人の

方々を「名寄ふるさと大使」に委嘱いたしました。

ふるさと名寄の魅力を広く御紹介いただけるもの

と思います。

次に、行財政改革の推進について申し上げます。

昨年度から取り組みを進めている「名寄市行財

政改革推進実施本部」において、本年度について

は組織機構検討部会と事業等見直し部会の２部会

により検討を重ねてまいりました。

実施本部では、簡素で効率的な組織機構を実現

するため、職場議論を踏まえた組織機構検討部会

からの報告を基にしたまとめとして、平成２２年

４月に行政組織機構を再編成することといたしま

した。見直しの内容については、平成２１年度か

ら３年間を前期分、平成２４年度から３年間を後

期分とし、前期・後期合わせて７３人の職員の削

減を見込むもので、今後は、事業等見直し部会と

連携を図りながら、健全な財政運営推進に向けて、

簡素で効率的な行政運営、事業の見直し等に取り

組んでまいります。

次に、なよろ健康まつりについて申し上げます。

２２回目を迎えた「なよろ健康まつり」につい

ては、“みんなで広げよう健康の輪”をテーマに

９月２６日、総合福祉センターを会場に開催いた

しました。

４５０人の市民の方々が来場し、動脈硬化検査、

体内健康測定、骨密度測定、歯の健康コーナーで

の健康チェックなどで、生活習慣見直しの機会と

して、健康に対する意識を高めていただきました。

次に、新型インフルエンザ対策について申し上

げます。

１０月中旬から下旬にかけ、新型インフルエン

ザが猛威を振るい、小中学校を中心に休校や学年

・学級閉鎖が相次ぎました。

ワクチン接種については、発症時の重症化防止

や発症の予防を目的に、国が定めた優先接種対象

者に対し、１０月下旬から受託医療機関において

実施されています。

予防接種費用の支援については、国が優先接種

対象者のうち市民税非課税世給及び生活保護世給

の方々に全額助成することとしています。さらに

市独自の支援については、新型であること、爆発

的な感染力を持つこと、道内でも死者が出ており、

特に低年齢層に重症化の傾向が強いことなどが指

摘されていることから、感染拡大防止と子育て世

給の負担軽減を図るため、現在妊娠されている方、

並びに１歳児から高校生までの方について、接種

１回あたり千円を助成することといたしました。

今後、第二波の大流行も懸念されますので、引

き続き保健所との連携に努め、市民の皆さんへの

情報提供の徹底を図るとともに、予防対策に努め

てまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度４月から９月までの上半期における患者

数については、入院が数べ５え ４０６人で、前

年同期に比べて １８２人の減少となり、外来に

おいても数べ１２え ４２５人で、 ３４２人の 

減少となりました。

次に、医業収支の状況については、医業収益は

３２パ ４０２え７千円で、前年同期に比べ１０

７パーセント、金額で１パ ７０３え８千円の 

増収となりました。増収の主な内訳は、入院収益

で１パ ９５７え７千円の増加、外来収益で ３ 

３４え４千円増加したことによるものであり、入

院・外来ともに患者数が減少している中で増収と

なった要因として、４月から導入した入院に係る

「診断群分類別包括評価」いわゆる“ＤＰＣ”の
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効果によるところが大きいものと考えています。

次に、医業費用については、給与費で前年同期

に比べ１０ ５パーセントとなりました。に品費、

診療材料費等の材料費では、ジェネリックに品を

採用したことで前年同期と比べ９ ２パーセント

となり、全体では３１パ ２６５え８千円で前年

同期に比べ１０ ６パーセント、金額で ８５７ 

え４千円の微増となりました。

この結果、上半期の医業収支は、差引き１パ

１３６え９千円の増となりました。

病院事業では、医業収益は下半期に増加する傾

向にありますが、入院収益をはじめとする医業収

益の確保に努めるとともに、費用の節減を図り、

病院改革プランに基づく経営の健全化に向けてよ

り一層努力してまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者数は、入院で数べ１え ８５３人、前年同

期と比べ１６９人の減少となり、外来においても

数べ ７７２人で、２３６人の減少となりました。

収支面では、事業収益が２パ ５２１え円で、前

年同期と比べ約 ２２９え円の減収となっていま

す。また、事業費用は２パ ８６１え円で、前年

比約３１９え円の増加となり、差し引き約６６０

え円の収益が計上されているところです。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

永年にわたり本市の発展に御尽力いただきまし

た１０６歳の最高齢者から白寿、米寿を迎えられ

た方々までの１５３人に対する「長寿を祝う会」

を９月１９日に総合福祉センターで開催いたしま

した。

また、７５歳以上の方々を対象に、町内会など

８２団体で「８老会」が開催され、 ６８５人の

方々が祝福を受けています。

次に、本年度をもって終了する高齢者住宅用火

災警報器設置助成事業については、これまで約３

００世給に助成を行いました。２０１１年６月に

は警報器設置が全面的に義務化されますので、今

後も、さらに市民周知を図り普及に努めてまいり

ます。

次に、高齢者の虐待と徘回の状況について申し

上げます。

虐待の通報はこれまで３件あり、内２件を虐待

行為と判断し、施設等への入所手続を取っていま

す。また、徘回につきましては、名寄市徘回高齢

者ＳＯＳネットワークに１２人が登録されている

ところですが、１０月下旬に初の捜索依頼があり、

関係機関の協力で無事に発見されています。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

昨年４月から始まったメタボリックシンドロー

ムの予防を目的とした特定健診・特定保健指導の

平成２０年度受診状況がこのほど発表され、受診

率は２ ９パーセントとなり、目標の２ ７パー 

セントを達成することができました。本年度も受

診率の向上に努め、生活習慣病予防対策の推進を

図ってまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

ごみの減量化やリサイクルを推進するため９月

１５日から１カ月間、市内９カ所で排出された埋

立てごみの組成調査を実施いたしました。調査は

サンプリングした埋立てごみを分別し、排出され

ているごみの割合などを分析したもので、生ごみ

のほかプラスチックや缶類、衣類などの資源ごみ

が３割を超える割合で混入していることが判明し

ました。

今後、調査結果を踏まえ、効果的、効率的なご

み減量、リサイクル推進施策を進め、市民の皆さ

んの意識向上に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在での災害出動状況については、火

災が９件、救急が８２７件となり、昨年同期と比

べ火災は２件の減少、救急は３件の減少となりま

した。

消防庁舎施設整備事業については、本署の浴室

改修、車庫排煙設備の改修及び屋上防水の改修工

事を完了いたしました。
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防火対策については、９月３０日早朝に除雪用

具等が焼損する不審火が発生したことから、１０

月１１日まで夜間パトロールを実施いたしました。

また、１０月１５日から３１日まで「秋の全道火

災予防運動」の取り組みとして、パチンコ店など

の遊技場及びタンクローリーの立入検査を実施す

るとともに、一般住宅の防火訪問や街頭広報によ

る住宅用火災警報器の普及、不審火対策の啓発な

どを実施いたしました。

次に、防災対策について申し上げます。

今年度の防災訓練は、１０月１４日に西小学校

校区の８町内会及び自衛隊名寄駐屯地、名寄消防

団など７関係機関・団体が参加して、市民文化セ

ンターを避難所として実施いたしました。

町内会からは９７人の参加があり、今回が初め

ての試みとなる自衛隊救護車を使った災害時要援

護者搬送訓練をはじめ、洪水ハザードマップの説

明や災害時要援護者に対する町内会等の支援活動

の紹介、救命処置に関するＡＥＤ使用法の講習な

どを通じて、防災意識を高めていただきました。

次に、北斗・新北斗団地建替事業関連について

申し上げます。

住み替え住宅として昨年９月に着工した南団地

１棟３４戸（鉄筋コンクリート造５階建）が１０

月末に完成し、北斗団地からの住み替え者による

転居は１１月中旬以降実施しています。また、平

成２２年度現地建替事業に伴う実施設計を８月上

旬に着手し、１２月中旬の完了を予定しています。

さらに、解体工事１０棟４０戸については、住み

替え住宅等への転居終了後、年明けの発注を予定

しています。

次に、改善事業では、平成２１、２２年度の２

カ年事業により全団地を対象とした住宅用火災警

報機の設置を行い、本年度分は１１月に着手し、

年度内完了を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安全で安定した給水を供給するための老朽管更

新及び配水管網整備工事は、道道朱鞠内風連線他

９路線、数長 ２５８メートルが完了いたしまし

た。現在は徳田しらかば１号線の数長２９１メー

トルの整備を進めています。また、計量法に基づ

く水道量水器取替え工事は、当初予定の ４７６

台について概ね完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改修は、名寄下水終末処理場

管理棟外部改修工事を終え、受変電設備更新工事

は９０パーセントの進捗率となり、完全切替えに

向け順調に進んでいます。

個別排水処理施設整備事業は、名寄地区で１基、

風連地区で７基、計８基の合併浄化槽が供用開始

しています。

次に、道路整備について申し上げます。

国土交通省関連の地域活力基盤創造交付金事業

については、東４条通改良舗装が完了し、緑丘通、

豊栄西１０条仲通の本年度分が完成いたしました。

また、１９線道路は加東橋の旧橋解体と道路改良

工事を行っており、南２丁目踏切拡幅改良事業に

ついては、日本貨物鉄道株式会社との施行協定に

基づき、名寄駅構内鉄道施設撤去・改修工事を平

成２２年１月の完成に向けて施工中です。

まちづくり交付金による風連地区北栄２丁目線

歩道改良工事は、１０月で完了いたしました。

次に、地域公共交通について申し上げます。

地域住民の理解を得て、現在、名士バスが運行

している下多寄線運行エリアと士別軌道が運行し

ている中多寄線の一部運行エリアを対象に、１０

月、１１月の２カ月間、自宅から名寄・風連市街

まで利用者の予約により、乗り合いで走るデマン

ド方式の実証試験運行を行いました。

今後は、利用者の意見やアンケートを基に結果

を検証し、さらに２２年度積雪期に試験運行を行

い、２３年度本格運行をめざしてまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、本年産の主要農作物の農作業及び生

育状況については、７月の低温・長雨・日照不足

による生育の遅れ、１０月の長雨により収穫作業
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は近年にない遅れとなりました。

水稲については、収穫作業終了がもち米で１０

月１５日となり平年より１２日遅れ、うるち米で

１０月１７日となり平年より１６日遅れとなって

います。１０月１５日現在で公表された作況指数

は、全国で９８、北海道で８９、上川では８３と

なりました。名寄市の１１月２０日現在の出荷状

況は、うるち米 ０２８況、もち米１０え ７９ 

６況、合計１１え ８２４況となり概ね８０パー

セントの出荷率で、一等米の割合が３７パーセン

トと品質・収量とも厳しい状況となりました。

畑作については、収穫作業が全般的に遅れ一部

農家のてんさい、馬鈴しょ、玉ねぎのほ場におい

て大型機械が使用できない状況となり、「ＪＡ道

北なよろ」より市に援農の要請がありましたので、

１１月９日から１１月１１日までの３日間、昭和

５８年以来の援農を行ったところです。作況につ

いては、馬鈴しょが「やや不良」、豆類、小麦、

てんさいが「平年並」、野菜では、かぼちゃ、ス

イートコーン、玉ねぎが「やや不良」と見込まれ

ています。

次に、産地確立対策について申し上げます。

「名寄地域水田農業ビジョン」に基づく本年度

の生産目標数量については、もち米が平成１９年

度からの自主削減が終了し、対前年比１ ７パー

セント増の１え ９８０トン、うるち米は微増の

１１０トンとなり、生産数量は１ １パーセン 

ト増の１え ０９０トンの配分を受けました。加

工米を含めた水稲作付面積では、対前年比 ９パ

ーセント増の ２７４ークタール、水稲ー作者で

は１５戸減の４２９戸となりました。産地確立交

付金については、対象農家７６２戸、助成対象転

作面積 ３４７ークタール、産地確立交付金は９

パ ３５８え円、ー億連携水田活用対策及び水田

フル活用促進交付金は ０８０え円、水田等有効

活用促進交付金が ２１４え円となり、総額１０

パ ６５２え円を見込み、交付金の概ね９割を年

内に支払うことで事務作業を進めています。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水・環境保全向上対策」について申し上げま

す。

中山間事業では、平成２１年度、名寄地域集落

で ２７３え円、風連地域集落で ５８７え円を 

もって、２期目５年間の対策が終了します。本年

度で精算となりますので、地域集落で有効に使用

されるよう協議してまいります。

農地・水・環境保全向上対策では、平成２１年

度、９地区で１パ ４７５え円の交付額の内、す

でに１パ ７９３え円が地域活動組織に交付済み

となっています。各組織では効果的な「農地・農

業施設の保全活動」や「農村の環境向上対策」を

行っています。

次に、億産について申し上げます。

公共牧野については、名寄市営牧野で５月２５

日から１０月２０日までの１４８日間の入牧期間

中に、数べ３え ５５３頭、母子里地区共同牧場

で６月１日から１０月２６日までの１４８日間で

数べ１え ０４４頭を、市内延農家２３戸からの

受精対象牛を主体に受け入れました。適正な飼養

管理により高い受胎率を実現し、個体の資質向上

を図ってまいりました。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

１７年度から実施の「道営農地集積加速化基盤

整備事業」の東豊地区及び「道営地域水田農業支

援緊急整備事業」の風連地区では、暗渠排水・区

画整理・用排水路の整備を行い本年度で事業完了

となります。「道営農地集積加速化基盤整備事

業」の瑞生地区及び共和地区、「道営地域水田農

業支援緊急整備事業」の名寄地区では、本年度の

工事を全て発注し、秋・冬工事として暗渠排水、

区画整理、用排水路の整備を行っています。また、

本年度から始まりました「道営農地集積加速化基

盤整備事業」の名寄東地区については、調査設計

委託を実施しています。

次に、商工業関係について申し上げます。

地元金融機関の景況レポートによる名寄地方に
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おける景気動向は、個人消費が依然と厳しい状況

が続くなど、マイナス基調で推移しています。

次に、住宅リフォーム促進助成事業について申

し上げます。

最終年度となる本年度については、１１月２０

日現在における申請件数が３０６件で、工事費総

額はおよそ６パ ８００え円となり、３年間での

申請工事費総額は約１２パ ０００え円となって

います。今後も数件の申請を見込んでいます。

次に、物産振興事業について申し上げます。

物産振興協会との連携により、９月２５日から

３日間開催された「札幌オータムフェスタ２００

９」をはじめ道内での各イベント参加のほか、１

０月１７・１８日には友好交流都市杉並区での

「環境博覧会すぎなみ２００９」への参加などに

より、農産物をはじめ特産品の販売を行い、物産

や観光ＰＲを行ってまいりました。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方の９月末の有効求人金率は ５７金、

新規求人金率は ２９金、新規求人数は２６０人

で、いずれも前月及び前年同月を上回り、産業別

では建設業、卸・小売業、複合サービス業で増加

となっています。有効求人金率は改善傾向にある

ものの、パート等の非正規型求人が多く、引き続

き厳しい状況が続いています。

次に、観光について申し上げます。

本年度上半期の観光入り込み客数は、総体で３

２え ８００人となり、前年度同期に比べて９え

９００人の増加となりました。要因として、２

年目に入りました道の駅と道立サンピラーパーク

での増加と分析しています。今後も冬季間のイベ

ントＰＲに努め、観光客の入り込み増に期待して

います。

また、本格的な冬を迎えるにあたり、ピヤシリ

スキー場では、１２月５日のオープンに向け準備

を進めています。１１月２７日には安全祈願祭を

行い、シーズン中における安全と無事故を願った

ところです。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

名寄地区市街地で事業計画を策定中の「なよろ

地区都市再生整備計画」については、事業採択に

必要な市民アンケートで事業への賛同率が６ ３

４パーセントとなりましたので、事業計画内容を

精査の上、北海道の審査を受け、さらに国の審査

を受けるための計画書を北海道開発局に提出した

ところです。

また、駅横地区の整備計画につきましては、１

０月３０日の臨時市議会において民間事業者への

用地処分についての議決をいただき、駅横整備事

業が大きく前進したところです。今後とも、株式

会社西條、商工会議所との連携により、市民の利

便性を高める整備となるようさらに協議を進めて

まいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年で２回目となる「生涯学習フェスティバ

ル」を、９月１２日と１３日の２日間にわたり開

催いたしました。

全国からの応募により選ばれた「一緒に学ぼう

楽しもう 出会い 生きがい まちづくり」の

キャッチフレーズのもと、木彫や切り絵、ニュー

スポーツなどの体験コーナーやワークショップブ

ース、また「出会いの広場」では、市民によるコ

ンサートや歴史講演、プロによる絵本読み聞かせ

や南米の民俗音楽など、多彩なステージが繰り広

げられ、生涯学習への関心と理解が図られました。

次に、高齢者学級である名寄ピヤシリ大学は、

１０月２７日に開学３０年記念式典を行いました。

昭和５５年の開学以来これまでに大学から５７０

人、大学院から３８２人の卒業生を輩出し、学ん

だ成果をそれぞれが地域での実践活動に活かして

いただいています。

次に、市立図書館について申し上げます。

読書普及事業の取り組みとして、古典文学講座

『雨月物語』全６回を開催し、江戸時代の文学に

親しんでいただいたほか、風樹舎との共催により

「本の周辺―蔵書票とみちのく豆本―」展を開催
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し、貴重なコレクションや山形地方の昔話などに

触れていただきました。また、「手塚治虫生誕８

０周年記念展」を、本館で１０月１５日から１１

月１５日まで開催し、「マンガの神様」といわれ

る手塚治虫さんの著作２４９作品を、市民の皆さ

んや市外の図書館６館より借用した図書資料を含

めて展示し、御家族で楽しんでいただいた催しと

なりました。なお、風連分館では、１２月１日か

ら１９日まで同展示会を実施いたします。

子どもの読書活動普及推進の取り組みとしては、

「小学３・４年生向けおすすめ本」リストを作成

し、小学校や関係機関などに配布いたしました。

今後も引き続き、ブックリストの作成・配布を計

画しています。

次に、プラネタリウム館、市立木原天文台につ

いて申し上げます。

プラネタリウム館では、１１月３日の文化の日

に天文教室「しし座流星群とその観察方法」を開

催し、星への理解を深めていただきました。

市立木原天文台では、「なよろ市立天文台（仮

称）」の愛称を全国に公募したところ、８４通の

応募があり、９月３０日に開催した愛称選考委員

会で、子どもたちにも覚えやすく、北の街・名寄

らしい「きたすばる」が、愛称として決定いたし

ました。

また、プラネタリウム館、市立木原天文台は、

１１月２９日をもって休館し、「なよろ市立天文

台（仮称）」の開設準備に入ります。

市民の皆さまには、当分の間御不便をおかけい

たしますが、御理解をお願い申し上げます。

次に、学校教育について申し上げます。

今年度、東風連小学校が開校１００周年、名寄

西小学校が開校５０周年を迎え、それぞれ卒業生

や地域の方々の多大な協力を得ながら、記念行事

を開催いたしました。

１０月以降、新型インフルエンザが猛威を振る

い、市内小中学校では臨時休校や学年閉鎖など、

適切な対応に努めています。そのににもあり、学

習発表会や学芸会・学校祭などは日程を変更して

開催し、日頃の学習成果を発表いたしました。

また、１０月７日には、市内小中学校を会場に

第２３回上川管内学校体育研究大会・名寄大会と

第４４回上川管内北部地区研究大会が開催され、

市内外から４５０人余りの教員が参加しての公開

研修会となり、その成果を発表し研修を深めまし

た。

さらに、９月２９日には名寄市小中学校音楽発

表会が開催され、豊かな情操を育む教育の充実と

学校間の交流が図られました。

次に、特別支援教育については、特別支援連携

協議会の専門委員会議において、名寄版個別の支

援計画「すくらむ」の活用について、保育所や幼

稚園からの意見を集約いたしました。今後は保育

所や幼稚園における「すくらむ」の普及に向けて

取り組んでまいります。また、小中学校では、特

別支援学級の約９５パーセントの児童生徒が「す

くらむ」を活用していますが、今後、さらに必要

な児童生徒への普及を図ってまいります。

今年度の全国学力学習状況調査の結果を受け、

名寄市教育研究所では、過去３カ年の傾向を分析

しＱ＆Ａ形式の「改善プラン」を作成いたしまし

た。児童生徒の学力向上に向けて活用を図ってま

いります。

名寄東小学校屋内運動場の改築事業については、

６月１８日に教職員・ＰＴＡ役員をはじめ、東小

学校コミュニティセンター運営委員会、学校評議

員の１９人の皆さんによる「改築等準備協議会」

を設置いたしました。５回にわたる会議の中で、

改築等に係る要望・提案をいただき、実施設計に

反映してまいりました。

また、風連中学校の施設移転事業については、

５月１４日に教職員・風連中学校ＰＴＡ役員をは

じめ、校区小学校ＰＴＡ役員を含め２１人の皆さ

んによる「移転準備協議会」を設置いたしました。

５回にわたる会議を開催し、移転に伴う風連高校

の施設改修計画について要望・提案をいただき、
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実施設計に反映してまいりました。

両校の施設整備に関して、協議会の委員として

御協力を賜りました関係の皆さまにお礼申し上げ

ます。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２２年度推薦入試・社会人選抜については、

新型インフルエンザへの対応として、受験機会の

確保並びに感染拡大防止の観点から、１１月１９

日の試験に引き続き１１月２７日に追試験が行わ

れました。

保健福祉学部においては、推薦入試定員５５名

に対して昨年より４７名多い１５５名、社会人選

抜では昨年より１０名多い１２名が受験しました。

短期大学部児童学科では、推薦入試定員２５名に

対して昨年より３名少ない３８名の受験となり、

１２月３日にそれぞれ学科の合格発表を予定して

いるところです。

また、９月１１日に編入学試験が行われ、受験

者５名の中から看護学科１名、社会福祉学科４名

の合格を決定いたしました。

次に、食育の推進について申し上げます。

栄養教諭による、子どもたちへの給食を通した

食に関する指導は、連携校との連絡調整を図る中

で、本年度から市内全小・中学校を対象として順

調に進められています。

名寄市学校給食センターでは、安全・安心な学

校給食を提供するため、地場産食材を積極的に使

用しており、６月と１０月には、地元産はくちょ

うもちを使用した「もち粉パン」や市内ホテル等

が地域貢献として開発した地場産食材を使用した

メニューを学校給食に提供するなど、地産地消の

推進に取り組んでいます。

今後も、地場産の越冬野菜を使用するなど地場

産活用を進めてまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

海洋スポーツの推進のため「カヌー体験教室」

を９月１９日に風連Ｂ＆Ｇ海洋センタープールで

開催いたしました。クローズ後のプールを利用し

た体験教室でしたが、参加した子どもたちは、歓

声を上げて水上走行を楽しんでいました。

スポーツの普及活動の一環として、体育指導委

員の会では、本年度から出前講座を行うことにな

りました。これは市内の学校や各種団体からの要

望を受け、体育指導委員を派遣してニュースポー

ツの紹介と指導を行うもので、名寄東小学校から

依頼を受け９月１８日と１１月６日に「ドッヂビ

ー」と「キンボール」を指導いたしました。今後

もスポーツの普及に努めてまいります。

青少年センターでは、９月２５日に高校生２名、

大学生１名、社会人１名、団体として大学のサー

クルを模範青少年として表彰いたしました。今後

も青少年の健全育成に努めてまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

教育相談センターでは、１０月に小中学校を訪

問してハートダイヤルの上半期の相談傾向を明示

し、子どもたちの悩みに対する早期対応の方策を

確認するとともに、学校との連携を図るため、ハ

ートダイヤル・適応指導教室のパンフレットと

「安心カード」を全児童生徒に配布いたしました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

建設を計画している文化ホールについては、市

民懇話会が発足し、１０月７日に第１回の会議が

行われました。懇話会は学識経験者や文化団体、

町内会、商工団体、福祉団体等の委員１５人で組

織され、建設場所や施設の形状、活用方法などに

ついて多くの意見をいただくことになっています。

検討を進めるにあたり近隣先進施設調査として、

１０月８日に士別市あさひサンライズホール、１

１月８日に富良野演劇工場を視察してまいりまし

た。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成８年２月１０日の開館以来１３年７カ月を

経て、９月８日、総入館者数が２０え人に達しま

した。２０え人目となったのは、道内一周旅行中

の愛知県安城市在住の野口様御夫妻で、教育長よ
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り記念品を贈呈いたしました。

１０月８日から２５日に行いました昭和企画展

「思い出の学び舎～小学校」では、はじめて学校

をテーマとしたこともあり、多くの皆さんの観覧

をいただきました。

また、本年７月２３日に国の名勝に指定された

九度山につきましては、１１月２０日に文化財審

議会を開催し、指定地の今後の管理・保全に向け

て「管理計画の指針」についての諮問を行ったと

ころです。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第８ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市自治基本条例の制定についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市自〇市長（島 多慶志君）

治基本条例の制定について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、総合計画の基本目標の一つである市民

と行政の協働によるまちづくりを進めるため、ま

ちづくりの基本的な理念と原則などを明らかにし、

市民がより一層主体的にかかわるまちづくりを行

っていくために名寄市自治基本条例を制定しよう

とするものです。

本条例は、前文と８章３５条で構成しており、

その内容について申し上げます。前文では、本条

例で目指すまちの姿やまちづくりの理念、定める

目的を明らかにしています。

次に、本則では、第１章、総則は制定する目的、

言葉の定義、まちづくりの基本理念及び条例の位

置づけを定めています。第２章、まちづくりの基

本原則では、市民参加、情報共有、連携、協力、

コミュニティー自治、自主自立の市政運営につい

て定めています。第３章では、市民の権利、役割

及び責務、第４章では議会の役割及び責務、第５

章では市長等の役割及び責務を定めています。第

６章では、行政運営の原則、総合計画、財政運営、

行政組織など行政の運営の基本、第７章では基本

原則に基づくまちづくりを進める仕組み、第８章

では条例施行後の検討及び見直しを規定していま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、１３名の委員で構

成する名寄市自治基本条例審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査いたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号については、１３名の委員

で構成する名寄市自治基本条例審査特別委員会を

設置し、これに付託の上、審査することに決定い

たしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました名

寄市自治基本条例審査特別委員会の委員の選任に

ついては、委員会条例第７条第１項の規定により、

佐藤靖議員、竹中憲之議員、川村幸栄議員、大石

健二議員、佐々木寿議員、岩木正文議員、駒津喜

一議員、木戸口真議員、高見勉議員、川村正彦議

員、谷内司議員、宗片浩子議員、中野秀敏議員を

指名いたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、ただいま指名いたしました議員を選任

することに決定いたしました。

正副委員長互選のため暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時２１分
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再開 午前１１時２８分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市自治基本条例審査特別委員会の正副委員

長の互選が行われましたので、その結果を報告い

たします。

委員長には岩木正文議員、副委員長には竹中憲

之議員、以上であります。

日程第９ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 ふうれん地域交流センター条例の制定につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 ふうれん〇市長（島 多慶志君）

地域交流センター条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

ふうれん地域交流センターは、平成２２年３月

の完成、同年４月のオープンを目指し、建設が進

められております。この地域交流センターは、既

存の風連福祉センター及び風連母と子と老人の家

の施設機能を兼ね備えた施設となるものです。

条例の制定に当たりましては、この地域交流セ

ンターがより多くの市民に愛され、親しまれ、利

用しやすい施設として、さらには情報発信の場と

しての施設づくりを考えております。利用者から

徴収する使用料及び暖房料につきましては、市内

類似施設の料金を参考に料金設定を行いました。

管理運営につきましては、当分の間、名寄市教育

委員会が行います。

なお、現在運用しております名寄市風連福祉セ

ンター条例は、本条例制定に伴い廃止することと

いたします。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

３号 名寄市事務分掌条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市事〇市長（島 多慶志君）

務分掌条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、昨年度より名寄市行財政改革推進実施

本部内において組織・機構検討部会を設置し、組

織機構の見直しについて検討を進め、平成２２年

４月より行政組織の一部を変更するもので、具体

的には現在の生活福祉部を市民部と健康福祉部に

分けることによる事務分掌条例及び福祉事務所設

置条例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

４号 名寄市議会議員及び名寄市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市議〇市長（島 多慶志君）

会議員及び名寄市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、公職選挙法の一部改正により地方公共

団体の長の選挙において選挙運動用ビラの作成費

用を公費で負担できることとなったことに伴い、

名寄市選挙管理委員会での協議を経て、名寄市議

会議員及び名寄市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例においても所要の改正をしよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市手〇市長（島 多慶志君）

数料徴収条例の一部改正について、提案の理由を

御説明申し上げます。

本件は、長期にわたり良好な状態で使用するた

めの措置が講じられた優良な住宅を認定する制度

である長期優良住宅の普及の促進に関する法律に

おける認定事務において未設定であった計画変更

等の手数料について、認定事務コストに応じた受

益者負担分を長期優良住宅建築等計画変更認定申

請手数料として徴収するために名寄市手数料徴収

条例の一部を改正するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例及
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び名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その

他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市特〇市長（島 多慶志君）

別職の職員の給与に関する条例及び名寄市教育委

員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２１年８月１１日付人事院勧告に

基づき、国家公務員の期末手当が引き下げられた

ことに伴い、名寄市の特別職の職員及び名寄市教

育委員会教育長について同様の措置を講ずるもの

です。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市議〇市長（島 多慶志君）

会の議員その他非常勤及び臨時の職員の公務災害

補償等に関する条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、船員保険法が一部改正され、船員保険制度の

うち職務上の疾病、年金部分が労働者災害補償制

度に統合されることとなりました。これに伴い、

地方公務員災害補償法においても所要の改正が行

われたことにより、同法の規定に基づく名寄市議

会の議員その他非常勤及び臨時の職員の公務災害

補償等に関する条例の該当部分について所要の改

正を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬徴収

条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

議案第８号 名寄市病〇市長（島 多慶志君）

院事業診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部を改

正する条例について、提案の理由を申し上げます。

近年患者が受診している病院医師以外の医師の

診断や治療方針等、いわゆるセカンドオピニオン

を聞き、今後の治療等の参考にする事例が発生し

ております。本件は、名寄市立総合病院において

患者からセカンドオピニオンの要望があった場合

に対応するため、名寄市病院事業診療報酬及び介

護報酬徴収条例の一部を改正し、相談時間に応じ

た相談料金を設定しようとするものであります。

これにより別の立場の医師から説明を受けること

でさらに具体的な比較ができ、より納得のいく治

療が期待されます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第８号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により民生常任委員会に付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号については、民生常任委員

会に付託することに決定いたしました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町

村の数の増減について、議案第１０号 北海道後

期高齢者医療広域連合を組織する市町村の数の増

減について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 北海道市〇市長（島 多慶志君）

町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減及

び議案第１０号 北海道後期高齢者医療広域連合

を組織する市町村の数の増減について、一括して

提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村備荒資金組合及び北海道後期高齢者医療広

域連合の組織団体である湧別町と上湧別町が平成

２１年１０月５日に合併し、湧別町となったこと

に伴い、同組合等を組織する市町村の数の増減に

ついて、地方自治法第２８６条及び第２９０条並

びに第２９１条の３及び２９１条の１１の規定に

基づき議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第９〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 指定管理者の指定について（なよろ健康

の森）、議案第１２号 指定管理者の指定につい

て（名寄公園パークゴルフ場）、議案第１３号

指定管理者の指定について（天塩川さざなみ公

園）、議案第１４号 指定管理者の指定について

（名寄市営牧野）、議案第１５号 指定管理者の

指定について（名寄市母子里地区共同牧場）、議

案第１６号 指定管理者の指定について（名寄市
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風連米乾燥調製施設）、以上６件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号から議案〇市長（島 多慶志君）

第１６号までの指定管理者の指定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

議案第１１号から議案第１３号までの３施設に

つきましては、名寄市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条による公募によ

る施設であり、議案第１４号から議案第１６号ま

での３施設につきましては同条例第５条第１項第

１号による公募によらない施設であります。本件

は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定

委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者を選

定いたしましたので、指定管理者の指定をいたし

たく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

１号外５件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号外５件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号外５件は原案のとおり可

決されました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 市道路線の廃止について、議案第１８号

市道路線の認定について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 市道路〇市長（島 多慶志君）

線の廃止及び議案第１８号 市道路線の認定につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１７号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号３００２、路線

名、南西３条仲通及び整理番号３０３８、路線名、

南１０丁目東通について、両路線の終点側に接続

する道路が整理され、市道として認定されること

から、路線の終点及び数長を変更するため一たん

廃止しようとするものであります。

整理番号３０３９、路線名、南１０丁目中央通

については、終点側にある南１０丁目東通との間

の道路用地の整理ができ、新たに南１０丁目東通

として市道を一本化することから、本路線を廃止

するものです。

次に、議案第１８号 市道路線の認定について

申し上げます。議案第１７号により廃止する整理

番号３００２、路線名、南西３条仲通及び整理番

号３０３８、路線名、南１０丁目東通について、

路線の終点の変更により、それぞれ１９ ７４メ

ートル及び５７ １２メートルの数長となること

から、認定し直そうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

７号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号外１件は原案のとおり可

決されました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１９ 議案第１９号 平成２１年度名寄

市一般会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正しようと

するものでありまして、歳入歳出それぞれ３パ

７５６え ０００円を追加し、予算総額を２１６

パ ８２８え ０００円にしようとするものであ 

ります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして、新型インフルエンザワクチ

ン接種助成負担金 ４０８え ０００円の追加は、 

国の優先接種の対象者である妊婦や基礎疾患を有

する方などで住民税非課税世給の方を対象にワク

チンの接種費用の全額を助成しようとするもので

す。また、市独自分の４４０え ０００円の追加

は、課税世給であるため助成を受けられない妊婦

と１歳から１８歳までの子供に対して接種１回当

たり ０００円を名寄市独自で助成しようとする

ものです。

７款商工費におきまして、住宅リフォーム促進

助成事業補助金 ６００え円の追加は、本年度が

最終年度である同事業の利用が大変好調で既に予

算化している２５０件、 ０００え円では不足す

ることから、さらに８０件分を追加しようとする

もので、これにより希望者全員に対して助成でき

るものと考えております。

１０款教育費におきまして、東小学校屋内運動

場改築工事２パ １００え円の追加は、国の安全

・安心な学校づくり交付金等の助成を受け、老朽

化した体育館の改築を図るものです。また、名寄

小学校小小光発電設備設置工事 ９００え円の追

加は、同校に小小光パネルを設置し、児童の環境

教育などに役立てようとするものです。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増減のほか、収支不足を繰越

金及び地方交付税で調整いたしました。１款市税

で、市民税 ２６７え ０００円の減額は、景気 

低迷などにより申告所得が減少している市民税法

人税割を減額しようとするものであります。

１８款寄附金で、ふるさと納税寄附金７０え

０００円の追加は、１０月末までに東京なよろ会

の会員を初めとする１３名の皆さんからいただい

たふるさと納税の寄附金であります。

次に、第２表、債務負担行為補正では、さわや

かトイレ・ホール清掃等業務委託料ほか２２件を

追加しようとするものであります。

次に、第３表、地方債補正では、１９線道路舗

装新設事業ほか７件を変更しようとするものであ

ります。

次に、第４表、継続費補正では、事業費の減額

により北斗・新北斗公営住宅建設事業について変

更しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。
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補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１９号の１６、１７ページをお開きくださ

い。２款総務費、１項８目企画振興費で、地域振

興基金積立金７０え ０００円の追加は、１０月

末までにふるさと納税による寄附をいただいた１

３名の皆さんの寄附金を地域振興基金に積み立て

るもので、その内訳は天体観測を生かしたまちづ

くりに２８え円、大学を生かしたまちづくりに２

０え円、医療と福祉のまちづくりに５え円、雪を

生かしたまちづくりに１え円、その他のまちづく

りに１６え ０００円となっております。

１８、１９ページをお開きください。３款民生

費、１項６目老人福祉費で、後期高齢者医療療養

給付費負担金４３７え円の追加は、平成２０年度

の給付費が確定したことに伴う精算分であります。

２０ページ、２１ページをお開きください。同

じく２項５目児童母子給付費で、子育て応援特別

手当、平成２１年度分につきまして交付事業費

０８３え円の減額は、国の補正予算の執行停止に

伴う減額で、あわせて国庫支出金でも同額を減額

しております。

同じく３項１目生活保護同助費で ９１８え 

０００円の減額は、主に医療同助の減少によるも

のであります。

２４、２５ページをお開きください。７款商工

費、１項１目商工業振興費で、チャレンジ支援事

業補助金１００え円の追加は、６丁目商店街の空

き店舗を飲食店として改修する事業者へ支援しよ

うとするものであります。

３０ページ、３１ページをお開きください。９

款消防費、１項２目災害対策費で、防災情報通信

設備整備事業費３００え円の追加は、全額国の交

付金を受け、災害等の際に国から瞬時に情報提供

が受けられるよう全国瞬時警報システムの設置工

事などを実施するものであります。

３２、３３ページをお開きください。１０款教

育費、５項１目大学学校総務費で、学生募集対策

事業費３５５え ０００円の追加は、紙ベースと

インターネットによる大学情報の提供をこれまで

高校３年生だけを対象としていたものを高校２年

生まで拡大することによる委託料の増額などであ

ります。

次に、歳入について説明させていただきます。

１０ページから１１ページをお開きください。１

５款国庫支出金で、地域活性化・公共投資臨時交

付金 ６４９え円の追加は、東小学校屋内運動場

の改築工事及び名寄小学校小小光発電設備設置工

事実施に伴う臨時交付金であります。

１６款道支出金で、新型インフルエンザワクチ

ン接種費用負担軽減事業費補助金 ０５６え ０ 

００円の追加は、国の優先接種の対象者で住民税

非課税世給の方を対象に助成する経費の４分の３、

国が２分の１、道が４分の１が合算されて交付さ

れるものであります。同じく緊急雇用創出推進事

業補助金５１え円の追加は、新型インフルエンザ

対策の事務に当たる保健センター臨時職員の賃金

であります。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

４款衛生費、２３ペー〇４番（川村幸栄議員）

ジになりますが、新型インフルエンザワクチンの

助成について１点お伺いをしたいと思います。

今回市独自の助成が行われるということで大変

うれしく思っているところですが、今全国的にも

なかなか下火にならないといいますか、非常に感

染力が強くなっているというようなことも報道さ

れています。名寄市における感染率がわかれば、
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大体年代別等を教えていただきたいなというふう

に思っています。

もう一つは、今このワクチンの大瓶といいます

か、それが接種する人の人数によって余ってしま

って、２４時間しかもたないということで無駄に

なるというような報道もされていて、ある地域で

は医師会の先生方が皆さん声を寄せ集めて集団接

種という形で無駄をつくらないというような努力

をされているというふうに報道で知ったのですけ

れども、名寄市としてはこういった集団接種とい

う方向とかお考えはないのかどうか、その点につ

いてお伺いをしたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま新型イ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ンフルエンザの感染率と、それからいわゆる供給

されておりますインフルエンザワクチンの大瓶の

問題による使用期限による廃棄の関係で集団接種

についてのお問い合わせがございました。

感染率につきましては、８月１０日以降にいわ

ゆる遺伝子検査というものを実施しなくなりまし

て、新型インフルエンザというものの特定をして

いない状況になっておりまして、そういうことか

らすると特に簡易検査だけでＡ型と特定された場

合、今までの結果からすると約九十何％が新型で

あるというような流れが出ておりまして、その後

の部分につきましては学級閉鎖、学校閉鎖あるい

は学年閉鎖等で、あるいは幼稚園、保育所の閉鎖

等で定数の５％程度で保育所等につきましては閉

鎖等の措置をいたしましたけれども、実数の数値

について把握している数値はございません。

それから、集団接種の件につきましても今回独

自助成を開始しようかということを踏まえまして、

当然当面実施しそうな場所と申しますと保健セン

ターになるのかなというような部分がございまし

て、そういう部分で市立病院のほうの小児科のほ

うと協議をしましたけれども、なかなか料金の接

種等々のいろいろな形の部分あるいは保健センタ

ーへ向かう部分あるいは学校が終わってから帰っ

てくるまでの短い時間の部分といういろいろな部

分を考えますと、なかなか効率が整わないのかな

というような部分で断念した経過がございます。

ただ、１２月からワクチンの供給の国が示してい

るものを見ますと、いわゆる小瓶のものが出回っ

てくる状況になっておりますので、そういうもの

を使っていけば多分無駄は出てこないのかなとい

う部分でございます。

あと、ちなみに風連の国保診療所とさくら幼稚

園、さくら保育所の中では、この部分につきまし

て少し効率的な接種ができないかというような部

分を踏まえて、集団の形で接種をしようかという

ような協議に入っておりますけれども、完全にそ

こまで結論に至っているかどうかはちょっとまだ

現在のところ情報は入手しておりません。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

検査が簡易検査で済ん〇４番（川村幸栄議員）

でいるというお話でしたが、まだまだ感染してい

ない、これからかかるという方も非常に多くいら

っしゃるというふうに思いますし、またこの市独

自の助成によってまた受けたいと思う方も非常に

ふえてくるかなというふうに思っています。本当

にワクチンが無駄なく皆さんに行き渡って重症化

しない、また今小さな子供たちの本当に悲しいこ

とも多々聞きますので、こういったことがないよ

うにえ全の対策をとっていただくことをお願いし

て終わりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２０号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして増加

傾向にあります医療費の支払いと新型インフルエ

ンザの接種助成にかかわる経費を中心に補正を行

うものであり、歳入歳出それぞれに ５８３え円

を追加し、予算総額を３２パ １８８え ０００ 

円に、直診勘定におきまして主に外来患者の増加

と新型インフルエンザの予防接種などに対応する

ため、歳入歳出それぞれに２１４え ０００円を

追加し、予算総額を１パ ９８１え円にしようと

するものであります。

まず、保険事業勘定の歳出から申し上げます。

２款保険給付費では、一般被保険者分の療養給付

費、高額療養費等に１パ ７０２え ０００円を 

追加し、退職被保険者分の療養給付費、高額療養

費等を ２００え円減額して医療費の支払いの調

整を図るものです。

８款保健事業費では、新型インフルエンザワク

チン接種助成負担金として８０え ０００円を追

加するものであります。

次に、歳入について申し上げます。８款繰入金

では、一般会計繰入金におきまして、地方交付税

で措置される国保財政安定化支援分の確定により

１５９え ０００円を追加し、基金繰入金におき

ましては国民健康保険支払準備金基金繰入金とし

て新型インフルエンザ接種助成のため８０え ０

００円を追加しようとするものであります。

９款繰越金では、前年度繰越金の９保分 ３４

３え ０００円を追加しようとするものでありま

す。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

２款医療費におきまして、新型インフルエンザワ

クチンの購入など、外来患者にかかわる医療用衛

生材料事業費に２１４え ０００円を追加しよう

とするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款診療収

入におきまして２１４え ０００円を追加し、収

支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

議案第２１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして、歳

入歳出それぞれ２０え円を追加し、予算総額を１

９パ ８８６え ０００円にしようとするもので 

あります。

まず、歳出について申し上げます。６款諸支出

金では、過年度分にかかわる保険料の払戻金を２

０え円追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款国庫支

出金では２０え円を追加し、収支の調整を図ろう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２２号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行おうと

するものでありまして、平成２２年度における風

連浄水管理センター等維持運転管理業務委託料の

限度額を ５６３え円にしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２３号 平成２１年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市水道事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的支出の原水及び浄水費の

修繕費について補正しようとするものであります。

２款水道事業費用におきまして、緑丘浄水場外
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壁修繕等により５０８え ０００円を追加し、総

額を５パ ２２９え ０００円にしようとするも 

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２４号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

黒井徹議員。

議案第２４号 名寄〇１８番（黒井 徹議員）

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２１年８月１１日付人事院勧告に

基づき国家公務員の期末手当が引き下げられたこ

とに伴い、議長、副議長並びに議員の期末手当に

ついて同様の措置を講ずるものです。あわせて、

現在議会独自に６月期及び１２月期にそれぞれ１

００分の１０の期末手当の削減を行っていること

から、引き続き同様の措置を講ずるべく条例の一

部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２４号に

つきましては、全議員による提出でありますので、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２５号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２５号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

職員の給与に関する条例等の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２１年８月１１日付人事院勧告に

基づき国家公務員の給与改定が実施されることに

伴い、名寄市職員の給与も同様の措置を講ずるこ

と及び厳しい財政状況に対応するため、職員の給

料を本年１２月から平成２４年３月まで３％削減

するべく、関係条例の一部を改正しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年１０月１５日午前１０時１

５分ごろ、名寄市西１０条北４丁目交差点におき

まして建設水道部所管の公用車が道路清掃作業を

再開するため後退した際に後方に停車していた車

に接触し、破損させたものであります。過失割合

は本市が１００％であり、相手方車両の修理代と

して本市が１０え ００１円を負担することで示

談が成立し、和解したところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

この件なのですけれ〇２１番（谷内 司議員）

ども、ことしに入ってもそれぞれ１００対ゼロの

事故が多いという形で、前回のときにもお聞きし

たのですが、どんな措置をしたのか、それも教え

ていただきたいのと、バックをしてなったという

ことはちょっと考えられないミスなのです。です

から、前も申し上げていますように懲罰でそれな

りにするから結構だと思います。でも、この例を

見ても当然運転未熟だと私は思います。ですから、

私が申し上げていますようにそんな懲罰の中でい

ろんなことを言われるのではなくて、まず練習を

させるということで何回も申し上げているのです

けれども、そのことはどうですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

この場をおかりし〇総務部長（佐々木雅之君）

まして、運転業務としましては単純ミスといいま

すか、交差点のところでバックをするというのは

運転手としては非常に未熟というか間違いな運転

で、大きな事故につながらなかったことがせめて

もの救いだというふうに思っていまして、この場

をおかりしまして市民の皆様方におわびを申し上

げたいと思っています。

この種の事故の関係につきましては、谷内議員

からも何回も御指摘いただいておりますが、かな

り１００対ゼロという単純ミスによるような事故

が頻発しておりまして、内部のほうでもいろいろ

検討したのですが、養成学校のほうにお邪魔をし

まして、運転操作の基本的な研修についていかが

ということもありましたけれども、他市の状況、

それから地元の民間会社のほうにつきまして調査

しましたところ、そのような研修についてはある

ことはあるのですけれども、なかなか実際には運

用していないということの情報もいただきました。

中身につきましては、職場内における声かけ運

動も含めて、一生懸命交通安全についての基本的

なことも含めまして、職場長も含めての交通安全

の励行について声かけ運動をすることのほうが効

果もあるということと費用を負担させまして行う

部分につきましては、逆に言うとそれが業務を開

始するときのストレスがたまったり、気持ちが萎
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縮しまして、かえって事故を誘発するというよう

な懸念もあるということもありまして、多くの業

態のところでは声かけ運動、朝一出るときの声か

け運動を中心に交通安全の励行を職員のほうに促

すと、このようなことをやっておりまして、私た

ちのほうでも個々の現場におきましては部長、課

長を中心にしまして安全運転の関係についての励

行をしております。それから、１９年のときに名

寄庁舎、風連庁舎でそれぞれ２回、警察の交通課

長を呼びまして安全運転のビデオを見せまして、

８０名ほどの参加を得まして講習会を実は行って

おります。本年につきましても２１年度で来年の

１月にこの種交通安全講習会を開きまして、職員

のほうにきちっと交通安全についての周知を図っ

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

私自身もやはり何か〇２１番（谷内 司議員）

の方策を講じなければ、こんなことが毎年毎年１

００・ゼロ、１００・ゼロとなったら、市民に対

しても何とも説明もつかないこともありますし、

市としてやっぱり交通安全などについては力を入

れるなり、旗波作戦だとか、いろんな行事を行っ

ているのですよね。そういうことで見たって、や

っぱり市の職員は模範であるべきでなければなら

ないと、このように私も考えます。そんなことか

らいってもこの１００・ゼロというのは、過失割

合はいろいろあるのですけれども、それによって

１００でなくて８０なら何々、７・３とかあるの

ですけれども、それだったら相手のミスというこ

とも考えられるのですが、このことについては信

号があって、そこにとまったものがバックしてぶ

つかっているなんて本当に考えられないミスなの

です。だから、こういうことは往々にしてやはり

運転ミスというのですか、チェンジの入れかえと

いうのをわからないでやっているのだと思うので

すけれども、初歩的な段階のミスだと思うのです。

こういうことについては、それを訓練する何かい

ろいろあるのでしょうけれども、やっぱりそうい

うことが大事だろうと思いますし、経費の問題に

ついてはやっぱりそれについてはその人の負担に

よってやってもらうような形をとらなければ、声

かけ運動をしたから運転の技術がうまくなる、上

手になるとはちょっと考えられないのですけれど

も、やはりそういう自動車学校なり、それしかな

いですから、そこへ行って一日でも二日でも安全

教育の……お年寄りだったら安全運転のための訓

練とか免許があってもやりますよね。あんなよう

なことをやることによってそれが向上されて、こ

ういう事故をなくせると。これしか私はないと思

うのですが、その辺はどうでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

職員につきまして〇総務部長（佐々木雅之君）

は、日ごろから声かけ運動も含めて対応させても

らっていますけれども、合併をしまして名寄庁舎、

風連庁舎ということで前よりも遠距離の往来が頻

繁に行われていることもあります。今回の事故の

場合につきましても道路センターの本体につきま

しては風連庁舎の側にあったり、それから詰所の

関係については名寄の大橋にあったりということ

で、従来よりも活動範囲が広がっていることもあ

りまして、それと庁用車を管理して運行している

職員につきましても普通会計ベースでは４８０人

ぐらいの職員がおりまして、このほかに臨時職員、

運転手等もおりまして、谷内議員おっしゃるとお

り同じ人間が何回もそのような事故を起こしてい

るわけではなくて、現場の中でちょっとした気の

緩みも含めてそういう例がありましたので、やは

り日ごろの声かけ、それから安全運転に対する意

識啓発が重要と考えておりますので、これらにつ

いても対応してまいりたいと思っています。同じ

人間が何回も類似するような事故を起こすような

ときには、今御指摘の点についての研修も必要と

思っていますけれども、この３カ年間ほどを調べ

たときには同一の人間が同じような事故を起こし

ているという例はちょっと見受けられなかったの

平成２１年１１月３０日（月曜日）第４回１２月定例会・第１号



－33－

で、いましばらくは声かけ運動を中心とした交通

安全教育の推進で対応してまいりたいと思ってお

ります。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、あす１２月１日より９日ま

での９日間を休会としたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、あす１２月１日より９日までの９日間

を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時３７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 日根野 正 敏

署名議員 東 千 春
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平成２１年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年１２月１０日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１２番 木戸口 真 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

農業支援と各種事業の見通しについて外１件を、

日根野正敏議員。

おはようございま〇１１番（日根野正敏議員）

す。議長より指名がありましたので、本定例会に

おいて大項目２点についてそれぞれお伺いをいた

します。

まず初めに、農業支援と各種事業の見通しにつ

いてお伺いをいたします。ことしの天候につきま

しては、農作物にとっても農業者にとっても非常

に厳しい年であったことは言うまでもありません

が、とりわけ６月、７月の平年の約６割の日照時

間、気温についても７月は平年より平均マイナス

２２と作物の生育に非常に２２２時２にこのよ

う２気候に２り、特に水稲については致命的２打

撃を受けました。また、６月から１１月まで断続

的２降雨により管理作業から収穫作業まで非常に

苦労の絶え２い年でありました。そん２中、昭和

５８年以来行われたことの２い収穫の援農作業が

市職員や関係団体により行われたことにつきまし

ては、その判断をした行政や関係団体に敬意を表

するとともに現場に行かれた方々につきましては

寒さの中、２れ２い仕事の上、腰をかがめての手

作業ということで心より御苦労さまでしたとこの

場をおかりしまして申し上げたいと思います。

通常不作の年は、過去の経緯から見ますと品薄

に２り、価格に反映され、農業経済はそれほど悪

化をし２かったけれども、ことしの天候の場合は

上川地区の塩狩峠以北が特に悪く、価格にまで反

映され２い状況であり、市内の農業経済の逼迫は

必至だと考えております。名寄市としても現状を

しっかり把握し、今後の営農展望を明るくする状

況を見出して対応し２ければ２ら２いと考えます。

そこで、５点について質問をいたします。

１点目に、ことしの水稲、畑作、酪農の作柄状

況と販売高でどの程２落ち込むことが予想される

のかお伺いをいたします。

２点目に、ことしの営農に対し何らかの緊急支

援を考えるべきと思いますが、現時点で市として

考えている支援策、案でも結構ですので、お伺い

をいたします。

３点目、中山間地域直接支払制２はことしで２

２目が終わり、さきの事業仕分けでも予算２求ど

おりに２りましたが、農地・水・環境保全向上対

策は予算の１割程２縮減が公表されました。この

２つの事業について、次年２の取り組みについて

の考え方についてお伺いをいたします。

４点目に、産地確立交付金にかわる戸別所得補

償制２の見通しについて、わかる範囲でお伺いを

いたします。

５点目に、農水省２１年２新規補正事業の需２

即応型生産流通体制緊急整備事業の見通しについ

てもお伺いをいたします。

次に、合併の効果と課題の検証についてお伺い

をいたします。総務省が推進してきた自治体の合

併も来年３月末で合併特例新法の２限が来ます。

平成１１年、全平には ２３２の自治体がありま

したが、来年３月には ７４２の自治体に２り、

ここ１０年間の間に全平で新しいまちが５８２誕

生いたしました。道内でも２１２自治体から１７

９自治体へ２２の新しいまちができました。新名

寄市も合併をして３年８カ月が経過をいたしまし

た。
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新名寄市が生まれるまでには、平成１４年９月

に道庁の案に沿い、名寄、風連、下川の組み合わ

せで研究会がそれぞれの自治体で始まり、その後

平成１５年６月３０日に旧名寄市を除く近隣５町

村で任意協議会が設置され、その後３カ月を置い

て旧名寄市が参画するという経緯をたどり、翌平

成１６年１月２２日に６市町村の任意協議会が解

散し、４日後、名寄市、島市長より風連町と下川

町に合併協議の申し入れがあり、３月３日に風連

町は合併協議に同意をいたしましたが、下川町に

ついては協議に加わら２いことを決定し、名寄市

と風連町の合併に向けての動きが加速し、平成１

６年４月１６日には第１回合併協議会が開催され、

基本項目１５回、建設計画８回、合計２３回の合

併協議が２され、それぞれ民意を背負った議論が

２され、平成１８年３月２７日に合併に至ったわ

けであります。

合併論議が出てから合併に至るまで約３年間、

首長はもとより職員、議会、住民が大きく揺れ、

そして悩み、大き２犠牲の上に成り立った合併だ

と感じます。であるがゆえに、この合併が何より

も増して正しい選択であったことを仮にそれが仮

定や想定であっても証明をする義務があると考え

ます。合併し約４年、その時２が来ているのでは

２いでしょうか。そこで、７点についてお伺いを

いたします。

合併により特例債２どの有利債を利用し、単独

では難しかったと思われる事業とその費用につい

てお伺いいたします。

２点目に、特例債等の有利２財源の利用とはい

え、負債がふえたとも考えられますが、財政全体

を見たとき、その基盤は向上されているのかお伺

いをいたします。

３点目、合併により旧名寄、風連の垣根が２く

２り新た２人の交流の活性化、一体感の醸成をど

う図ってきたのか、またどう進めていくのかお伺

いをいたします。

４点目に、政府が進めていた三位一体の改革の

中、地方分権、権限の移譲は合併後どの程２移譲

され、またそれに伴う財源、権限により自立性は

向上されたのかお伺いをいたします。

５点目に、合併後職員の削減が続いている中、

窓口業務２ど市民対応の住民サービスの維持向上

をどう図ってきたのかお伺いをいたします。

６点目、合併後防災力の向上に向け改善、強化

された点についてお伺いをいたします。

７点目に、新市に２り約４年が経過しますが、

合併し、市民がどう感じているのか調査をする時

２が来ていると思いますが、そのお考えについて

お伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま日根野議員から大項目２点にわたり御質

問をいただきました。大項目１点目につきまして

は私から、２点目については総務部長からの答弁

と２りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１点目、農業支援と各種事業の

見通しについて、（１）、作柄と販売高の状況に

ついてお答えいたします。水稲に関しましては、

ウウウウが約１ウ ３００ウで、うち１等ウが約

７００ウで４２７、２等ウが約 ６００ウで５ 

８７、８ウウでは約１２ウ ０００ウで、うち１

等ウが約４ウ ０００ウで３６７、２等ウが約７

ウ ０００ウで６４７と２っております。収万、

品質とも厳しい状況と２っておりまして、被害見

込込として約１４込 ０００ウ込を見込んでおり

ます。農水省の１２月８日の公表の作況指数では、

上川で８３という数字が出ておりますけれども、

当市におきましてはさらに大きく落ち込むという

よう２ことが推定されます。小麦につきましては、

まだ数万の集計がされておりませんが、共済の見

込みから春小麦では共済引き受け戸数１１１戸に

対して支払い予定戸数１３戸、秋小麦では共済引

き受け戸数１６４戸に対して支払い予定戸数１０

１戸と２り、共済の被害減収万から推定される被
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害見込込は約 ４００ウ込を見込んでおります。

小豆につきましても数万の集計はされておりませ

んが、共済引き受け戸数１５２戸に対して支払い

予定戸数４９戸で、被害推定込９００ウ込を見込

んでおります。大豆につきましては、まだ数万、

被害込とも集計されておりませんけれども、減収

の幅は大きいという見込みでございます。その他

の作物につきましては、農協の青果物取り扱い見

込みから、平成２０年２取り扱い実績が約２４込

６００ウ込に対しまして本年２の事業計画では

２６込込を計画しております。２１年の取り扱い

見込みでは、約２７込 ０００ウ込と見込んでご

ざいます。青果物に関しては、取扱込が伸びてい

るのは取扱込の多い食用バレイショ、グリーンア

スパラ、カボウャ、スイートコーン、玉葱、花卉

の市況が順調であったことが原因と考えられてお

ります。酪農に関しましては、牧草及びデントコ

ーン収万はおおむね平年並みと２っておりますが、

長雨、日照不足により品質低下により栄養価が平

年を下回り、栄養補年に必２２年年分として約

０００ウ込を見込んでおります。これら全体では、

約１０込込程２の減収に２ると考えているところ

でございます。

次に、（２）番目の農業支援の考え方について

お答えいたします。ＪＡ道北２よろ及び名寄市農

民連盟連絡協議会から、被害農業者に対する低利

資金の対応の２請を受けております。また、農業

委員会からも金融支援対策の建議が２されており

ます。２請を受け、市といたしましてもことしの

冷湿害の農業被害に対して被害状況及び減収込の

把握と平、道の対策内容を勘案し２がらＪＡ道北

２よろ２ど関係機関と支援策を検討しているとこ

ろでございます。ＪＡ道北２よろでは、独自に貸

付金利を ５７とした冷湿害対策資金を考えてお

りまして、市はＪＡ道北２よろが行う冷湿害資金

対策に ０７の利子補年を行い、末対金利 ５７ 

とすることを検討いたしてございます。また、北

海道では対策として冷湿害等農業経営維持対策資

金を創設いたします。内容的には、既存の低利２

災害対応資金を対象資金として道と市町村で利子

助成を行うもので、末対金利ゼロ７にする場合、

最大で ５４７を市町村に道が助成する対策でご

ざいます。ただし、対象の込、減収万が３０７と

２っております。あるいは、減収込が１０７とい

う、こういう１つの決めがございまして、制限が

ございまして実際に利用できるか、できる農業者

が限られてくるのでは２いかというふうに考えて

いるところでございます。北海道の対策条件に合

う農業者の方がどの程２おられるかにもよります

けれども、道の対策を活用できれば末対金利ゼロ

７にすることも検討しているところでございます。

次に、（３）番目、中山間地域等直接支払交付

金と農地・水・環境保全向上対策の見通しと次年

２に向けての取り組みについてお答えいたします。

中山間地域等直接支払交付金は、中山間地域等に

おいて農業生産活動等の継続による多面的機能の

確保を図るため、高齢化の進行にも配慮したより

取り組みやすい制２に見直し、新たに３２対策と

して実施されることに２ってございます。概算２

求では、ことしより１３７ほど増込に２っており

まして、高齢化に配慮した制２の見直し等により

保全される協定農用地面積の維持、拡大を目指す

としております。見直しのポイントとしましては、

山合いに点在する飛び地や小さい団地等の協定取

り込み推進、高齢農家も安心して参加できる地域

ぐるみの取り組みの推進、小規模高齢化集落の農

用地等の保全に向けた取り組みの推進と充実され

た内容ということに２ってございます。農地・水

・環境保全向上対策は、概算２求で１６７ほど減

込と２っておりますが、都道府県単位での繰り越

し分及び事務費の削減で地域活動組織への削減は

２いものと考えております。地域活動組織におか

れましては、例年のとおり地域が計画した取り組

みを行うことに２ると考えておりますので、御理

解をいただきたいと存じます。

次に、（４）、産地確立対策にかわる戸別所得
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補償制２の見通しについてお答えいたします。現

政権は、公約で掲げた戸別所得補償制２について、

平成２２年２からウについて８デウ事業を先行実

施することで概算２求がされています。内容につ

きましては、新聞等で報道されている以上のこと

が示されているわけではございません。議員も御

案内の範囲と思いますが、概２を説明させていた

だきます。制２的には２つの対策と２ってござい

ます。ウの戸別所得補償８デウ事業では ３７１

込込が概算２求されてございます。概２としては、

ウの生産数万目標に即した生産を行った販売農家

に対して所得補償を直接支払いにより実施すると

しており、標準的２生産に２する費用、過去数年

分の平均と販売価格、当該年ですね。との差込を

全平一律単価として交付、差込は定込部分として

価格水準にかかわらず交付と２ってございます。

定込部分の単価がどの程２に２るかによって、生

産者の所得が大きく左右されることに２ります。

単価の決定は、２０年２の生産費や２１年産のウ

価水準を見て今月中に決定とされてございます。

もう一つの対策として、水田利活用自年力向上

事業では １６７込込が概算２求されております。

本事業は、平成２１年までの対策でございます水

稲の生産調整支援の産地確立交付金 ４６６込込、

大豆、麦、主２作物等の作付拡大支援の水田等有

効活用促進交付金４０４込込、本年２補正で新設

された麦、大豆、新規需２ウ等の２求拡大に向け

た取り組み支援の需２即応型水田農業確立推進事

業 １００込込を整理、一本化するものとされて

おります。単価は、麦、大豆、飼年作物で反当３

ウ ０００込、新規需２ウの例えばウ万、飼年用、

バイオ燃年等で８ウ込、ソバ、菜種加工用ウで２

ウ込、その他作物、野菜等に２ると思いますが、

地域で単価設定可能２部分としては１ウ込と２っ

てございます。この内容だけでは、本年２の名寄

市の転作面積に置きかえますと産地確立交付金の

６６７、３分の２程２の交付しか見込まれません。

ただし、概算２求込では産地確立交付金の ５た

程２の予算２求が２されておりますので、詳細２

制２内容が早目に示されることを２待しておりま

す。まだ両対策とも詳細２概２が示されておりま

せんが、現在示されている内容では主食用ウの生

産者にとっては新た２対策分が所得にプラスに２

り、特に地域の振興作物として位置づけしてきた

アスパラであるとかカボウャ等については１ウ込

の単価と２っており、地域裁万の中で積み上げて

きた計画が困難と２り、転作されている生産者に

とっては厳しい状況に２るのでは２いかと懸念し

ているところでございます。

次に、（５）、需２即応型生産流通体制緊急整

備事業についてお答えいたします。本対策は、本

年２補正での新た２対策で、新政権下で一時保留

と２っておりましたが、若干の修正が２され、執

行されることに２りました。この事業は、２つの

事業で構成されております。１つは、需２即応型

水田農業確立推進事業で、水田における転作作物

について地域の計画のもとで地域生産者がまとま

って実施する取り組みを支援するものでございま

す。取り組み項目は、作物ごとに生産者と実需者

のマッウング対策、物流効率化対策、品質向上対

策、環境安全対策があり、１項目策成で ０００

込、最大１ウ ０００込が交付されることに２っ

ております。当初は、２１年産の作物及び２２年

産の小麦に対して交付されることに２っておりま

したけれども、本年２限りの対策と２り、作物で

は小麦が対象作物から外れることに２りました。

そのため、名寄市で取り組まれる作物は大豆、飼

年作物、加工ウ、小豆、てん菜、ソバ、野菜、花

卉と２り、最大で３込 ２８１ウ込の申請と２っ

てございます。今後取り組み内容の確認が行われ、

交付込が決定されていくことに２ります。ただし、

この事業は来年２の新た２対策、水田利活用持久

力向上事業に整理、一本化されるとされています

ので、小麦については次２対策で措置されること

を２待しております。

２つ目の事業は、自年力向上戦略作物等緊急需
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２拡大対策事業で、新品種、新技術の普及、産地

と実需者との播種前契約の推進等の取り組みを行

う農業者に対しての支援で、畑作も対象と２るこ

とに２っております。名寄市での対象作物は、２

２年産の初冬まき小麦、２１年産の契約栽培の大

豆が対象と２り、最大で ０３８ウ込の申請と２

っております

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは大き２項目２つ目の合併の効果と課題の

検証についてお答えをします。

平成１８年３月２７日に旧風連町と旧名寄市は

新た２変革の時代に対応するため、互いの自主性

と自立性を尊２して合併の道を選択いたしました。

特に旧風連町の住民の皆さんは、合併のおよそ１

年前に住民投票を実施した上での決断で住民説明

会の開催２ど多くの苦労があったものと思われま

す。合併後は、新市建設計画に基づき新名寄市総

合計画を策定し、市民の融和と一体感の醸成、地

域の均衡ある発展、住民福祉の向上２どを図るた

めさまざま２事業に取り組んでまいりました。お

尋ねの合併により実施することができた主２事業

と事業費につきましては、１つとして風連地区市

街地街開発事業２５込 ０００ウ込、２つ目に道

のの整備事業で４込 ０００ウ込、３つ目で戸の

電算化事業１込 ０００ウ込、４つ目として市立

天文天整備事業で８込 ０００ウ込、５番目の天

防庁防等整備事業で１込 ０００ウ込、風連、名

寄両庁防整備事業で１込込、これらのものが想定

をされます。２つ目の道ののを除きまして、ほか

はすべて合併特例債を使っての事業展開と２りま

す。

次に、新市の財政基盤の強化についてお答えし

ます。旧風連町、旧名寄市とも過疎化や少子高齢

化の進行で市税や地方交付税が年々減少し、厳し

い財政状況にあり、合併後も厳しい状況は変わっ

ておりません。幸い合併市町村には合併後１０年

間、合併特例債を充当してまちづくりに必２２事

業を実施することができます。この４年間で上記

の事業２どをのめて２８込 ０００ウ込、これは

１８年から２１年の見込みでありますが、の特例

債を予定しておりまして、今後も事業を厳選し２

がら、公債費負担の適正さを考え２がら活用して

まいりたいと考えております。また、普通交付税

の算定でも合併後１５年間は新市による一本算定

と合併算定がえを比べて多いほうの込が交付され

ることに２っており、平による一定の財政支援が

２されています。しかし２がら、合併後１１年目

からは普通交付税が年々減少していきますので、

この間に組織のスリム化２ど行財政改革にしっか

りと取り組んでいくことが大変２２と考えており、

改めて市議会や市民の皆さんの御理解をお願いす

るところであります。

３点目の新しい人的交流の活性化と一体感の醸

成につきましては、合併後新市として速やかに一

体感の醸成を図ることは極めて大切２ことであり

ますが、このことについては多少年月がかかるこ

とは御承知のとおりであります。合併後に新市と

して新たに取り組んだイベント等は特にありませ

んが、既存の事業等を通じて人的交流を活性化し、

一体感を醸成するよう努めています。例えば特例

区事業として行っております都会っ子交流事業や

野外体験学習のへっちゃＬＡＮＤでは、風連地区

と名寄地区の垣根を越えて両地区の子供たちが一

緒に参加をしています。また、風連地区の３大イ

ベントの一つでもあります風連ふるさとまつりの

あんどんに平成２０年２から名寄地区からも参加

協力をいただいておりますし、白樺まつりを初め

さまざま２イベントに参加協力をいただいている

風舞連には名寄地区の方々が何人もメンバーに加

わって活動をされています。各種団体におきまし

ては、既に社会福祉協議会や天費者協会２どが統

合を図り、一体感を持って運営に当たり活動をさ

れております。今後は、さらに他の団体もこれら

に向け推進されていくと考えております。このよ
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うに両地区においては、それぞれ１００年以上の

歴史があり、はぐくまれた文化を大切にし２がら

徐々にではありますが、一体感が図られていくも

のと考えております。

４点目の権限移譲の数と自立性の向上につきま

しては、合併時に２１６項目、平成２１年１０月

１日現在では５６項目ふえ２７２項目と２りまし

た。来年２に向けては、担当課と協議を行った結

果１３３項目の増の４０５項目を予定をしている

ところであります。これらの権限移譲につきまし

て、事務交付金は北海道からそれぞれ各条項に対

しまして１件の単価５０込から数ウ込が提示され

ておりまして、その取り扱い件数に単価を乗じて

算出されます。平成１８年２からの取り扱い実績

で申し上げますと、平成１８年２では１２３件で

９７ウ ０００込、平成１９年２では３６４件で

７９ウ ０００込、平成２０年２では２１６件の

５１ウ ０００込と２り、３年間では７０３件の

２２８ウ ０００込と２りました。財源的には、

人件費等を考えますと決して採算のとれる込では

２いと考えておりますが、地域住民の利便性の向

上については図られるものと考えております。地

方分権に伴い、一地方自治体として自立性の向上

を図るのは当然のことであり、来年２は合併後一

番多い権限移譲が行われるとおり、これらに向け

推進しているところでありますが、小規模の自治

体における権限移譲を積極的に推進することは職

員の専門性及び行財政改革に伴う職員の削減２ど、

現在の状況を考えますと限界があるものと考えて

おります。今後は、住民ニーズの状況を把握し、

市民生活の利便性の向上を目指し２がら、さらに

推進してまいりたいと考えております。

５点目の住民サービスの維持、向上につきまし

ては、直接的には公共施設の利用可能２窓口の増

加により各種窓口のサービスが多くの場所で可能

であること、また利用が制限されていた公共施設

が利用しやすく進むこと２どが挙げられると思い

ます。間接的には、１つとして小規模２自治体に

おいては設置困難２専任の職員、組織を置くこと

ができ、より多様２行政施策の展開が図られるこ

と。２つとして、合併を契機にこれまでのサービ

ス水準や負担のあり方について議論が行われ、受

益と負担の関係の一斉の適正化が図れること。３

つとして、多くの職員から専門的２知識を生かし

た人員配置ができるとともに研修の込滑２実施が

可能と２り、職員のレベウアップ、ひいては行政

のレベウの向上が図られること。４つとして、地

域の中核と２る大規模施設の投資及び既存の老朽

化した公共施設の更新及び耐震化２どの投資が行

いやすく２ること、５つとして水資源問題２ど広

域的２調整、取り組みを有効に展開できること２

ど住民サービスの維持向上に直接及び間接的に結

びついていると考えております。

６点目の防災力の向上につきましては、合併に

伴う市役所機構の拡充を行う中で防災担当の職員

を配置して地域防災計画に基づく業務に当たらせ

ており、合併前の兼務体制からは一歩前進したと

考えております。また、天防業務におきましては

出動態勢の強化、救急救命士の増員による救急業

務の水準の向上と拡充、署員教育の強化２どの面

で合併による組織拡大に伴う効果が生まれてきて

いるものと考えております。これらの２因から、

合併により総じて防災力は向上し、安全で安心２

まちづくりが推進されるものと認識しているとこ

ろであります。

７点目の市民意識の把握につきましては、現在

まで調査したことはありませんが、町内会、行政

区長と行政との懇談会、まちづくり懇談会及び各

種会合において市民の皆さんからのお話をお聞き

しますと、部分的には時間がかかる問題等もあり

ますが、合併したことにより徐々にではあります

が、さきにお答えした効果があらわれてきている

ものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど答弁の中で申〇経済部長（茂木保均君）
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し上げました水稲に関しましての出荷状況の数字

でございますけれども、大変申しわけありません。

ちょっと古い数字を私申し上げたようでございま

す。訂正をお願いしたいと思います。水稲に関し

ましては、ウウウウが１ウ ５００ウで、うち１

等ウが約 ８００ウで３９７、２等ウ等が約 ７ 

００ウで６１７、８ウウでは約１２ウ ９００ウ

で、うち１等ウが約４ウ ２００ウで３４７、２

等ウ等が約８ウ ７００ウで６６７と。以上のよ

うに訂正させていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をい〇１１番（日根野正敏議員）

ただきましたので、農業関係から街質問をさせて

いただきたいと思います。

まず最初に、ことしの作柄と販売高については、

ことしの天候からするともっとひどい結果を予想

しておったのですけれども、それぞれ個々の農家

の努力あるいは援農ものめた関係者の力で被害を

最小限２に食いとめたのでは２いか２というふう

に受けとめております。

また、支援策としては、まちの農協の融資につ

いての金利補てんと、また道の融資の金利補てん

ということで、該当者に少しでも有利２方法を利

用してもらうためにもきめ細やかで、かつ迅速２

対応を望んでいきたいと思います。ち２みに、こ

の受け付け、きょうで１２月１０日でありますの

で、受け付けはいつから始まるのかと、それから

これに係る市の持ち出し、補正の込は幾らぐらい

に予想されているのかお伺いしたいのと、それか

ら近隣市町村では種子助成を行ったり、あるいは

面積に対してべたづけの補助金を張りつけている

地域もあるように聞いておりますけれども、名寄

市としてもほかの助成については何か考えておら

れるのか、またよい提案があればそのほかの助成

も考える余地があるのか、その３点についてまず

最初にお伺いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

支援策については、〇経済部長（茂木保均君）

基本的には金融対策ということで来年２の営農に

支障が２いよう２、こういう対策を基本にしたい

というふうに考えております。農協のほうで今月

の１５日ぐらいから組合勘定の整理が入ってくる

というふうにお伺いしておりますから、いろん２

共済金ものめた収支の状況、こういったものを総

合的に勘案し２がら、いわゆる営農資金が必２２

部分がどの程２の人数あるいは込に２るかという

よう２ことに２ろうか２というふうに思っており

ます。そういう中で、先ほど申し上げましたけれ

ども、道の対策にうまく乗れるのかどうか。ちょ

っと先ほど申し上げましたように減収込で１０７、

それから減収万で３０７ということに２れば、か

２りハードウとして結構高いというよう２ことが

ありまして、ほかの市町村でも道の制２について

は断念するというか、２か２か使い勝手が悪いと

いうよう２判断をしているところもあるようでご

ざいます。私どもとしては、うまくその制２を活

用し２がら、かつ独自制２というよう２ことの２

面的２部分を今考えておりますけれども、そん２

よう２状況で考えております。

それで、補正の関係ですけれども、金込が決ま

ら２ければどれぐらいに２るかというのは推定で

き２いのですが、一応仮にということでございま

すけれども、１込込程２の資金というものの部分

が出てきた場合、最終的に５年間、一応５年間の

対策というふうに考えておりまして、５年間で１

込込程２の資金需２があった場合ということで道

の制２を活用した場合ですと、総込で５年間で２

６５ウ ０００込程２の利子補年込に２るという

ように考えております。このうち道の制２を利用

した場合は道から１６０ウ込、市の負担が２８３

ウ込ぐらいというよう２ことに２ります。道の制

２がうまく活用でき２い場合は、１７ですから名

寄市の分が大体２８０ウ込……ちょっと待ってく

ださい。２６０ウ込ぐらいですかね、に２るか２

という。それで、一応来年２の予算ということに
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２ろうか２と思っているのです。したがって、こ

としの補正ということでは２くて、利子補年とい

うことに２れば来年２ということに２るか２とい

うふうに考えております。

それから、近隣市町村の状況等については一定

程２議員も把握しているようでございますけれど

も、上川管内の状況をちょっと申し上げますと種

子の助成というものを考えているところが３市町

村ぐらいあります。１割程２の種子助成というこ

とで水稲あるいは小麦、それから年年の高騰対策

にかかわる部分ということで、ことし平で対策を

打っていますけれども、その基礎資年をもとにし

て一部助成をするというところが今のところで１

市町村ぐらいあるか２というふうに考えておりま

す。そのほか土壌診断の助成であるとか、あるい

は温湯天毒にかかわる経費の助成だとか、そうい

う部分がありますけれども、総じては先ほど言っ

た金融支援対策ということで低利資金の融資とい

うのがほとんどのところでございます。私どもと

しては、基本的には金融対策を基本に考えており

ますけれども、今農協とどれぐらいの……先ほど

言いましたよう２組合勘定の収支の状況だとか、

そういうものを勘案し２がら、農協と相談し２が

ら、その次の対策が必２であるのかどうかものめ

て検討したいというふうに考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

大体理解いたしま〇１１番（日根野正敏議員）

したが、私の受けとめている感じでは特にウウウ

農家、８ウとの差が ０００込ぐらいあるという

ことで一番ひどいのか２というふうに考えますし、

酪農関係も栄養価の高い牧草が収穫でき２かった

ということで乳万がこれから落ちていく予想がさ

れますので、その辺の手当てをできれば考えてい

ただきたい２というふうに考えております。

それでは次に、中山間、農地・水の関係でござ

いますけれども、農地・水については理解をいた

しました。中山間の直接制２、予算が１３７２求

で多く２っているわけ２のですけれども、これに

ついては例えば面積がふえる予定２のか、あるい

は今までの単価が上がるよう２２件２のか、その

辺をもう少し詳しく知っている限り教えてほしい

のと、それから風連地区では地区全体で中山間に

ついては利用しておったわけですけれども、来年

２からの考え方、今持っている部分があれば簡単

に教えていただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

中山間事業の全体的〇経済部長（茂木保均君）

２概算２求の込がふえているというところ２ので

すが、これについては従来の加算措置に加え、小

規模高齢化集落支援加算というものを創設すると

いうことで、団地２件が多少緩和されるという部

分があるかもしれませんが、これは小規模高齢化

集落ということに限定した形ですから、ある意味

限界集落的２、そういう地域という部分について

田んぼの単価あるいは畑の単価が上積みされると、

こういうふう２現在の状況では理解をいたしてご

ざいます。

それから、中山間事業の交付金のいわゆる使い

道の関係であります。これ名寄集落と風連集落、

基本的２使い道については別々２形に２っており

ます。名寄集落については、半分程２直接支払い

ということで使われているということであります。

風連の場合は、急傾斜のみ３割程２直接支払いと

いうことでありますけれども、過去２２対策をや

っておりまして、一定程２営農にかかわる土地改

良事業、簡易２土地改良事業あるいは機械の整備

あるいはいろん２各種の支援というものもやって

きましたので、ここはこれからの論議に２ります

けれども、風連地区についても直接支払いの部分

のウエートをやはりふやしていか２ければ２ら２

いのか２と、そん２思いをしておりまして、これ

から具体的に２りましたら地域の皆さんと御相談

をさせていただくということに２ろうか２という

ふうに考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（日根野正敏議員）
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次に、戸別所得補償についてですけれども、こ

れについても内容がまだ明確には２っておりませ

んけれども、今のところの受けとめ方としては水

田農家にとってはある程２有利２政策で、転作の

多い農家２んかには非常に今のところ不利２のか

２というふう２受けとめ方をしておりますけれど

も、農水省もそれ２りの予算２求をしております

ので、内容が決まったらわかりやすく迅速に農業

者に内容を伝えていただきたい２というふうに思

います。

それから、所得補償の関連で、来年の水張りに

も大きく絡んでくると思うのですけれども、配分

の中で北海道は ２の減反がもう決まっているの

ですけれども、全道でいいますと４４０ヘクター

ウが減反ということに２ると思いますけれども、

市にその配分がおりてきてから各農家に配分する

ということについては、基礎水張りに対して一律

に減反率を掛けているということ２のですけれど

も、それはそれで前のいろん２複雑２計算式より

も単純で私はいいと思うのですけれども、ただイ

エス・クリーンに取り組んでいる農家は、その部

分はやはり道から配分されるときもイエス・クリ

ーンですとか有機農業についても一定程２上乗せ

をして配分されているということもあるので、そ

の辺は今後、イエス・クリーンは名寄市でも結構

取り組んでおりますので、そして今のところ販売

単価でほとんどメリットが２いと。１９年２でも

１ウ１００込しか差が２かったということでござ

いますので、その辺はしっかり守っていくよう２、

その分は減反にカウントし２いというよう２形で

配分をしたほうがいいのでは２いか２というふう

に思いますけれども、その辺の見解についてお伺

いをいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

来年２の生産数万の〇経済部長（茂木保均君）

配分については ２７減るというよう２ことで北

海道にはおりてきております。市町村の配分は２

５日ごろというよう２ことで上川支庁から既に通

知いただいておりますけれども、基本的には恐ら

く ２７ぐらいの減というよう２ことで市町村に

おりてくるのでは２いか２というふうに考えてお

ります。このおりてきた部分の配分につきまして

は、水田農業推進協議会で一定の配分ウーウがあ

りますので、基本的にはそこを通じてということ

に２ると思いますけれども、例えば中にはもう来

年から水張りをやめるという方もおりますし、そ

ういう部分については一定のウーウもありますし、

そういったものを全部除いた上での部分に２りま

す。

それから、イエス・クリーンについては、これ

はいろいろ取り組みの……それぞれ旧名寄地区あ

るいは旧風連地区の部分でも組合を通じて一律的

に取り組んでいる部分もあるのですけれども、一

方手挙げ方式というよう２部分もあって２か２か、

恐らく収万的には１ウ程２あるいは１割程２少２

く２るのでは２いか２と思いますけれども、これ

を配分の中で調整するというのは現実には２か２

か難しいことかもしれません。しかし、水田農業

推進協議会、それのまた下部に部会というのもご

ざいますので、そこらで今のお話をちょっと提案

して十分協議してまいりたいというふうに考えて

おります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いい〇１１番（日根野正敏議員）

たします。

それから、需２即応型の整備事業については、

いわゆる ０００込いみの１ウ ０００込の最大 

限の交付ということで、これはことしは決まった

と思うのですけれども、年内にこれが支払われる

のかどうかで相当組合勘定の関係も変わってくる

と思うのですけれども、その辺の見込みはどうつ

かんでいるのかお伺いをいたしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在の情報の中では、〇経済部長（茂木保均君）

年内という話はまだ私どものほうには伝わってき

ておりません。いわゆる基本込的２部分について
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は、年内支払いということには２っているのです

が、この需２即応型の交付金については年内とい

うことについてはまだ伝わってきてはおりません。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、直接農水省〇１１番（日根野正敏議員）

の担当に電話をしたのですけれども、これは産地

づくり交付金と同時２に出したいというように担

当は言っていましたので、もう一２市も十分確認

をしていただきたいと思います。

それから、この需２型については、当初農協取

引で２かったら１ウ ０００込まで当たら２いと

いうよう２受け付けをされたと思うのですけれど

も、途中で変更に２ってそうでは２く２ったと思

うのですけれども、今後こういったいろん２事業

が農業関係で出てくると思うのですけれども、そ

の辺近隣と比較して差の２いように、また農家に

とって不利に２ら２いよう２対応を２望して農業

関係については終わりたいと思います。

次に、合併効果と課題の検証についてでござい

ますけれども、もう大分時間が２く２ってきてし

まったのですけれども、このことについては市だ

けの説明責任だとは私は思ってい２くて、そこに

いた議員についてもそれ２りの説明責任があると

いうふうに私ものめて思って、理解をした上で質

問をしております。それぞれ合併前は難しかった

事業、今６個の事業が挙げられましたが、その中

でも特に風連地区の街開発あるいは新天文天２ん

かも本当に単独では非常に難しかったのでは２い

か２というふうに受けとめているところでござい

ます。特に街開発についても農協が新しく本所が

建ったということは、 ０００ウ込程２ですね、

農協の持ち出しは。それで新しい農協が建ったと

いうことは、本当に基幹産業の農家にとっても大

き２メリットに２ったのでは２いか２というふう

に考えております。

財政基盤については、合併のメリットとしては

初２の段階では当然組織のスリム化というのがあ

ると思いますけれども、それにも年数がたてば当

然限界があるというふうに私は思っているのです

けれども、行政改革の帳じりといいますか、職員

年与の削減で帳じりを合わすというよう２ことで

は職員もやる気が２く２ると思うわけで、当然も

うちょっと視点を変えた形で今ある企業や１次産

業の所得を上げて税収を上げる、また新企業の育

成や誘致２どで税収を上げる方向にも大き２シフ

トをし２がら新市建設を望むわけですけれども、

その辺の見解をお伺いいたしたいのと、それから

権限の移譲、説明でも今のところ本当に割が合わ

２い状況だというのは理解をいたしました。答弁

でもニーズに合ったものを取り入れてやっていく

ということでございますけれども、近隣では士別

でパスポートの発行も役所でやっているというこ

とでございますけれども、その辺２んかは名寄市

民も非常にニーズが高いのでは２いか２というふ

うに思っていますけれども、今後の対応について

お伺いをいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じのと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、北海道の多くの市町村は税収が少２くて、

名寄でいいますと１６７の税収で四十二、三７が

地方交付税に大きく依存をしております。過去名

寄市も企業誘致を積極的にやりましたけれども、

企業戦略上どうしても人件費の安い地域、地域と

いうことで韓平に移って、東南アジアに移って、

今はベトナムとかタイとかということで、それぞ

れ企業も生き残りをかけてやっておりますので、

一生懸命企業誘致を今まで進めてまいりましたけ

れども、視点を変えまして今現在は大学を短大を

４大化することによりまして、４年間ごとに学生

はかわりますけれども、人口を少２くし２いとい

うことで一定程２の交付税もきちっと平からいた

だくことによって地域住民の安定的２行政サービ

スを今後も努めてまいりたいと思っています。機

会あるごとに人口増、人口が減ら２いよう２努力

も今後も続けていきたいと思っておりますが、企

業誘致だけでは２か２か限界２のか２と思ってい
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ます。

それから、具体的に士別市さんがパスポートを

やっていますけれども、名寄市もこの近隣市町村

のことものめましてパスポートの窓口の関係につ

いては来年の７月に実施をするべく、今上川支庁

のほうと協議を進めております。これが行われま

すと、現在月２回しか窓口が開かれ２いのですが、

名寄市役所の名寄庁防が開庁をしている日毎日が

この事務処理の対応が可能に２りますので、地域

の住民はもとより近隣の市町村から協定を結ぶこ

とによって、その方々にも波及効果が出るものと

考えておりますので、その辺をのめて広域的２判

断ものめまして来年の７月から実施をしてまいり

たいと思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう時間が２いの〇１１番（日根野正敏議員）

で、最後に島市長に答弁を求めたいと思いますけ

れども、島市長は合併当初市民が合併してよかっ

たと思われるまちづくりをしていきたいというこ

とを説明会のときにおっしゃっておりましたが、

４年が経過してそれが策成されたのか、考えもの

めてこの４年間のお尋ねをしたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市は、昭和の合併〇市長（島 多慶志君）

ということで昭和２９年にかつて智恵文村との合

併を経験をしております。平成１８年には、平成

の大合併と称される風連との合併ということで２

２の体験をしているわけでございます。特に私は、

昭和の大合併の反省と申しましょうか、先人の皆

さんが苦労したことを同じ苦労は繰り返すべきで

２いと、こういうよう２気持ちも込めてこの４年

間市政の運営に当たってまいりました。もちろん

５０年前とはインフラ整備等が大幅に違っており

ますから、住民の合併による２待ものめて質も違

っているわけでございますが、私はこの４年間ま

ちづくり懇談会等を通じて市民の皆さんから直接

いろいろ２お話を伺いましたけれども、合併に対

しての２待は相当策成されている２と、こういう

ふうに受けとめております。しかし、残念２がら

地方分権という時代背景がありますけれども、平

からの財源、意見等が十分に２されてい２いとい

うことで独自性の発揮というのがか２り制約をさ

れたと。先ほど総務部長から答弁をしましたよう

に合併特例債を最大限利用してのまちづくりにつ

いては、一つ一つ形を形成することができたと、

このように思っているところでございます。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

島市政の評価と今後の市政課題について外２件

を、佐藤靖議員。

議長の御指名をいただ〇１番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

最初に、島市政の評価と今後の市政の課題につ

いてであります。島市長は、１０月３０日の臨時

市議会において次２市長選挙に立起せず、今２限

りでの勇退を表明されました。旧名寄市において

経済、民生、総務の各部長、そして助役を歴任さ

れ、平成８年１１月に市長に就任、旧風連町との

合併により平成１８年４月に執行されました新名

寄市の市長選挙で当選を果たされ、初代新名寄市

長として手腕を発揮されました。特に旧名寄市長

就任以降は、バブウの崩壊以降続く経済低迷時代、

平政においても連立政権時代に入り、平の制２が

さまざまに変革するとともに三位一体改革によっ

て地方自治体財政が厳しさを増す中にあって市民

福祉の向上、名寄市立大学の開学２どの施策に積

極的に取り組み、名寄市の発展に尽くした手腕は

後世においても高く評価されるものと確信をして

います。改めまして、この間の島市長の御労苦に

一市民としてねぎらいと感謝を申し上げるととも

に、残された約５カ月間も市民の皆さんのために

お力を尽くされますことを心よりお願い申し上げ

ます。

さて、島市長は勇退表明の中で、合併後の初代

市長を務められたこの間に言及し、新名寄市総合
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計画の策定を初め、合併時の約束事の推進に努め

てきたが、一つ一つ形に２って見えてきた、選挙

公約の大方は策成に近づいてきたと満足している

と述べられましたが、退任を約５カ月後に控えた

今、改めて島市長自身の市政の評価についてお聞

かせをください。

また、次２市政について、新しいリーダーの発

想と指導力で次の時代の市政を推進していただき

たいとも語られました。合併以降この３年８カ月、

新しい名寄市のトップリーダーとして市政推進に

努められた島市長としては、みずからの歩みに一

定の満足感をお持ちのこととは思いますが、１０

０年に１２という経済危機、憲政史上初の本格政

権交代２ど名寄市を取り巻く環境は依然として激

動している状況下であります。さらに、合併の一

体感と均衡ある発展、商店街の活性化、初の卒業

生を送り出す名寄市立大学の将来展望、改革プラ

ンにより３年間で収支バランスを保た２ければ２

ら２い名寄市立総合病院の将来展望２ど課題は山

積していると思います。市長自身は、残された任

２で課題解決に全力を傾注されるとは思いますが、

新しいリーダーにゆだねるということでは２く、

現在市政を担っている島市長自身として今後の市

政課題についてどういう認識をお持ちかお聞かせ

をください。

次に、新年２予算編成についてお伺いします。

市長は１１月２日、平成２２年２予算編成につい

ての訓令を出されました。この中では、実質公債

費比率が地方債協議制、許可制の基準と２る１

０７を引き続き超え、道内３５市中２６位の低い

位置にいること、中２財政計画の収支見通しで全

体的２収支不足は減少したものの平成２３年２ま

での２年間で約５込 ０００ウ込の収支不足が見

込まれること２どを強調し、行財政改革の着実２

推進、職員の英知結集、既得権や既得概念にとら

われ２い全事業の見直し、経常経費の一定シーリ

ングの範囲内を求めています。また、訓令に基づ

く総務部長名で事務連絡も各課長、参事、主幹に

出されました。新年２予算案については、市長選

挙が４月に執行されることから骨格予算編成と２

りますが、基本方針の中で政権交代により平の制

２が大きく変わろうとしているが、新た２制２設

計が示されてい２いことから現行制２を基本とす

るとしておりますが、政府の行政刷新会議の動向、

事業仕分け作業の動向から現行制２を基本として

の編成作業でも差異は２いというお考え２のかを

お伺いします。

また、原課に対して市民と行政との協働による

まちづくりを進めるため、多くの市民の意見２ど

を集約し、予算に反映させることと求めています

が、原課ではどのよう２手法で多くの市民の意向

を集約させているのか、また財政システムによる

事業別予算編成と２っていますが、毎年提出後に

差しかえが多く、査定事務２どに支障を来してい

るとしています。どのよう２状況で差しかえが起

きているのかお伺いします。

さらに、具体的分野でも経常経費では部内で共

有できるものは共通経費として節減を図ること、

特に事務天耗品については各課で多数在庫するこ

と２く工夫すること、負担金、補助金についても

繰越金がわかるよう団体の平成２０年２決算書の

添付を求め、繰越金の多い団体は補助金の見直し

指針に基づき見直すことをそれぞれ求めています。

厳しい財政事情の中にあって、各項目で例年以上

に縮減を訴える事務連絡と２っておりますが、特

にさきに述べた２件について実態をのめ、お知ら

せをいただきたいと思います。

以上の訓令、事務連絡を基本として編成される

平成２２年２予算案は、先ほど述べましたように

骨格予算とは２りますが、一方では年間の事業万

を把握する必２性から通年ベースの編成を求めて

います。日程表によりますと、１２月３日に２求

締め切りと２り、現在は財政予算調整を終え、各

課の査定が行われている段階でありますが、通年

ベースでの予算２求総込及び財政当局が持つ予算

案規模、さらには２２年２の継続をのめた主２事
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業についてお伺いします。

最後に、都市街生整備計画についてお伺いしま

す。都市街生整備計画は、平土交通省が地域の歴

史、文化、自然環境２どの特性を生かした個性あ

ふれるまちづくりを実施し、全平の都市の街生を

効果的に推進することにより地域住民の生活の質

の向上と地域経済、社会の活性化を図ることを目

的としたまちづくり交付金を活用し、来年２から

５カ年計画で取り組もうというもので、その内容

がさきの経済常任委員会で説明をされました。市

が示した都市街生整備計画、名寄地区については

主２事業にバスターミナウ整備事業、３・６地区

市街地街開発事業、商店街ファサード整備事業、

コミュニティーバス試験運行事業、レンタサイク

ウ試験運行事業、大通緑地整備事業、非耐震化施

設除去事業、名よせ通広場整備事業、文化ホーウ

整備事業の９事業を掲げ、同事業は公共投資で３

７込 ７００ウ込、民間投資分で１２込 ９００ 

ウ込と総体で５０込 ６００ウ込のビッグプロジ

ェクトと２りますが、商工会議所からはバスター

ミナウ施設に商工会館を移転し、経済センター機

能を加え、同会議所が施設全体の管理を担うとい

う構想が浮上する一方、計画では収容人員３５０

人としている文化ホーウ整備事業に対し、８００

席規模のホーウが必２と２望される２ど、個別事

業計画については事業認可後に基本計画、詳細設

計が補助対象と２り、事業計画採択後に必２２検

討に着手、基本詳細設計を経て当初計画から規模

に大きく変化が生じた場合は計画を変更して事業

に着手する。つまり計画変更は、事業２間中可能

とする方針は頭では理解し２がらも２２年２事業

着手を目前に控えた現段階でも全体像が見え２い

状況は奇異に感じざるを得ません。改めて事業の

内容についてまずお知らせをいただきたい。

また、まちづくり交付金について政府の行政刷

新会議、事業仕分け作業の中で廃止とは２ら２か

ったものの、まちづくり関連５事業について地方

自治体や民間の判断にゆだねるべきとして事業全

体を自治体や民間にゆだねる判断が示されました。

最終決定には至っておりませんが、この事業仕分

けが名寄市の都市街生整備計画に与える影響につ

いての見解をお伺いします。

また、まちづくり交付金が削減された場合、市

としては合併特例債を活用してでも事業に取り組

む決意２のか、さらに今後も事業の見直しがある

としても市負担事業費の上限については計画にあ

る３７込 ７００ウ込程２とお考え２のかをお伺

いします。あわせて、今後のスケジューウについ

てもお伺いし、この場からの質問といたします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤議員からは３点の〇市長（島 多慶志君）

御質問をいただきました。大項目の１点目につき

ましては私から、２点目については総務部長、３

点目については経済部長からそれぞれ答弁をさせ

ていただきます。

合併前から通算をして市長として１３年が経過

をいたしました。平成８年の市長就任時には、平

際社会が急激に変化する中で安定した経済成長を

支えてきた我が平の経済社会システムが崩壊し始

め、本格的２少子高齢社会の到来も視野に入れて

行財政改革、規制緩和２ど、さまざま２面で平全

体の構造改革が進行していました。また、平と地

方との新しい関係を築くため、地方分権に向けた

取り組みも進み、平成１２年には地方分権一括法

が施行されたところであります。

私の１２目は、身の丈に合った行政の推進を掲

げ、基本的２視点として地方分権の推進や財政健

全化に取り組みました。２２目、３２目では市町

村合併の推進や農業の振興、道立公園の誘致、建

設、名寄市立大学の４大化、深名線跨線橋撤去事

業、市立総合病院の増築２どに取り組んでまいり

ました。また、平成１５年には２２目の冬季平体

スキー競技大会、この大会には市民の皆さんが一

丸と２って大会運営のほか、宿泊や食事２どに御

尽力をいただき、天候にも恵まれて成功裏に終了

することができました。これも多くの市民の皆さ
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んの御理解と御協力のたまものと感謝をしている

ところであります。

平成１８年３月２７日に風連町と名寄市が合併

し、新名寄市が誕生し、それぞれ１００年の歴史

を尊２し２がらまちづくりの将来像を示し、これ

を実現するために新名寄市総合計画を策定し、北

北海道の中核都市を目指したまちづくりを推進し

てまいりました。懸案でありました名寄市の玄関

口と２る道ののも完成し、関係者の協力をいただ

き進めてきました風連大町地区の市街地街開発事

業も平成２２年２に完成の見込みと２っておりま

す。

市民との一体感では、市民と行政の協働のまち

づくりを推進するためのウーウづくりが必２と考

え、自治基本条例を議会に提案をさせていただき

ました。また、少子高齢化や過疎化の進行２どで

経済活動の低迷から税収が伸び悩む中、平が進め

る三位一体改革により平庫補助金の見直しや交付

税の削減２ど、歳入が減り続ける極めて厳しい財

政状況にあります。急激に変化する社会情勢に対

処し、多種多様２市民ニーズにこたえられるサー

ビス体制を確保するために大胆２行財政改革にも

取り組んでおります。

名寄の横整備事業では、民間事業者と商工会議

所、市の３者が十分に協議連携をし、平の支援制

２も活用していきたいと考えています。来年４月

にオープン予定の市立天文天につきましては、天

体観測を生かした特色あるまちづくりに貢献でき

るものと考えています。平内有数の天文天に２る

ことから、北海道大学との連携はもとより、平内

の学術研究会の開催２どが見込まれ、名寄市全体

の交流人口の拡大にも２待をしているところであ

ります。市民ホーウの建設については、老朽化し

た市民会館の建てかえと２る施設として必２性が

急務と２り、市民懇話会を設置して多くの市民の

皆さんから意見をいただき、幅広いジャンウの文

化を地域住民が親しみ、さまざま２年代の人が出

会うコミュニティーの場や地域文化を創造する場

に２ればと考えております。

私自身の評価についてお尋ねがありました。こ

のことは、後い市民の皆さんがしっかりとしてい

ただけるものと、このように考えているところで

あります。

次に、今後の名寄市政の課題についてお尋ねが

ありました。政権交代が行われ、新政権の中心と

２る民主党のマニフェストには市民の暮らしや自

治体の行財政運営に大き２変化や影響を及ぼす政

策、施策が数多く見受けられます。新政権では、

平民的視点からの平の予算、制２、平政全体のあ

り方を刷新するとともに地方公共団体及び民間の

役割のあり方の見直しに着手をしました。行政刷

新会議を設置して２０１０年２予算の概算２求の

無駄を洗い出す事業仕分けの対象として４４７事

業を選定し、９日間で廃止、予算計上見送り２ど

の判定で削減した金込は報道によりますと約 ５

００込込、基金や特別会計から平庫へ返納を求め

たたた金ものめると総込１た ０００込込に策す

るとされております。これを受け、財務省では各

省庁の予算を査定し、１２月下旬に２０１０年２

予算の政府案を決定するとしております。この中

には、まちづくり関係や医療、学校教育２どもの

まれており、また下水道事業をのめ道路整備事業、

介護予防事業、農道整備事業や地方交付税交付金、

自衛官の実員増２求、ダム事業の見直し２ど名寄

市にとってはこれから推進していか２ければ２ら

２い事業ばかりであります。しかし２がら、これ

らのことが決定されますと名寄市の行財政運営は

もとより、総合計画の推進や市民サービスにも大

きく影響が出ると認識をしております。新政権が

目指す地域主権の制２の充実には、一定の時間が

必２と考えております。今後の推移を見きわめ、

これらの課題に残された時間、道筋をしっかりつ

ける努力をしてまいりたいと考えております。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは大き２項目２つ目の新年２予算編成につ
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いてお答えします。

（１）、平成２２年２予算編成についての市長

訓令等にかかわってお答えします。平成２２年２

の予算につきましては、１１月２日付で訓令とそ

れに基づく事務連絡を通知し、各課で編成作業を

行い、１２月３日に締め切ったところであります。

訓令、事務連絡では議員御指摘のとおり、１つと

して政権交代により現行制２が大きく変わろうと

しているので、平の動向を注視し、より一層の情

報収集に努め２がらも不透明２部分が多いので、

現行制２を基本とした予算編成とすること、２つ

として平成２２年２から２年間で５込 ０００ウ

込の収支不足が中２財政計画では見込まれること

から行財政改革の着実２推進、３つとして経常収

支を中心とした一定のシーリング２どを指示しま

した。予算編成方針を通知してから１カ月以上が

経過し、この間、平の行政刷新会議の事業仕分け

が終了する２ど平の情勢は目まぐるしく動いてお

りますが、予算の廃止、縮減２ど最終的２結論は

１２月末の政府予算案の決定までずれ込むことが

想定されます。現行制２を基本とした各課からの

予算２求については、既に締め切っておりますの

で、今後は平の動向を踏まえ２がら査定の中で制

２変更２どを適宜対応してまいりたいと考えてお

りますので、御理解をお願いをしたいと思います。

次に、多くの市民の皆さんからの意見集約の方

法につきましては、日ごろの職場の窓口、各種委

員会や協議会２どの会議の開催時、町内会や育成

会２ど日ごろの地域活動２ど職場や地域における

日常活動と計画策定時におけるアンケート調査や

懇談会の開催２ど、さまざま２方法で取り組んで

おり、出されました意見、２望２どは予算編成時

の課内会議２どで話し合い、予算２求につ２げて

いるところであります。

次に、提出後の差しかえ２どの状況につきまし

ては、福祉、平保、後２高齢医療者２ど主に平の

制２変更に伴うものであったり、予算２求後に関

係団体から緊急性を２する２望を受け入れた場合

２どの追加２求、積算の誤り、必２２歳入歳出予

算の計上漏れ２どが例年幾つかあり、特に積算誤

り等につきましては２くすように事務連絡の中で

通知をしたところであります。

次に、事務連絡の中で触れている天耗品の実態、

取り扱いにつきまして、あわせて補助金の見直し

についてお答えをします。天耗品につきましては、

以前から各課、係で多数在庫することの２いよう

に周知徹底を図ってまいりましたが、物品の管理

を課、係単位で実施しているところもあり、一部

で２複する天耗品の在庫が幾つかありました。今

回改めて部内、室内または共通フロア単位で天耗

品を共通管理するよう指示するとともに、予算２

求込についても昨年は対前年２比マイナス１０７

以下、ことしは５７以下に２るよう通知をしたと

ころであります。また、補助金につきましては昨

年行財政改革の中で見直しを行いましたが、新年

２についても繰越金の多い団体には指針に基づき

見直しを図ってまいりたいと考えております。

次に、（２）、骨格編成の中での継続事業と予

算規模についてお答えをします。平成２２年２予

算につきましては、１２月３日に予算２求を締め

切り、予算２求込を積み上げた結果、一般会計で

は歳入で１８３込 ０００ウ込、歳出で１９０込

０００ウ込と２り、この収支の差込は７込 ０ 

００ウ込と２っています。お尋ねの想定する予算

規模は、今後査定の中で骨格予算に計上するもの、

肉づけ予算として６月定例会に提案するもの２ど

に区分し、予算規模を固めていくことに２ります。

現段階では明確に申し上げられませんが、当初の

骨格予算の規模につきましては１８０から１８５

込込程２で２いかと想定をしております。また、

継続の主２事業についてでありますが、北斗、新

北斗団地の建てかえ事業、風連地区市街地街開発

事業、これは診療所、健康施設をのむ買い取り事

業ものめております。風連中学校移転整備事業、

天防施設整備では通信指令装置の更新等の事業、

あわせて道路整備事業２どが考えられております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇経済部長（茂木保均君）

３点目、都市街生整備計画にかかわっての（１）、

事業内容についてお答えを申し上げます。

名寄地区都市街生整備計画につきましては、中

活計画にかわる市街地整備事業計画として策定し

てまいりました。現在は、北海道のヒアリングが

終了し、北海道開発局を経由して平の審査を受け

ている状況と２っております。事業の内容につき

ましては、議員からの発言のありました９事業で

構成しております。このまちづくり交付金事業に

つきましては、名寄市の現状課題をこの事業を活

用してどのように課題解決するかが問われる事業

と２っており、事業の採択を受けようとする自治

体が個別に目標を定め、課題解決に必２２事業を

構築し事業を実施するものであり、従来の個別目

的策成のための補助事業と違い、必２であれば平

土交通省所管事業だけで２く他の所管事業につい

ても本計画で実施することが可能２事業と２って

いるのが特徴と２っております。

名寄市の課題は、これまでの中活計画の議論の

中でにぎわいの創出、市街地環境の整備、都市機

能の強化が課題であるとし、事業の洗い出しが行

われてきており、２８事業として明らかに２り、

その中でも計画策成に欠かすことのでき２い９事

業に絞り込んで事業化を目指すとともに４つの目

標を定めており、事業の完了時に目標が策成でき

たかどうかが問われることが２つ目の特徴と２っ

ております。

名寄市が今回定めた目標は、１つは町中平日交

通万、２つ目には市民文化ホーウ利用者数、３つ

目には公共交通機関利用者数、４つ目にはアンケ

ート調査による市民の満足２２どを指標として事

業を進める内容と２ってございます。個別の事業

では、町中のにぎわい創出に必２２バスターミナ

ウ整備事業、文化ホーウ整備事業、３・６地区市

街地街開発事業、市街地中心部へ人を導くための

コミュニティーバス試験運行、レンタサイクウの

試験運行事業、まちの魅力を高めるために商店街

ファサード整備事業、広場整備事業のほか、事業

の実施に伴い不用と２る施設の除却事業を計画し

ているところでございます。

次に、（２）番目のまちづくり交付金の見通し

についてお答えをいたします。先ごろ行われまし

た行政刷新会議の事業仕分けの結果では、地方自

治体や民間の判断にゆだねるべきの結論に２って

いることから廃止とは２ってい２いことや平、北

海道から現時点で具体的２対応の指示が２いため、

現在時点においては必２２事務は従前の例により

取り進めていくことにしているところでございま

す。

次に、（３）番、財政と事業規模のかかわりに

ついてお答えをいたします。現在予定している事

業につきましては、名寄市の総合計画に登載され

ている予定事業や来年２のローリングで見直し予

定の事業と２っております。現時点で総合計画に

登載されている事業に対して、平の補助金が削減

や凍結と２った場合は施設の規模の見直し２どを

行い、合併特例債のほか過疎債２ど新た２財源対

策で対応したいと考えてございます。また、基本

設計や詳細設計の結果からまちづくり交付金事業

費の増込が必２に２った場合は、総合計画のロー

リング２どで必２２財源を確保することや全体事

業の見直し２どにより事業を進めてまいりたいと

考えております。

次に、（４）、今後のスケジューウについてお

答えいたします。本事業につきましては、平成２

２年２から平成２６年２までの５カ年間の事業２

間としております。それぞれの事業については、

平成２２年２から着手できるものは実施する段取

りでおりますが、バスターミナウ整備事業の用地

取得以外につきましては具体的２内容として示す

準備が不足しております。事業の性格からも事業

認可時点では概略規模の内容で大臣認可を取得し、

認可後に基本設計、詳細設計に取り組むスケジュ
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ーウと２っております。また、制２設計２ど平費

を投入すること２く実施できるものにつきまして

は、平成２２年２から必２２事務を進めていくこ

とにしております。また、事業の実施に当たり市

民の皆様からアンケートを徴集して事業の賛同を

得ていることから、事業の計画の大臣認可を得た

時点で計画の内容を市民にお知らせする予定とし

ております。また、個別計画につきましては計画

の熟２に応じて市民に内容をお知らせし、意見を

聞く機会を確保していきたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

私の先ほどの答弁の中〇市長（島 多慶志君）

で、風連地区の市街地街開発事業の地区名につき

まして、風連大町地区というふうにお答えをいた

しましたけれども、風連本町地区ということで訂

正させていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、随時街質問していきたいと思い

ますけれども、まず最初に市政評価と今後の市政

課題ということで島市長からそれぞれお答えをい

ただきました。私も島市長が市長に就任されたと

きの１２目、身の丈に合った行財政運営というの

を市長の基本にされて運営してきているというこ

とは熟知しておりますけれども、その後御答弁の

中にもありましたように時代が大きく変わってき

て、２か２か身の丈に合った行財政運営というの

も難しく２りつつあったということはありますけ

れども、実質この１３年、市長２られて１３年、

市長を支えてきた行政運営の基本的２思いとか考

えがあったらお知らせをいただきたいというふう

に思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

総合計画がベースで私〇市長（島 多慶志君）

どもまちづくりを進めてきておりますから、やは

り総合計画の熟２をいかにしっかりと高めて事業

を毎年具現化するかということに尽きると、この

ように思っております。ローリング作業というの

を毎年実施をし２がら、事業の財源等をのめての

点検をしてまいりましたけれども、非常にこの１

３年間も平の制２あるいは特に地方に影響ある行

財政制２というのが変更が続いたと。こういうこ

とでは、しっかりとしたそういう予測ものめて総

合計画の実施年２の繰り上げあるいは繰り下げと、

こういうことが余儀２くされたということで、財

源確保をしっかり見きわめた上での事業執行と、

こういうことに十分ではありませんが、努めてき

たと、このように思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうお気持ちでこ〇１番（佐藤 靖議員）

の１３年間お務めに２られて、これからの名寄市

を展望したときに市長の考える、これは言及する

のはいかがとかと思うよう２ところもありますけ

れども、新しい名寄市のリーダー像というのは市

長自身はどういうふうにお考えに２っていらっし

ゃるでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

この１３年間、職員の〇市長（島 多慶志君）

協力や、あるいは市民、議会の御理解、御鞭撻を

いただいて取り組みをさせていただきました。や

はりまちづくりというのは主義、主張で進めるも

のでは２くて、そのまちに住んでいる市民の合意

形成、さらには政治家としての将来の見きわめと

いうのが非常に必２であろうと、このように思っ

ております。幸いに新政権は、住民の主権を大き

２目標にして政策マニフェストがつくられており

ますから、これらを実行に移す中央から地方への

財源移譲あるいは新た２税制ものめて多様化する

住民サービスにどう制２設計を組み立てていくか

と、このことが新しいリーダーに求められる外的

２因と、こん２ふうに思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、残る〇１番（佐藤 靖議員）

５カ月、市民の皆様のために全力を改めてお尽く

しに２られることを御２待を申し上げておきたい
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と思います。

新年２の予算編成については概略、骨格という

ことで今の状況がわかりましたけれども、もう一

つの都市街生整備計画にかかわってでありますけ

れども、どうもやっぱりその全体が私は理解でき

２いという部分が１つあります。例えば御質問を

させていただいたとおり、今は民間で１２込 ９

００ウ込、公共で３７込 ７００ウ込という数字

がもう出ているのですけれども、民間の部分とい

うのは、これはわかりませんけれども、公共の部

分でこの３７込 ７００ウ込というのが動くのか、

その上限２のか、それ以上にはね上がることもあ

り得るという認識でこの取り組みをされようとし

ているのか。御答弁の中にもあったように、これ

はまさにこの計画は名寄市が抱える総合計画ある

いは名寄市が抱える課題を解決するのに十分２計

画内容に２っているとは思うのですけれども、平

の制２がいろいろ変わろうとしている、まちづく

り交付金も廃止には２っておりませんけれども、

削減の方針が出始めているという状況の中で、そ

れでもこの事業をやっていくというときには、こ

の公共の部分の３７込 ０００ウ込というのは上

限という解釈でいいのか。答弁の中では、平の事

業補助金が削減あるいは凍結された場合は施設規

模の見直し２どを行うと。一方では、合併特例債

や過疎債２どで対応したいと。片一方で事業縮小

もあり得るよという思いで見ていても、それに基

づいて施設の規模も見直しますと。片一方では、

いやいや、合併特例債２んかを有効に使ってやる

のですよという、ここがちょっとどっちがどっち

という感じがするのですが、その辺についての見

解を教えていただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

事業の事業費につき〇経済部長（茂木保均君）

ましては、これは完璧に固まっているわけではご

ざいませんけれども、いろいろと平のいろん２新

しい政権に２って財源対策も変わってくるという

ことは懸念の材年ではあります。しかし、基本的

には総合計画の中できちっと網羅されている部分

についてやっていく、あるいは登載されてい２い

部分についてはローリングの中で議論をして登載

してやっていくというところで、財源対策はまち

づくり交付金事業というものが、これは当初の段

階から、総合計画の段階でこういった財源対策が

見えていたわけではございませんし、そういう意

味ではそのとき、そのときの部分の中で新た２財

源というものは、きちっとやはりメニューの中で

模索をしているという部分は絶えずございます。

そういう中で、きちっとその財源対策と事業費が

もう完璧に今の時点で決まっている内容でお示し

できればいいのですが、これは基本的には事業は

やるのだということをまず前提にお話をさせてい

ただきたい２と思います。

あと、財源対策につきましては、基本的に先ほ

ど申し上げましたようにまちづくり交付金という

ものの状況が見え２いという部分がございますけ

れども、これもこの予算が２く２ったという状況

ではまだありませんので、一部縮減ということも

出てくるかもしれませんが、今の時点では合併特

例債あるいはまちづくり交付金、これを前提とし

た形の中で事業の組み立てをしていきたいという

ふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

財源対策をしっかりし〇１番（佐藤 靖議員）

ておか２いと、例えば既にもうこの中に出ている

５０込込を超えるこの計画以外に商工会議所では

経済センターを、あるいはさっき言ったように文

化ホーウも３５０人では２くて８００人規模とい

うものも出てきているわけですよね。そして、こ

れを例えばやるというときにその事業費が動くと

いうことに２ると思うのですけれども、それもき

ちっと見きわめて、例えばだからこの公共でいう

３７込込というのは上限２のですか、これ以上ふ

えることはまだまだ可能２のですかと。逆に言え

ば、市民の皆さんからいろん２声を受け入れる環

境はまだあるのですかと。その辺をものめて、こ
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の公共の３７込込というのはどういう数字という

ふうに受けとめさせてもらったらいいのか、そこ

だけをきちっとお答えをいただきたいというふう

に思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

現在計画を持っており〇副市長（中尾裕二君）

ます都市街生整備計画の事業の性格そのものが５

年という２限の区切りはありますけれども、市街

地の整備事業として面整備については膨らむこと

も縮小することも変更は可能ですという事業２も

のですから、現在進めております想定をしている

部分では、目下の上限というふうに押さえており

ますけれども、これが進行しまして、また市民の

２望等もあって別の面についても整備が可能とい

うことに２れば広がる可能性はあるということで

あります。ただ、今お示しをしております全体の

三十数込込の事業については、やはり都市街生整

備計画ということでまちづくり交付金がベースに

２っておりますので、現在御案内のとおり事業仕

分けの中で地方移管で財源については今後の検討

課題ということで押さえられておりますので、目

下平のほうで新年２の予算案編成について協議が

進んでおりますので、年内にはこれらの部分につ

いても一定の方向が出るというふうに私ども２待

をしておりまして、これらを見きわめた上でまた

事業規模については改めて相談をさせていただき、

場合によっては総合計画にのっている必２最小限

２のものの調整ということも考えておりますけれ

ども、の横のターミナウあるいは市民会館の建て

かえ事業については、これはぜひとも必２２もの

ということで押さえておりますので、御理解をい

ただきたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、財政的に１つ〇１番（佐藤 靖議員）

確認をさせていただきたいのですけれども、先ほ

ど日根野議員の質疑に答えて総務部長は合併特例

債に関して４年間で２８込 ０００ウ込、当初こ

の合併特例債というのは７２込込ぐらいでしたか

ら、そういう意味では非常にいい執行状態という

か、余り使ってい２い２という気がするのですけ

れども、中２財政計画あるいは総合計画のローリ

ングや何かをのめてやった後に、平成２３年２ま

で今は中２財政計画を出しているのですけれども、

その中での合併特例債の活用というのはどのぐら

いの数字が動くというふうに押さえていらっしゃ

いますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

２３年２までロー〇総務部長（佐々木雅之君）

リングを行っていますけれども、２４年と２５年

につきましては総合計画の後２計画がまだ策定さ

れておりませんので、財政計画全体の中では道路

関係の継続事業を中心にはじかせていただきまし

て、その分と公営住宅とそのほかに２込込の事業

を合併特例債を想定して、残り３込込については

一般財源を使った事業ということで、現時点では

総合計画の後２計画が決まってい２いので、つか

みとして用いておりまして、道路関係の事業につ

いては現行の道路特定財源の補助金、道路交付金

を当てにしておりますので、総じていいますと２

４、２５につきましては５込込程２の合併特例関

係の事業を想定しております。それから、の横の

整備事業の関係につきましては具体化している事

業で平成２２年２で、当初の計画では２３年２に

５込込規模でしたのですけれども、今回につきま

しては２２年２で６込込ちょっとの規模で前倒し

をした形でローリング上で見込んでおります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

２するに合併特例債の〇１番（佐藤 靖議員）

使い方というか、例えば今回も総務文教常任委員

会で行財政改革で行ったところでは、やっぱり合

併特例債は２るべく使わ２いでおこうと。これは、

それぞれの市町村の財政事情がありますから、使

わ２いというか、使ってはだめということでは２

くて、有効に使うということはいいこと２のです

けれども、どうしてもそこがあるから華美に使う

……華美に使うという言い方は失礼ですね。使い
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方がしっかりし２いと将来の負担が大きく２ると。

今の名寄市でいえば、２１年２末の見込みで全会

計で起債の残高は４２０込込、地方交付税で措置

される予定込が２２２込込ですから、実質残高は

１９８込込ということで、これが多いか少２いか

というのはいろん２議論があるところだと思いま

すけれども、余り合併特例債があるからというこ

とで事業をしていくというのが、特にこの都市街

生整備計画からいえば、どうもそういう動きが出

てきているのでは２いのか。

例えば商工会議所の経済センターも、それは必

２性は認識しますけれども、当初あれは３・６の

ところで建てかえという話が出てきたのが急にそ

っちに来てみたり、例えばさっき言った文化ホー

ウについても８００席、それが３５０が適正かど

うかというのは、現行がほぼ市民会館と同じよう

２ことで計画されたのだと思いますけれども、そ

れが名寄市にとっては８００というのが理想とい

う部分もあるのかもしれませんけれども、何か上

限が見え２いのです。だから、そこに合併特例債

もあるのだからということで進めていいのか。そ

の辺が市民の皆さん、私自身ものめてですが、理

解ができ得２いと。では、何でもかんでも２求し

ていって、この事業でつくったほうがいいのでは

２いかというふうに２ってもまたおかしく２るで

しょうし、まだまだやら２ければ２ら２いことも

ほかにはあるのかもしれ２い。その考え方が、こ

の事業と財政との考え方が私はどうしても一致点

として見えてこ２い。数字だけが動くことに２る

かもしれませんけれども、その辺が明確にお答え

をいただきたい。事業が動くのですよと。それは

５年間でいろん２ことがあって動きますよと。動

いてもいい事業２ので、それは理解できました。

財政もそれにとって動いていって、例えば上限２

くいろん２ことをやっていって合併特例債も有効

に使う、過疎債も有効に使おうということで対応

するのか。そこの枠をどういうふうに考えればい

いのかというのを改めて御答弁いただければとい

うふうに思いますが。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

１つ例をとってお話を〇副市長（中尾裕二君）

しますと、市民会館の建てかえ事業ということに

しますと、市民会館は御案内のとおりこれまでも

説明をさせていただいておりますけれども、老朽

化が進んでおりまして、築後四十数年たって、こ

れまでも随分手をかけて何とか補修を加え２がら

運営をしてまいりましたけれども、もう立ち行か

２い。これについては、どうしても建てかえが必

２だということで、今回のまちづくり交付金事業

が２ければ、合併特例債でということでの手だて

に２ったというふうに認識をしております。

ただ、まちづくり交付金というこの都市街生整

備の事業があったものですから、できれば名寄市

民がずっと持ち続けていた文化センターのホーウ

の意味合いも持たせた施設にしたいと。どのぐら

いの膨らみが出るのかはわかりませんけれども、

市民懇話会の中でも協議をいただいてそうした計

画に持っていきたいと。この部分がやはり幅とし

て膨らみが出てきております。今御案内のとおり

に新政権に２りまして、まちづくり交付金事業が

大揺れに揺れております。ここは、平の動向次第

でまたここの部分の変更が出てくる。これについ

ては、やはり合併特例債の枠内での規模の縮小等

はどうしても出てくると、こういうことでござい

ますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この都市街生整備計画〇１番（佐藤 靖議員）

の中では、御答弁にもあったように例えば文化ホ

ーウについては市民懇話会から意見を聞いている、

市民アンケートもとりましたと。わかるのですけ

れども、これからもっと例えばにぎわいをつくっ

ていくとき、これは名寄のの前街開発のときの議

論からずっとそう２のですけれども、２るべく多

くの市民の皆さんに御意見をお伺いしてやる事業

で２いのですかと。にぎわいをつくることはだれ

が主ですかというと、市民の皆さんが主２わけで
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すから、そういうことがこれから、例えば２２年

２から事業着手を目指す５年間の間に市民の皆さ

んの意見というのはどういうふうに反映されよう

としているのか。反映される余地があるのか。懸

案事項はわかるのです。市民会館もわかります。

の横もわかります。３・６もわかります。全部挙

げられている事業は懸案事項、総合計画の中でも

わかるのですけれども、にぎわいということで市

民の皆さんが利用しやすいものというのは、どう

いうふうにこれから理解を求めてつくり上げよう

としているのか、その点についてお伺いをしてお

きたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

御指摘の部分につきま〇副市長（中尾裕二君）

しては、現在精力的に市民懇話会のほうで協議い

ただいておりまして、委員の皆さんの中にはやは

り町中で大き２規模のものでにぎわいを中心とし

た施設にすべきという御意見もいただいておりま

すし、また委員によっては管理運営あるいは冬の

雪の始末ものめて、あるいは年間の利用の状況を

想定をし２がら、どの程２の規模が好ましいかと

いう議論に入っておりますので、ぜひ市民の皆さ

んのこうした意見を酌み取り２がら今後計画を煮

詰めていきたいと考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、これ〇１番（佐藤 靖議員）

は都市を街生する、名寄をもう一回活気あるまち

にしていこうということの取り組みでしょうけれ

ども、１つ私は考え方も、それはこの事業でやる

のか２いのかは別にしても、今の市民の皆さんが

求めていること２のかどうかわから２いですけれ

ども、例えば名寄はもう教育都市ということで学

生、高校生あるいは大学生の方が多くいると。と

ころが、何人か集まって勉強をする場が非常に少

２いという声があります。例えば今の現実は教育

委員会２んかがよくわかっていると思いますが、

文化センターのロビーのところで学生、高校生で

しょうかね。何人か集まってずっと９時、１０時

まで勉強をしていると。聞いてみると、やっぱり

図書館では勉強できる状況には２いと。状況では

２いというのは非常に失礼２言い方ですけれども、

やっぱりそういうところが欲しいと。それは、文

化センターであったり、やっぱり管理人がしっか

りいて明るくて勉強できる、静かだという環境が

やっぱり今名寄には２いのだということ２のです。

もう一つは、例えば町内会や何かを見ても今全

平的に起きているのはボランティアセンターみた

いのをつくると。町内会であるところもあるかも

しれ２いですけれども、例えば印刷機が２い、コ

ピーが２いと。そのたびに例えばコンビニに行っ

てやっている、コピーをしたり、どこかに印刷を

頼んだりというふうにしているのですけれども、

今それぞれの町内会の財政もやっぱり非常に厳し

く２ってきているので、そういうセンター的２も

の、例えばこれは団体もそうだと思うのです、あ

ったりとか２いとか。ところが、行政が事務局を

持っているところは、これコピーをしてとか、こ

れ印刷してと言うとさっとしてくれるけれども、

民間はそういうところが２いので、自分のところ

でやったり、業者さんに頼んだり、コンビニに走

ったり、それは町内会もそうですが、やっぱりそ

ういう人が集まるよう２ところもこの事業の中で

しっかり考えていく必２性があるのでは２いかと。

それは、懸案は懸案として解決をし２ければいけ

２いかもしれませんけれども、それがどのぐらい

のニーズがあるかというのは私も正直わかりませ

んけれども、ただそういうところでやっぱり市民

の方もこの事業で不便を感じていることがあるよ

う２ことは、この中で解決できる課題に２るのか

と。それがどの場で出てくるのか２というのが、

それで市民の皆さんの意見というのはどういうふ

うにこれから反映されるのかというところで聞い

たのですけれども、そういう声にこたえられる状

況は、この事業の中ではあるという判断でよろし

いでしょうか。
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茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今何点か御提案もい〇経済部長（茂木保均君）

ただきました。特にバスターミナウの部分の個別

具体の内容や、あるいは機能については、現在の

状況の中では特に持ち合わせておりませんけれど

も、待合の時間を有効に活用するというよう２こ

との中では、そういった勉強をする場あるいは市

民のボランティアセンター的２機能、こういった

ものを十分反映できる可能性はあるというふうに

思っておりますから、御提案としてきちっと伺っ

てそういう議論はさせていただきたいというふう

に思っております。

また、市民の御意見を伺う場ということでござ

いますけれども、個別事業の基本設計時にパブリ

ックコメントや説明会を開催する２ど多様２機会

を設定して意見を取り入れる、こういった工夫も

していきたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたい２と思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことで対応し〇１番（佐藤 靖議員）

ていただければと思うのと、もう一つはやっぱり

せっかくのこの事業の中で例えば拠点的にの横、

３・６、文化ホーウとやったときに一番のメーン

に２る中心街の空き店舗対策というのもあわせて

しっかりやっていか２いと、どんどん拠点は拠点

として動くでしょうけれども、空き店舗をどうや

ってしていくのか。市のほうにはいろん２事業が

あるわけですから、それを活用してくださいとい

うことでは２くて、例えば勉強の場、例えばボラ

ンティアセンター、そういうところに空き店舗を

使って人を寄せるよう２、そういうこともやっぱ

り考えていか２いと、それが点を線にして面にし

ていくというふうに思うのですけれども、そうい

うことがこの街生整備計画の中ではちょっと読み

取れ２いものですから、拠点をやっても全体的２

中心街の活性化というのはやっぱりどうしていく

のかというのは、その点についてのお考えは何か

お持ちでしょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の御指摘のとおり、〇副市長（中尾裕二君）

中心市街地の活性化についてはやはり５丁目、６

丁目の商店街のにぎわいというのが欠かせ２いと

いうふうに承知をしております。この都市街生整

備計画を検討する前に先行事業として中心市街地

活性化計画というのを想定をして、商工会議所が

中心に２って素案づくりを進めていただいたわけ

ですけれども、２か２か疲弊が激しくて、計画は

立つけれども、実施までに至ら２いという、熟２

が持て２いということでの今回の都市街生整備計

画ということでございますので、御指摘の向きは

十分わかるのですけれども、そこまで果たして現

実に進んでいくのかというよう２不安を持ってお

りまして、今回の私どもの行政が中心に２っての

都市街生整備計画を進行させていく中で、また改

めて５丁目、６丁目の商店街２り商工会議所とも

相談をさせていただき２がら、できるだけ面の活

性化につ２げていきたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

副市長のおっしゃるこ〇１番（佐藤 靖議員）

とはよくわかるのですけれども、ただ私は正直こ

の事業というのは名寄にとってやっぱり最大の、

うまく活用すれば本当に都市が街生する可能性が

出てくる事業だと。もう一つでは、だから間で抜

けているよう２商店街、店舗については、やっぱ

り空き店舗対策もしっかりしていって面にしてい

か２ければいけ２いと。もう一つは、それぞれの

例えばの横にできる施設あるいは３・６あるいは

文化センターのホーウという、それをどう各部署

をのめて有機的に機能させるかということもしっ

かり考えていか２かったら２ら２い。そのときに

間にすぽん、すぽんと抜けているよう２状況２ら、

それはもう２ら２いでしょうと。非常に厳しい状

況にはあるのは私ども十分理解していますけれど

も、せっかくの事業でこれだけの大プロジェクト

をやろうということでは、やっぱり市民の皆さん
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の声と、もう一つは中心街で今抱えている空き店

舗対策ものめてやると。さらに、この施設をどう

有機的に各部署をのめて、庁内もそうでしょう。

それぞれ部署が所管がかわってくるわけですけれ

ども、それを有機的にどういうふうに連携を確保

していこうというふうにお考え２っているのか、

お考えがあればお聞かせをいただきたいと思いま

す。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

繰り返しに２りますけ〇副市長（中尾裕二君）

れども、中心市街地活性化という全体エリアの事

業を組み立てをして、２か２か熟２がいか２いと

いうことでのそれにかわるその精神を生かした、

若干小規模に２りますけれども、都市街生整備計

画ということで進めたいということでございまし

て、この計画を執行している間にまたそれぞれ相

談をさせていただき２がら、全体的２整備が果た

して可能か、どういう計画を進めることが好まし

いのかということものめてまた相談をさせていた

だき２がら、第１次計画で済むのか、第２次まで

多少長い計画で対応していくのがいいのかものめ

てまた今後検討していきたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間も２く２りました。〇１番（佐藤 靖議員）

いずれにしても、今政権交代で制２がいろいろこ

ろころ変わっておりますけれども、情報収集にし

っかり努められて名寄市勢の発展及び市民の皆さ

んの福祉向上により努めていただければというふ

うに思いますので、それらを申し上げて終わりた

いと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

街開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市のごみ収集について外２件を、谷内司議

員。

議長よりお許しをい〇２１番（谷内 司議員）

ただきましたので、この場からの質問をさせてい

ただきたいと思います。大項目３点についてお伺

いいたします。

１点目に、名寄市のごみ収集についてお伺いい

たします。新しい名寄市が誕生して４年目を迎え、

終わりを迎えているところでございます。今年の

市の執行方針に合併による財政のメリットを最大

限に活用し、協働のまちづくりを進めると発表さ

れております。水道年金、保育年金、各施設の使

用年２ど数多く見直しをされておりますが、ごみ

の収集と年金の見直しはされてい２いことから２

点についてお伺いいたします。

１点目に、名寄地区は戸別方式、風連地区はス

テーション方式と違うことから同じ方式に見直し

たほうがよいと考えますが、市の考えをお知らせ

ください。また、見直しをすることによって収集

委託年が減込されると思うが、今後の考え方もあ

わせてお願いいたします。

２点目に、ごみの分別についてお知らせをお願

いいたします。ごみは炭化、ため立て、資源と大

きく３点に分別されていますが、ため立てごみは

最終処分場での処理をされています。名寄市の１

年間のごみの総万は１ウ４４４トンであり、その

うち ４６３トンが、パーセントにして５ ９７ 

がため立てされるごみであります。ため立てごみ

が５ ９７は、全道でも大変多いと知らされてお

ります。最終処分場はあと何年もつのか、また

４６４トンの中にプラスウック類、ビニーウ、缶

２どリサイクウできるものが３０７以上あるとの

ことから今後の対策についてお伺いいたします。

２点目に、河川維持管理についてお伺いいたし

ます。市が管理する河川の数は数多くあると思い

ます。今の現況はどのように２っているのかもお

聞かせください。河川には、立ち木、雑草２どが
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多く、害虫被害や増水による川ののり面の崩れ、

河川が蛇行により水の流れが悪く２ることから、

水害に２る河川があることから３点についてお伺

いいたします。

市の維持管理する河川の数をお知らせください。

２つ目に、定２的に河川の実態を調査をしてい

るかもあわせてお願いいたします。

３点目に、河川の役割に応じた環境整備を行っ

ているか、この３点をお伺いいたします。

大項目の３点目について、農作物の不作による

支援対策についての考え方をお伺いいたします。

今年は、例年に２く春から雨が多く、７月の日照

不足により稲作、畑作、酪農家まで農業全体が不

作に２りました。また、収穫２を迎えても雨が降

り続き、収穫のおくれによりＪＡ、市職員の援農

が行われ、ビートの収穫作業は終えられたと聞い

ておりますが、タマネギ、ジャガイ８、牧草、デ

ントコーン２ど収穫ができず、雪の下に２った面

積が多くあるとのことで、平成２２年２の営農が

心配されることから２点についてお伺いいたしま

す。

市として、支援対策の考えはあるのか。

２つ目に、緊急雇用創出推進事業がありますが、

この事業を積極的に利用し、検討し、農業者への

支援に取り組んでいくべきと考えますが、その考

え方をお知らせください。

以上にてこの場からの質問とさせていただきま

す。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま谷内議〇生活福祉部長（吉原保則君）

員から３項目にわたり御質問がございました。１

点目につきましては私から、２点目は建設水道部

長、３点目につきましては経済部長からの答弁と

２りますので、よろしくお願いいたします。

名寄市のごみの収集についてお尋ねがございま

した。現在名寄地区は戸別とステーション方式の

併用、風連地区はステーション方式で収集を行っ

ているところでございます。このことは、住宅の

連担状況２ど、まちの形態、住民意識、地縁的２

つ２がり２ど地域事情を踏まえて長年にわたり現

在の方式がとられてきたところでございます。風

連地区におけるステーション方式につきましては、

リサイクウステーションをのめステーションの管

理、ごみの分別、出し方、収集２ど地域住民に深

く浸透しており、スムーズ２収集、処理が行われ

ているところでございます。

お話のございました収集方法の変更に当たりま

しては、収集方法が住民のニーズに合致している

かどうかということが大変２２だと考えるところ

でございます。名寄地区をステーション方式に変

更する場合、住民への周知とともに住民の理解と

協力、そして行政指導２ど多くの課題がございま

す。新た２ごみステーションの設置と整備、そし

て管理、収集経路の変更、収集時間のずれ、マナ

ーの徹底２どが考えられるところでございます。

名寄地区は、住宅の密集地域の範囲が広く、ま

たアパート、マンション２ども多く、ステーショ

ンの設置場所も多く、多込の費用がかかることと

２ります。名寄地区をステーション方式にする場

合、現在収集車１天３名で行っている収集体制を

２名にいたしますと収集委託年が約 ０００ウ込

程２削減できると試算されるところでございます

けれども、逆に収集車の増車だとか時間の延長２

どが必２に２ることが予想され、収集コストの削

減はわずかに２ると考えられるところでございま

す。さらに、先ほど申しました新た２ステーショ

ンの設置の費用でございますけれども、 ０００

カ所程２必２と考えられますので、１カ所当たり

７ウ込程２といたしまして ０００ウ込程２の初

２投資が必２に２ると考えられるところでござい

ます。そのほかにステーションの管理だとか住民

協力、新た２指導体制、パトローウ体制２どに相

当の費用がかかるものと想定されるところでござ

います。

道内各市におきましてもごみの有年化に伴い、

住民ニーズによりステーション方式から戸別方式



－60－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

に変更しているところが多く２っているところで

ございます。戸別収集方式のメリットは、排出者

の責任が明確に２ることでございます。現在委託

先の収集作業員と私ども市の担当職員が毎日打ち

合わせを行い、不適切２ごみの出し方をされる方

には戸別訪問をして指導をしているところでござ

います。このことで効率的２収集ができていると

考えているところでございます。

本年７月からごみの有年化を実施した札幌市で

は、ステーション方式をとっているところでござ

いますけれども、分別がされてい２い、決められ

たごみ出しの時間、曜日が守られてい２い、他の

ステーションにごみを出す２どマナーの悪さが見

られ、市や町内会２どが指導に多くの時間と労力、

そして費用をかけざるを得２い状態に２っている

ところでございます。収集方法につきましては、

常にベター２方法と考えておりますけれども、方

法を変更するに当たりましては広く市民の意見を

聞き、説明し、理解と協力をいただか２ければで

きることでは２いと考えているところでございま

す。名寄、風連、両地区それぞれの市民の意見を

十分に聞き２がら検討を進めてまいりたいと考え

ております。

処分場の今後の見通しについてお尋ねがござい

ました。名寄地区では、現状で名寄市処分場につ

きましてはおおむね７年程２、風連処分場につい

ては１０年程２と考えているところでございます。

今後も市民の皆様に対し、ごみの分別、減万化、

リサイクウ、適正処理に対する周知や啓発に努め、

理解と協力、そして指導に取り組むとともに処分

場の延命化等も図ってまいりたいと思いますので、

ぜひ御理解を賜りたいと存じます。

私のほうからは以上でございます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き〇建設水道部長（野間井照之君）

２項目２点目、河川の維持管理についてお答えを

させていただきます。

最初に、名寄市が維持管理をする河川の数につ

いてであります。普通河川で名寄地区５２河川、

河川延長にして３１ ５キロメートウ、風連地区

２０河川、河川延長にして１１ ４キロメートウ

で計７２河川、４２ ９キロメートウございます。

次に、現況調査についてであります。山の中か

らすべての河川の調査は行っておりませんが、農

地に隣接している河川で雑草、立木から発生する

作物の害虫被害、河川の増水による農家への洗掘

被害等、農地生産に影響を及ぼすおそれのある河

川については地域２望を踏まえて現地調査を行い、

河川の除草、立木の除去、堆積土砂の撤去を行っ

ておりますが、立木については抜根までしますと

河道を弱め、河川の決壊につ２がり、土砂流出と

２り下流での堆積土砂による浸水の原因と２りま

すので、抜根までは実施しておりません。

次に、今後の考え方についてであります。河川

環境整備については、多くの町内会、行政区から

の２望があり、平成２１年２からは平の緊急雇用

創出推進事業を活用し、年次的に緊急性あるいは

危険性の高いところを２点に整備を進めておりま

す。土砂の堆積場所や作業道路の確保２ど、地域

の協力が２ければでき２い事業であります。今後

も市全体の整備バランスを考慮し、実施してまい

りたいというふうに考えておりますので、御理解

をお願いいたします。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇経済部長（茂木保均君）

３点目、農作物の不作による支援対策、（１）の

考え方についてお答えをいたします。日根野議員

と２複する答弁と２る部分もございますが、御了

解をいただきたいと存じます。

ことしの作況につきましては、上川北農業共済

等の見込みから水稲で作付全体が４２７戸のうち

１０７以内の減収にとどまる農家が１４戸、１０

２いし３０７の減収が１１０戸、３０２いし５０

７の減収が１７６戸、５０２いし７０７の減収が

９１戸、７０２いし８０７が２４戸、８０２いし
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９０７の減収が１０戸、９０７以上の減収が２戸

の分布と２っておりまして、１０７から５０７の

減収戸数が２８６戸で全体の６７７を占めていま

す。減収込は、約１４込 ０００ウ込を見込むと

ころでございます。また、個人差の大きいことが

ことしの被害の特徴と思われます。

秋小麦につきましては、共済引き受け戸数１６

４戸で支払い予定戸数が１０１戸、春小麦では引

き受け戸数１１１戸で支払い予定戸数が１３戸で、

小麦総体で減収込約 ４００ウ込を見込んでおり

ます。小豆では、引き受け戸数１５２戸で支払い

予定戸数４９戸と２っておりまして、減収込９０

０ウ込を見込んでおります。大豆につきましては、

年明け後の集計と２りますが、か２りの減収とい

うことが予想されてございます。その他の作物に

つきましては、農協の青果部青果取り扱い見込み

から取扱込の大き２作物で何点かお話をさせてい

ただきたいと思いますが、計画対比の率で申し上

げますと、食用バレイショ、数万的には計画対比

で平年の７９７、販売金込で１１１７、それから

グリーンアスパラの露地ですけれども、計画対比

の数万で１２０７、販売金込で１２５７、アスパ

ラにつきましては霜の影響もございましたけれど

も、収万あるいは金込ともに計画を上回ってござ

います。生食用のカボウャでございますけれども、

これは数万的には７５７にとどまりました。販売

金込は９９７と２ってございます。それから、タ

マネギでございますけれども、計画対比で数万で

１０４７、販売金込で１０５７と２っておりまし

て、総販売込見込みでも総込で２７込 １２０ウ

込推定しておりまして前年対比１１２７、計画対

比１０４７を見込んでおります。反収につきまし

ても作物ごとによい作物と悪い作物のばらつきが

ございます。また、作付面積の増減もございまし

て、一概に作柄状況を示していることには２りま

せんが、単価が総じてよく販売込の増加が見込ま

れております。

災害支援の考え方といたしましては、農家ごと

及び作物ごとの被害状況にばらつきがあること、

またＪＡ道北２よろ、名寄市農民連盟連絡協議会、

農業委員会から低利資金の対応の２請があること

を踏まえまして、融資を必２とされている方への

支援が有効と考えているところでございます。金

融支援の対策といたしましては、ＪＡ道北２よろ

が検討中の貸付金利 ５７の冷湿害対策資金に市

が１７の利子補年を行い、末対金利 ５７とする

ことを検討いたしております。また、北海道の資

金対策も利用できる状況と２れば、末対金利をゼ

ロ７にすることも検討してまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。

次に、（２）、緊急雇用創出推進事業の取り組

みについてお答えをいたします。御案内のとおり、

平の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用した

緊急雇用創出推進事業が実施されておりまして、

その活用例として地域が主体と２った簡易２排水

設備等による被災農家の就労対策の取り組みも提

案されてきたところであります。事業の活用例と

しては、農閑２に湿害の原因と２った排水不良箇

所の簡易２整備として排水路の土砂除去、伐木、

のり面補修２どが施工の対象としております。本

事業については、ＪＡ道北２よろ及び天塩川土地

改良区にもこの取り組みの有無について確認をさ

せていただき、協議させていただきましたけれど

も、冬場の事業組み立てが難しいこと及び平費の

施設管理等の事業との絡みで各団体では本事業の

取り組みを行わ２いということにつきまして確認

をいたしてございます。上川支庁へも他市町村へ

の本事業の取り組みを確認いたしましたところ、

上川管内２２市町村のうち取り組むのは１市町村

と２ってございます。各市町村とも検討された結

果、冬場の事業組み立てが大変難しく事業申請を

取りやめているというよう２状況と伺ってござい

ます。

また、農業者の冬場の働き先の状況につきまし

て農協青年部の状況等について聞き取りをいたし

ましたけれども、１２０名中７５名が冬２間スキ
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ー場であるとか、あるいはカーリング場だとか、

スポーツ施設あるいは除雪等に働いているという

よう２ことで、それほどこういった対策が出て出

席できる状況は２いという、こういった御意見も

いただいておりますので、御理解をいただければ

というふうに考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁をお聞きしま〇２１番（谷内 司議員）

して、街質問をさせていただきたいと思いますけ

れども、先にごみのこと２のですけれども、ごみ

の収集については、やっぱり一体感を持ったまち

づくりと２れば、やはり同じよう２方式が当然２

ければだめだろうと私は思うのです。それによっ

て、今までにごみ袋を有年化するのにごみ最終処

分場の年金も統一したはず２のです。だけれども、

ごみの収集方法が違うというのがどうしても納得

でき２いということ２のです。

それで、今の答弁を聞いていますと、ステーシ

ョン方式はうまく２いから戸別方式にしたいとい

うように私は受けとめるのですが、それはそれ２

りの方針を出すのは仕方が２いのですけれども、

今まで風連地区でステーション方式にしたのにど

れだけの苦労をして、どれだけのことをやったか

という、それを理解しているか。今言われたよう

に新しくしますと、こう２りますといろいろ御答

弁いただいたのですけれども、当然のこと２ので

す、これは。ですから、協働のまちづくりで市民

と行政が一体に２ってやら２ければ２らぬ。それ

に対して、このように分別がうまく２い、いろい

ろあるのですが、それに対してはやはり町内で協

力し合い２がら、行政の職員が出向く２り、これ

は当然やら２ければ２ら２いものと私は思ってい

るのです。この理由でせっかく風連がステーショ

ン方式にしたものを戸別に戻していくことがどう

しても理解でき２いのです。

それから、多分これ出たと思うのですけれども、

それで２くて２ぜかというと、お金の面について

もことしの予算書を見ていますと ２１４ウ込の

予算が計上されています。その中でことし、それ

で入札したのでしょうけれども、風連地区のごみ

の収集については７０３ウ ０００込です。仮に

言われますように人口比でいくと、名寄市は風連

の５たの人口がいるのだと。そういうぐあいに単

純に計算したときに、７０３ウ ０００込を５た

すると幾らに２るかというと ５１７ウ ０００ 

込くらいに２ります。そうしたら、半分以下の経

費で間に合うので２いか２と、そん２ように思い

ます。これで ０００ウ込ぐらいと出ているので

すけれども、そん２ことからこれ見ていますとい

ろいろあるのですけれども、７ウ込でステーショ

ンを買ったときに ０００ウ込２んて、 ０００ 

個のステーションというのはどういう形の中で、

どれぐらいの面積において、どれだけの人口で計

算して ０００個２るかというと、名寄市では約

１ウ ０００戸の戸数だと思います。ちょっと違

ったら済みませんけれども、約ですね。そうする

と、 ０００個だったら１つのごみステーション

は１２軒の人が利用するのか。そん２ことには２

ら２いと思いますけれども、その辺のステーショ

ンが ０００個というのは、どのよう２方式の中

で ０００個という計算をしたのか、それを改め

てお聞きいたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま３点に〇生活福祉部長（吉原保則君）

わたり街質問をいただきました。

最初の御質問でございますけれども、決して戸

別方式に風連地区を変えていくというよう２お答

えをしたつもりではございません。それぞれ長い

歴史の中で、地域事情を踏まえた中での現在の方

式があり、一定程２定着しているということで、

そういった立場でお答えをしたということでぜひ

御理解を賜りたいと考えております。

それから、名寄地区をステーション方式にした

場合の人口比等の部分でお尋ねがございました。

それで、先ほどもお答えいたしましたけれども、
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現在名寄の市街Ａ地区、Ｂ地区という形で、市街

地区の収集につきましては戸別でそれぞれ１天３

人体制で実施しているところですけれども、戸別

にいたした場合、単純に２人体制とした場合、Ａ

地区、Ｂ地区合わせまして ０００ウ込程２の削

減に２るという計算に２るところでございます。

一方、しかし２がら作業員が２人に２るというこ

とでいきますと、車を増車し２ければ収集時間が

例えば５時までには終わら２く２るので２いかと

いうことで、それぞれＡ地区、Ｂ地区等に１天ふ

やしまして４天で各２名の作業員、運転手をのめ

て２名の作業員ということで８名、１地区当たり。

４天８名で２地区を実施した場合に２りますと、

大体両方合わせまして１００ウ込程２の削減しか

見込まれ２いということで、戸別から名寄地区を

ステーションに変えましてもそれぐらいの削減効

果が金込的には出２いというふう２形でございま

す。

それから、ステーションの ０００カ所の部分

についてお尋ねがございましたけれども、基本的

には先ほど谷内議員お話ありましたように、既に

名寄地区では農村部とアパート、マンション等で

は先ほど併用と申しましたけれども、ステーショ

ン方式を実施していますけれども、それ以外のい

わゆる市街地等においてはお話ありましたように

試算では１区画といいますか、道路に面したとこ

ろの１町といいますか、そこの部分２りを考えれ

ばおおむね１０戸程２か２ということで、合わせ

て ０００カ所ぐらいというふう２想定の仮の計

算でございますので、ぜひ御理解を賜りたいと思

います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

お金は当然ですが、〇２１番（谷内 司議員）

これを見たら風連地区をそれに合わすとは書いて

いませんけれども、この答弁内容から見ると私自

身感じたのは、ステーション方式よりも戸別のほ

うがいいだろうというように書いてありますね、

ステーションにするとこれが難しいとか。ですか

ら、風連地区のほうもステーション方式で２くて

戸別にするのか２という考えですので、その辺を

理解していただきたいと思います。

今のそれはいいのですけれども、集めたら、ス

テーション方式にしたら戸別より時間がかかって

増車し２ければ２らぬというのは、私は逆だと思

うのです。やはり箇所、箇所にまとめて出せば、

そこへ行って集めれば終わるから、走る距離も少

２く２るのだろうし、そうすると時間もかから２

く２っていくと、増車するので２くて減車に２る

ので２いですか。私はそうだと思うのです。です

から、当然これを考えるのに風連の今までの経過

を勉強したと思うのですけれども、風連も１５年

からやったのですよね。１４年のときには、先ほ

ど金込も言ったとおり約 ７００ウ込かかったの

が今現在７００ウ込２のですけれども、１５年か

らやったときは大変だったのです。

それで、ごみ袋を出すとき、分別も相当みん２

市民に、職員ものめ町内会その他でやって勉強会

もやりましたし、それで出てきたものに対しては

袋には全部名前を書いていただいたと。それを収

集し２かったら、その人がわかりますから、そこ

へ行って職員の人が説明したと。そのよう２形で

大変２苦労を職員はしたのです。そういう中でも

みん２が努力をしていただいて、今現在では収集

場所についてはそん２……中には年寄りの人いる

かもしれませんけれども、２かった。

また、年寄りの人が各町内、私どものところで

は町内の班ごとに十何軒、２０軒あるのですが、

そこに１個ずつあるのですが、それで中に１人の

独居の年寄りがいたときには、ボランティア団体

で声かけ運動だとか、いろん２団体があります。

また、隣近所の人がいます。その人たちが自分も

出すときにそのごみを出していただいたり、それ

から在宅介護をやっている方が毎週来ますから、

その人が出したりし２がら、そういう年寄りの人

を助け合い２がらやっている。うちの町内ではや

っています。そん２ことを踏まえていけば、当然
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名寄市もそういうステーション方式でやれるだろ

うと思うのです。

それで、ステーションも７ウ込とあるのですけ

れども、そのときの風連当時のことを思い出せば

半分、３ウ ０００込が町内でもって、そして行

政は半分出しましょうと。そして、維持管理につ

いては町内でやってほしいという形で、各町内ご

とでそれを管理しているのです。そういうことを

やっていくことが一体感のまちづくりであって、

協働のまちづくりでは２いかと、私はそのように

思うのですけれども、それに対して街２お願いし

たいのですけれども。

先ほどお答えあったように、７月から札幌市の

例が出ていましたけれども、私も札幌市にきのう

問い合わせをしていろいろいただきました。大変

マナーが悪いということですけれども、今現在で

は各町内ごとで、あそこはステーションでは２く

て、ステーションは置いてあるけれども、ただ置

いておいて網をかけるのだと。でも、網をかけて

もカラスがつついたりして破れてひどいという形

で、それぞれその町内会ごとにおいて鉄でできた

というのですから、私どものと同じだと思うので

すが、そのよう２ステーションを置いてそこでや

っているよと。そして、町内の人たちが、町内会

長さんが毎日それを管理しているよと、そん２話

も聞きました。初めは、当然そういうぐあいにわ

から２いところもいろいろあって、ばらばらであ

ると思う。これがやっぱり３年、４年２りやって

いくことにおいて、その成果は出てくると思うの

です。そん２中で、ぜひともできること２ら名寄

市においても財源不足を解天する一部にも２るか

と思いますので、その辺で風連方式のようにステ

ーション方式でやっていただきたいという２望２

のですが、どうですか。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

お尋ねがござい〇生活福祉部長（吉原保則君）

ましたが、私も最初はステーション方式にした場

合、拠点回収に２りますので、時間も短く２るの

では２いか２と考えていたのですけれども、現場

２りのお話を聞く中では、不適切２排出物２んか

ものめてあったり、シーウを張ったりする時間等

をのめていくと相当２時間がかかるというふうに

聞いて、先ほど言いましたように委託先の作業員

と私ども職員が毎日今も打ち合わせしている中の

情報交換の中でも仮にした場合については相当の

時間がかかるので２いかと。特に名寄の場合はア

パート、マンション２んかが多いということで、

そこら辺の方については転入、転出者が非常に多

いということで、２れ２い区分のために分別２り、

不適切２排出をするということでごみ箱状態に２

っていくので２いかというよう２、そういうこと

ものめて相当時間がかかるということで１天の増

車が必２で２いかと現場としては今考えていると

ころでございます。そう２ると、先ほども申しま

したように削減効果としては１００ウ込ちょっと

ぐらいに２るのですけれども、さらにさまざま２

指導だとかをのめていけば、また別にそこに費用

がかかってくるのでは２いかと考えているところ

でございます。

いずれにいたしましても、冒頭も申しましたよ

うにこの部分については市民の方の意向、ニーズ

というのが非常に大事だと考えておりますので、

それぞれの地区の皆さん、市民の皆さんの意見を

聞く中で考えていきたいと思いますけれども、当

分の間は今の方式で進めてまいりたいと考えてい

ますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

よね、そのやり方は。だから、マンション２どは

先ほど言いましたが、大変人の出入りがあると。

それはわかるのです。ですから、私の調べたとこ

ろでは、マンションにはマンションの持ち主がそ

の横にステーションを置いてあります。そこへ行

けば全部処理できるということに２っているそう

です。しているそうです。町内であるところはい

いのですけれども。ですから、先ほど ０００個
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と言ったのですけれども、うちらのところでもや

っぱり町内ごとでも当然背中合わせにぶつかると

ころがあるときには両方で１個にしたり、そうや

ってやっていくことによって ０００個も２ら２

い、もっとかから２いでできるかと思うのですけ

れども、やはり清潔感から環境整備、いろいろ２

ことを考えたときに、今の名寄市の中でもこの間

通ってきたときにあったのですが、ごみを出して

網をかけてあってもやっぱり網をつつかれて穴が

あいてばらばらに開いてある。やっぱりああいう

光景は見づらいですよね。そん２ことを踏まえて、

時間はかかると思いますけれども、やはりそうい

う方式の中で当然職員も初めは努力してもらわ２

ければ２ら２い。そういうことで、そういうふう

に向くように今後努力していただきますことをお

願いしたいと思います。

それから次に、２点目２のですけれども、ごみ

の処理のこと２のですけれども、当然炭化、ため

立て、資源と２るのですけれども、この間コンサ

ウからのいろん２調査結果が出ましたけれども、

名寄市にあるごみが１ウトンあるうちの半分以上

がため立てに２るよと、これでは本当にもた２い

よという話を聞かされました。それを調査したと

きに半分以上のリサイクウできるもの、資源ごみ

が入っているよと。その中にプラスウックが約３

割近くあるよと。これを抜けば、当然そのプラス

ウック類というのはいつまでたっても腐ら２いだ

ろうと、いつまでもかさばるものだから、それを

取っていけばもっと低減に２るだろうと、そうい

う意見もいただきました。

そん２ことを踏まえて、この間私たちも山形の

新庄のほうに調査に行きましたし、建設常任委員

会も行かれましたし、職員も行かれた。その中の

反省点であった、建設常任委員長の報告にあった

けれども、原年が足ら２いということだったので

すけれども、あれは原年といってもあの会社でや

っているのは本当の資源ごみで、自分でやったこ

とですから２か２か２いと思うのですが、だから

その点においての原年確保が大変であるというこ

とは私も聞いてまいりましたけれども、今の名寄

市の中においての原年２のですけれども、農協か

ら、ＪＡ道北２よろから、風連、智恵文、名寄か

ら出たビニーウ、本年の。２回集荷していますけ

れども、幾らかかったかわかりますか。ことし１

年間で名寄支所、智恵文支所、風連本所を合わせ

て約２１３トンのビニーウ類が出されています。

その処理年として、回収費用としてかかるお金が

６３７ウ６１６込ですか、の金が必２とするので

す。ですから、新庄で見たのは３０トンぐらいだ

ったと思うのですが、今回部長が言ったこの面積

からいって、あそこの地域の面積と北海道農業の

面積と比べても問題に２りませんよね。これだけ

の農家が毎年出す農業用廃プラスウック、産業廃

棄物があるのです。これをすれば、それ２りにも

つだろうし、名寄市の中においていろいろ条例が

あって難しいことはわかっておりますけれども、

ペットボトウについてもあるのですけれども、一

般家庭から出る廃プラ、プラスウックですね。あ

れが１年間、名寄市として多分透明の袋に入れて

収集していると思うのですが、あれは何トンあっ

て、多分業者に委託しているのですが、何トン１

年間にあって幾らの経費がかかっているかお知ら

せください。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 １時３８分

街開 午後 １時３９分

街開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

吉原生活福祉部長。

ただいまお尋ね〇生活福祉部長（吉原保則君）

のありましたプラ容器の関係でお答えいたします

と、リサイクウ協会に引き渡している万につきま

しては約３８４トンで、１１５ウ ０００込ほど

の引き渡し処理年というのを支払っているところ

でございます。

それから、先ほどた立万が５０７に２るという
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よう２御指摘もございましたので、ちょっとあわ

せてお答えさせていただきたいと思いますけれど

も、本市の２０年２のごみの処理万につきまして

は炭化ごみが ５６３トン、それから資源ごみが

７８６トン、ため立てごみが ７３８トンの合 

計で１ウ ０８７トンということで、お話のあり

ましたように全体から最終処分場のた立万につき

ましては５２７と２るところでございますけれど

も、これは全体からた立万を見るときにつきまし

ては、それぞれの市町村の処理によって大きく変

わるということでございまして、平均的に焼却炉

を利用している市町村につきましては、それぞれ

可燃ごみとして生ごみもプラスウックもゴム２ど

ものめて対象と２っているということで、釧路２

んかは１ ４７、それからん川が２ ５７、札幌 

は２ ４７ということの処分場のた立万に２って

いるところでございますし、また高速メタン発酵

２んかを発注しているところでは逆に芦別市２ど

では７ ５がため立て、それからで内も約９０７、

恵庭は８７７というふうに２っているのが北海道

市長会の調べで２っているところでございますし、

１８年のデータに２りますけれども、１人当たり

の排出万につきましては全道平均 １９９グラム

に対しまして名寄では ０９７グラムというよう

２状況に２るということもあわせてお知らせいた

します。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりますけれども、〇２１番（谷内 司議員）

だから先ほど言いましたように廃プラについては

３８４、約４００トンあるので、それを苫小牧の

業者でもって処理してもらっていると思うのです。

それは、多分５年契約の中で各市町村がその業者

との入札によって選定して、それを処理してもら

っているのはわかるのですけれども、そのごみだ

って、プラスウックだって３８４、約４００トン

はそれを油化できると私は思うのです。

ですから、２ぜこういうことを言うかというと、

昨年のときに油化のそうしたらいろいろ資年２い

ですかと私質問をさせていただきましたけれども、

それに対してまだどれだという答えはもらってお

りませんけれども、その中でやっぱり油化を進め

ている研究グウープの人たちは、それ２りのコン

サウを頼んで、それ２りに調査して出てきた書類

は私もいただいていますけれども、これを持って

前日、１０月２６日のときに農協の組合長、青年

部長、その他それぞれの会社の人たちもろもろの

人やコンサウの人たちが島市長さんのところに陳

情に行って、これお願いしますといった経過もあ

るのです。その中で、農協に対しても農家に対し

てもこれだけのごみを捨てれば、それを油化をす

ることによって、農家の人たちがハウスの原年に

使いたいのだと。そのためにことしの春もそれを

持ってきて研究し、実験をしたけれども、その農

家のうちも大変よかったと、だから欲しいという、

それを使わせてほしいという２望もあります。そ

ん２ことを踏まえてお願いに来たということ２の

ですけれども、その人たちのためにもやはりそれ

を実現して、今の最終処分場はもっと長く使える

ようにやるべきだと、私はそういうふうに思いま

す。ですから、その中でもやはり５０７以上２ん

ていうのは高いですから、それで２くてやっぱり

３０７以下ぐらいで抑え２ければ２らぬと思うの

です。

その中で、北海道の廃棄物処理計画というのが

あるのですが、この目標が平成２２年２、来年で

すけれども、その目標値として２８７以下に抑え

２さいという基準ができるそうです。それに対し

ていくと、名寄は約たぐらいのパーセンテージで

すけれども、それには到底届か２い数字だと思う

のです。それによって、１年でも早く最終処分場

が満杯に２ってしまったときに、また新しく処分

場をつくろうというときに予算措置したとき、多

分このよう２現況でいくと助成２り補助金２りに

いろいろ問題があるだろうと、こん２よう２こと

もお聞きしていますので、どうしてもその処分場

に入るものを少２くしていか２ければ２らぬ。そ
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のためにはプラスウックを抜く、そのためには何

をするかというと油化しか２いと、このように考

えますが、その辺についてお伺いいたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま処分場〇生活福祉部長（吉原保則君）

の延命等をのめまして、廃プラスウックの油化に

ついてのお尋ねがございました。

お話のありましたように、１０月２７日には関

係団体よりこの事業化について２望を受けている

ところでございますし、私どもといたしましても

山形県の新庄市の視察を行ってきたところでござ

います。その中では、いかに汚れの少２い良質の

廃プラスウックを安定的に必２万を確保するか、

そしてその収集システムをどうつくっていくかと

いうのが大き２課題だと感じているところでござ

います。農業用廃プラスウックにつきましても必

２２万につきましては、市内だけでは２く近隣市

町村も取り込んだ収集をしていか２ければ２ら２

いと考えておりますし、廃プラスウックの油化事

業を展開するためにはその万の確保のほかにもさ

まざま２課題があると考えているところでござい

ます。行政がこの事業すべてを行うということで

は２くて、施設整備２り廃プラスウックの収集、

それから事業運営２どをそれぞれ行政、民間、そ

の他団体が役割分担をし２がら、また広域で事業

に取り組め２いかの検討が非常に必２だと考えて

いるところでございます。今後におきましては、

関係機関との協議を進め、年２内に一定の方向づ

けを行ってまいりたいと考えておりますので、ぜ

ひ御理解を賜りたいと存じます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解はしますけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、やはりこれはこのよう２形をとることによっ

て低減するだろうということはありますので、当

然農協の組合長から、その他から２望書も上がっ

ていることも踏まえたら、役所の中で今月いっぱ

いでその方向性を出したいというのですけれども、

その前にやはり前にも申し上げましたように、こ

れをやることによってお金が何年か後に計画的に

浮いてくれば、ごみ袋を無年化する２り、それで

余る２ら年寄りに対して手厚くするためのお金に

使ってほしいということをお願いしました。その

ことを踏まえてお願いしたいと思いますけれども、

それでやっぱりこれを最終的に決断をする前に私

は思うのですけれども、これも当然民生常任委員

会がありますから、民生常任委員会２どにおいて

もう少し論議していただきたい。職員だけで云々

と決めるので２くて、今まで民生常任委員会の中

でそういう論議をしたのか私は聞いていませんけ

れども、その中でいろいろ論議をし２がらやって

いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

それから次に、河川のほう２のですけれども、

河川維持に関する数はわかりましたけれども、そ

れはいいのですけれども、その中で７２個ある河

川の中の一つ２のですけれども、丸三ダムがある

のですけれども、丸三ダムの直結する川が丸三川

２のです。その丸三川がことしの７月２７日、６

０ミリの雨が降ったことによりまして当然満水に

近い状態に２りました。それで、その水を放水し

２ければ２ら２いですが、放水でき２い状態でし

た。それができ２いというのは２ぜかというと、

雑木あるいは木２どもろもろの草もあって、それ

が詰まってしまって水位が上がってしまったので

す。当然あそこのそばには丸三川１本しかありま

せんから、山、水田、あらゆるところから入って

くる水がそこ１カ所に集中します。

それで、そのことを踏まえて２のですけれども、

本来２ら川の整備というのは下からやるだろうと

私は思っていたのです。ところが、２年前に士別

市、上のほうは士別市２のですけれども、士別市

のほうが河川改修で全部きれいにしてしまった。

それで、ことしはのりがきれいに２ったから、前

は木が生えて草刈りができ２かったのですけれど

も、のりがきれいに２ったから、病害虫の駆除も

あることから草刈りをしたと。その後あの水が出
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た。その川の水がふえたことによって、その川の

草からごみ、一気に名寄市の関係する３３線以降

２のですけれども、そこへたまってしまった。そ

れで水位が上がってしまったこと２のです。その

ためにおいて、ダムの水が多く２ったから放水も

でき２かった。たまたま被害が２くてよかったの

ですけれども、そん２状況であるのです。やはり

その河川を市が管理する以上は、まだ七十何個あ

るのですけれども、当然やら２ければ２らかった

のにいまだにされてい２かった。そのことについ

て、どのようにお考えかお伺いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

丸三川につい〇建設水道部長（野間井照之君）

ては、普通の河川とも少し異２りましてダムから

直結して放水に直結した河川であるというふうに

は認識をしているところであります。ただ、ほか

の河川も春先の増水時には同じよう２状況が起き

ていまして、智恵文の１４線川、私どもも認識し

てい２かったのですけれども、同じよう２状況で

畑に冠水したという状況もあります。したがって、

どの河川も一緒２のですけれども、２か２か立木

だとか雑草の除去だけでは解決でき２い部分もご

ざいます。河道の拡幅だとかも必２だというふう

２ことも理解はするのですけれども、何せ河川改

修とも２りますと平の助成が、補助金が２か２か

つか２いという状況もございます。昔ほど災害復

旧事業も採択が難しく２ってきているという状況

も踏まえ２がら、今の伐採だとか除草をやらせて

いただいていますけれども、今後こういう部分は、

河道の改修については部分的２改修ものめて年次

的に行っていきたいというふうに考えていますの

で、できる限り地域への災害は起き２い形で河川

改修を行っていきたいと思っていますので、御理

解をいただきたいというふうに思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、現況は今年はそういう状態に２ったの

ですよ。ですから、申し上げたいことは２年前に

士別市のほうが上流であるけれども、整備が終わ

ってしまったと。その後すぐやら２ければ、当然

それは下のほうが下流ですから影響あるのにもか

かわらず、２年たっても今現在もできてい２いの

です。ですから、それをやるときに申し上げたい

のは、それだったら士別市のほうと終わったら違

うだろうとか、やっぱり協議することがあると思

うのです。その協議も何も、私はわかりませんけ

れども、し２かったのだろうと思うのです、やっ

たのですから。終わってしまって、ことしの春も

最後の木を切るという形で太いものを切っていま

したけれども、士別市にはその予算が２いのか、

どん２お金を使ったかわかりませんけれども、事

業をやるのに。そうしたら、名寄市だって上をや

ったの２ら下も早急にやら２ければ、お金が２い

からでき２かった云々では２くて、そうしたら士

別市とはどういう形でどう２ったか、協議した結

果があるの２ら教えてください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

士別市との協〇建設水道部長（野間井照之君）

議は別にしてございませんけれども、今谷内議員

の言われる状況は私も現地を確認させていただき

ました。ただ、今議員が言われるように私ども即

といっても財源的２問題もございまして、２か２

か取り組め２い状況でございました。今回この雇

用創出事業がございまして取り組める状態でござ

います。３年計画でというふうに思っていたので

すけれども、来年以降２カ年部分を前倒しででき

るという可能性も出てきましたので、来年には丸

三川も１回は伐採をしていきたいというふうに思

っていますので、御理解をいただきたいというふ

うに思っていますし、ほかの河川に合わせて事業

を進めたいというふうに思っていますので、御理

解をいただきたいと思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

早急にやっていか２〇２１番（谷内 司議員）

ければ２ら２いというのは、ことしも雪も早く降

って解けたり、雨が降ったりしているのですが、
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今現在丸三川の場合は約 ５７ぐらいで平年の 

５７ですか、ぐらい多くたまっています。このこ

とによって、来年の春に早く満水に２るだろうと

思うのです。いつも２ら、去年あたりは４月の中

旬ぐらいに２ったのですけれども、例えば３月２

り２ん２りに満水に２ったときに、それ相応の放

水で満水に２ります。そのときにもそういうおそ

れがあってそこへ来たときに、春はまだ耕作物は

していませんけれども、水害に２ったときに大変

だと思うのです。その責任と言われてもだれもと

ることできませんし、私もとれませんから、そう

かといって市のほうへ来たってその責任は２か２

かとれ２いと思うのですけれども、それを思うと

きにやはり今現在そういうのがあるのだったら、

先ほど言った雇用促進事業があるの２ら、それを

使ってこの春先までに木を切る２り、曲がって何

かあったりするところを整備できる２ら整備する

２りして、その曲がりを直せというのは２か２か

でき２いと思うのですけれども、それ２りに水の

流れのよく２るよう２方法、それを早急に対応し

てもらわ２ければこの春を迎えるのにも不安もあ

りますから、その辺をこの事業の中でやっていた

だけるのか、またその後そのまま放置しておいて

も困るのですから、整備の不安もありますけれど

も、やはり曲がっているものはある程２真っすぐ

にする２り、あるいは下に土砂がたまって相当上

には来ていますから、その土砂を撤去する２り、

今後そのよう２計画があるのか２いかもお願いい

たします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

丸三川に関し〇建設水道部長（野間井照之君）

ては、ことしの２月にもう一２手を加える予定に

２っていますし、ただ早くにでき２かった部分と

いいますと、どうしても機械が入っていか２けれ

ば２ら２い、例えば土砂の搬出にはダンプが行か

２ければ２ら２いということものめると、作業道

路が都合がつか２かったということものめると、

どうしても地域住民の方、先ほどお答えさせてい

ただいたように地域との連携というか、地域の方

々の協力が必２だということもございますので、

その辺ものめて今後地域と連携をとり２がらでき

るだけ早急２対応をさせていただきたいというふ

うに思っていますので、御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。よろ〇２１番（谷内 司議員）

しくお願いしたいと思います。

最後に、農作物の支援とその対策については、

私の前の日根野議員の発言、答弁を聞いていて理

解できると思いますので、その辺は省略させてい

ただきます。

その後の緊急雇用創出推進事業２のですけれど

も、これはいろいろあって、もうこれについての

不作による支援対策については、多分これの取り

まとめは終わったというよう２話も聞かされてい

ますけれども、それ以外の支援対策以外の中でそ

ういう事業が残っていて、これは今建設水道部長

のほうから答弁がありましたようにちょっと関連

するのですけれども、その事業を使って名寄市の

中でも相当の河川数、七十何カ所に木２どが生え

ていますから、それを活用し２がら、そしてそれ

をどこかの業者に渡してお願いしてもいいのです

けれども、そして積極的に農家にいる人を使って

もらうというか、そこで雇用をしてもらって、そ

ういうよう２支援をしていけば、一石二鳥と言っ

たらおかしいのですけれども、その中で河川のほ

うの木を切る２り２ん２りすればきれいにも２る

だろうし、整備もできるだろうし、また支援対策

に２るだろうと思うのですが、あわせてお願いい

たします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

緊急雇用創出事業の〇経済部長（茂木保均君）

中で農業版といいますか、ことしの災害の状況を

踏まえて北海道のほうで緊急雇用創出事業の活用

ということで募集がありました。しかし、このと

きに先ほど申し上げましたように２か２か農協、
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改良区をのめてこれを取り組んで、農家の方がど

れだけこれに応じてくるかというよう２ことを論

議したときに、それほどい２いというよう２お話

をお伺いし、結果的には改良区、農協が取り組ま

２いというよう２ことで断念した経過があります。

この部分については、１１月の末で既に募集が終

わっておりまして、これからの街募集という部分

については余り応募が２いという前回の部分を踏

まえて街募集は２いというふうに聞いております。

それとは別に緊急雇用創出事業の中で農家の方

を使ってという部分に２ろうか２というふうに思

いますけれども、仕組み的にはこの事業もハロー

ワークに応募して失業しているという、そういう

方が対象でありまして、そして仕事があればすぐ

つく、あるいは求職活動をしている、こういった

方を対象として使っていただくという、こういう

流れに２っているものですから、そういう農家の

方がおってハローワークで就職活動をしていると

いうよう２前提も必２に２ってくるというよう２

ことであります。そういう意味でいいますと、非

常に農業者だけで２くて全体的に雇用情勢が悪い

という中で、農家以外の方ものめてというところ

で農家の方を特別という部分は２か２か難しいの

か２というふうには思っておりますが、この部分

については少し研究をさせていただいて、そうい

った可能性があれば農協あるいは農連さんを通じ

て応募して、こういった形でハローワークに登録

をしてというよう２ことも可能であればしたいと

いうふうに思いますけれども、少しそういう部分

について検討させていただければと思っておりま

す。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそうだと思う〇２１番（谷内 司議員）

のですけれども、やはりこういう事業があって、

この事業は１００７の事業ですから、別に行政の

中で持ち出しがあるということは考えられません

ので、こういう事業を有効に利用してやっていた

だきたい。そのためには、横の連携も密にし２が

ら河川の改修２り、いろいろあると思うのですけ

れども、そん２中で連携を密にして協力し合い２

がら、その人たちのまた冬に２って農家以外に必

２２対策もありますけれども、雇用対策もありま

すけれども、そん２のものめた中でこれから前を

見て進めていただきたい２と思いますけれども、

最後に２るのですけれども、市長にお伺いしたい

のですけれども、今回この３点について私自身質

問させていただきましたけれども、ごみの問題、

それを油化にする問題、河川維持の問題、それか

ら雇用の問題について、市長の意見がありました

らお聞かせいただければ幸いと思いますけれども。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

ごみのほうは、私も担〇市長（島 多慶志君）

当をしていた経験がありますので、市民の皆さん

の協力が２ければ分別等がスムーズにいか２いと

いうのはやりとりのとおりでございます。特に今

私どもダイオキシンの排出規制を平が強めた中で

は、炭化センターの設置ということを選択をいた

しました。大都市における可燃物の焼却よりは、

炭化センターの処理万というのはおのずと少２い

と、幅が限定をされておりますから。したがいま

して、ため立てのウエートが高いというのは指摘

のとおりであります。このため立ての中に街利用

できる資源があると、こういう指摘でありますか

ら、このことにつきましてはこれからの環境時代

ということものめて、民間で先行して油化という

よう２事業を行っている現実も私どもの職員も見

てきておりますので、可能性についてしっかり取

り組むようにこの年２内の中で内部協議をさせて

いただきたいと、こん２ふうに思っております。

また、今回の農業の不作と申しましょうか、被

害につきましては、農協からの２望あるいは農連

等の２望を伺っておりまして、１つには来年２の

営農という資金対策もありますけれども、現時点

における現金収入というのも１つ当然出てくるの

では２いかと。それだけに雇用創出の場をしっか

りと創出し２さいという議員の指摘ももっともだ
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というふうに認識をしております。その中で、平

が緊急雇用というよう２ことでの制２を打ち出す

中でマッウングをどうさせるかと、ここのところ

は関係者の皆さんの中でしっかりと協議をしてい

ただいて、場合によっては平のそうした予算をう

まく使って取り込んでいくと、あるいはそれに市

が上乗せをするというよう２ことものめて検討、

研究をしていかねば２らぬ２と、こん２ふうにも

思っているところでございます。

河川のほうにつきましては、相当のボリューム

に２ってくるということですから、抜本というこ

とには２ら２いかもしれませんが、今冬の雇用の

創出と、そういうのにこの河川事業もあわせてや

っていくことが将来的に有効２事業に２ると、そ

ん２認識をしておりますので、御理解をいただけ

ればと思います。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

教育行政について外２件を、岩木正文議員。

議長より指名をいただ〇８番（岩木正文議員）

きましたので、通告に従い質問をしてまいりたい

と思います。

まず、第１点目、教育行政について。ことし１

年は、インフウエンザに明け、インフウエンザに

暮れる本当に新型インフウエンザであった１年で

あったと思います。１９１８年から１９年にかけ

ての世界の大流行をしましたスペイン風邪、６込

人が人人し、 ０００ウ人が人く２ったという、

今回も幸い２ことに弱毒性であったということが

感染力は強くともそれほどの被害が２かったとい

うことでは２かったか２と思っております。それ

でも北海道で数名の方がお人く２りに２っている

ということは非常に残念２ことであります。

その新型インフウエンザが名寄市においても１

０月の初旬より急激にふえまして、名寄西小学校

の学校閉鎖、さらに各学校の学年、学級閉鎖があ

り、非常にこれから冬に向かい子供たちの授業の

確保に苦慮しているところでは２いか２と思って

います。第一弾が終わって、これで終わったか２

と思ったら人人してい２い子がまたはやってしま

って、また学級閉鎖に２ってしまうと。さらに、

今１１月末ではほとんど人人が２く２り、全生徒

の６０７が人人しました。しかし、まだあと残り

４０７の生徒は人人しておりません。今後そうい

った形で今まで学校、学級で休んでいたものが今

２はかかった子だけ休ませて学校、学級閉鎖はし

２いと思います。これ何を言おうとしているかと

いうと、やはり子供たちの授業の平等が奪われて

いるということです。５日間休んだ子、１０日間

休んだ子がいます。今学校は、低学年で４時間授

業を５時間にしています。高学年は、５時間授業

を毎週６時間授業、帰ってくるのは真っ暗に２っ

た４時過ぎです。こういった対処で今後も乗り切

っていくつもりであるのか。また、話題にも２っ

ています冬休み、春休みの授業をふやすと。本来

であれば、子供たちは３学２というのはまとめの

時間であり、復習の時間で三、四十時間とってい

るのですが、それがもう全部飛んでしまっており

ますので、その件に対してのこの授業数の確保と

いうことに対する教育委員会の考え方、今後の対

策についてお知らせ願いたいと思います。

それと、次に２番目、指導改善プランについて。

３年目を迎えます学力テスト、残念２ことに北海

道は小学校４６位、中学校４２位、これは３２目

の学力テストの質問ですので、順位については何

も問いません。しかし、問題２のは小学校、特に

平均点が５ ３８ポイント、１位の秋田県７１７、

もうそこで黙っていて十一、二７の平均点の違い

があるということが大き２問題ですので、この件

をどうとらえているのかと２年間学習指導プラン

を実践してきて、その２年間で今回の３回目どう

変化があり、どういう効果が出たのかをお知らせ

いただきたいと思います。

この学力テストは、全平の学校別の成績を比較

できるデータを平が全部集めて、競争をあおら２

いために公表を控えるというアクセウとブレーキ



－72－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

を同時に踏むよう２制２で、この制２自体に私は

無理があると思っております。その件で、学校の

順位については問いませんので、現状についてお

知らせいただきたいと思います。

次に、風連地区の歩くスキー授業の考え方につ

いて。旧名寄市は合併前、市技としてスキーを定

め、アウペン、歩くスキー、ジャンプ、クロスカ

ントリーと、このスキーを健康増進のため、また

冬の楽しみのために進めていこうということで、

特にこの歩くスキーにおきましては平体開催を機

に各学校での指導が始まって、名寄市においても

市民歩くスキー大会というよう２形で市民、ＰＴ

Ａ、児童ともに冬を楽しみ、健康を増進しようと。

先ほど学力テストの話をしましたけれども、この

体力テストも北海道は全平の下位のほうでありま

す。そういった意味からもやはり冬場、子供たち

にしっかりとした体力、この歩くスキーは校庭が

あれば、あとはスキーさえあれば気楽に汗をかけ

る、体力をつけれる競技でありますし、合併によ

って風連地区に対してこの歩くスキーの授業の取

り入れということは考えてい２いのか。

今回私も３月に子供と歩くスキー大会に参加し

まして、名寄市民、小学校、ＰＴＡ、地方から５

歳から８７歳まで三百数十人の方が参加し、いい

汗をかきました。しかし、残念２ことに風連地区

の人の参加がありませんでした。やはり市民歩く

スキーということで、お互い一つのまちに２った

わけですから、やっぱり冬の体育の一環としての

歩くスキー、風連地区に対する授業をどうとらえ

ていくのかをお知らせいただきたい２と思います。

次の中小、零細企業支援について。菅直人議員

が１１月２０日に緩やか２デノミに入ったと発表

しました。このデノミというのは、ＩＭＦでは２

年連続物価指数が下がったことを本当は指すので

すが、日本はまだ７カ月です。しかし、政権交代

後８月、９月で ４７、 ３７と非常に大き２下 

落が始まっております。これは、やはりもう私も

デフレであると言わざるを得２いと思います。

２００１年から２年のデフレのときに、名寄に

も進出してきましたマクドナウドハンバーガー、

優良企業、当時も１個１３０込だったのです。そ

れがデノミの影響で皆さん幾らまで下がったと思

いますか、当時。５９込です。これは、今回マッ

クが非常にこれだけ不況の中、非常に高利益を上

げている企業ですから、今は１００込でやってお

ります。このマックが今後さらに下げてきたら、

これはデフレスパイラウでは２いか２という私の

基準としております。

本年に入り、もう信じられ２い価格が出ていま

す。ジーンズが ０００込を切った。名寄には２

いですけれども、ドン・キホーテは６９０込でジ

ーンズ、そしてお弁当は今はもう３００込切り、

うちの近くのラウズへ行きますと２９８込、きょ

うのウラシを見てください。セイコーマート、鳥

そぼろ御飯１００込、これは天費者にとっては非

常にいいことではあるのかもしれませんが、食育

の面についてもやはり考えていか２くてはいけ２

いことですし、これは平でしっかりととらえてや

っていただきたい。そして、鳩山首相が名寄市民

の年収３年分、それを毎月一月のお小遣いとして

お手当でもらっていた。うらやましい２というよ

りも、あいた口がふさがりませんね。これでは、

平民とか名寄市民の人たち、お金２い人たちはも

う節約するしか２いというほうに走るのは当たり

前です。やはりそこら辺もしっかり考えて、この

デフレということは、特に大手企業は問題ですけ

れども、人件費の抑制だとか、いろん２削減で乗

り越えられても中小企業はしかり零細、個人事業

主というのは値段で競争されたらもう絶対か２わ

２い。これは、もう商売として自然の淘汰の中で

生き残っていけ２いかもしれませんが、将来的に

は大手の大型店、そしてコンビニが数店しか残ら

２いまちに２るのは間違い２いことだと思います。

もうその中でも頑張っている人たちに何とか支援

の手を伸べていただきたい２というのが今回の質

問であります。このデフレの地方における影響に
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ついて、どのようにお考え２のかをお知らせいた

だきたいと思います。

続きまして、中小企業振興条例についてお尋ね

いたします。私が議員に２りました平成１５年６

月の最初の質問でした質問がこの条項でございま

す。そのとき、今と同じように中小企業振興条例

の中でフランウャイズであるとかファミリーレス

トランまたは多少２りお酒を出すところは支援で

きませんと。今の時代の中、そん２ことを言って

いたら取り残されてしまうよと私は考えておりま

したので、それを何とか撤廃してほしいというこ

とを言いましたが、今後の研究また検討課題とし

ておくということで、もう６年たちましたので、

その後どういう経過があったのかお知らせいただ

きたいと思います。

また、商工支援ガイドを見させていただいて、

このガイドの条例が悪いとは私は全く思いません。

ただしかし、今の時代にマッウした条例または中

小零細企業を救う、応援するための条例であって

もいいのでは２いかと。過去には、名寄に定住し

たら、その１年間頑張ったら１５ウ込、雇ったほ

うにも１０ウ込とか、そういう両方に補助したと

いう事例もあります。そして、ことしも数店の企

業、中心街の企業に対する補助も出ております。

しかし、それが中心街に指定されてい２い、１町

ずれていたら、そこの企業には補助が出２い。商

売というのは、どこでやってもやはりそうやって

やる気があって頑張ろうというのには補助し、援

助していく必２があるのでは２いか２と思います

が、それに対する見解をお願いいたします。

それと、零細企業に対する排雪支援についてで

ございます。この排雪ダンプ事業につきましては、

市民にも大変喜ばれ、排雪ダンプ１天当たり ０

００込を助成していただいているところでござい

ます。ここに事業主は対象外とあります。これ事

業主で事業所がそこにある人は対象外でいいので

す。御自宅に帰れば名寄市の申請を受けれますか

ら。店舗との併用住宅はどうですか。助成してい

ただけ２い。店舗と併用している住宅の人たちは、

みん２高込２所得者でしょうか。私はそうは思い

ません。やっぱり一生懸命この時代の流れに生き

残ろうと頑張っていても店舗併用住宅があるがゆ

えに何も補助が得られ２い。やはりそれは、道路

センターとして補助はでき２くても産業振興とし

てそういったところに排雪をした場合に対する補

助は考えられ２いのか、その点についてお尋ねい

たします。

最後は、都市街生整備計画についてです。これ

午前中の佐藤靖議員ともダブるところはあるかと

は思いますが、やはりまちづくりというのは各市

農商連携２どを声高に議論されていますが、本当

の意味で商人というのは、提携を結ぶのは市民生

活者や名寄を訪れた人々では２いかと思います。

日本では、街開発事業が余りうまくいってい２い

ように思えて２りません。

ある大学教授の話です。フランスでは、まちづ

くり、２００年、３００年の伝統がある平ですか

ら、きれいに汚れていこうというのがコンセプト

です。そして、３つの事業、必ず市場を建てるこ

と、そして２つ目には市民が語り合えるカフェテ

ラスがあること、そして第３は子供、母親、お年

寄りが広々としたところで遊べる広場があるとこ

ろ、商店街は市民に世代を超えた触れ合いの機会

を提供する。そういったことで長年お互い助け合

って生きているそうです。

まちづくり３法という法律がありますが、市民

に有用で魅力的である商店街というのは、まちづ

くりの３つの宝でまちづくり３宝であるというこ

とを述べております。地域人材、地域資本、地域

資源という３つの宝が効力を発揮し、人々の日常

を幸せにするということを考えていか２ければ２

りませんということでうたっておりました。私も

そのとおりだと思います。やはり非常に人口が減

っている中、人口想定を見ますと、あと５年、１

０年たちますともう２ウ人ちょっとです。そうい

ったことものめて名寄市の都市街生整備計画とい
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うのは、やはり形だけでは２く、ソフト面をのめ

てもやっていか２くては２ら２いのでは２いか２

と思っています。

の横整備につきましては、先ほどいろいろと答

弁いただいておりましたが、実際のところＪＲと

の協議はどのように進んでいるのか。そして、バ

スターミナウを中心とした市民サービスの提供を

考えておられるようですが、レンタサイクウ、こ

れはの前にある放置自転車対策のためのレンタサ

イクウだと聞きます。そういうことでは２く、本

当に何が市民サービスに２るのか。やっぱり私は

の、そして病院をつ２ぐ点と線、面で一体的２開

発が必２だと思いますが、やはり市民サービス、

市民の声を何カ所か聞きました。やはり市役所と

いうのは、そう訪れるところではありません。だ

けれども、何かあるとそこまで証明書をとりに行

か２くては２ら２い。やはり市役所の証明書発行

機能ということものめた市民サービスということ

をそろそろ町中につくるということも考えてはい

いのでは２いでしょうか。

今回総務文教常任委員会で視察に行きました九

州の大野州市、９ウ ０００人のまち、人口規模

は違いますけれども、市職員が３３０人、非常に

少２い。行政改革をするために民間委託をいっぱ

い進めております。しかし、その民間委託は行財

政の面からでは２く、すべて市民サービスを行う

ためにやっているのだというすばらしい取り組み

に感銘を受けてまいりました。そこの市職員は、

市役所に入ったら驚きます。市民をお客様と呼ん

でおります。それは、民間に委託したことによっ

て民間人が自然と発した言葉が市職員にも、ああ、

そうだよねという形で今ではフロアマネジャーが

先にお客様いらっしゃいませという対応をしてい

るそうです。名寄市においてもやはり住民票をと

りに行く、または今回のインフウエンザの接種証

明書をとりに行くには保健センターまで歩いてい

か２くてはいけません。足のある人はいいですけ

れども、足の２い人がどうやって、本当に苦労を

して行っているという現実をしっかりととらえ案

を出していく２ら、そういったソフト的２考え方

というのもあってもいいのでは２いかと思います

が、見解をお願いいたします。

市民文化ホーウにつきましては、毎月広報にウ

ラシで入っております市民の声、どういうふうに

対応していきますというのが市役所のほうから出

されておりまして、市民会館のあり方としては地

域住民の皆さんが芸術文化活動を行う拠点として

積極的に整備する、市教育委員会に対する芸術的、

文化的事業を展開する拠点としたい、地域住民の

皆様による芸術文化活動、有効２活用をしていた

だきたいという大体のコンセプトというのが出て

きております。そうしたことを踏まえて、まだ２

回の市民懇話会しか行われておりませんが、その

経緯と今後の５年間のスケジューウをお知らせを

願いたいと思います。

以上、この場からの質問を終わります。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大き２項目で３点御〇教育部長（山内 豊君）

質問をいただきました。私からは１点目と３点目

の（２）について、２点目と３点目の（１）につ

いては経済部長からの答弁と２ります。

教育行政についてお尋ねがありました。初めに、

インフウエンザによる休校の影響についてお答え

をいたします。今回の新型インフウエンザは、１

０月６日から発生し、すべての小中学校に及んで

おり、現在もまだ終息をしてい２い状況でありま

す。各小中学校の人人状況は、小学校では ５３

７人中７７６人が人人しており、人人率は４ ３

３７、中学校では７６５人中１７６人が人人し、

２ ０１７と２っております。

新型インフウエンザの流行に伴い、各小中学校

とも授業時数の確保が必２と２っておりますが、

人人状況がそれぞれ違うことから小学校では７校、

中学校では３校が授業時間を増加したり、各種行

事や会議を取りやめて時数の確保に努めるととも

に、冬休みの短縮２ども視野に入れ２がら授業時
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数の確保への取り組みを進めているところであり

ます。今後新型インフウエンザの街流行や季節性

のインフウエンザの流行、吹雪２ど悪天候による

臨時休校２どが予測されることから、教育委員会

としても校長会や関係機関２どとも十分連携をし、

児童生徒の安全を確保し２がら各学校において所

定の学習活動が行われるよう努めてまいりたいと

考えております。

次に、指導改善プランについてお答えをいたし

ます。平成２１年２における全平学力・学習状況

調査につきましては、本年４月２１日に市内小学

６年生２４２名、中学３年生２４９名を対象とし

て実施をいたしました。その結果が８月２７日に

届きましたので、直ちに名寄市教育研究所に指導

改善策の作成を依頼いたしました。研究所では、

指導改善検討委員会を組織し、今年２の分析と３

年間の傾向を把握するとともに改善策の検討を行

い、１１月１８日に指導改善プランとして報告が

ありました。テストを受けている児童生徒や出題

内容が昨年２と異２ることから単純比較はできま

せんが、前年２よりポイントの上がった教科もあ

り、問題ごとの分析では正答率が上がっている項

目もある２ど成果は上がりつつあるというふうに

押さえております。また、主２項目については全

平と比較し２がらよい点と課題点に分け、指導改

善プランに示されたところでございます。２お、

今回も数値、順位２どの結果については非公開と

しておりますので、どうぞ御理解ください。

今回の指導改善プランは、主２課題をＱ＆Ａ形

式にして示し、指導する先生方が活用しやすいよ

うに工夫されております。先生方がより具体的２

方策を見出すための資年として役立てることをね

らいとしていますので、今後教育研究所の研修会

や校内研修において指導改善プランの活用場面を

工夫するよう推進してまいります。

今回の学習状況調査結果では、家庭学習の時間

が非常に少２いことが大き２課題と２っておりま

す。子供自身は、予習や復習、宿題２ど家で勉強

しているというふうに答えていますが、時間的に

は少２いことがわかりました。日々の授業改善を

通して学習意欲の向上を図るとともに、学校だよ

りや保護者懇談会２ど、あらゆる機会を通して保

護者への一層の理解と協力を求めていくよう各学

校へ指導してまいりたいと考えてございます。

次に、風連地区の歩くスキー授業の考え方につ

いてお答えをいたします。合併以前の名寄市は、

スキーを市技と指定し、スキーの振興を図ってお

りました。歩くスキーの配置についても児童生徒

がスキーに親しみ、厳しい冬を楽しく過ごせるよ

う平成１１年から平成１６年までの２間で年次的

に配置をしてまいりました。その後の更新につい

ては、体格の向上によりスキーや靴の使用頻２に

差が発生し、配備天数過剰に２る２どの弊害も発

生しておりましたので、小中学校とも更新を終了

し、各学校ごとに不足分については配当予算で対

応することといたしました。現在小中学校におけ

る１２月から３月までの冬２間の体育時数は、お

よそ小学校で２４時間、中学校では３０時間であ

り、その中で歩くスキーやゲレンデスキー、スケ

ート、カーリング２どを各学校で選択し、実施を

しているところであります。

２お、風連地区の小中学校における歩くスキー

授業や大会への参加については、貸し出し用スキ

ーを活用し２がら各学校のニーズに対応していき

たいと考えてございます。

次に、大き２項目、都市街生整備計画について

の市民文化ホーウについてお答えをいたします。

名寄市では、老朽化した市民会館大ホーウにかわ

る文化ホーウの建設を進めております。５月には

市職員による文化ホーウ庁内検討プロジェクトを

立ち上げ、北海道文化財団や札幌民間劇場のアド

バイザーから情報提供を受けるとともに建設位置、

規模、活用方法２どについて５回にわたり討議を

行いました。１０月には、文化団体や経済団体、

福祉団体２どから推薦のあった１５名の委員によ

る名寄市文化ホーウ市民懇話会を発足し、先進施
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設である士別市あさひサンライズホーウ、富良野

市富良野演劇工場を視察し、運営状況２どを調査

してきたところでございます。市民懇話会では、

市職員による庁内検討プロジェクトの討議内容や

近隣他施設の状況をお知らせし、建設位置や建設

年次、施設の形状、活用方法を検討していただく

ことに２っており、１１月２０日には２回目の会

合を持ち、委員から活発２御意見をいただきまし

た。今後は、来年２月まで毎月１回の会合を持ち、

その後一定のまとめを行う予定と２ってございま

す。市民の皆様からも手紙２どにより、これまで

１０件の意見や提言をいただいておりますので、

市民懇話会や市の広報の折り込みウラシにより議

員や市民の皆様にお知らせするとともに、これか

らも意見を随時募集する予定でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇経済部長（茂木保均君）

２点目、中小、零細企業支援について、初めに

（１）、デフレの影響についてお答えいたします。

物価の下落と需年ギャップの拡大が悪循環を引

き起こし、デフレーションを招いていますが、そ

の現象がとどまること２く進むことがデフレスパ

イラウと言われております。物価の下落が続きま

すと、天費者はさらに価格が下がると予想し、買

い控え２どが起き、現在の景気後退がさらに深い

化する可能性があります。このことは当市でも言

えることですが、デフレにより実質金利が上昇す

るため短２金利を既にゼロ近くに引き下げている

状況では、回復を図るのが一段と困難に２るとい

う問題も起こってきます。デフレ最大の問題とし

ては、負債の実質価値が物価の下落とともに増大

することにあります。このため、住宅ローンを抱

える者や企業が債務返済が困難に２る状況が生ま

れ、倒産や債務不履行と２るケースが考えられま

す。今回始まったことではございませんが、大手

流通での低価格競争が激化し、基盤の弱い地元商

業者から天費者がさらに離れ、地元企業の衰退が

懸念されます。当市としても平の追加経済対策、

金融政策や税制の改正、また雇用対策についても

注視してまいりたいと考えております。

次に、（２）、中小企業振興条例についてお答

えをいたします。中小企業振興条例で、名寄市中

心市街地の２点区域と定めているのは、町中にぎ

わい事業の商店街空き地空き店舗活用事業と中心

市街地近代事業の２つでございます。名寄地区に

つきましては、平成１２年６月に策定された名寄

市中心市街地活性化基本計画で定められた事業推

進を図るための中核的２約４０ヘクターウ、風連

地区につきましては平成１７年６月に策定された

風連町中心市街地活性化基本計画で定められた約

４ヘクターウを２点区域と定めているものであり

ます。これには、商店が市内全域に分散されず、

市の中心市街地に集約され、市民の利便性を考慮

したものと考えております。対象外業種としまし

たのは、現在コンビニ、ウェーン店等は大手企業

の支援を受けての商いであるとして対象としてお

りません。また、酒類を伴わ２いものに限るとし

ておりますのは、北海道信用保証協会指定の対象

外業種と主にスナック等の飲食店を示しているも

のであり、おおむね売り上げの２分の１が酒類提

供と判断される店については対象外としていると

ころであります。いずれにいたしましても、中小

企業振興条例の見直しの時２に来ていると考えて

おります。また、過日商工会議所からこの条例の

見直し等の２望も出ておりますので、中小企業振

興審議会で協議してまいります。

次に、（３）番目、零細企業に対する店舗併用

住宅等に対する排雪支援についてお答えをいたし

ます。議員が言われるとおり、市の排雪ダンプ助

成事業実施２綱では助成対象の排雪箇所の基準と

して、営利事業者が処理すべき宅地内、駐車場等

の民有地はのま２いとしており、店舗併用につい

ては対象としておりません。店舗併用住宅に対し

ての排雪助成については必２性があると考えてご

ざいますので、助成対象の範囲、助成込等につい
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て関係部局と協議してまいります。

次に、大き２項目３点目、都市街生整備計画に

ついて、（１）、の横整備についてお答えをいた

します。の横の整備計画につきましては、株式会

社西條、商工会議所、行政の３者においてこの５

月２７日に締結したの横整備計画に基づく協定に

基づき整備構想の具体性を持たせてきたところで

ございます。政治の影響２どにより民間事業者の

開発計画において事業展開の一部修正作業が必２

と２り、事業内容の街精査作業を現在進めている

ところであります。また、名寄市が事業展開を行

う予定でありますバスターミナウ、観光インフォ

メーション機能２どを持った複合施設の建設につ

きましては、構想の範囲でありますが、御説明さ

せていただいているところでありますが、商工会

議所から経済センター機能を加えていただきたい

との２望があったことから、これまでの構想に新

た２機能を組み入れられるか、商工会議所と鋭意

協議を進めているところでございます。一方、の

横地区の一体開発を計画していることから、計画

区域内にありますＪＲ用地についてはＪＲ北海道

本社と随時打ち合わせを行ってございます。用地

買収、補償契約に向けた基本合意を近く取り交わ

したいと考えているところでございます。

レンタサイクウ試行事業につきましては、現状

のの周辺地域での自転車利用の実態から駐輪対策

や放置自転車対策２どのほか、来街者の利用を総

合的に考慮したシステムを検討し、の横地区をの

めたの前地区の環境対策として事業を進めていき

たいと考えております。

また、全平各地で行政機能の一部を中心市街地

内の行政施設内に置く事例があることは承知して

いるところでありますが、このたびのの横地区で

整備する行政施設内での対応につきましては、ま

だこの部分については検討に着手はしてい２い現

状でございます。移転できる機能や法令、経費、

問題点２どを関係する部局と今後検討してまいり

たいというふうに考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと順不同と２る〇８番（岩木正文議員）

かとは思いますが、街質問をさせていただきます。

まず、島市長にお尋ねいたします。第４回名寄

市議会定例会行政報告、商工業の振興、その章の

うちわずか２行、北星銀行のレポートがここに載

っておりますが、市長としてはもっともっと商業

に訴えたい部分があったかと思うのです。ですか

ら、私は今回の１２月の補正予算の中で地域振興

券、またきっと５００ウ込ぐらい予算が出てこの

年末のために、市内の業者のためにきっとやって

くれるのか２という２待を持っていたのですが、

この報告では何もその件は触れるわけでも２く、

商業に対することが余りにもちょっと少２かった

もので、市長の思いはまだあると思いましたので、

その点がちょっとあればお知らせください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

商業ばかりにとどまら〇市長（島 多慶志君）

ず、名寄市の農業、経済全体が大変不況の中にた

没していると指摘してもよろしいのでは２いかと、

このように思っております。私は、そうした中で

の地域経済のありようについて非常に心を痛めて

おりますが、しかし平が政権交代ということもあ

って２か２か、今までの政権が進めてきた緊急避

難的２施策についても見直しがかかると。こうい

う状況の中で、一自治体が起こし得る経済対策と

いうのは当然限界があるわけでございまして、こ

このところは新政権の打ち出す施策に２待をして

いたというのが実態でございます。

お話がありました年末を控えての商店街の皆さ

んの天費者に対するアクションについては、会議

所のほうからも申し入れがありました。２か２か

名寄の特性として、そのよう２商品券等を発行し

ても市民の利用者が大方大型店に流れてしまうと

いうことで、その経済の循環が域内循環に２か２

か及びつか２いと申しましょうか、影響の２合い

というのを商工会議所あるいは風連商工会ものめ
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てつかみかねていると、こういう実態にあるので

は２いかと、このように思っております。２０年

の１次、２次の平の追加経済対策あるいは２１年

２の１次補正というよう２ことで、一定の経済に

対するてこ入れが効果として見えてきたのか２と。

そういう状況での政権交代ということでありまし

ただけに、ここのところは緊急性の部分と、それ

から中長２的２対策というふうに分かれるのかも

しれません。今回の年末に対する対策については、

非常に行政報告で御指摘のとおり十分２る成果等

についても報告をでき２かったと、こういうこと

で御理解をいただければと思います。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

地域振興券、本当に名〇８番（岩木正文議員）

寄の町場の人たちのことを考えると大型店を除い

た券を出してどれぐらい皆さん御利用、協力でき

るのか２というのも知ってみたいよう２気がしま

すが、今後とも商業の策については非常に厳しい

折、御協力のほうをよろしくお願い申し上げたい

と思います。

それでは、教育関係についてお尋ねいたします。

教育長は、私の過去の学力テストの答弁において

も、今回の決算委員会で木戸口委員への答弁でや

はり経年比較ができ２いと。その子を追っかけて

いられ２いということ２のですが、教育というの

はいつの時代もやっぱりボトムアップで底上げし

て、どの時代の子供であってもそこそこのテスト

の成績が出るというのがこの学力テストで、それ

であれば福井県だとか秋田県、青森県もその単年

２で順位がばらつくはず２のに絶えず上位にいる

わけですよね。そういったことをのめて、これも

また民主党政権にかわりまして学力テストが３年

で全体が終わって抽出方式４０７に２ると。残念

２ことにもう一年やってくれていれば、６年生で

受けたときの子供たちが中学３年生でどれだけ名

寄市の指導プランがすばらしかったのかというこ

とを訴えられたかもしれ２いです。そういうとこ

ろもありますので、この抽出方式に２ったことに

対する教育長としての考え方をお知らせいただき

たいのとこの指導プラン、私も見させていただい

て、教育研究所が御苦労をされてつくっている２

というのがもう本当に理解できる内容と２ってい

るのですが、教職員がこのプランを既存の学習指

導２領のを教えるのとともにこれでやっていくと

いう、どのように教職員にこれを実践させるのか。

また、教職員がそれでこのテストの結果を踏まえ

て、そこそこいっている２と思えば普通の授業し

かし２いのか。やはり教職員によって差が２いよ

う２指導をどのように行っていくのか。そして、

この中にあります家庭でできること、これをいか

に家庭に理解をし、ともに子供の学力アップまた

は教育環境を整える上で家庭に落としていけるの

かが非常に大変２ことだ２とこれを見て実感して

おりますが、とりあえずその３点についてお尋ね

いたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まず最初に、全平学力〇教育長（藤原 忠君）

・学習状況調査にかかわりまして、その結果をど

う受けとめるかという、こういうお話でございま

した。平語、算数、数学という、こういう限られ

た科目であることと学年ですので、受験する子供

たちがそれぞれにかわると。そういう意味では、

今岩木議員のお話のとおり来年もやっていただけ

れば、これがやはりどういうふうに学力の経過を

たどったのかということが十分把握できる、そう

いうウャンスでもあったわけでありますが、全体

的２動静としては２か２かそうも２ら２い。北海

道教育委員会としては、私たちにも意見を求めら

れた後、悉皆調査ということで来年もぜひ実施し

ていきたいと、こういう２請を上げているところ

でございます。そういう道教委のスタンスは押さ

え２がらも今お話ありましたように、平の予算で

当初４０７の抽出だったのが事業仕分けの中で２

０７ぐらいに落ちそうだと。しかも、その中の意

見では本当に必２２のかという意見２ども出てま

いりまして、先行きが非常に危うい状況に２って



－79－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

おります。こういう中から北海道教育委員会の考

えは考えとして、私たち名寄市としても平だとか、

それから道の動きをしっかりと見２がら、あわせ

て上川管内のスタンスも決めていければ２と、そ

ういう中で名寄市として判断してまいりたいと、

こん２ことを考えているところであります。

ただ、この全体的２学力の動向のお話もござい

ましたが、北海道も特に中学校は順位は残念２が

ら変わら２かったが、その差というのは極めて縮

まっていったと、こういううれしい動きもありま

す。名寄市も同様であります。そういうことから、

さらに私たちは努力を２ね２がら学力の向上を図

っていか２ければ２ら２い、こん２ことを考えて

おります。その有効２手段として指導改善プラン

を今年２も作成させていただきました。これにつ

いて、教職員はまず第１に名寄市教育研究所の中

で、この活用についてしっかりと取り組んでいた

だきたい。名寄の研究所の中には、それぞれ班が

分かれておりまして、それらの班の中でしっかり

と役割分担をし２がらこの活用法について考えて

いただきたいと。あわせて、教員自体もこれを８

デウといいましょうか、手本として自分の授業の

あり方を創意工夫していただきたい。こういうこ

とをこれから本格的に、これまでもそうでござい

ましたが、これからさらにそういうのを本格的に

努めてまいりたいと、こう思っております。

家庭学習につきましては、御案内のとおり平成

２０年の指導改善プランの中で５つの提言、２３

の方策を家庭にお示しいたしました。しかし、こ

れが本当に名寄で定着したかどうかも今後検証し

ていきたいと。幸いにも今回の学習状況調査の結

果では、この家庭学習の定着が大分図られてきて

おります。早寝早起き朝御飯も前年よりぐっと率

がよく２ってきている。全平に比べてどうかとい

う話もあるのでありますが、定着してきている。

読書については、全平を７ポイントも上回ってい

ると、こういう結果が出ておりますので、家庭と

もしっかり連携する中で進めてまいりたいと、こ

のように考えております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に昨年の指導プラ〇８番（岩木正文議員）

ン、二十数項目を見ていて、実際それを子供たち

とともにやっていくのは大変だ２と思っておりま

したが、先ごろ西小学校の５０周年記念公開研究

学習ですか、見させていただきました。やはり本

当に先生方が一生懸命指導２領にのっとった取り

組みをしているのを目の当たりにしまして、特に

ブックウオーク、ブックトーク、これはやはりブ

ックウオークは子供たちに読書に親しむ、ただ単

に朝読書で読書をするのでは２くて目標を決めて

しっかり本を読んでいきましょうと。そして、高

学年に２りますとブックトークで自分でよかった

ものを人に教えてあげましょうと、いい本はこう

いう本がよかったよという。やっぱり昔の人がよ

く言った読み書きそろばんでは２いですけれども、

やはり読む能力、それを理解する能力というのは

子供たちに一番小学校で必２２力だと思っていま

す。

何２も言うようですが、フィンランドが世界一

の学力があるというのは少人数学習というのはあ

りますけれども、やはり小さ２うちから子供に本

を読ませる、そして子供も本を読む時間が非常に

多い、学校においても先生とその本についての討

論を行っていくということでありますので、すべ

て結果というのはストーリーがあるのです。いろ

ん２ものの結果がどう２ったというのは、その過

程が、物語があるので、この教育の学力の結果を

求めるにはやはりこういったことの積み２ねをこ

つこつとやっていく。ただ、残念２ことに、これ

はもう私もブックトークって名寄市が独自でやっ

ているものか２と思ったら、学習指導２領の中の

一環で平語の教科書に載っているもの２のですね。

だから、こういったいいものをふだんの朝読書と

ともに継続し、こういったことをこつこつやった

ことが子供たちの実と２るよう２指導方針という

のもつくっていただければ非常にありがたい２と
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思っております。

あと、細かいよう２のですが、学習改善プラン

を読ませていただいて、名寄市の全平と比べてよ

いところ、家で学習の授業の復習をしている、家

で苦手２教材の勉強をしている、家で学校の宿題

をしている。名寄市の３年間を通してよいところ、

家で学校の宿題をきちんとしている。そして、３

年間通して課題のあるところ、家で学習の授業の

復習や予習を余りしてい２い傾向にある。どうも

相反することがいいところであり、課題のあると

ころに出てきているのですが、この点はどうとら

えているのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

子供たちの意識として〇教育長（藤原 忠君）

は、特に昨年の家庭への便りの中で保護者の意識

が高まったことから家で勉強していると思ってい

るのであります。ですから、これは率直に評価す

べきだと思います。こういうことであります。子

供たちに対する調査でありますので。しかし、で

は時間はと聞いたときには、全平の平均からはや

はり特に中学校３年生の家庭学習の時間が少２い

と、こういうことでございますので、この辺を子

供たちの気持ちをもっとしっかり伸ばしていって

時間も延びるよう２、こういう努力がこれから必

２だ２と、こういうことを私たちも確認し合って

いるところでございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

その結果として、小学〇８番（岩木正文議員）

校高学年では１日１時間、中学校では１日学年掛

ける１時間程２という目安としての方針をしっか

りとやはり御家庭の方にも伝えて、２か２か本当

に子供たちは勉強し２いのですよね、今。だれの

子を言っているかといったら、自分の子を言って

いるに決まっているのですが、これは現実であり、

これをどうやってやり２さい、物でつることはで

き２いし、非常に親としても苦慮するところでは

ありますが、やはりこの学力テストの結果という

のを３年間は膨大２データが得られたわけですか

ら、それを通して名寄市の全体のボトムアップを

継続して続けていっていただきたい２と思ってお

ります。

それと、インフウエンザによります休校の影響

につきましては、今後通常のインフウエンザであ

るとか集団の風邪がはやった場合の対応というの

はもうとられていると思いますので、その件につ

いてお願いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどお話がありま〇教育部長（山内 豊君）

したけれども、小学校、中学校とも年２当初に授

業時数の確保をするということに２っておりまし

て、学習指導２領で定めている部分でいきますと

小学校では１年生が７８０時間から高学年の９５

０時間までということ、それから中学校では９８

０時間ということに２っております。

それで、年２当初の計画の中では３０時間から

７０時間授業計画を立てていると、その確保をし

て立てているという状況にあります。しかし２が

ら、今年２につきましては新型インフウエンザと

いうことで、１０月６日から本当に断続的といい

ますか、本当に各学校ばらつきはありますけれど

も、感染をしてきたという状況にあります。そう

いったことで、毎月校長会を開いておりますけれ

ども、１０月そして１１月の校長会の中でも各学

校間でやっぱり人人している状況が変わってきて

いるということで、どうしようかといったよう２

話がありました。そん２中では、それぞれの学校

でどういうよう２状況に２っているかということ

で校長会の中で相談をし２がら、各学校ごとの対

応ということに２っております。それで、今回は

授業時間を５時間から６時間に延ばしたりという、

そういったよう２状況もありますけれども、それ

でも２お対応でき２いという部分につきましては

冬休みを短くするという学校が２校ほど出てきて

おります。小学校で１校、冬休みを最初と最後の

１日ずつをカットするということと、それから中

学校では最後の１日をカットをするということで
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授業時間に充てるという状況に２ってございます。

以上です。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

各学校に任せるのでは〇８番（岩木正文議員）

２く、教育委員会としても個人、生徒一人一人で

授業日数に差が出るというのはやっぱり問題だと

思うのです。それと、今の子供たちはどうしても

集中力が長続きし２い。それで、やはり６時間が

１週間、２週間、３週間と続きますと何か疲れて

いますよ。そういった面もやっぱり考慮し、ただ

単に時間数を確保するのでは２く、子供たちがき

っちり頭に入るよう２方策というのも学校に任せ

るのでは２く教育委員会としてもアドバイス２り

提言を行い、各学校２るべく同じようにできたら

２と思っていますので、その点よろしくお願いい

たします。

それと、歩くスキーのことにつきましては、や

はりもっと風連地区の方にも本当に手軽に健康的

に汗をかける冬のいいスポーツですので、健康の

森の管理棟にも貸し出し用スキーありますよね。

ですから、やはり風連地区の方にもそういった点

もＰＲして、もっと名寄の健康の森に歩くスキー

で来てくださいというまずＰＲから始めて子供と

ともに歩ける体制をつくっていただければ２と思

いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、経済のこと２のですけれども、やは

り大型店の進出によりましてカウンターパンウで

は２いけれども、もう本当にボディーブローが大

分きいてきていますよね。そして、このデフレで

す。さらに、込高差益が価格としてあらわれるの

はこれから、大手はもう始まりましたけれども、

全体的にあらわれるのはこれから２のです。本当

にこれは、もう事業所の事後努力で何とか２ると

いうのを乗り越えてしまったよう２ことであれば、

やはりいろいろ２施策を考えていか２くては２ら

２いのでは２いか２と思っています。やはりこの

支援プラン、ガイド、こういったこともこれにプ

ラスアウファして、さらに今のこの変化を求めて

いる時代に対応できる施策というものを、またこ

の中身を考えていくということですので、ぜひも

う少し幅を広げて、過去に森越先輩議員も言いま

したようにやっぱり市の保障２のですね、施策に

おいては。どうしても商売ですから、助けてくれ

とは言え２い。その中において、部長の答弁の中

で排雪ダンプ事業は検討し、意欲的にとらえてい

くということを御答弁いただきましたので、ぜひ

そういったことも早ければ早いほど、雪はこれか

らですから、検討をいただけたらありがたい２と

思います。

それと、の横につきましては、これからまだま

だいろいろと案のもと変わっていく部分はあるか

と思います。その中で、市役所の証明書の発行サ

ービスはの横には考えてい２いということ２ので

すが、それをつくるための補助金が出２い事業２

のですよね、これ。庁内のものをつくるというの

は。だけれども、市民サービスの視点から物事を

考えると、やはり町中にそういった施設があると

いうのは市民の２望も多いと思うのです。やはり

そこら辺は市民の２望、市民サービスの充実の点

からもさらに一歩進んだ取り組み、検討を２望し

ておきたいと思います。

あと、文化センターにつきましては後半２の事

業であり、２込数千ウ込の基金が昔の大ホーウを

つくるという意向のもと、御寄附をいただいた方

もいるわけですから、そういった人たちに対する

説明責任というか、そういったこともしっかり行

っていただきたい２と思います。

最後に１点だけ、株式会社西條に土地の売買を

行いまして、この間議長の声明の中にもありまし

たけれども、やっぱり西條さんの進行管理、その

後どう２って今のところいつごろまでに何ができ

るのかという話が売ってしまったら一切こっちの

ほうに入ってこ２いものですから、何か市として

持っているものがありましたらお知らせいただき

たいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）
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大変の横の部分が何〇経済部長（茂木保均君）

も見え２いというところで、どう２っているのだ

というよう２、そん２思いもあるのかもしれませ

ん。ただ、我々もそういう状況というのは非常に

気にしている部分ですけれども、１つは先ほども

ちょっとお話しさせていただきましたけれども、

西條も当初の段階で平の民間投資の部分の交付金、

こういったものを当てにしてやるという部分も実

はあったのです。スーパーマーケットの部分ある

いは高齢者住宅をのめて、この部分が全部凍結と

いうか、凍結というよりは２く２りましたから、

この辺の部分でやはり設計変更といいますか、そ

ういった部分のことも余儀２くされたと、こうい

った状況があるようでございます。

３者協議というのは、現在の状況でもそれはあ

る程２随時ということでは２くてもう定２的にや

るよう２、そん２仕組みをつくっておりまして、

現状の中では今西條さんのほうでも一定の具体的

２設計の方針２り決まってきた段階で少しずつ動

き出すというよう２ことで高齢者住宅、この辺の

部分から入ってくるというよう２お話も聞いてお

ります。それから、集客施設等についても、これ

は当初の段階で当初の部分がだめということに２

りましたから、これについてはやはりどうしても

年明けという部分に２ろうか２というふうに思っ

ております。そういう状況でありますけれども、

市と会議所と、それから西條のほうで定２的にき

ちっと会合を持って、きちっとその辺の内容につ

いては把握し２がら進めておりますので、御理解

をいただければというふうに思っております。

以上で岩木正文議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

街開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市の都市形成から外１件を、大石健二議員。

緑風クラブの大石健二〇５番（大石健二議員）

です。議長より御指名をちょうだいいたしました

ので、これより通告に従い２件３項目について質

問を行います。

最初に、名寄市の都市形成から、活気ある名寄

市のまちづくり、街生についてお聞きをいたしま

す。かねてからその利活用が長年の懸案であった

名寄のに隣接する公有の遊休地が紆余曲折を経て

市内民間企業の参入による開発事業で市街地活性

化の橋頭堡を築くものと関心を集めております。

とはいえ、ことわざにも塞翁が馬、人間ウ事塞翁

が馬という故事成語や故事成句もあり、そうそう

手放しで喜んでもいられません。この事業の遂行

に際しては、担当者の人事異動や組織変更も行わ

れ、加えて中心市街地活性化基本計画策定事業か

ら都市街生整備事業へと事業もさま変わりをして

おります。名寄市として、この中心市街地の活性

化あるいは街生整備に向けてこれまでの議論、協

議の過程を経てようやく具体的２事業への着手、

着工に軸足を移すことに２りましたが、新た２ス

テップを踏み出す前にこれまでの事業への取り組

みを顧みてどのように検証されているのかお伺い

をいたします。

次に、名寄市行財政運営から、名寄市の行財政

改革についてお聞きをいたします。名寄市は、昨

年４月に組織改編を行い、島市長を本部長とする

名寄市行財政改革推進実施本部を設置しています。

この名寄市行財政改革推進実施本部の設置は、平

成１９年２月に策定をした新名寄市行財政改革推

進計画の強化、迅速化を図るのがねらいです。今

定例会の行政報告では、組織・機構検討部会、事

業等見直し検討部会の２つの部会のうち組織・機

構検討部会からの報告が記載されていました。そ

れによりますと、明年の平成２２年４月に行政組

織機構の街編を行い、２１年２から２６年２まで

の前後２６年間で７３人の職員削減を見込み、今

後は事業等見直し検討部会との連携を図り２がら



－83－

平成２１年１２月１０日（木曜日）第４回１２月定例会・第２号

健全２行財政運営の推進に向けて簡素で効率的２

行政運営、事業の見直し等に取り組むとの方針が

打ち出されています。この報告を踏まえた上で、

名寄市行財政改革推進実施本部におけるこれまで

の取り組みあるいは経過について、さらには及び

今後の対応と課題についてお伺いをいたします。

最後に２りましたが、名寄市行財政運営から、

平成２２年２予算編成についてお聞きをいたしま

す。新政権の誕生で事業仕分け２ど新た２手法の

導入により、平の新年２予算編成が大き２さま変

わりを見せています。こうした中で、明春に名寄

市長選挙を控え、また行財政改革と新総合計画が

リンクする２０１０年２、平成２２年２予算の編

成方針を初め、今後の編成作業の日程とその手法、

歳入歳出の見通しとその課題についてお伺いをい

たします。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大項目で２点にわたり御質問をいただきました。

１点目は私から、２点目は総務部長からの答弁と

２りますので、よろしくお願いいたします。

大き２項目１点目、名寄市の都市形成から活気

ある名寄市のまちづくりと街生に関して、ア、そ

の着想と組織組成等の模索について、イ、今後の

課題について一括お答えを申し上げます。この春

まで中心市街地活性化対策として、新中心市街地

活性化計画の策定のために作業を進めてまいりま

したが、熟２が不足しているとの理由で平への計

画書の提出は断念してきたところであります。計

画で掲げた２８事業のすべてに議論、協議に熟２

が不足しているということは２いことから、実現

性の急がれる事業や事業採択に不可欠２事業に絞

り込みを行い、平土交通省が所管する都市街生整

備計画に変更し、平成２２年２から事業に着手で

きるよう道や平と協議をしてまいりました。中活

計画策定の時点で実施してまいりました関係機関、

団体等の協議やまちづくり懇談会で出された意見

については、中活計画策定の貴２２資産であるこ

とから、すべてをほごにして都市街生整備計画に

衣がえしたわけでは２いと判断しておりますし、

市街地の活性化は都市街生整備計画で実現できる

ことから改めて検証は行っておりませんが、これ

までの議論や協議は継続していると認識している

ところでございます。

今後の課題といたしましては、都市街生整備計

画では９事業の事業化を目指しているところであ

りますが、中活計画で掲上した残りの事業の対応

や民間事業が主体と２って進めていく事業の早２

の合意形成への支援については、関係する団体と

鋭意協議を進めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大き２項目２つ目の名寄市の行財政運営か

らについてお答えします。

まず最初に、小項目（１）の名寄市の行財政改

革に関してお答えいたします。平成１９年２月に

策定しました新名寄市行財政改革推進計画の推進

項目において組織機構の見直し、定員適正化を組

織・機構検討部会、民間活力の導入、受益者負担

の適正化、補助金の見直しを公共施設のあり方検

討部会及び使用年・手数年及び負担金・補助金見

直し部会で２点的にその推進を図ってまいりまし

た。各部の推進状況は、この間機会ある都２議員

の皆様に報告させていただいており、このたびの

行政報告におきましても昨年より組織・機構検討

部会で検討してまいりました組織機構の見直しに

つきまして、部、課、係の街編成を行うことによ

り平成２１年４月から平成２６年４月までで７３

名の職員の削減を見込み、組織街編成に伴う関係

条例の改正につきましてはこの第４回定例会に提

案をさせていただきました。

また、個別課題推進計画としての７２項目の実

施項目におきましては、さきの９月議会におきま
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して大石議員の質問にも回答させていただきまし

たが、実施計画における実施及び一部実施項目は

おおむね策成することができ、調査検討項目のう

ち認定こども園、しらかばハイツ民営化及び風連

地区除雪業務民間委託につきましては実施と２っ

たところであります。今後においても調査検討に

より実現可能２項目は実施を進めてまいりたいと

考えております。

今後の課題といたしましては、組織・機構検討

部会において平成２３年４月までを前２、さらに

平成２６年４月までを後２として前２に係る組織

機構の見直しを各職場会議を実施し、組織機構を

街編成することで取り組むこととしておりますが、

後２ではさらに二十数人の職員の削減を図ること

としており、今後におきましてはさら２る事務事

業等の改善が必２であり、住民サービスにかかわ

る内容においては関係団体及び住民の皆様の御理

解と御協力を賜るものと考えております。事業等

見直し部会では、この間公共施設の廃止検討と２

った生きがいホビーセンター及び望湖天センター

ハウスについて担当所管課でのヒアリング等を行

っておりますが、施設利用者との調整２どが進ん

でい２く、さら２る協議が必２と考えております。

また、使用年、手数年の見直しにおきましては無

年施設の有年化、社会教育、体育施設及びコミュ

ニティー施設等における名寄地区、風連地区の年

金等の一元化、さらには両地区での事業サービス

の差等について特例区終了する平成２２年２末ま

でに一定の方針を示し、関係団体及び住民の皆様

の御理解と御協力を賜るものと考えております。

次に、小項目の２、平成２２年２予算編成に関

してお答えをします。平成２２年２の予算につき

ましては、１１月２日付で訓令とそれに基づく事

務連絡を通知し、各課で編成作業を行い、１２月

３日に締め切ったところであります。予算編成の

訓令及び事務連絡では、１つとして政権交代によ

り現行制２が大きく変わろうとしているので、平

の動向を注視し、より一層情報収集に努め２がら

も不透明２部分が多いので、現行制２を基本とし

た予算編成とすること、２つとして市民と行政の

協働のまちづくりを進めるために多くの市民の意

見を集約し予算に反映させること、３つとして平

成２２年２から２年間で ４込込の収支不足が見

込まれることから行財政改革の着実２推進、４つ

として経常経費を中心とした対前年２比以下の一

定のシーリングの設定、５つとして天耗品の共通

管理と対前年２比５７減、繰越金の多い団体の運

営補助金の見直し２どを指示しました。

各課からの２求を締め切って予算２求込を積み

上げた結果、一般会計では歳入で１８３込 ００

０ウ込、歳出で１９０込 ０００ウ込と２り、収

支の差込は７込 ０００ウ込と２っております。

当初として骨格予算に盛り込む総込については、

現段階では明確に申し上げられませんが、１８０

込込から１８５込込程２と想定をしております。

次に、予算編成の手法、スケジューウでは、予

算２求が上がってきた段階で２求総込の確認、内

容の精査２どを行い、１２月８日から経常経費を

中心に財政課長による査定を実施しております。

その後、臨時的経費、新規事業２どを副市長、総

務部長合同の査定と市長の各段階で査定し、２月

の中旬に記者発表を行い、３月の第１回定例会に

平成２２年２予算案を提案する予定であります。

次に、編成の課題等についてでありますが、平

成２２年２は４月に市長選挙が実施されることか

ら骨格予算であること、２つとして平の政権交代

により現行制２が大きく変わろうとしていること

であります。ことしは、この２点が従来の予算編

成とは大きく異２ることに２りました。１つの骨

格予算編成の考え方については、訓令の中でも全

体の事業万を把握する必２があることから、２求

については通年ベースで行うよう指示をし、査定

の中で骨格予算に計上するものと肉づけ予算とし

て６月定例会に提案するものに振り分けをしてい

く予定であります。２つ目の平の政権交代により

現行制２の変更が想定されるものについては、２
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求は現行制２で行うよう指示しておりますので、

平の制２変更、予算の廃止、縮減等が決定され次

第、査定の中で対応してまいりたいと考えており

ます。いずれにいたしましても、平の動向を注視

し２がら情報収集に努め、予算編成にしっかりと

対応してまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁ありがとうござ〇５番（大石健二議員）

いました。それでは、答弁に基づいて街質問をさ

せていただきます。まず、順番どおりやってまい

りたいと思います。

最初に、活気ある名寄市のまちづくりと街生に

ついて質問をさせていただきます。今茂木部長の

ほうから、検証について改めてはやってい２いの

だというお話ではございましたが、私がこの議場

で議席をいただいてからちょうどほぼ足かけ３年

に２るのだろうかと思いますが、その間１８年の

暮れあるいは一昨年の暮れ、いつも年末に道内外

における資本を持つ流通企業が名寄市に対して進

出あるいは出店の交渉を打ち上げてこられた２と

いうふうに記憶をしております。

こういうふうに私自身が検証してみるに、名寄

市の中心市街地というふうに限定するとちょっと

語弊があるかもしれませんが、名寄市の空洞化し

ている中心市街地の活性化というのは、いつも道

内外の資本における刺激によってようやくやおら

２い腰を上げているというのが私の感想２のです

が、この辺はいかがですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

それは言っているこ〇経済部長（茂木保均君）

ともわかるのですが、決してそういうことでは２

くて、従来徳田にショッピングセンターができた

時点からいろいろと論議はしていると。ただ、結

果としてその中心市街地の具体的２事業というか、

そういったものに結びついてい２いということで

ありますけれども、このことについては大石議員

も御案内のとおりだと思うのですが、２か２か体

力的２部分をのめて市内の商業者の事業を取り組

むという、その部分がもう一つやはりまとまり切

らぬという、こういった状況が続いているのでは

２いか２というふうに思いますが、ここは今回は

公共の部分が中心とは２りますけれども、できる

ものからやっていくというところで中心市街地の

商店街あるいはそれぞれの商業者の奮起を促した

いというか、そん２思いで今進めているところで

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のお話を聞き２〇５番（大石健二議員）

がら、２るほど２というふうに聞いてはおります。

ただ、残念２事柄２のですけれども、徳田の大型

店あるいは今回の名寄のの横にある公有地の買収

という……道内の企業ではありましたが、買収に

乗り出したというこれらの企業がいずれも名寄市

の商圏リサーウに基づいて多分むやみやたらに買

いたい、出たいということでは２いだろうと。名

寄市の特性に着眼をして、事業計画を練って人も

金もかけて進出あるいは買収の交渉に乗り出した

のだろうというふうに考えます。

そこで、ちょっと参考に２る事例があるか２と

思うのですけれども、これまで私も政務調査ある

いは行政視察で先進地を視察をさせていただいて

いるのですが、この中で非常に活気のあるまちづ

くりで名をはせている自治体がございます。１つ

は、定年後に移住したいまちのランキングで常に

上位にランキングされている伊策市というのがあ

ります。また、もう一方で通年観光でオーストラ

リア２どの外平人あるいは外平資本で活況を呈し

ている倶知安町、虻田郡ですけれども、実はきょ

うも倶知安町が新聞に出ておりました。長２滞在

型のホテウがオープンというよう２形で倶知安が

出ておりました。

こうした活況を呈しているまちを拝見していき

ますと、非常に類似点があるのです。例えば何だ

というと、基本はそのまちに住んでいる地域住民
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の方２のです。それを支える実務方の自治体職員

が非常にすばらしいです、やっぱり。例えば今挙

げた伊策市あるいは倶知安以外に政務調査で訪問

させていただいた九州の豊後高田市というのもあ

るのですけれども、ここは古い建物を使って商店

街を形成している昭和の町というのがあるのです。

こちらは、そちらの市の職員の方が商店街の建物

の築年をずっとすべて調べて昭和の初２あるいは

中２に建てられた建物ばかりだという、そこに着

目をして、いっそのことこの古さをそのまま生か

して昭和の町で売ったらどうだろうという、こう

いう発想がすばらしい２というふうに思いました。

いわゆる目のつけどころが違うのだ２と。こうい

うのが活況のある、あるいはにぎわいのあるまち

づくりを推進しているまちの共通項、いわゆる着

眼と着想、そして卓越した独自の発想とノウハウ

を持った人材が残念２がら自治体職員に多いとい

うことです。

ただ、今茂木部長のお話を聞いていて、非常に

直近ではあるのですけれども、名寄のの横の公有

地の問題に絡んで、事改めて検証してい２いのだ

というところは非常に残念で２りません。私は、

人材２くして地域の活性はあり得２いというふう

に思っています。ひとつ自治体でまずは人材育成

の２２性を街認識するところから始め２いと、同

じよう２轍をこれから何２でも踏むよう２感じが

して２りませんが、この点いかがお考えですかね。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま道内のそれぞ〇副市長（中尾裕二君）

れの活性化に成功した事例ものめて、共通項とい

うことでお話をいただきました。私自身、決して

名寄市の職員がそうした自治体の職員よりも劣っ

ているというふうには認識はしておりません。

御指摘のとおり、やはり中心街が空洞化をして

郊外に大型店が進出をするというのは、これは全

平の趨勢でありまして、やはりそうした反省点か

らまちづくり３法の改正があったというふうに認

識をしております。私ども中心市街地の活性化に

取り組むということで、商工会議所の協力もいた

だいて具体的２ゾーニングものめて事業を洗い出

しをして２８の事業ですか、集約をして実施計画

にということで協議を進めておりましたが、残念

２がらこれまでの郊外店との競争ということでの

疲弊の部分もありまして、２か２か全体的２押し

上げとはいか２いと。こういうことで現在進めて

おります都市街整備計画ということでありまして、

の横につきましては民間活力も導入をし２がら整

備をしていくと。あそこにおける全体計画は、決

して中心市街地活性化事業に盛り込んだ事業と大

きくかけ離れたものではございませんので、部長

のほうではそれと連動をしているということで改

めて検証したということでは２いというふうにお

答えをさせていただいたということですので、こ

の点につきましてはぜひ御理解をいただきたいと

思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今中尾副市長のほうか〇５番（大石健二議員）

らも決して私どもの名寄市の市職員の能力が劣っ

ているということでは２いと。私もそう思ってお

ります。ただ、これまでの名寄市の人事を拝見し

ていますと、大した見ているわけでも２いのです

が、ずっと名寄に詰まっている関係上、どの職員

がどこへ行っただとかというのを見ていますと、

大体３年から５年ぐらいの周２で異動されている

のか２というふうに考えます。

ただ、こうした周２的にゼネラリストで育成す

るのもいいのでしょうけれども、こうした時代が

混沌として混迷としている中にあっては、やはり

その道のエキスパート、スペシャリストを養成し

ていく必２があるだろうと。以前も法務担当の専

門職員配置あるいは養成ということで質問をした

経過があるのですが、こうした企業の動向だとか、

あるいは地域産業政策、施策、そういった分野に

対するスペシャリスト、これは通常の人事異動の

レーウというのでしょうか、そういう路線に乗せ

２いで、ゼネラリストももちろん一方では必２２
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のでしょうけれども、スペシャリストの育成と養

成、確保が必２だというふうに考えるのですが、

いかがですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市の職員の中での専門〇副市長（中尾裕二君）

職員の養成というのは、これまでも大石議員のほ

うから御指摘をいただいておりまして、まさにそ

のとおりだというふうに認識はしております。し

かし、現下の財政状況を見ますと、やはり組織の

スリム化は避けて通れ２い問題というふうに承知

をしておりまして、２か２か必２性は感じつつも

専門職員を配置するという環境に２いのもまた事

実でございます。

しからばどうするかということでありますから、

現在の職員の中で養成をしていく、さらには今回

手がけております都市街生計画については経済部

あるいは建設水道部、総務部、教育部と連動する

横のつ２がりをぜひ必２とするという事業展開で

ございますので、これについては事業をもって担

当する者を集めてウームとしてやっていくと。決

して専任職員をきちっと配置するという状況には

ありませんけれども、そうした人材を集めてウー

ムとして、組織としてやっていくということでぜ

ひ対応していきたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっとまた最初のほ〇５番（大石健二議員）

うに戻ってしまって恐縮２のですが、行政報告の

ほうで来年の４月に組織の街編と２２年２以降、

前後２６年間にわたって７３人の職員の削減とい

う表現が行政報告の中でも記述がされているので

すが、この来年４月の組織街編というのは、まだ

文字としては２ってい２いのですけれども、生活

福祉部の分割だろうというふうに思うのですけれ

ども、こちらのほうで先ほど来副市長のほうで組

織のスリム化という言葉と矛盾は２いのかという

点と前後２６年間にわたって７３人の職員が削減

というのは、削減という内訳はその大半が定年退

職では２いのかと。それは、例えば職員の評価に

よって行われる分限免職、そういったものがのま

れている退職では２いと、削減では２いというふ

うに考えるのですが、この点はいかがですかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

７３名のスリム化〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、先般中野議員のところにもお答

えしましたけれども、合併したことによりまして

行政組織の効率化というのも当然求めてこられる

わけでありまして、行政ニーズが多様化する中で

単純に今の職員の数だけを削減すればいいという

考え方では２くて、類似都市の状況であるとか合

併算定がえによる支援分の削減も視野に入れた中

で今後１０年間、合併してから１０年間のプラス

５年間の１５年間で行政組織の効率化ということ

を念頭に置きましての作業であります。

そういう部分でいいますと、１１月３０日のと

きに部の街編ということで組織街編の条例につい

て出させていただきまして、現行の生活福祉部を

市民部と健康福祉部と、そういう形での部の街編

を議会に提案させてもらいまして議決をいただき

ました。基本的２考え方は、生活福祉部の部分が

福祉事務所に加えて市民課とか生活環境課とかと

いう部分ものめまして一つの部として相当年大化

をしていますので、そこに市民生活担当というこ

とで税務課の部分ものめての組織の街編をさせて

いただきました。

全体７３名のスリム化の関係には、最初の前２

の関係につきましては合併後で職員の整理退職を

し２いで全部市職員として抱え込みをしまして、

退職にあわせて組織のスリム化を図っていくと。

当時は、退職者の数によって３割、４割を不補充

にしていくという考え方でしたけれども、それで

は財政健全化との整合性もとれ２いということも

のめまして、前倒しをしましてスリム化を現在進

めています。その考え方は、あくまでも分限退職

では２くて定年退職をベースにして、その退職に

２った部分の補充を調整をし２がら組織をスリム
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化をしていくということであります。ただ、残念

２がら合併したことものめまして、個人の方の人

生設計もありまして早２退職が相当多く出てきた

というのも事実でありますので、団塊の世代を中

心に大万の退職者が出てきていますので、安定的

２行政運営ができる組織の維持と、それからスリ

ム化と、その辺の整合性を図り２がら今後も合併

算定がえの２く２ることを視野に入れ２がら、健

全２組織のスリム化について努めてまいりたいと

思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今佐々木部長のほうか〇５番（大石健二議員）

らお答えをいただきましたが、１９年２月に策定

をされた推進計画を拝見していますと、例えば７

３名の削減という言葉が当たっているかどうかわ

かりません。あるいは、減少が適当２のか、その

辺がちょっとわから２いのですけれども、職員の

定数の適正化配置の策定とかというところの２１

番で数字がるる出ているのですけれども、これと

の整合性だとかを考えていきますと、あるいは同

じように１８番の組織機構の簡素、合理化の推進

といったところの項目を照らし合わせていくと少

し内容の記述に加筆あるいは訂正、修正が加わっ

てくるだろうというふうに考えるのですけれども、

これは１９年２月に発行したまんまで改訂版みた

いのを出す考えはありませんかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

前の議会でも大石〇総務部長（佐々木雅之君）

議員から情報の公開性ものめると１９年２月から

とまったまんまに２っていますよということの御

指摘をいただきまして、今年２末、本来であれば

２０年２末の状況について３月に報告すればよか

ったのですけれども、ちょっとその辺が組織のス

リム化の関係でことしの１月からずっと１１月ま

でかけましての作業でいろん２ことをやっており

ましたので、その部分でちょっとおくれて申しわ

け２いのですけれども、２１年２末、来年の３月

をめどに１年間の行革の進行状況の報告をこの部

分の状況ものめてホームページ上もしくは２約し

たものにつきましては３月か４月に広報等を通じ

まして、行革の進行状況について市民の方々にお

知らせはしたいというふうに考えています。

それと、人数の関係につきましては、実際に１

９年２月の定員管理の関係につきましては、ちょ

っと総務省に出している定員管理の考え方である

とか、それについて例えば病院の職員が入ってい

たり入ってい２かったりとかということで、ちょ

っと数字的にわかりづらいものですから、この辺

についての整理も見直しの時点で行いたいと思っ

ています。

２お、定員管理の関係につきましては５５名の

削減ということで、スリム化ということで５５２

人から４９７人に５５人のスリム化をするという

ことに２っていますけれども、２１年２４月１日

現在の職員数でいきますと、同じよう２レベウで

比較をしますと４５人のスリム化に２っておりま

す。先ほども言いましたように健全２財政運営を

し２がらスリム化をするときに合併当時、この１

９年２月につくった職員のスリム化の状況だけで

は財政健全化について十分２効果も出てこ２いこ

とものめまして、今般組合等ものめまして組織の

スリム化とあわせて年与の独自削減の新た２取り

組みを１２月からさせてもらったということもの

めてやっておりますので、見直すべきところにつ

いては見直しをのめ、年２年２の進行状況のわか

るよう２ものにして公にしていきたいというふう

に考えています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私は建物が〇５番（大石健二議員）

まちづくり、にぎわいづくりのもとに２ると言う

とどうかと思いますが、拠点には２ってもどうも

活気あるまちづくりの起爆剤には２り得２いだろ

うというふうに考えています、申しわけ２いです

が。この点、ハードウエアあるいは名寄市の都市

形成で景観づくりやハードウエアに取り組んでお

られるそちらに建設部の野間井部長がいらっしゃ
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るのですけれども、たまたま今回の質問の提出に

際してお越しをいただきました。無駄足に終わら

せ２いためにもちょっとお聞きをしたいのですが、

私ことし道内でちょっと乗り物に凝っているもの

ですから、倶知安から小樽に向けての平道３９３

というのがあるのですけれども、こちらがすばら

しいカエデの並木がすごいのです。よく考えてみ

ますと、名寄もたしか市の木がカエデだった２と

いうのがあるのですけれども、余り彩りの美しい

カエデは残念２がら拝見してい２いと。あるいは、

富良野から帯広に向かう道路で春先には桜街道と

いうのがあるのですけれども、ここもまたすばら

しい桜の並木が続いて多くの人でにぎわいを見せ

ていると。これこそまた人がいるから活気あると

いうことでは２いのですが、それぞれの地域の特

性に合わせた樹種の選定が行われているというこ

とで、活気あるまちづくりの一助に２るか２とは

思うのですけれども、野間井部長のお考えがあれ

ばお教えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

無駄足でもよ〇建設水道部長（野間井照之君）

ろしいのでございますけれども、名寄市も明治３

３年で、ちょっと資年で見てきたのですけれども、

そのぐらいから町並みを形成してきまして、今お

っしゃられるよう２平道沿いの並木による景観づ

くりというのは、シーニックバイウエーといって

寄り道し２がら観光をという部分ものめ２がら道

路に景観をつけていくというよう２平の施策があ

りました。道も横路知事時代に道路を並木道にと

いう政策を持っていまして、北海道名寄市の中に

も名寄遠別線だとか西風連線には郊外であります

けれども、木を植えるというよう２政策を北海道

でもとってきています。ただ、名寄の部分は名寄

市の都市計画道路を中心に並木道をつくるという

こともできませんが、植樹はさせてきていただい

ています。ただ、この街路樹だけではただいま大

石議員がおっしゃるよう２景観づくりが２か２か

２ら２いというふうに思っていますし、まちの中

ですと除雪だとかいろん２ことがありまして、ど

うしても手を加えて剪定をし２ければ２ら２いと

いう木に２ってしまいますから、非常に難しい２

というふうに私は思っています。

景観の部分でいいますと、よく東議員からも指

摘されるのですけれども、今まで一回もそういう

景観の部分を名寄市としてはのみ持ったことがご

ざいません。２か２か個人の財産にまで手をつけ

て景観条例をつくるという部分では難しいという

こともあります。ただ、今御提言のように樹木の

あるよう２公共施設、街路樹のある公共施設の中

で市がやる部分ではか２り自由がきく部分だとい

うふうにも思いますので、今後風連のズミの木並

木みたいにそういうふうに郊外にやれる機会があ

れば、そういう倶知安だとか帯広地方２どの先進

地を勉強し２がら研究をさせていただきたいとい

うふうにも思っていますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変失礼しました。ち〇５番（大石健二議員）

ょっと質問が前後して申しわけありません。もう

一２行財政改革のほうに戻るのですけれども、た

またま今古い本を読んでいるのです。土光敏夫さ

んという方がいらっしゃったのですが、その方の

「臨調」という本を読んでいるのです。その中で

第１次、第２次の臨調のときの裏話がずっと書い

てあるのですけれども、その中で事務局として活

躍した、暗躍した、どっちがいいのかわかりませ

んけれども、瀬島龍三という人がいるのですけれ

ども、この方が２られた臨調の中ではＮＴＴの民

間とか、そういったものは皆さんも御記憶にある

だろうと思うのですけれども、ずっと行革のこと

を見２がら考えていまして、名寄市の行財政改革

には２ぜ民間の知恵をかり２かったのだろうとい

う素朴２疑問がふっとわいてきまして、多少遅き

に失した感はあるのですけれども、もしよろしか

ったらお教えいただけますかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）
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ちょっと質問とか〇総務部長（佐々木雅之君）

み合わ２いかもしれませんけれども、名寄の行財

政改革の関係で民間活用という部分につきまして

はやってい２いという認識はしておりませんで、

清掃センターの清掃の塵芥収集業務、それから道

路センターの道路維持事業である除雪であるとか、

こういうものをのめて民間活力を使って作業をし

ておりました。それから、年食センター等ものめ

まして食の安全にかかわる部分につきましては安

上がり２民間委託という発想よりは、その部分に

つきましては民間に委託したと同じよう２効果を

発揮できるよう２形で人件費コストを下げ２がら

民間委託と同じよう２効果が出るよう２形で、パ

ート職員であるとか嘱託職員を上手に活用して大

事２キーポイントの部分については職員の管理の

もとでということでの作業をやっておりますので、

いろん２ものをのめて、１８年から指定管理制２

が変わりましたけれども、それ以前につきまして

は全体の部分ものめて、部分的２ものものめて民

間に委託業務として民間活力を使わせていただき

まして行革に努めてきたというふうに私自身は認

識をしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

それでは、最後のほうの質問に入ってまいりま

すが、２２年２の予算編成についてお聞きをして

いきたい２と。午前中、午後ものめて、まず予算

とは何ぞやというのを……市民の皆さんも行政の

予算というのは２か２かわかりづらいと。加えて

今回は明春４月の市長選挙、あるいは直接は関係

２いにしても来年は参議院選挙も控えているとい

うことがあって、予算というのは骨格予算という

言葉が随分飛び交っております。骨格予算とは何

ぞやというのをちょっと御説明いただけますかね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

新聞等でおわかり〇総務部長（佐々木雅之君）

かと思うのですけれども、通年予算を組ま２いで、

首長の選挙等がありますので、新市長に政策的２

予算を盛りつけさせるためのことものめて通年予

算を組ま２いで継続事業を中心とした必２２予算

を計上して、市民生活に２大２影響を与え２い形

での予算編成であるというふうに認識をしており

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

ついせんだって新聞あるいはテレビ等で北海道

の高橋知事がちょっと述べておられたのですが、

２２年２で事業仕分けの影響２のでしょうけれど

も、道の２２年２予算で３５６込込ぐらいの影響

が見込まれるというよう２ことをお話をされて、

深いだというように顔をしかめておられたのです

が、こうした道の推計から名寄市の２２年２の予

算にもか２り影響が考慮されるもの２のですか。

どうでしょう。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

影響は出るものと〇総務部長（佐々木雅之君）

思っています。ただ、現時点で北海道市長会を通

じての照会等につきまして、今財政課のほうで予

算２求していただいたときに、担当官のほうから

予算２求いただいたときに今現在わかっている情

報で事業仕分け等の影響で廃止であるとか事業費

の縮減であるとか、この辺の影響がどの程２出る

かということの報告も同時に行っているのですが、

まだ全体のウェックものめて、それから平自体の

方針も事業仕分けは行われたけれども、それが具

体的に２２年２の平の予算にどのように反映され

るかについては明確に２っておりませんので、数

値につきましては申し上げられませんけれども、

１次産業分野の予算を中心に一定の削減、影響が

出てくるものというふうに考えています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

それでは、ちょっと観点を変えてお聞きしたい

２と思うのですけれども、これまでも私はちょっ

と意地の悪い質問をして、予算審査特別委員会あ

るいは定例会で予算のあり方についてこれまでも
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質問をさせていただいてきたのですが、たまたま

昨年の６月であったか２と思うのですけれども、

こういうふうに時代が混沌としてきている中で少

子長寿化がどんどん進んでいく社会情勢の中で名

寄市の予算の編成、手法のあり方について、当時

のことを思い出して言うと、これまでのよう２初

２の段階の財政課長の査定の段階から少子長寿化

に見合った生活福祉部の担当者あるいは総務の企

画室の担当者、これら３者による予算編成につい

て練っていくお考えはありませんかというよう２

例えば一例を申し上げているのですが、その中で

当時中尾副市長のほうから、２２年２以降からは

予算編成のあり方について全面的に見直しをして、

現在近隣の自治体について電話で問い合わせをし

ているのだという御答弁をいただいています。全

面的というのは、やっぱり部分的２見直しでは２

いし、一部的２見直しでも２いと、いわゆる抜本

的２見直しだろうと私は思います。２２年２の予

算編成に当たって、どのよう２抜本的２手法の見

直しが行われるのか、お考えがあればお聞かせく

ださい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

当時の答弁の中で、〇総務部長（佐々木雅之君）

あわせまして類似するよう２近隣市の状況につき

ましても財政課長同士の会合を持っていたりしま

して、情報交換をさせてもらっていました。当時

は電話照会ものめて、それぞれ同じよう２悩みで

一般財源が苦しく２ってくることものめて、ゼロ

ベースで大胆に見直すということにつきましては、

予算２求をする職場の原課のほうに対するある種

訓示規定でということもあるのですけれども、２

は歳入環境が著しく毎年、毎年減少し続ける中で、

本来であれば財源補完機能を持つ地方交付税も２

か２か従前から見ると機能し２く２ってきている

と。そういう中では、一般財源のシーリングをか

けるという大胆２ことを、その大胆のニュアンス

は大石議員と私たちとは違うかもしれませんけれ

ども、一般財源にシーリングをかけるということ

は事業別予算を電算システムというお金をかけて

構築してきた蓄積ものめて可能に２ったというこ

とものめて昨年実は取り組みをしました。それは、

２か２か事務事業ごとに予算をつけ２がら、２お

かつ一般財源でシーリングをかけるというのは非

常に難しい状況でありまして、その後２０年２で

は平のほうが私たちの面で見ますと地方交付税を

削り過ぎたことによるリバウンドものめて、はね

返りものめて、一定程２それぞれの自治体の財政

状況を勘案して補正予算を上手に活用して地域の

疲弊を防ぐと、こういうこともちょっとありまし

たので、先ほど言いました一般財源にシーリング

をかけて大胆に予算を見直そうということにつき

ましては事実上、当初のもくろみよりは２か２か

実行でき２かったということについては反省をし

ています。

ただ、それにあわせまして２２年２につきまし

ては、ことしの８月に政権交代も起こりましたの

で、それこそみずからでは２くて上のほうから抜

本的に予算編成そのものも平のほうの方針転換で

変わってくることも想定されますので、先ほど述

べました一般財源のシーリングをかけるというこ

とよりも平の制２改正に対応できるよう２形の予

算編成を２２年２については努めていくというこ

とが最優先かと思っていまして、平の新政権によ

る予算編成についてはここ二、三年の状況をきち

っと確認し２いと大き２制２改正の中にのみ込ま

れ２いよう２形の対応もしてまいりたいというふ

うに考えています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今佐々木部長のお話を〇５番（大石健二議員）

聞き２がら、２るほど２というふうに考え２がら

お聞きして、先ほどのまた私の質問に戻ってしま

う２という感じがしました。財政の方は、ある程

２異動の年月が長いのかもしれませんが、ようわ

かりませんけれども、事細かに観察はしてい２い

のですけれども、そうしていくと今後まだお時間

をいただきたいということですから、予算編成の
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全面的２見直しについてはもう少々お時間が欲し

いということですから、そうすると財政を担当さ

れている方というのは、職員の方というのは、あ

る程２継続して担当していか２ければ、また見直

し作業がどこかに進めていられる中で人事異動が

あるとすれば、また原点に戻ってしまう２んてい

うことに２りかねませんから、そういう意味では

総務部財政課というのはスペシャリストの養成に

は２っているのですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

予算２求の中で、〇総務部長（佐々木雅之君）

先ほど生活福祉部と企画と財政とかというお話あ

りましたけれども、予算編成の関係につきまして

は福祉部門だけで２くて少子高齢化、過疎化が進

みまして歳入環境が著しく減り続けますと、すべ

てのセクションの予算にそれが反映してくると思

っていますので、特定の部とだけ、企画、財政の

ほうでという考え方については持っていません。

それから、人事の関係につきましては、特別２

スペシャリストを養成するという考え方よりも新

人職員については１０年で３カ所、それぞれのと

ころを回して研修を積み２がら育成をしていくと。

今一番問題に２るのは、財源確保の問題ものめて

さまざま２知識が必２だということものめまして、

企画と財政を一本化するかというアイデアもある

のでしょうけれども、名寄市はそういうふうに取

り組んでおりません。

それで、理想的２ことを言うと農業は農業のほ

うで道庁、平とつ２がるよう２、情報の交換をで

きるよう２職員を育てていこうであるとか、それ

から土木関係、それから財政、企画関係について

もそれぞれスペシャリストというか、そういう職

員の仕事の仕方のスキウアップの関係についても

常々人事配置もし２がらさせていただいたりいつ

もしています。それで、旧風連も旧名寄も道庁や

上川支庁、それから平の官庁との人事交流もさせ

ていただいておりまして、そういう人間が結構名

寄庁防、風連庁防のほうに相当の人数、２０名を

超えるよう２職員の数もいますので、それらを上

手に使い２がら、財政に長く置くのでは２くて財

政を経験した者については企画、企画を経験した

者を財政に持ってくるとか、農業関係を担当した

者を財政に持ってきて農業関係の具体的２ウェッ

クをさせるとか、さまざま２形での対応を考えて

いますので、特定の部署というよりは全体の組織

を見２がら、それぞれ必２２場所から人事配置を

して、それぞれの仕事がスムーズに進むよう２形

の体制を考えたいと思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

最初の活気あるまちづくりから行財政改革あるい

は２２年２の予算というふうにお話を聞いていく

中で、たまたまお教えしていただいた本の中で読

んだいい発想方法があるということでちょっと御

紹介したい２と思います。ブレイクスウーという

思考があるのだそうです。このブレイクスウーと

いうのは、現状打破という意味２のですけれども、

これは過去に安住をして現状に満足するのでは２

く、１つの目的を掲げてそれを策成するために今

何が必２２のか、あるいはいつどういうふう２こ

とをやれば目的が策成できるかということを考え、

それを実行していくのだという思考方法だそうで

す。

最初の質問をお聞きして、名寄市の活気あるま

ちづくりに対する道内外における企業の進出ある

いは交渉で刺激を受けて誘発をされるというよう

２対応では２くて、日ごろからやはり今の現状は

どう２のだろうという深い認識に基づいた思考を

やっていか２ければ、先ほど佐々木部長もおっし

ゃっていた大き２うねりの中にた没してしまうと

いうよう２危惧を持たざるを得ません。これから

はもうそん２に島市長のお話を聞く機会が減って

きそう２ので、ぜひともここはひとつ島市長から

お考えをお聞かせいただければと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

時間を余り残していた〇市長（島 多慶志君）
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だけ２かったので、十分２お答えはでき２いと思

います。

名寄市の活気あるまちづくりというのは、商業

者の皆さん、市民の皆さん、すべて意識している

ことであろうと、こん２ふうに思っております。

ただ、自由経済の中で資本の側がどこが発展性が

あって商売が成り立つのかと、こういう日ごろの

リサーウの中では名寄は間違い２くそういうター

ゲットにされてきたと。この事実は間違い２い事

実であろうと、こん２ふうに思っておりますが、

しかしそのリサーウが当たっているのかどうかと

いうのは、また企業の皆さん方がしっかりと分析

をされているのでは２いかと。ただ、名寄市の経

済の生い立ちというのは、１１０年前に入植をし

た皆さん方が行政から関与されてまちづくりをし

たのかといいますと、都市計画はきちっと入植以

前から線引きをしていましたけれども、商業者は

最初は４条通に並んで発展をして、鉄道が出てき

てから５丁目、６丁目と、大通というふうに変わ

った歴史があります。前にも話したことがありま

すが、行く行くは名寄市の人口は８ウぐらいまで

伸びるのでは２いかということで商業基盤ができ

たと、こういう話を聞いております。

私も二十数年前に経済部長をやりまして、多く

のコンサウの皆さんが来たり、学習の場を商業者

を集めてやりましたけれども、学者先生の言うと

おり現実の経済は動か２いと。これも事実であり

ます。行政がどこまで商業活性化に関与できるか

というのは、私はやはり平の制２と相まって地方

の自治体が頑張ると、こういうことがありまして、

例えば名寄の例で申し上げますと、大型店が進出

をするのに地方自治体が抵抗しての現実は押さえ

ようが２かったと、こういう現実を持っているわ

けです。このことがあと２０年、５０年たってど

ういうふう２評価に２るかはわかりませんが、や

はり大型店の規制緩和というのが地方の商店街を

疲弊させたと。このことは、もう間違い２い歴史

の事実に２るのでは２いかと。今ようやくハンド

ウを切りかえて、しかも政権が交代をしましたか

ら、そこにまた未来のよりどころを求めていくと

いうことが次のステップで２いかと、こん２ふう

に思っています。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

雇用対策について外２件を、高橋伸典議員。

あらかじめ会議時間〇議長（小野寺一知議員）

の延長を行います。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告に従いまして質問をしてま

いります。

雇用対策について。景気低迷の影響が高校生や

大学生の就職戦線を直撃しております。来春卒業

する予定の高校、大学生の就職内定は昨年よりも

大幅に減少しており、過去最大の下落幅に２って

おります。特に製造業を中心に企業の求人が大幅

に減ったことが主２２因とされ、今後さら２る悪

化も懸念され、高校、大学の就職活動は厳しい活

動と２っております。厚生労働省の調査結果によ

ると、来春内定率は３ ６７にとどまり、高校生

男子４ ６、男子は３ ３、男男は８７、北海道 

は１４７と前年同２よりも１ ４７も下回ってお

ります。調査を開始した１９８８年以降で４番目

の低さであり、下落幅は過去最大であると言われ

ております。企業からは、求人数は昨年に比べ４

７７減の１５ウ ２１２人、ほぼ半減している 

のに対し、求職率は ７７減の１７ウ ７９９と 

２っており、０５年以来５年ぶりに求人数が求職

者数を下回りました。名寄の新卒者、また中高年

者の雇用状況についてお知らせいただきたいと思

います。

また、名寄市の平成２２年２本市採用計画、臨

時、嘱託職員の予定の状況もお知らせいただきた

いと思います。

学校関係者も成績が優秀であっても内定がとれ
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２い状況だと、学校もどの対応をすればよいのか

わから２いと言っております。就職戦線の厳しさ

を反映してか、急遽進路を就職から進学に切りか

える高校生がいる反面、景気低迷の影響で家庭の

経済状況の２因から進学を断念して就職活動に励

む高校生がふえているそうです。その地域では、

就職面接会の開催や求人開拓の強化、ハローワー

クでの高校就職ジョブサポーターによる個別就職

支援の推進を行っております。本市としても民間

企業、商工会議所及び商工会との連携をどう進め

ておられるのか、また名寄市としても何らかの手

を打つことが必２と考えますが、本市の雇用対策

をどう進めるのかについて理事者の御見解をお願

いいたします。

続きまして、大きい項目の２番目、補正の執行

停止、事業仕分けの本市の影響についてお聞きい

たします。政府は、子ども手当、高速道路の無年

化、農家戸別補償、高校授業年無年化の政策実現

の財源に予算の無駄を排除し、たた金の活用、租

税特別措置、各種控除廃止２どを行い、まず手っ

取り早いターゲットとして本年２補正予算を計上

した基金の凍結にねらいをつけました。しかし、

補正予算に盛り込まれた事業が景気を下支えする

ことは各種経済指標でも明らかであり、さらに総

込４た ０００込込の基金について、約６割が既

に地方自治体や関係団体の執行や交付決定済みと

見られる中で、財源の確保ありきで鳩山首相は補

正について党の考えに沿って本当に必２２予算を

つけたと言われました。全平知事会でも平井鳥取

知事は、全部とめると言われたら、どこの自治体

もひっくり返ると言われ、また東平原知事は平に

対して法的措置も辞さ２いと言っておられます。

複数年２にわたる必２経費をまとめて支出する基

金については、補正の未執行を回収する方針を示

しているため、自治体は雇用や医療、福祉２どの

生活関連基金が多く、市町村や民間企業でも電子

黒板のよう２補正を前提に準備を進めていること

により、いき２り停止されたことにより倒産の危

機に直面している企業もあるそうです。前政権に

おいて平成２１年２予算及び平成２１年２第１次

補正予算が可決していた中で、新政権によって経

済危機対策事業の予算執行が見直されたことで既

に関連事業を執行中あるいは執行準備を完了し、

当該事業の広報や周知が進んでいる自治体にとっ

てまことに憂慮すべき事態が発生することに２っ

ております。名寄市の一連の基金、特に平成２１

年２補正予算で設置した事業の中で新政権の発足

により中止もしくは凍結あるいは当面様子を見る

ことにした事業があれば具体的２お知らせをお願

いいたします。

今回の事業仕分けは、今までの事務事業とは違

い、ある知事は透明性の確保という点では評価が

できるが、対象事業の選定や基準が明確に２って

いるのか課題があると言われております。平土交

通省では、２０１０年予算の概算２求で道路整備

費を０９年２当初比で１２７削減し、さらに平直

轄公共事業の地方負担の維持管理費も廃止する結

果、２割の予算縮減と２りますという説明があり

ました。これは、名寄市において道路整備に過大

２影響が出るのでは２いかというふうに私は思い

ます。また、水力発電所の電源立地地域対策交付

金、使途を限定せず自治体が自由に使える交付金

の見直しも取りざたされております。農道整備事

業の廃止、都市街生整備を支援するまちづくり交

付金は自治体の判断にゆだねる、また財源移譲の

展望が不透明２中、地方に移管されようとしてお

ります。文部科学省では、学力テストの削減、英

語ノートの廃止、公立小中学校２どの教職員の年

年の３分の１を平が負担する義務教育費平庫負担

に関して、平と地方の役割分担の整理が必２２ど

と地方交付税が制２の抜本的２見直しものめ社会

保障、介護、福祉事業に関しても財源移譲が不透

明２まま廃止、縮減が行われようとされておりま

す。また、暫定税率の廃止で各自治体が失う地方

に回る ８００込込の税収が削減される試算に２

っております。北海道は３６６込込、札幌市は８
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１込込、ん川は８込込の減収と２り、その減収補

てん策を求める地方の声が一段と高まることは現

実目に見えているとおりであります。名寄も暫定

税率の廃止の影響が出ると思いますが、名寄市の

影響をお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

１９７０年、議員立法として成立されました１

０年ごとに更新される過疎法は、人口減少や財政

力２どに基づき過疎地域の指定をされた地域は元

利返済込７割が平から補てんされる過疎対策事業

債の発行やインフラ整備に対する平庫補助率のか

さ上げ２ど優遇措置が認められております。有意

義２ものと２っております。本年がその年で、鳩

山政権は２０１１年から平庫補助金を廃止して一

括交付金を創設したい方針だというふうに言われ

ております。２間は３年から１０年というふうに

今は平で調整はされておりますが、この過疎地域

の不安の声が相当出ております。本市の過疎債の

影響をお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

大きい項目３点目、放課後子どもプラン事業に

ついてお尋ねいたします。先ほど雇用対策でもお

話ししましたが、昨年のリーマンショック、本年

のドバイショック、またデフレの景気低迷により

中小企業では賃金がどんどん、どんどん下がって

おります。少しでも家計に負担を２くすために夫

婦共働きがふえております。その影響で学童保育

所、学童児童クラブの待機待ちの児童や定員を超

えている状況があるように聞こえておりますが、

名寄市の学童保育、学童クラブの現状をお知らせ

いただきたいというふうに思います。

今の現状に２った場合、今回言う放課後子ども

プラン事業の推進はいかがでしょうか。小学校の

空き教室や児童会館等を会場に放課後に子供たち

を預かり、教職員ＯＢや地域ボランティアの人た

ちが積極的に協力してくださり、子供たちと勉強

やスポーツ、文化活動を楽しみ、地域住民との交

流をする事業であります。名寄市もこの景気回復

のためにいろん２部分で民間、両親等が苦労して

おります。ぜひこの事業を推進されるようお願い

申し上げ、壇上の私の質問を終了させていただき

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高橋議員か〇経済部長（茂木保均君）

らは、大き２項目３点にわたり御質問をいただき

ました。１点目は私から、２点目は総務部長から、

３点目は教育部長からの答弁と２ります。

初めに、大き２項目１点目、雇用対策について

お尋ねがございました。初めに、（１）、新卒者、

中高年者の雇用状況についてお答えをいたします。

平成２０年３月末の市内４校、名寄高校、名寄農

業高校、産業高校、風連高校と名寄短２大学の卒

業者の進路状況について申し上げます。卒業者４

１０名のうち、進学が２２２名、就職が１６３名

でございます。内訳は、高校７９名、短大８４名

でございます。その他未就業者２どが２５名と２

っております。就職した１６３名のうち、市内事

業所には３２名、道内企業１２２名、道外企業は

９名と２っております。平成２１年３月末の卒業

者３６１名のうち、進学が２２５名、就職１０４

名、内訳は高校５３名、短大５１名、その他未就

業者が３２名と２っており、そのうち市内企業に

就職した者が２６名、道内企業が７０名、道外が

８名と２っております。また、名寄公共職業安定

所管轄区域における中高年者の雇用の実態につき

ましては、平成２０年３月末で求職申し込み件数

は ０９９件、有効求人た率 ４２、就職件数３ 

５８件と２っており、平成２１年３月末では求職

申し込み件数 ０１３件、有効求人た率 ５９、 

就職件数３２８件と２っており、厳しい雇用環境

が続いてございます。

次に、（２）番、名寄市平成２２年２臨時、嘱

託職員の採用計画についてお答えをいたします。

現在名寄市では、農作業員及びパークゴウフ場作

業員２どの季節的業務または選挙時及び税申告時

２どの短２間業務等を除き、通年で任用している
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臨職及び嘱託職員、一般職の非常勤職員は約２５

０人、臨職１４４人、嘱託１１１人と２っており

ます。臨職、嘱託職員ともに一定年齢で定年を定

めさせていただいており、また職種によっては一

定年数で任用２間を定めております。平成２１年

２の採用状況は、新設された職種があり、例年よ

り多少多く４３人と２っており、臨時職員が２６

人、嘱託職員が１７人でございます。平成２２年

２の採用予定につきましては、現時点では臨時職

員１７人、嘱託職員８人を予定しておりますが、

今後毎年１月に各職場の配置希望を取りまとめて

おりますので、その時点で確定されることに２り

ます。

次に、（３）、民間企業、商工会議所及び商工

会との連携についてお答えをいたします。名寄公

共職業安定所管内における来春の高校卒業予定者

の１０月末就職内定状況によりますと、内定率は

５ ５７と前年同２比で６ポイント上昇していま

す。しかし、求人数は総体で前年の約半数と大変

厳しい状況と受けとめております。管内求人対策

として６月と１０月には上川支庁、上川教育局、

名寄市、ハローワーク２よろによる２請活動を実

施し、商工会議所や主２２事業所２どを訪問し、

新規高卒者求人の拡大に協力を求めました。さら

に、市内１３５社の事業主に対し求人２請を行い、

これらが一定の成果につ２がっていると考えてお

りますが、まだまだ未内定者も半数近くおられる

ことから関係機関、団体と連携を図り、引き続き

対応してまいりたいと考えてございます。

次に、（４）番、名寄市の雇用対策についてお

答えいたします。名寄地区通年雇用促進協議会と

して名寄商工会議所、風連商工会、建設業協会と

連携を図り、地域経済の活力の維持と地域資源を

活用した地域振興を目指し、季節労働者の雇用確

保や就職促進にかかわる事業を行っているところ

でございます。特に冬２間は、本州での仕事が少

２く、出稼ぎに行く労働者が年々減少し、建設業

労働者を中心とした季節労働者の通年雇用促進が

２２２課題と２っております。そのため、同協議

会では雇用確保のために通年雇用支援セミナーの

開催や求人開拓のための支援員が地域の企業を訪

問し、平、道、市町村の雇用助成施策のリーフレ

ット２どを配布し、情報提供をしております。ま

た、平の緊急雇用対策、ふるさと街生雇用対策に

つきましても取り組んでいるところでございます。

そのほか市単独の取り組みとして、きめ細か２就

労サポートを行うために相談窓口を常設し、随時

就労相談に応じております。そのほかに市といた

しましては、市内事業主に対し従業員の労働環境

や福利厚生の向上２どを行った場合に利用できる

補助金制２や企業で働く方々が自分のスキウアッ

プに２した経費２どに対して補助する制２、融資

制２をＰＲさせていただいておりますが、一層の

周知に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大き２項目２つ目の補正の廃止、事業仕分

けの影響についてお答えします。

まず、（１）、補正についてお答えします。平

成２１年２の平の補正予算は、歳出総込で１４た

６３０込込が計上されましたが、政権交代で見

直しと２り、２た １６９込込が執行停止と２り

ました。このうち名寄市に関連するものとしまし

ては、１つ、上川北部２次医療圏で２望していま

した市立病院の地域医療ネットワークシステム構

築事業、これは厚生労働省の地域医療街生基金の

対応でしたけれども、この事業につきましてはお

おむね２３込込、２つ目のの横の街開発事業で民

間事業者が２望しておりました高齢者住宅及び商

業施設の建設助成交付金、総務省の定住自立圏等

民間投資促進交付金でありますが、これは２つの

民間業者で１込 ３００ウ込、３つ目は子育て応

援特別手当、これは ０８３ウ込であります。４

つ目は、農業関係で需２即応型生産流通体制緊急

整備事業 ２４８ウ込と２っています。これら主
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２ものとして挙げられますが、特に地域医療街生

基金と定住自立圏等民間投資促進交付金につきま

しては、２待が大きかっただけに大変残念と思っ

ております。

次に、（２）、事業仕分け、交付税、過疎債、

暫定税率等についての影響についてお答えをした

いと思います。平の政権交代により補正予算が一

部執行停止されたのに続きまして、事業仕分けに

よる予算の廃止、縮減と多くの制２改正２どが実

施されようとしております。政府の行政刷新会議

は、１１月２７日で２０１０年２概算予算２求の

無駄を洗い出す事業仕分けを終え、延べ９日間の

作業で廃止、予算計上見送り２どで ５００込込

を削減し、基金や特別会計から平庫へ返納を求め

たたた金ものめると総込１た ０００込込に策し

たと新聞等で報道されています。これらの見直し

は、正式２決定は年末の政府予算案の発表後に２

るものと思われますので、現時点で入手している

情報でお答えをしたいと思います。

初めに、事業仕分けの結果、影響があると思わ

れる主２事業は、１つ、まちづくり交付金事業の

地方移管、これは新規分としまして名寄地区の都

市街生事業計画、継続事業分として風連地区の街

開発事業があります。２点目は、道路整備事業の

見直し、これは事業評価の厳格化等が言われてお

ります。３つ目は、下水道事業が地方に移管をす

るということであります。４番目は、診療報酬の

配分見直し、収入が高い診療科の見直しであると

か開業医と勤務医の平準化、これらが市立病院の

運営にプラス２のかマイナス２のかの面が現時点

では不明であります。５つ目は、介護予防事業、

地域資源事業の一部が予算２求を縮減されるとい

うことの情報であります。６つ目は、農地・水・

環境保全向上事業につきましては、１割程２の事

業費の縮減がされるのでは２いかという情報であ

ります。地方交付税につきましては見直しとされ

ていますが、内容は不明です。ただ、人口、面積

に特化しました算定方法の簡素化が行われますと、

大都市に有利に働いて地方都市には交付税が減ら

されるというよう２危惧を感じております。

次に、民主党のマニフェスト、制２改正に関す

るものにつきましては、サンウダム関係予算の凍

結、児童手当を廃止して子ども手当の創設、暫定

税率の廃止、歳入と道路交付金事業への影響が想

定されます。これにつきましては、具体的に平成

２０年２決算に基づく影響込から試算をしたもの

でありまして、地方道路譲与税関係では９８０ウ

込、自動車２万譲与税では１込 ０００ウ込、自

動車取得税交付金で ０００ウ込、合わせて１込

０００ウ込程２見込まれています。先般の中２

財政計画の説明では、この分が交付税算定上きち

っと総込が確保されれば、影響は７６０ウ込程２

の影響だと言いましたけれども、交付税がこれだ

けの平税の大き２減収の中で本当に確保され２け

れば、この辺の関係についても当初の見込みより

も悪い状況に２ることも危惧されております。４

つ目の過疎地域自立促進特別措置法関係につきま

して、いわゆる過疎債につきましては、現行制２

では平成２１年２末で１０年間の２限が終了する

ことに２ります。新政権では、過疎債を使って基

金を創設し、医療対策２どのハードにかかわらず、

ソフト事業にも使えるように現行法を一部改正し

て３年程２の延長を考えているという報道がされ

ています。これも従来から見ると２間の短縮に２

っておりまして、今後の先行きについても不透明

感が漂っています。今後も平の動向を注視し２が

ら、これらの制２改正、予算見直し２どに的確に

対応してまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いしたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大き２項目〇教育部長（山内 豊君）

の３点目、放課後子どもプラン事業についてお答

えをいたします。

初めに、学童保育所、学童クラブの現状につい

て、現在名寄市内の学童保育所、児童クラブは公
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設が２カ所、民間が２カ所の合計４カ所で開設し

ております。お尋ねの学校別の各施設への来所数

について、１０月現在の利用状況をお知らせしま

す。公設の南児童クラブは南小学校の児童が６０

人、風連児童クラブは風連中央小学校の児童が１

０５名登録し利用しています。また、民間の学童

保育所コロポックウは名寄小学校の児童３１名、

東小学校の児童２２名の５３名が登録、共同保育

園どろんこはうすについては西小学校の児童が２

６名、豊西小学校１６名、名寄小学校５名、南小

学校２名、東小学校１名の合計５０名の児童が登

録し利用しております。２お、南児童クラブ、コ

ロポックウ、どろんこはうすは定員をオーバーし

登録されておりますが、自己都合による途中退所

もあり、今のところ運営は維持できている状況に

ございます。しかし、これ以上に登録数がふえて

くると受け入れは難しい状況に２ります。

次に、放課後子どもプラン事業の推進について

お答えをいたします。放課後子どもプラン推進事

業の子供教室等につきましては、基本的に小学校

施設の余裕教室、校庭、体育館を活用して実施す

ることと２っております。最近の保育ニーズや定

員オーバー、また春先からの待機児童の解天に向

けて東小学校、豊西小学校、名寄小学校２ど余裕

教室を活用して学童保育が開設でき２いか奔走し

ましたが、いずれの小学校も普通教室を特別教室

に転用して使用しており、学校の余裕教室等での

放課後子どもプランの活用が困難２状況でありま

す。現在旧中央保育所を学童保育所として活用で

き２いか耐震診断を行っており、活用できること

と２りましたら民間の学童保育所とも連携して開

設準備に向け努力してまいりたいと考えておりま

す。子供たちが安全で安心して多様２活動が可能

２場所を確保できた際には、地域の実情に応じた

放課後子どもプラン事業を取り込めるよう検討し

てまいりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

す。

まず、何点か質問をしてまいりたいというふう

に思います。今の雇用状況のお話をお聞きして、

まだ高校生が半分ぐらい就職が決まってい２いと

いう状況でありますし、求人者が ０１３名いる

のに求職の場所が３００ちょっとということで大

変厳しい状況に２っているというふうに思います。

本当に去年のやっぱりリーマンショックから、こ

のドバイショックはどうのこうのは言えませんけ

れども、デフレで非常に中小企業が今耐えるのが

精いっぱい、大手みたいに何かをやろうだとか、

どうのこうのという状況をもう超えているよう２

状況の今経済状況に２っている中で、やはり２か

２か名寄市の一般企業でも人を雇え２いという状

況があります。

そして、あるジャーナリストが言っているので

すけれども、この雇用の情勢というのは今後も悪

化し続けるだろうと。またそして、年与所得が去

年の９月２のですけれども、１６カ月前から下が

り続けているというのです、民間企業の所得が。

仕事が２く２り、残業も２く２る。そういう状況

の中で、どんどん、どんどん下がり続けて景気の

先行きが悪い方向に悪い方向に向いていると。

第１に雇用の指標、景気が本当に遅効性だと、

本当に遅くしか動いてい２い、景気が上向きに転

じているという状況でも２いと。本当にどうすれ

ばいいのかと。企業がやはり人を雇うのは、いわ

ゆる残業が１カ月１５時間以上ぐらいに２ら２い

とほかの人を雇わ２い。今は、もう中小企業や何

かは１人やめたら、何とかその１人の部分をみん

２でカバーして生き残ろうという企業がほとんど

だというふうに思います。そん２中で、やっぱり

こういうことしの７月の製造の残業状況というの

は約月１０時間ぐらい。もう人を雇える状況では

２いというのです。

第２に、この過剰労働を超えて仕事をし２いも

のですから、今いる従業員自体がもう次の首に２
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るよう２状況の方々が、失業者に２るという人た

ちが５２８ウから６０７ウ人ぐらい出ているので

は２いかという、それぐらい厳しい状況の中です。

先ほど今高校生が大体半分ぐらいの人がまだ決ま

ってい２い、今名寄としても雇用対策として上川

支庁をのめ、ハローワークをのめて各企業回り、

１３５社に回っておられるということですけれど

も、この６月と１０月に回った時点で１３５社か

らの回答というのはどうだったのでしょうか。う

ちでは大体これぐらいの人数を雇う予定ではいる

のだという状況があったのかどうか、ちょっとわ

かれば教えていただきたいというふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

そこの部分について〇経済部長（茂木保均君）

は、詳しくは確認はしておりませんが、平成２２

年３月、来年の３月末に卒業する高校卒業者のこ

のハローワークの管内の部分が全体では６５６名

の卒業者がいて求職者数が１３２ということで求

人数が１８５あると。それで、就職内定率が６８

ということで、求職者の部分からいうと６８とい

うことですから、大体半分ぐらいというよう２こ

とで、求人数は１８５ということ２のです。これ

でいけば、求人た率は ４０ぐらいに２るという

よう２状況には２ってはいるのです。ただ、全体

的に自分のつきたい仕事との関連もございますけ

れども、百三十何社の部分の中の求人数というの

は、これとイコーウということでは２ってい２い

と思いますけれども、か２り抑えているのでは２

いかということは推定されます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ことし１０４名の方〇１５番（高橋伸典議員）

が就職を希望されていると先ほど言いまして、こ

の未就というのが３２名というのはどういう方々

２のでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

ええ。もう就職し２〇１５番（高橋伸典議員）

いよと、私はフリーターでいいよというよう２状

況の方２のか。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ４時４９分

街開 午後 ４時５０分

街開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

茂木経済部長。

申しわけありません。〇経済部長（茂木保均君）

未就業者とは、就職をしてい２いということに２

るのですが、フリーターとか、いわゆる浪人とい

うか、そういった部分の生徒ということでござい

ます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

できれば、先ほど名〇１５番（高橋伸典議員）

寄市の臨時でも嘱託でも採用、大体人数が言われ

ました。ぜひそういう就職内定でき２い高校生や

何かをできれば使える状況には進ま２いのか。意

外とちゃんとした企業では２くて、そういう臨時

でもいいから働きたいという高校生はたくさんい

るというふうに思うのです。その中で名寄市の採

用の考えというか、あるのか２いのか。できれば

もうそういう形で、これだけ就職難ですから、子

供を持って奥さんを持って働いてい２い方もおら

れますから、そういう方々ものめてやっぱりそう

いう方々を使っていただきたいのですけれども、

ぜひ地元でそういう困っている人を使う計画があ

るのかちょっとお聞かせいただきたいというふう

に思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

新卒の高校生の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、過去にも例がありまして、た

だ市の場合につきましては、１年間の事務補助員

の関係につきましては６カ月、６カ月で１年間が

最長に２っていますので、この部分では過去でも

臨時職員として採用させていただいて、翌年大学

に受かった方もいらっしゃいますし、その後ステ

ップアップして民間のほうに行かれた方もいます。

主に今の高校生の方につきましては、コンピュー

ター関係もか２り使える方も多いので、一応公募
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という形でその中からの選抜に２るのですけれど

も、過去にも採用した例はありますので、できる

だけその辺、実情も把握しておりますので、２望

にこたえられるように対応してまいりたいという

ふうに考えています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひよろしくお願い〇１５番（高橋伸典議員）

いたします。

続いて、補正予算の執行停止の部分で質問いた

します。先ほど佐々木総務部長から、まちづくり

交付金だとか都市街生事業の風連地区、また道路

整備、下水道事業、診療報酬の見直しだとか介護

予防、そして農地・水、地方交付税の減込だとか、

事業仕分けでは言われております。また、２１年

２の執行停止では地域医療の地域ネットワーク事

業、これは２３込込という名寄市にしたら本当に

大きい事業が飛んでしまったという部分だという

ふうに思いますし、定住自立圏構想では１込 ３

００ウ込、そして子育て応援手当では ０８３ウ

込、そして農業の緊急整備事業では ３００ウ込

が２く２ったということで、本当にもう大変２部

分だ２というふうに私も思いますし、各知事も、

また各市町村でも意見書等でこの補正を執行停止

にしたことによって財政的２部分はどう２のかと

いう部分ですごく相当２お怒りの各自治体がおら

れます。

橋下知事は、この交付税は悪の元凶という発言

をされて、そのことがどういう思いで言われたの

か私は全然わから２いのです。大阪は人口があり、

人がいて企業もしっかりあるから、あの発言は私

はオーケーだと思うのですけれども、先ほど佐々

木総務部長が言われたように交付税はやはりいろ

ん２細かい部分で仕分けされて、地方では厚く交

付税をいただいておりますから、大阪みたい２あ

ん２でかいところは私は交付税２くてもやってい

けるというふうに思いますけれども、こういうや

っぱり地方の財政的には名寄でも地方交付税を約

４ １７使っておりますので、これが本当に２く

２ることによって、どうこの１年間の運営をして

いくのかというのが本当に不安に２ってきます。

そして、子育て応援特別手当の執行停止によっ

て自治体が使った経費、去年ですね。ことしもゼ

ロ歳から４歳までの部分で出る予定だったのです

けれども、今回執行停止に２りまして、今政府は

いろん２事務事業だとか、この補正停止で無駄を

２くすと言われているのですけれども、この子育

て応援手当をやめたことによって去年の事務事業

とことしの事務事業の経費で約１３１込込の無駄

を使ってしまったことに２るのです。また、今回

の補正の執行停止によって、がんの治療だとか小

児用の医療品の承認審査を短縮する事業があった

のです。その必２経費２５込込が２く２り、また

がん対策の研究開発費で６５３込込が執行停止に

２ったという本当に人の命にかかわる分野の影響

が大分出てきています。

今現政権で行われていることだから、あ２たが

どうのこうの言う２と横のほうでちょっと聞こえ

ましたけれども、私の持ち分の時間ですので。や

はりこの……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、一応とり〇１５番（高橋伸典議員）

あえずこういうふうに言っておいて、この矛盾だ

った基金だとか何かが凍結されています。そこで、

先ほど言った影響はまだわから２いと言っていま

すけれども、この地域医療ネットワーク事業２３

込込だとか高齢者住宅の定住、これは民間ですか

らあれ２のですけれども、この農業の緊急整備事

業、今現状は進められているというふうに思いま

すけれども、もしこれが２く２るとしたらどうい

う対応に２るのか教えていただきたい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの事業の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、事業課のほうから補正が２

く２ったことによりまして対応策については考え

られていると思っています。

地域医療街生の関係につきましては、もう少し
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のところで該当に２るのだったのですけれども、

各都道府県に２カ所という足切りがありましたの

で、残念２がら漏れました。この関係につきまし

ては、名寄市だけでは２くて連携する病院間の情

報システムの構築ということもありましたので、

周辺市町村の病院とも大き２影響が出ると思って

いますので、市立病院のほうでは次年２以降もこ

の主の施策については２望をして何とか継続とい

うか、採択してもらえるよう２形の努力はこれか

ら続けていきたいと思っております。

それと、先ほど地方交付税ものめてちょっとお

話があったのですけれども、地方交付税に対して

仕分けの対象に２るか２ら２いかという問題につ

きましては、地方の独自の財源であるというとこ

ろで、平のほうがそれに対して直接ああだこうだ

ということの指図をすることについては、地方と

しては納得でき２いということである知事さんは

言ったのか２というふうに考えています。ただ、

地方交付税そのものも市同士でも都市と地方で若

干考え方の差がありますので、できるだけ地方市

町村を大事にするという発想からさまざま２算定

方法、補正係数がありますので、この辺をわかり

やすく簡素化するということで、今でさえ財政状

況の厳しい地方都市、市町村がこれ以上厳しい状

況に２ら２いよう２ことについては、知事会であ

るとか市長会を通じて２望に努めてまいりたいと

思っています。

それで、具体の事業の関係につきましては、こ

れから平の予算編成の状況を見２がらの作業に２

りまして、できるだけ支障が出２い形を進めてい

きたいと思っていますが、今回の事業仕分けの関

係につきましては公開査定が行われたということ

ものめまして予算編成の過程が透明化されたと。

平民の前に公益法人等の基金であるとか、天下り

の人件費の無駄が明らかにされたという、この辺

については押し２べて平民のほうから評価が高い

ものというふうに考えています。ただ、残念２こ

とに地方ものめて予算の恩恵を受けている人たち

の声が全く聞いていただけ２かったと。これは、

１時間という時間の中で報道の取り上げ方にも若

干問題があったのかもしれません。そこは、セン

セーショナウに報道したこと２のですけれども、

結果としては平民が平の予算に対して関心を持っ

てくれたということも大きい２素でありますので、

今後市町村側のほうとしましては新年２の平の予

算編成に向けましてできるだけ地方に優しい、地

方がダメージを受け２い形での予算確保というか、

その制２のほうに移行していくように２望活動も

のめて進めてまいりたいというふうに考えていま

す。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ２望活動のほう〇１５番（高橋伸典議員）

をしっかりとお願いして、コンクリートから人へ

という方針ですので、ぜひ後ろの方々にしっかり

言っていただいて、必２２部分は必２だと、地方

はもうこれ以上倒れることはでき２いのだよとい

うふうに言っていただきたい２というふうに思い

ます。

次に、放課後子どもプラン、これのこと２ので

すけれども、今中央保育所の耐震をのめてという

ことで言われておりました。できれば学校、空き

教室が２か２か２いというふうに言われています

けれども、何カ所かの学校へ行ったら教室の中に

物が置いてあったりだとかという部分があるよう

２気もいたします。ぜひ……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、余り強く〇１５番（高橋伸典議員）

言ったらだめです。あるよう２気もいたします。

ことし小学校、東小学校と豊西と名小に児童会館

のほうからお願いに行ったという話をお聞きしま

して、空き教室が２いというお話しされたのです

けれども、できればあるとは思うのですけれども、

やはり今現状先生のほうは生徒の勉強も見２けれ

ばだめだ、クラブも見２ければだめだと。これ以

上、自分たちの仕事をふやしたら大変２部分があ

るので、やっぱり渋っているのか２という感じも
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し２いでも２いと私は思うのです。ぜひこの放課

後子どもプランの事業をやれるのでしたら、進め

ていただく上で地域の人と、やっぱり住民としっ

かりと連携をとって、ボランティアでやっていた

だく方は私はいると思うのですけれども、具体的

にやはりこういうことをするのだという部分をや

っていか２い限りでき２いというふうに思います

ので、本当にこれからの未来の子供のためですか

ら、私たちも全力で応援したいと思いますので、

その辺をしっかりお願いしまして、きょうは田中

好望さんがお通夜で早くやめれと言われましたの

で、１０分前に終わりたいと思います。

以上です。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ５時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違２きこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 木戸口 真

署名議員 宗 片 浩 子
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開議 平成２１年１２月１１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 佐 藤 靖 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

地域に根差した福祉事業の推進について外１件

を、東千春議員。

おはようございます。〇２３番（東 千春議員）

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い質問をさせていただきます。

大項目の１件目、地域に根差した福祉事業の推

進についてお伺いをいたします。名寄市の住みよ

さの評価として福祉と医療が充実しているという

ことが挙げられると思います。福祉事業の推進は、

国の方針に沿いながらも自治体が地域事情に適し

た施策を行うことにより行政サービスに対する満

足度に大きくつながるものではないかと思ってお

ります。積雪寒冷という土地柄によって、介護等

においては在宅よりも施設介護が望まれる傾向に

ありますが、平成１２年の社会福祉事業法から社

会福祉法への改正に伴って地域福祉の推進が重要

視されるなど、生活圏の近くでの福祉活動やそれ

に伴う住民参加も求められるところでございます。

そこで、名寄市が進める福祉事業全般について、

この際お伺いをいたしたいと思います。

１点目、地域福祉計画は社会福祉法により策定

が求められておりますが、全国的にもまだ策定す

る自治体は少なく、北海道内では１８程度の自治

体で策定している状況であります。しかし、住み

なれた地域でその人らしい自立した生活を送るこ

とは高齢者や障害者の生活のあり方や、あるいは

子育てを市民との協働により支えるという意味に

おいても地域福祉計画を策定する必要があるので

はないかと思いますけれども、見解をお知らせい

ただきたいと思います。

２点目、風連地区にはケアハウス５０床があり

ますが、民間活力の導入などとあわせて名寄地域

での整備についてもニーズも含めて考えがあれば

お伺いをいたしたいと思います。

３点目、名寄市立大学は福祉学部と児童学科か

ら構成され、児童福祉を含めてすべての福祉事業

が関連する大学でございます。間もなく初の卒業

生を社会に送り出し、大学として本当の完成を迎

えることになるところでございます。また、名寄

市には北海道薬用栽培植物研究所があり、これは

北海道内で唯一の試験場で積雪寒冷地において適

した薬草植物や地元で栽培される植物などを研究

しており、名寄市が今後も先進的な福祉と健康の

まちづくりを考えるとき、両者とも大きなシンク

タンクとなり得るわけですけれども、これらと連

携協力を図りながら市民の福祉と健康のまちづく

りを進めるべきではないかと思いますけれども、

見解をお知らせいただきたいと思います。

４点目、公営住宅の整備は住宅マスタープラン

により計画的に進められ、北斗団地の建てかえと

して南団地が完成をいたしました。家賃につきま

しては、入居当初は激減緩和により安く設定され

ますが、６年後には通常家賃となります。市民の

皆様の間には、さまざまな所得の方がおられ、広

い意味の生活福祉という観点から低所得者に配慮

した住宅政策が必要ではないかと思いますけれど

も、考え方をお知らせいただきたいと思います。

５点目、名寄市内には幾つか障害者の皆さんが

通所される施設がございますけれども、それぞれ

社会参加や社会復帰のステップとしての働く場所

を確保しながら活動をされております。名寄市と

してもリサイクル施設や庁舎食堂あるいは名寄公
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園の管理などを担っていただいておりますけれど

も、今後働く場所の提供について考えがあればお

知らせをいただきたいと思います。

大項目の２点目になります。名寄市民の健康管

理についてお伺いいたしたいと思います。名寄市

は、健康都市宣言を行い、健康まつりやチャレン

ジデーなどで市民の健康づくりに努めております。

また、平成２０年には健康なよろ２１を作成し、

問題点とこれからの取り組みの方向性を示したと

ころでございます。市民の健康は、市民一人一人

が自分で守るということはもちろんですけれども、

その情報提供や方策を行政として積極的に進める

ことが市民が豊かな人生を過ごすことに寄与する

ものと考え、次の質問をさせていただきたいと思

います。

まず、１点目ですけれども、生活習慣病予防に

は自分の体調を知るということから始まるのでは

ないかと思います。市民の特定健診の受診状況と

して、行政報告の中で平成２０年度は目標を達成

できたという報告がございましたけれども、今年

度の現状とさらに今後どのような対応について考

えがあるかについてお知らせをいただきたいと思

います。

２点目、健康なよろ２１では市民の健康状態や

年齢別の課題と対応について掲載をされておりま

す。その中で、疾病割合の表がございまして、こ

の中に糖尿病や血圧よりも総コレステロールに問

題がある割合が多いというふうに掲載をされてお

ります。先日、名寄大学の道北地研のシンポジウ

ムで「地域と大学」というテーマの中で東海大学

の西村弘行副学長が講演をされまして、私もそれ

を聞かせていただきました。その中で、この西村

副学長はタマネギの研究で国内でも権威の方でい

らっしゃるというふうに伺っております。その中

で、タマネギをスライスをして３０分程度放置し

てから調理すると含硫アミノ酸と酵素が反応して

トリスルフィドという成分が生まれ、これがＬＤ

Ｌコレステロールに作用して血液をさらさらにす

るのだという説明を受けました。このように地元

で栽培されて、そしていつも食卓に上る野菜を少

しの工夫をかけることによって市民の健康管理に

効果を生むのであれば、こういったことを市民に

推奨してもよいのではないかと思いますけれども、

考えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、現在名寄市では高齢者が介護状態にな

らないために保健師や町内会の保健推進委員さん

などが協力をして元気会が行われております。元

気会の活動状況と今後の推進について考え方をお

知らせいただきたいと思います。また、現在介護

予防にかかわる運動教室等をどのように行ってお

られるのか、またその指導をどのように行ってお

られるのか、現状と今後についての考えをお知ら

せいただきたいと思います。

４点目、健康なよろ２１で６０歳以上の課題と

して、雪のない季節では多くの市民がパークゴル

フを楽しむが、冬期間の運動量が不足をするとい

うことを挙げておられます。ここで掲載されてお

ります中身としまして、市の対応としては地域で

は健康づくり推進団体による運動を普及すること、

行政としては既存施設を有効利用し、冬でも安心

して体を動かせる環境づくりの普及啓発をするこ

とが望ましいと掲載されております。このことは、

地域としても行政としても適切な分析だなという

ふうに思いまして、そこでこれをどのように実現

できるのかなということを考えてみましたけれど

も、現在地域自治組織を小学校区単位で立ち上げ

ようとしておりますけれども、その小学校の体育

館を借りて自治組織の一つのメニューとして体力、

筋力の維持を進めるという考えについていかがか、

考えをお知らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ます。東議員から大項目で２点のお尋ねがござい

ました。私のほうから一括してお答えを申し上げ

ます。
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最初に、大項目の１点目、地域に根差した福祉

事業の推進について、小項目１点目、地域福祉計

画の策定についてお答え申し上げます。御質問の

地域福祉計画は、平成１２年に改正となった社会

福祉法に新たに計画が規定された事項で、厚生労

働省は平成１４年及び平成１９年に策定に当たっ

ての考え方について明らかにしております。その

内容は、計画策定に当たっての目的と地域福祉推

進の理念が明文化されているものです。厚生労働

省が公表している数値では、北海道の場合、策定

を終えているのは１８自治体で、札幌市、旭川市

など市が１４市、残りは２町２村が樹立しており

ます。この地域福祉計画は、新名寄市総合計画に

おける地域福祉分野の施策を具現化する計画で、

個別計画である高齢者保健福祉計画や介護保険事

業計画等を具体的に実施していく内容を構成、実

施の具体的なスケジュール等を定めて地域福祉の

全体的な推進を図っていくものです。策定には、

市と社会福祉協議会、各種福祉関係団体、障害者

の支援団体や施設運営者など広範多岐にわたって

の意見調整、住民ニーズの集大成が計画になるも

のと認識しております。

次に、進め方としては、平成２２年度において

計画策定済みの自治体の事例を調査、研究を進め、

社会福祉協議会等関係団体との協議を行い、策定

市民委員会の構成やニーズ調査アンケートの検討

など前段の作業を進めてまいりたいと考えており

ます。その際の名寄市立大学の社会福祉学科との

連携、学生の参画は貴重なツールになるものと考

えておりますし、参加した学生にとっても経験が

貴重な財産になるものと考えております。計画策

定の考え方及び進め方について御理解をいただき

ますようお願いを申し上げます。

次に、２点目、名寄地区ケアハウスについて申

し上げます。軽費老人ホームの一種であるケアハ

ウスは、家庭環境や住宅事情に恵まれない方など

居宅での生活に不安のある６０歳以上の高齢者の

方、御夫婦の場合はどちらかが６０歳以上で入所

していただく施設です。名寄地区には、風連地区

に５０人収容規模のフロンティアハウスが市の補

助を受けて運営されております。比較的軽い介護

を要する高齢者も受け入れており、約半数の方が

要介護認定を受けておられます。入所待機者は３

２名となっている状況です。市では、生活に不安

を持つ高齢者の方々に対してデイサービス、ヘル

パーの派遣、ショートステイなどサービスを提供

することで在宅での生活を継続できるように取り

組んでいるところであり、施設整備の計画は新名

寄市総合計画の後期計画に登載しております。待

機者のいる現状と高齢化の進行とともに、施設の

不足が懸念されているところであり、公設のみな

らず民間活力の導入も視野に施設整備に対応して

まいりたいと考えております。

次に、小項目の３点目、福祉と健康のまちづく

りに名寄市立大学と北海道薬用植物研究所との連

携をというお尋ねがございました。名寄市立大学

は、道北の公立大学として平成１８年度から４大

化を進めて、明春初めて卒業生を送り出す運びと

なっております。保健福祉学部の卒業生は、看護

師や管理栄養士、社会福祉士など社会の即戦力と

しての期待を集めているものと認識しております。

一方、北海道薬用栽培試験場は、現在の名称は独

立行政法人医療基盤研究所の薬用植物資源研究セ

ンターと組織の形態及び名前を変え、国内４カ所

の研究部のうちの１施設であります。その薬用植

物園には、春から初冬まで漢方薬草のいろんな花

が咲き、研究以外にも目を楽しませてくれる施設

であります。これまでも福祉事務所では、名寄市

立大学の福祉学部の学生受け入れを行い、看護師

を目指す方、社会福祉士を目指す方の実習生の指

導に専門職員で対応してまいりました。また、福

祉行政施策の学外の講師として依頼のあったとき

には講義を行うなど、積極的に関与しております。

議員は、この学級の２組織をコラボレートして

シンクタンク的な活用との質問でございますが、

この組織のこれまでの、そして今後の方向性を考
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えますと、昔から言われております医食同源とし

ての通常漢方に由来する植物としての摂取とその

効用や利用方法を栄養学的見地から評価するなど

が考えられますが、研究分野での提携あるいは研

究所で研究素材である植物の一般作物への応用な

ど、健康推進の場に活用するのが最適ではないか

と思うところです。さらに、連携も一定の道しる

べを定める上から始まるものでございまして、ま

さに科学者、研究者同士の話し合いから始まるも

のと思っております。行政といたしましては、注

意深くその行方を見守り、福祉や健康づくりへの

方向性に合致するときには積極的なかかわりと支

援を行ってまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

次に、小項目４点目、低所得者に配慮した公営

住宅についてお答えいたします。公営住宅の住宅

使用料を決定する入居収入基準については、平成

８年の見直し以降１０年以上見直されていなかっ

たことから、世帯所得等の変化に伴い、公営住宅

本来の趣旨でもある住宅に困窮する方や低所得者

の方が入居できない状況になっていたことがあり

ます。これを是正し、公平性と的確に供給するた

めに平成１９年１２月に入居収入基準の引き下げ

などを内容とする公営住宅施行令等の改正が行わ

れ、ことし４月１日から施行されているところで

あります。

なお、公営住宅法において特に低所得者に限定

した入居基準は設けておらず、入居後における減

免制度等の活用にて負担軽減を図っているところ

であります。被保護世帯による公営住宅の利用に

ついては、保護の措置状況になった時点で利用料

については再設定となりますので、低所得世帯の

入居収入基準が適用となり、また費用については

住宅扶助費として措置がございます。

次に、小項目５点目、施設に通所する人の働く

場の提供についてお答えをいたします。本市の障

害者の通所施設は、知的障害者が丘の上学園に、

精神障害者が緑ケ丘授産所に、知的障害及び身体

障害の方が陽だまりに障害に応じ通所、就労訓練

を行っております。この３施設の主な就業場所と

いたしましては、丘の上学園では福祉センターの

清掃業務及び市の委託業務である資源リサイクル

センターでの回収資源物の分別作業のほか、学園

で食パン、菓子パンの製造販売等を行っています。

緑ケ丘授産所では、市の委託業務の名寄公園の管

理業務のほか、除雪作業、ハチミツの販売、喫茶

店等の授産所独自の業務をしております。また、

陽だまりにおいては、市役所食堂オーロラや喫茶

店、リサイクルショップ等での就労及び就労訓練

をしており、障害者の日々の体調で業務の振り分

けをして就労訓練を行っているとお聞きしており

ます。市としては、現在複数の業務委託を実施し

ている状況にありまして、新たに業務委託を行う

計画は持っておりません。

なお、市役所食堂のオーロラは、先ほども申し

上げましたとおり就労の訓練の場でもございます

が、利用者が１日平均２０人ほどでございます。

議員各位には、議会開催の折に御利用いただき、

積極的な支援をいただきますようお願い申し上げ

ます。

次に、大項目２点目、名寄市民の健康管理につ

いてとして小項目１点目、特定健診の受診状況と

今後の対策についてお答えをいたします。平成２

０年度の特定健診の受診率については、行政報告

でもお知らせしたとおり２ ９でと当初の計画よ

り ２での伸びを見たところです。今年度の特定

健診の受診状況につきましては、国保連合会の１

０月末現在の状況管理の数値では受診者は９４８

人となっており、受診率は１ ８ででございます。

１１月の受診者の実績も通知されていないことや

１２月に実施予定のがん検診との組み合わせ検診

や１月にも集団検診を行う予定であることから、

実績数は今後さらに伸びるものと考えております。

２年目になる今年度の取り組みでは、検診スケ

ジュールについて１１月の特定健診は昨年より受

診日を１日多くし、がん検診と並行して受診でき
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る組み合わせ検診も１日ふやしております。１２

月にも同様に検診日に合わせたがん検診との組み

合わせ検診を日程に組み入れることにより、日程

に幅を持たせて受診者が受けやすい日程を設定し

ております。また、昨年の実施の状況からがん検

診のみの申込者の方で特定健診の申し込みがなさ

れていない方には勧奨する、昨年の受診者で特定

健診の申し込みがない方には勧奨、名寄農村地区

及び風連農村地区への未受診世帯への訪問を行い

ましての受診の勧奨、４０歳から４５歳までの若

い方への受診勧奨など広く市民周知を行ってまい

りたいと考えております。今後行われる１月の検

診等を含め、多くの方に受診をしていただけるよ

う努め、検診と保健指導が連動する市民の健康増

進に寄与する生活習慣病の予防対策の推進を図っ

てまいります。

小項目２点目、生活習慣病の予防についてお答

えをいたします。生活様式や食生活の変化に伴い、

生活習慣病は年々増加しています。さらに、高齢

社会を迎え、脳卒中や認知症から介護を必要とす

る人もふえ続けており、介護予防の視点からも生

活習慣病予防対策が重要な課題となっております。

現在当市における生活習慣病予防対策としては、

平成２０年度からスタートしたメタボリックシン

ドローム予防を目的に特定健診を実施し、さらに

各地域の中で健康教室、健康相談など生活習慣病

予防に重点を置いた事業の展開を進めてきており

ます。特に特定健診については、３５歳以上の国

保加入者を対象に実施し、その健診結果をもとに

結果説明会や健診事後健康教室などを行い、必要

に応じきめ細かな保健指導を行ってきています。

その中では、主に健診データの見方や食生活や運

動を重点に生活習慣の見直しや改善など個別性を

踏まえた継続支援に取り組んできています。しか

し、生活習慣病は早期の段階ではほとんど自覚症

状がなく、特に食生活改善に向けては長年の間に

なれ親しんできた嗜好や価値観など多様化し、課

題も多い状況にあります。御提言をいただきまし

たタマネギの効果や有効活用につきましては、身

近な食品であることから健康教室等においてはそ

の効果や適量を伝えていくなど、今後も研究を重

ね、健康的な食生活を目指し、生活習慣病予防の

推進を図っていきたいと考えております。

次に、小項目３点目、元気会など介護予防の状

況と今後の対策についてお答えをいたします。こ

の元気会活動は、高齢者の介護予防を含めた平成

１５年に道のモデル事業として高齢者の健康維持

と介護予防の推進を目的に市内の複数町内会にお

いて実施いたしました。現在も自主的に継続をし

てこの活動を行っている町内会もございますが、

市では平成１７年度介護保険制度の改正に伴い、

高齢者の健康づくりを含めた介護予防事業は一般

高齢者施策、特定高齢者施策として実施しており

ます。２１年度は、特定高齢者に対しては自立支

援、デイサービス事業所、介護保険サービス事業

において運動機能向上プログラム等を通所型で実

施しており、３６人の方が利用しております。一

般高齢者に対しましては、老人クラブ、町内会な

どで介護予防啓発事業として健康教室、健康相談

等の取り組みの中で運動指導や園芸、呼吸器運動

など介護予防に向けた教室を６０回程度予定して

おります。また、地域での介護予防を広げるため、

一般市民に呼びかけて１９年度から介護予防サポ

ーター養成講座を開催し、運動指導のできるサポ

ーターの養成をしており、サポーターが自主的に

運動指導等を始めている地域も出てきております。

介護予防事業は、健康寿命を延ばす観点から高齢

者の健康づくり、社会参加への促進、地域づくり

と関連づけて進めていく事業と考えており、高齢

者自身の介護予防への理解、意識の向上や高齢者

を取り巻く地域住民の理解、協力など一般高齢者

施策を入り口として進めているところでございま

す。

最後に、４点目、冬期の健康対策として既存の

施設活用も含めてのお尋ねがございました。壮年

期以降の健康対策といたしまして、平成１５年度
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よりおおむね６０歳以上の市民を対象に名寄市総

合福祉センターにおいて毎週１回、年間延べ４５

回程度、１回当たりの利用時間は平均３時間程度

とし、指導員を配置して健康体操、フォークダン

ス等を行っております。平成２０年度の平均利用

者数は５７人、また延べ利用者数は ５５１人と

なっております。年間を通じて健康づくり対策と

して市民に大変喜ばれております。

以上、私からこの場からの答弁といたします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇２３番（東 千春議員）

だきました。まず、順序どおりに再質問をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

まず、一番最初にお伺いをいたしました地域福

祉計画、平成１２年の法の改正に伴って地域での

福祉活動の充実を図っていこうよという、こうい

う趣旨にのってこういった活動の計画を自治体に

おいて立てること、これは義務づけではなくて求

められているということだろうなというふうに思

うのですけれども、これからの社会、本当にこう

いうことが必要だなというふうに思っておりまし

て、その中で御答弁をいただきました。来年度か

ら前段作業を始めていきたいというふうな答弁を

いただきましたことは、本当によかったなという

ふうに思っておりますし、ぜひこのように進めて

いただきたいというふうに願っているものであり

ます。

私もこういったこと、いろんな本を読んだりで

すとか専門の方にちょっとお話を伺ったりとかし

て、にわか勉強なのですけれども、少し調べてき

たのですけれども、こういったことを策定するに

当たっては、やはり一番はその地域の皆さんがど

ういうニーズがあるのかという、そこを掘り起こ

すということがまず大切であって、それをなくし

てはこの計画というのは絵にかいたもちにややも

するとなりかねないぞというようなことをいろん

な本にも書いておりますし、専門家の方もおっし

ゃっておられます。御答弁がありましたけれども、

住民のニーズをしっかりと把握するということ、

あるいは社協と協力する、あるいは各種団体と協

議をしながら進めていくというふうな答弁をいた

だきまして、まさにそのとおりだなというふうに

思うのですけれども、もう少し詳しく、例えば市

民の皆さんのニーズの発掘という観点から今思い

描いているイメージですとか、そういうのがあり

ましたらお知らせをいただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、国が発表〇福祉事務所長（小山龍彦君）

しておりますいわゆる改正の事項の中で、地域福

祉の推進の計画を立てる基本目標ということで議

員もおっしゃりましているように住民ニーズの把

握ということでございます。

それで、流れを見ると本当に設定の流れがござ

いまして、当然各市、計画樹立市の内容を見ます

と相当なボリュームがあるということで、これは

先に前段作業が相当なボリュームになるなという

部分もございまして、そういうような答弁の内容

になっているところでございますけれども、目標

の設定ということは当然必要ということで、その

中でニーズ、いわゆる市民ニーズ、住民ニーズ、

そのほかに今現状のサービスの点検とか、いわゆ

る行政としてどの程度の目標量でサービスを提供

しているのかというような部分、それから達成の

ための戦略ということで相談体制の整備等が出て

くるのかと思います。そして、最終的にはそのサ

ービスが一方的な部分でなく、やはり相互理解の

部分という部分と受ける方の権利擁護も含めたよ

うな内容になっているのかなというふうに押さえ

ているところでございます。

そして、さらにそれを実行していくという部分

になりますと、地域社会でございますので、そう

いう大都市に見られるような、そういう民間の事

業者等がそう多彩にあるわけではありませんけれ

ども、社会福祉を目的とする事業の推進や健全な

発達推進のためにどのような部分で事業を行って
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いけるか、そういう部分を考えていく中で福祉、

保健、医療、いわゆる生活関連分野との連携の方

策も必要かというようなことでございます。

それから、さらに行動が薄っぺらなものになら

ないように最初から策定の中に地域住民、ボラン

ティア、ＮＰＯの活動の支援を通じる中で積極的

な参画を望んでいくというような部分を前段の中

でまず最初は２２年度１年をベースとしますと、

１０月ぐらいまでをめどにこういうような部分の

情報収集とか基本方策の方法を定めていく中で十

分な議論、協議をし、また議会にもそういう内容

を逐次報告をしながら方向性を定めていくのがベ

ストかなというふうに今現在では考えているとこ

ろでございます。

以上です。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜひ〇２３番（東 千春議員）

そのような形の中で、しっかりと住民ニーズをく

み上げた中の計画策定ということになるように望

んでいるところでございます。

冒頭の答弁をいただいた中でもこの策定づくり

の中に社協も当然加わって策定をするというふう

に答弁をいただいております。やはり実行をする

段階になりますと、直接かかわっていくのは名寄

市も当然ありますけれども、社協の皆さんが直接

市民の方々と触れ合って作業を進めていくという

ことになろうかと思いますので、ここら辺も大変

重要になってくるのかなというふうに思っており

ます。名寄市の社協の中には社会福祉士の資格を

持っている方も実はおられるということで、これ

は一般的なことなのかなと思っていたのですけれ

ども、実はよそのまちでは余りこういう例がない

というのです。働いてから独学というか、勉強を

して資格を取っておられるというのは、よそのま

ちでは余りない。名寄の社協というのは、なかな

かレベルの高い社協なのだよというお話を伺った

こともあります。

そこで、地域福祉計画と連動いたしまして社協

の中では地域福祉活動計画というのが策定をされ

ていくという、そういった手順になっていくのか

なというふうにも思いますけれども、そこら辺の

考え方について、あるいは社協との協議の経過な

どがありましたらお知らせをいただきたいと思い

ます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員のほうか〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ら御指摘ございました社協との連動の中で出てく

る地域活動福祉計画という部分につきましては、

ちょっとまだ具体的な部分での内容は承知してい

ない関係がございまして、私どものほうも今現在

次世代の関係もございまして、これからじっくり

情報を収集する中で積み上げていくと同時に、社

協とも当然十分な協議をしていきたいというふう

に考えております。ただ、やはり社会福祉士とい

う部分につきましては議員御指摘のとおり社協に

もおられますし、名寄市の福祉事務所のほうにも

３名ですか、おりますので、そういった部分で実

習等のかかわり等については、そういうような部

分で社会福祉士の力というのが大変大きく、また

現場の対応力も大変高くて有効な職員としての登

用をしているところでございまして、そういう専

門職をベースにしてこういう計画の実現に邁進し

てまいりたいと思いますので、御理解をお願いい

たします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

今後実際の実施団体〇２３番（東 千春議員）

となられるであろう社協とよく話を詰めていただ

く中で作業を進めていただきたいなというふうに

思っております。

先ほど１０月ぐらいまでに前段作業を進めたい

というふうな答弁をいただきました。やはりこれ

を進めるに当たっては、市民の皆さんの意見の聴

取ですとか、そういったことがやっぱり相当の手

間がかかったりだとかになって、スケジュールど

おりにいくかどうかもこれはやっぱり定かではな

い部分はあるかなというふうに思いますけれども、

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号
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全体的な流れの中で策定がいつぐらいまでに終わ

らせたいなというふうな考えがありましたら、ス

ケジュールも含めてお伺いをしたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

とりあえず、こ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

としの部分につきましては先ほど申しました１０

月ぐらいまでに地ならしの部分を済ませまして、

それからあとそれをベースにいわゆる策定市民委

員会ですとか住民ニーズを図るアンケートとかと

いうものをどのような形でくみ上げていくか内部

協議、そういう場合につきましては社協とも当然

協議になりますし、大学とも協議していかなけれ

ばならぬのかとは思うのですけれども、そういう

ような方向性を踏まえて、この場では２３年度の

中ぐらいにはつくれるのかなぐらいの感覚ですけ

れども、内容次第によってはさらにボリュームも

膨れるのかなということで、富良野市あたりの事

例を見ますと総数で約五十数ページというような

相当膨大な内容でございますので、そういったこ

とから理論的な構築から内容の執筆までと考える

と、行政の内部だけではとてもこなし切れない部

分と、あとやっぱり市民の英知を結集しなければ

できないものというふうに考えておりますので、

時間的な部分は本当に大まかではございますけれ

ども、そういうような考え方で進めていくという

ふうに考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解をさせていただ〇２３番（東 千春議員）

きたいと思います。２３年度中をおおむねめどと

して進めていくということで理解をさせていただ

きたいと思います。これは、本当に慎重に作業を

進めて、決して急いで早くできたからいいという

ことではないかもしれません。半年おくれたから

だめということではない。要は中身のしっかりし

たものにつくり上げていただきたいというふうに

思っておりますので、ぜひこの地域福祉計画、い

いものをつくっていただきたいというふうに思っ

ておりますので、どうかよろしくお願いしたいと

思います。

次、質問を変えたいと思います。介護予防につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。答弁

をいただいた中でもこれはとってもいいなと思っ

たのは、平成１９年にサポーター養成講座ができ

て、そのサポーターの皆さんが自主的に運動教室

などを運営されているということは大変いいこと

だなというふうに思います。さらに、総合福祉セ

ンターの中でも年４５回、健康体操やフォークダ

ンス、全部で約 ５００名の方が参加されている

と。大変いいことだなというふうに思っておりま

す。ぜひこういうことをさらに進めていただきた

いというのが１つの趣旨でありましたので、そう

いった観点から再質問をさせていただきたいなと

いうふうに思います。

やはり運動をするという、体操をするという目

的の一つには、やっぱり介護予防をして介護の状

態にならないということが目的の一つかなという

ふうに思っております。その介護になる要因とし

て、転倒ということが１つ挙げられると思うので

すけれども、転倒防止と筋肉という研究をされた

方がいらっしゃいまして、歩行などの有酸素運動

というのはやはり当然体にいいということで、血

のめぐりがよくなって脳卒中などにもいい影響が

あるというふうに言われておりますけれども、事

転倒防止ということに関するトレーニングを考え

ると歩行だけでは賄い切れない筋力の部分がある

という研究発表があるというふうに聞いておりま

す。それ用のトレーニングが必要だという研究発

表が実はあるわけです。こういうふうなことを進

めていくと、８０歳代や９０歳代の高齢者でも筋

力の量が増加をしていくという研究発表があるよ

うであります。また、自治体や企業などに向けて

高齢者の転倒防止のための筋力トレーニングの指

導員の養成の講座があったりですとか、そういっ

たプログラムがあったりですとか、そういうよう

なものもあるようですので、具体的に転倒防止を
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少し視野に入れた指導できるそういうボランティ

アの方でも結構ですし、職員の方でも結構です。

こういったことを養成をしていくべきではないの

かなというふうに思っております。特にそういう

部分に注目をした中で養成をしていってはいかが

かなというふうに思いますけれども、その件に関

して考えをお知らせいただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今転倒防止とい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

う部分をベースにいろんな健康保持、脳卒中、介

護に至らぬ元気の維持といいますか、健康の維持

というふうな部分でボランティアを養成をしてい

ったらどうかということでございますけれども、

１９年度からやっております介護予防サポーター

養成講座ということでやっておりますので、そこ

の部分の中でさらにサポーターが自主的な部分で

やっているところでございますけれども、そうい

うところに情報等を提供して連携をする中でこの

内容がサポーターになじむようであれば、さらに

こういう部分についても取り組みを検討するよう

な形でちょっと研究してみたいと思います。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

研究していただきた〇２３番（東 千春議員）

いと思います。と申しますのは、私は今回この質

問をするのには１つの実はねらいがありまして…

…２つあるのですけれども、その中の１つは寝た

きりの高齢者をつくりたくないということなので

す。これを住民の皆さんと行政とが一緒になって

やっていきたいと、これが私の今回の１つのねら

いであったのです。

と申しますのは、日本人の中の寝たきりになる

方の要因を調べてみますと、１位が脳卒中だそう

です。２位と３位が転倒と認知症だそうです。で

すから、こういったことに対して少しでも具体的

に行政として何らかの策を講じて、市民の皆様の

当然健康管理は幾ら名寄市がお金をかけたってか

なうわけではありませんけれども、市民の皆さん

一人一人がやっていただかなくてはいけないので

すけれども、それに向けた行政の施策というのが

私は必要だなというふうに考えて今回の全体の質

問をさせていただいたところであります。

今まで申し上げましたように、タマネギを食べ

たら脳卒中が全然なくなるのだと私は思っていま

せん。これは１つの例で、そういったことをやっ

ぱり一つ一つ進めていって、総合的にどこにたど

り着きたいのかということをしっかりと定めて、

そして説明をしていくということが私は大切だな

というふうに思っております。ですから、例えば

内臓の部分と筋肉と両方をしっかりと整えて、介

護予防を進めて介護の状態にならないという。

例えば認知症と言われることに関して、ちょっ

とこれもあるのですけれども、先ほど申し上げま

したタマネギ、これも同じ３０分置いて調理をし

た場合に記憶障害、老化による記憶障害によい影

響があるという研究発表もあるようでございます。

ということは、血液がさらさらになったら脳卒中

が少しは予防できるのかなと。記憶障害が改善さ

れるのであれば、少しは認知症が予防できるので

あるのかなと、あるいは転倒を予防できればそう

いったことにならない。やっぱり一つ一つ目標を

持って私はやっていくべきだと。それを先ほどボ

ランティアの方にお任せをしたいというふうなニ

ュアンスの発言だったかなと思いますけれども、

私はここら辺の目標設定をしっかりと行政が持っ

て、ボランティアの皆さんに理解をしていただく

ですとか、あるいは職員の中でしっかりとそうい

ったことをマスターしていただくですとか、私は

これからそういう取り組みがあっていいのかなと

いうふうに思いますけれども、そのことに関して

再度答弁をいただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどボランテ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ィアに任せていきたいというような部分でとられ

たというお話もございましたけれども、いわゆる

脳卒中あるいは転倒による寝たきり、今は寝かせ

きりとも言うのですけれども、そういうようなこ



－113－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

とにならないという趣旨の中で東議員は実践をし

てほしいという要望があったかというふうに認識

しております。

確かにそういう部分を申しますと、高齢者にタ

ーゲットを絞らず、むしろ逆に言うと先ほどの特

定健診のところでもございますけれども、４０歳

の中高年の入り口のところからいかに健康管理を

していって健康を保持していくかというのがベー

スになって、それがうまくできたときには穏やか

な熟年を迎え、穏やかな高齢につながっていくの

かなという。そのときに当然４０歳代でそういう

健康保持をされている方は、いろいろ運動の習慣

もあるでしょうし、そういう流れということにつ

ながっているかなと思います。

ただ、いわゆるサポーターというのは、どちら

かといえばもう高齢者になってから、ちょっとで

も運動はしたほうがいいよねというような部分で

の習慣づけ、動機づけの部分に絡んできますので、

そういう意味からすると逆に言うともう少し保健、

健康なよろ２１とか、そういうような部分での全

体的な４０歳代からの目標を設定して穏やかな、

緩やかな連続の中で健康づくりを考えていくとい

うような部分で、その部分にさらに補強、肉づけ

になるような例えばタマネギの問題ですとか、そ

れから転倒しないための特に部分強化的な運動を、

ウオーキングではない運動もというような御指摘

かなということでございますので、議員御指摘の

部分につきまして十分内容をさらに今後の計画の

中に反映できるように研究を深めてまいりたいと

思いますので、御了解をお願いいたします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いした〇２３番（東 千春議員）

いと思います。私もそのとおりだと思いまして、

本当に後期高齢になってから、さあ、いきなり運

動をしましょうというのもなかなか結構厳しいの

かなというふうに思っております。４０代からの

運動が望ましいと。本当にそのとおりだと思って

います。

健康なよろ２１の中で書かれていますのは、成

人病がふえてくるのが５０歳代でぽこっとふえる

のです。ちょこっとふえて６０歳代で倍増するの

です。７０歳代で倍増よりもっと多くなってくる

のです。ですから、やっぱり本当は５０歳代のあ

たりからしっかりと、できれば４０歳代のあたり

から、現実的に本当にそうだと思います。

先ほど冬の間の運動がなかなかできないという

こともありました。これは、介護予防とはひょっ

とすると連動、実際は連動するのですけれども、

制度上連動しないかもしれないです。だけれども、

名寄市民全体の健康ということを考えるときに、

そういうことではなくして、やっぱり最終的には

そうなのです、介護状態にならないようにするた

めに。だけれども、やっぱり５０代のうちからい

ろんなことをやっていかなくてはいけないという

のは、少し考え方の幅を広げてもいいのかなとい

うふうには思っておりますので、これから私もち

ょっと勉強してみたい、さらに勉強してみたいと

思いますけれども、今後ぜひその方向に向けて頑

張っていきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。今回それがねらいの一つでし

た。

もう一つのねらいはといいますと、風連と合併

をして３年何カ月たつと。そういった中で、協働

のまちづくりというのが１つのキーワードだった

かなというふうに思っております。新市建設計画

の中でも協働のまちづくりというのは、１つのキ

ーワードとして位置づけされておりましたし、新

市総合計画の中でも冒頭１ページをめくって島市

長のコメントの中にも協働のまちづくりというの

が位置づけられております。そこをやはり初日、

日根野議員の質問にもありましたけれども、やっ

ぱりそういったことを意識していくのも必要かな

というふうにも思っております。そういったこと

をいかに、これも具現化をしていくには何が必要

かなということを考えて、そして小学校の体育館

を利用をして住民と協働して冬場の体を鍛えよう
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であるとか、そういうことを実は考えたわけであ

りまして、介護予防にしたって私はそうだと思う

のです。行政が幾ら言っても市民の皆さんが参加

をしてくれないのであれば、最終的な目標達成は

これはできないわけです。こういうことが私は協

働の一つの形であってもいいのかなというふうに

思っておりまして、やはり掲げた目標はおろさな

いでいつまもでしっかりと、そして市民の皆さん

と本当にそうだなと思える協働のまちというのを

つくっていただくためには、冒頭申し上げました

ようにこの地域福祉計画というのがやっぱり当然

これは必要なことだというふうに思っておりまし

たし、総合的に見てこれは全体的に市民との協働

のまちづくりという観点からちょっと全体の構想

をつくってみたのですけれども、島市長、このこ

とに関しまして、島市長も意識をされて風連町と

の合併から協働のまちづくり、そういったことを

意識をされた中で進められてこられたことがたく

さんありましたけれども、今後やはりさらにこう

いったことを進めていくべきだなというふうに思

っておりますけれども、協働のまちづくりという

ことに関しまして、ちょっと考えを最後にお伺い

をして終わりたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

東議員からは、地域福〇市長（島 多慶志君）

祉の重要性も含めて、健康づくりの幅広い御意見

を拝聴しておりました。最後にということで、協

働のまちづくりということであります。

地域福祉の問題もまさに住民との協働のまちづ

くりであろうと、こんなふうに思っております。

ことしの８月に第１５回の地域福祉実践セミナー

というのが名寄市で御案内のように開催されまし

た。大会を仕切っていただきました日本福祉大学

の大橋学長からは、この地方都市でしっかりやっ

ていると、頑張っているという総評をいただいた

わけでございます。これは、社会福祉協議会と名

寄市の大学がしっかりと、まだ歴史は短いですけ

れども、提携をして地域福祉に実践の部分でも入

っていると、こういう評価をいただいたものと私

どもうれしく思っております。

福祉計画の策定は、既に個別の計画を持ってい

るわけですから、それらを全体のトータルとして

地域の住民の皆さんの協力をいただいた福祉の実

践をどのように体系化していくかと、これが計画

づくりだというふうに思っております。担当の福

祉の事務所長から答弁ありましたように、十分な

市民ニーズをくみ上げて計画づくりにしっかりと

取り組んでまいりたいと、このようにも思ってい

るところでございます。

また、健康づくりに関しましては、名寄市の保

健センターを建設した昭和６３年からチャレンジ

デーあるいは健康まつりということで、行政が旗

を振っていろいろな取り組みをしてまいりました。

合併をいたしましてから風連地区の皆さんにもチ

ャレンジデーに参加をいただいて、健康づくりの

大きなきっかけづくりのイベントとして定着をし

ております。これらは、まさに協働のまちづくり

と指摘のとおりの取り組みをしているわけでござ

います。公共施設を冬期間開放して健康づくりと

いうのは、学校開放事業でもう既に教育委員会で

それぞれ学校との利用者会議等をうまく組み合わ

せてやっておりますけれども、また一方民間の歩

くスキー協会、これはもう１２月２０日が第１回

目でございますけれども、毎週日曜日、健康の森

ですとか、あるいは郊外の適地でやっております。

私も会員として２５年ぐらいおつき合いをさせて

いただいておりますが、議員の皆さんも日曜日の

１０時から１時間程度、５キロ、１０キロとぜひ

汗を流していただくことで健康づくりにつながる

のではないかと、このようなことを申し上げて答

弁にさせていただきます。

終わります。〇２３番（東 千春議員）

以上で東千春議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

平成２２年度予算編成と行財政改革の状況は外

２件を、木戸口真議員。
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おはようございま〇１２番（木戸口 真議員）

す。議長のお許しをいただきましたので、私から

今定例会に３件の質問を島市長にいたしたいと思

います。

まず、１点目に平成２２年度予算編成と行政改

革の状況について。平成２１年度名寄市予算は、

一般会計で約２００億円と合併後最大の規模とな

りました。普通建設債は、大型事業と土地等の購

入などから３５億 ０００入円と大型となりまし

た。昨年から見ると基金は減たしたが、４億 ０

００入円の基金繰り入れに依存したところであり

ます。国はデフレ対策、急激な円高と景気の２番

底の懸念が高まっているため、２００９年度第２

次補正を行う予定だが、現時点での執行状況と年

度末の決算見通しをお聞きいたします。

次に、国の政権交代による転換により地方の予

算編成に大きく影響があると思われますが、平成

２２年度名寄市の予算方針について伺います。来

年度は市長の改選を控え、骨格予算となると考え

ますが、予算編成に当たっての考え方と規模。総

合計画前期との整合性は。また、普通建設事業の

規模は。基金の活用をどのように考えておられる

かをお聞かせ願います。

次に、平成１９年度２月に新名寄市行政改革推

進計画を２３年までの計画目標を立て取り組んで

おります。先般、行財政改革推進実施本部の会議

が開催され、組織・機構検討部会、事業等見直し

部会が開催され、検討がなされたようだが、平成

２２年度の行政改革の主立ったものをお知らせく

ださい。また、今後の考え方もお聞かせ願います。

２点目に、市民の意見を反映しての協働のまち

づくりを進めるため、名寄地区６会場、風連地区

４会場で行われたまちづくり懇談会での開催状況

は、今回のまち懇で自治基本条例（仮称）の制定

に向けてをメーンテーマに市民の皆さんとの意見

交換がなされましたが、意見、考え方がどれぐら

いあったのかをお聞かせ願います。

次に、まち懇の主立った意見があればお聞かせ

願います。また、懇談会を終えての感想と意見に

対する対応はどのように進められたのかをお聞か

せ願います。

３点目に、市長は今定例会の行政報告の中で市

民との情報共有を掲げ、名寄市行政ポータルサイ

トが１０月５日から新しくなり、一定の知りたい

情報をより早く簡単に探せるようになったことな

どを報告しました。日々に進化する情報通信の名

寄市情報通信網の整備状況と今後の見通しは。平

成２１年第３回定例会補正でブロードバンド未整

備地区解消事業の状況は。中川町で町内全域に光

ファイバーによる情報通信網整備の事業準備を進

めているが、地域情報通信基盤整備推進交付金、

ＩＣＴについての考えと近隣町村の状況はどのよ

うなのかをお聞かせ願います。

次に、２０１１年７月の地上デジタルテレビ放

送完全移行に向け、市施設に起因する電波障害に

対する調査対応策が行政報告で示されました。市

内での難視聴地域があるのか。難視聴対策と低所

得者世帯、独居世帯、高齢者世帯のデジタル放送

への切りかえ等の周知をどのように進めるかをお

聞かせ願います。

壇上からは以上とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３つの質問をいただきました。

すべて私から答弁させていただきます。

まず、大きな項目１つ目の平成２２年度予算編

成と行財政改革の状況はについてお答えします。

（１）の平成２１年度会計決算の推計状況はにつ

いてお答えします。平成２１年度の当初予算は１

９９億 ０００入円でしたが、国の１次補正によ

る地域活性化・経済危機対策臨時交付金や名寄市

独自の補正予算などを加えますと本定例会開会後

の予算総たは２１６億円となっています。お尋ね

の執行状況については、１１月３０日現在、平成

２０年度からの繰越明許分を含めた予算総たは２

２２億 ０００入円、歳入で執行が１２３億 ０ 
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００入円、歳出で１１１億 ０００入円となって

おりまして、歳入は５５で、歳出は５０での執行

率となっております。決算見込みにつきましては、

あくまで概算になりますが、翌年度への繰り越し

すべき一般財源を除いた実質収支では、過去の経

験から財政調整基金に一部依存しながら１億円か

ら１億 ０００入円程度の黒らになるものと考え

ております。

次に、平成２２年度予算編成方針の考え方につ

いて申し上げます。平成２２年度の予算は、１１

月２日付で市長訓令とそれに基づく事務連絡を通

知し、各課で編成作業を行い、１２月３日に締め

切ったところであります。予算編成の訓令、事務

連絡では、政権交代により現行制度が大きく変わ

ろうとしている中で国の動向を注視し、より一層

の情報収集に努めながらも不透明な部分が多いの

で、現行制度を基本とした予算編成とすること、

市民と行政との協働のまちづくりを進めるために

多くの市民の意見を集約し予算に反映させること、

平成２２年度から２年間で５億 ０００入円の収

支不足が見込まれることから行財政改革の着実な

推進、経常経費を中心とした一定のシーリング、

消耗品の共通管理と対前年度比５で減、繰越金の

多い団体の運営補助金の見直しなどを指示いたし

ました。１２月３日に各課からの要求を締め切り、

要求たを積み上げた結果、一般会計では歳入で１

８３億 ０００入円、歳出では１９０億 ０００ 

入円となり、収支の差たは７億 ０００入円とな

っています。お尋ねの想定する予算規模は、今後

査定の中で骨格予算に計上するもの、肉づけ予算

として６月定例会に提案するものなどに区分し、

予算規模を固めていくことになりますので、現段

階では明確に申し上げられませんが、当初の骨格

予算の総たは１８０億円から１８５億円程度と想

定をしています。

次に、総合計画との関連では、ローリング調整

後の実施計画に登載している事業については、継

続分はできるだけ盛り込みたいと考えております

が、新規事業につきましては肉づけ予算として６

月定例会に提案する予定でありますので、御理解

をいただきたいと思います。

次に、普通建設事業の規模については、予算要

求たのうち普通建設事業に相当すると思われるも

のは概算で２０億円と見込まれます。今後査定の

中で事業費の減、肉づけ予算への振り分けがあり

ますので、当初予算の普通建設事業は概算で１８

から１９億円程度になるものと思われます。

次に、基金の活用についての考え方について申

し上げます。毎年予算編成の際に収支の不足が生

じることから、財政調整基金など財源調整的な基

金を繰り入れをしまして予算編成をしています。

平成２０年度の当初予算ではおよそ６億円を、ま

た２１年度予算では３億円を取り崩しいたしまし

た。平成２２年度予算は、今後査定の中で事業費

の精査を行いますので、現段階で繰入たを算出す

ることは困難ですが、骨格予算であることを考え

ますと当初予算段階では１億円から２億円程度必

要なものと考えております。

次に、平成２２年度の行財政改革の主なものに

ついてお答えをいたします。平成１９年２月に新

名寄市行財政改革推進計画を策定し、簡素で効率

的な行政運営、健全な財政運営、市民と協働の行

政運営の３つの基本方針に基づき、具体的に７２

の推進項目を掲げて行財政改革に取り組むことと

し、昨年スピード感を持って行財政改革に取り組

むため、市長を本部長とする名寄市行財政改革推

進実施本部を立ち上げ３部会を設置し、組織のス

リム化、使用料、手数料及び負担金、補助金の見

直し、公共施設のあり方などを検討してまいりま

した。

本年度におきましては、さきの大石議員の質問

に回答させていただきましたが、補助金、負担金

の見直しが一定程度終了したこと、公共施設のあ

り方についても一定の方向性を示したことから、

組織・機構検討部会と事業等見直し検討部会の２

部会制とし、組織・機構検討部会では昨年に引き
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続き簡素で効率的な行政運営の推進のため、組織

のスリム化等を進めながら市民のニーズに対応で

きる組織づくりを目指し、部、課、係の再編成を

行うことにより平成２１年４月から２６年４月ま

で７３人の職員の削減を見込むこととしておりま

す。

事業等見直し部会では、昨年度公共施設のあり

方検討部会において廃止検討施設となりました生

きがいホビーセンター及び望湖台センターハウス

の２つの施設について、再度所管課のヒアリング

を行った結果、課題調整に時間が必要と判断する

ところであります。

使用料、手数料の見直しに関しましては、昨年

度の部会から継続となっていました諸証明手数料、

農産物簡易加工処理施設利用料金の改正につきま

しては、今議会で議決をいただいたところでござ

います。社会体育施設、社会教育施設、さらには

コミュニティー施設について旧名寄地区、旧風連

地区では同様施設でも料金設定の基準が異なるこ

とにより料金体系に格差を生じております。今回

全４７施設の調査を行い、新市としての一定の基

準を策定し、料金の一元化を検討することとし、

また無料施設においても有料化の実施に向け検討

することといたしました。今後におきましては、

生きがいホビーセンター及び望湖台センターハウ

スについて施設利用者との調整を含め、さらなる

協議が必要と考えております。また、使用料、手

数料見直しにおきましては無料施設の有料化、社

会教育、体育施設及びコミュニティー施設等にお

ける名寄地区、風連地区の料金の一元化の差等に

ついて、特例区が終了する平成２２年度末までに

一定の方針を示し、関係団体及び住民の皆様方の

理解と御協力を賜るものと考えております。

大きな項目の２つ目のまちづくり懇談会の開催

状況についてお答えします。まちづくり懇談会は、

まちづくりや地域の課題について、市民の皆さん

と直接意見交換を行い、住みよいまちづくりに反

映することを目的として町内会連合会並びに行政

区長会と連携して毎年１１月ごろに開催をしてい

るところであります。今年度につきましても１１

月４日から１２月７日まで、名寄東小学校区域を

皮切りに名寄地区６カ所、風連地区４カ所、合計

１０回にわたり名寄地区では１５６名、風連地区

では６０名、合計２１６名の市民の方の参加をい

ただき開催をいたしました。

次に、まちづくり懇談会における自治基本条例

（仮称）に対する意見、考えはどのくらいあった

かについてお答えをしたいと思います。自治基本

条例（仮称）の素案につきましては、９月号の広

報なよろとあわせて全戸配布をし、その内容につ

いてお知らせしたところですが、まちづくり懇談

会でも名寄市の市政課題として「自治基本条例

（仮称）制定に向けて」をテーマに意見交換をさ

せていただきました。限られた時間もありまして、

要点についての説明となりましたが、意見交換の

場で７名の方々から御意見をいただきました。１

つ、３名の方からは自治基本条例で町内会への加

入の義務づけの考え方について、２つ目で２名の

方から市民の責務での相応の負担の意味について、

３つ目として基本条例制定の市民ＰＲについて、

４つ目として制定において国からの指示があった

のかなかったのかについて、大きく４つの点でご

ざいました。

自治基本条例制定がごみ収集手数料の有料化の

ように直接市民生活に影響を及ぼさないこともあ

りまして、意見が出づらいこともあったかと思う

ところであります。市民と市が連携協力をしてま

ちづくりを行うための基本ルールを定める、その

条例の精神については参加された市民の皆さんに

は御理解が得られたものと考えているところであ

ります。今後もあらゆる機会を通じまして、自治

基本条例制定の意義について周知をしていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。

次に、まちづくり懇談会での主な意見について

お答えをします。今回市政の取り組みとして、新
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型インフルエンザの対応、命のカプセル配付、ド

メスティック・バイオレンスの相談窓口、ＣＯ の２

削減、ＪＲ駅横整備、名寄市の台所事情などのお

知らせ等を含めて意見交換を行いました。１人で

何項目かにわたっての意見、質問もありましたが、

開催地区において平均６から７項目ぐらいの意見

交換を行いました。全体としては、インフルエン

ザワクチンの対応、接種の対応、駅横開発の経過

と計画については多くの地区で意見が出されたと

ころであります。

また、地域の課題としては道路、排水、除雪関

係のほか、地域の実情に沿った事項についての要

望があり、担当部長のほうから対応について説明

し、一部には現場の確認や持ち帰っての検討事項

がありましたが、多くは御理解をいただけたもの

と思っております。また、あらかじめ文書で出さ

れた事項につきましては、建設水道部で２６件、

主な意見、要望といたしましては道路関係９件、

河川、排水整備で７件、公園関係４件、除排雪３

件であり、生活福祉部では６件、主なものとしま

しては交通安全関係４件でございました。ほかに

総務部９件、経済部３件、教育部１件、消防１件、

合わせて４６件あり、これらについては当日配付

した資料に添付した文書で回答したところであり

ます。

次に、まちづくり懇談会を終えての感想と意見

に対する対応についてお答えします。まちづくり

懇談会は、町内会連合会、行政区長会と連携をし

て、市政に関する身近な意見交換の場として市長

を初め副市長、各部長と直接対話をし、地域で抱

えている課題やまちづくりに関する提案など、今

後の市政に生かす場であると考えています。地域

の要望などにつきましては、今日的な財政状況か

らなかなかできないところもありますが、直接対

話によって住民と市とが共通認識を持ち、知恵を

出していけるのではないかと思うところです。今

後まちづくりに関する情報を積極的に発信し、市

民の皆さんと市が同じ立場で話し合い、住みよい

まちづくりを目指していきたいと考えております。

なお、今回のまちづくり懇談会では、市として

はなかなか取り組むことの難しかったインフルエ

ンザの接種に対する支援につきまして、お子さん

を多く抱える親の負担を軽減してほしいという御

意見が多数ありまして、それに基づきまして１１

月３０日の補正予算では４００入円強のお金を補

正予算として計上させていただきましたので、こ

れもあわせて御報告したいと思います。

また、今回のまちづくり懇談会当日の意見や要

望、そして回答については、名寄地区では１月に

開催される町内会長交流研修会で、風連地区では

行政区長会に文書で報告をし、会長さん、区長さ

んを通じて地域の皆さんにお知らせをしていきた

いと考えております。

大きな項目３つ目の市民への情報通信対策につ

いてお答えをします。社会のＩＣＴ化、これは情

報通信技術の利用が進展する中で高速、大容量の

通信、いわゆるブロードバンド通信の整備が重要

とされ、国、地方、通信事業者等により情報格差、

いわゆるデジタルディバイドのないブロードバン

ド通信環境の整備が進められているところであり

ます。ブロードバンドによるインターネット接続

サービスを受けられる情報通信としては、既存電

話メタル回線を利用したＡＤＳＬ通信サービス、

無線及び通信衛星を利用した無線通信サービス、

携帯電話帯域電波を利用した無線通信サービス、

光ファイバーケーブル施設による光通信サービス

などがあります。

現在名寄市の地域住民がブロードバンドサービ

スを受けられる情報通信の手段としては、電話交

換基地局から約３キロメーターを範囲としたＡＤ

ＳＬ通信サービスが中心となり、それ以外の地区

につきましては携帯電話通信事業者によるデータ

通信サービスの利用が可能となっています。また、

ブロードバンド回線として最も理想とされる光通

信サービスにつきましては、名寄地区では既存の

ＡＤＳＬ通信サービスに加え、平成１８年８月に
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民間電気通信事業者による光通信サービスを誘致

しようと有志の方々でＢフレッツ誘致の会が結成

され、その誘致活動により市役所名寄庁舎がある

南１丁目を境に南側地域が光通信サービス提供が

受けられる状況となっています。残された北側地

域につきましては、早期のサービス提供が開始さ

れるよう、現在Ｂフレッツ誘致の会が積極的に誘

致活動を行っており、近いうちにサービスの提供

が開始されるものと期待しているところでありま

す。

一方、これらのサービスのいずれにおいても受

けられない、またはサービス提供範囲内であって

も提供基地から距離的に遠く実行速度の期待でき

ない地域につきましては、地理的、距離的条件を

必要としない通信衛星を利用したブロードバンド

回線サービスの提供が受けられるよう必要な設備

機器を対象に一部助成を行うブロードバンド未整

備地区解消事業を名寄市としても実施をしており

ます。この事業の実施により名寄市全地域がブロ

ードバンドサービスエリアとして一定の環境が整

うものと考えております。今後につきましては、

名寄市総合計画に基づき名寄市全域を高速で均一

なブロードバンドサービスが受けられるよう、光

通信サービスの提供が困難な地域を対象として民

間電気通信事業者と連携をしながら後期計画の中

での検討、整備を進めてまいりたいと考えており

ます。

ブロードバンド未整備地区解消事業につきまし

ては、名寄市地域内において地理的条件などによ

り電気通信事業者によるブロードバンドサービス

を受けることのできない世帯を対象に、通信衛星

を利用しましたインターネットサービスを導入す

る場合、初期費用を助成することによりブロード

バンド整備促進を図り、情報格差の是正をしよう

とするものであります。助成対象は、人工衛星を

利用したインターネット通信に必要な機材とし、

助成たは対象費用の９割で２８入 ５００円以内

とするものであります。この事業予算は８５０入

円ほどで３０件の枠を設定しているところです。

申請状況につきましては、現在まで１０件の相談、

問い合わせがありまして、このうち１件に対しま

して助成を決定し、３件が申請中であります。

通信衛星ブロードバンド提供電気通信事業者は

現在２社あり、１社については通信速度の関係で

５５５５５で月た １１５円、もう一社につき 

ましてはこの５５５５ごとに ６７５円から１入

７５０円と４種７の料金設定で提供されており

ます。いずれも利用者の負担となり、１社を選択

しての申請を行っていただくことになります。こ

の助成事業の申請に当たりましては、平成２２年

３月３１日までに電気通信事業者と契約の上、サ

ービスの導入をする必要がありますので、３０件

という枠に限りがあることから、対象となる地域

にお住まいの方には早目の申請をお願いをしたい

というふうに考えております。

次に、地域情報通信基盤整備推進交付金、いわ

ゆるＩＣＴについての考えと近隣市町村の整備状

況についてお答えをします。総務省の情報化推進

支援策の一つとして平成１８年度から開始されま

した地域情報通信基盤整備推進交付金は、地域の

特性に応じた情報通信基盤の整備を支援し、地域

間の情報格差を是正するとともに、その利活用を

促進することにより地域住民の生活向上を図るこ

とを目的として光ファイバー、ケーブルテレビ、

ＡＤＳＬ、衛星など地域間の情報格差是正に必要

となる施設を幅広く支援対象とするものでありま

す。交付率は、条件不利地域に該当する市町村に

ついては３分の１となっております。

名寄市は、この交付金の活用について、当初地

域活性化・経済危機対策臨時交付金とあわせて通

信衛星によるブロードバンド未整備地区解消事業

として７０世帯程度の対象見込みとした大きな規

模の支援を検討しておりましたが、今年度８月か

らブロードバンド未整備の一部地域において携帯

電話通信事業者が提供するブロードバンド対応デ

ータ通信サービスの提供が開始されましたことか
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ら、地域情報通信基盤整備推進交付金を使わず、

地域活性化・経済危機対策臨時交付金のみにより

３０世帯を対象に８５０入円程度の予算規模に縮

小させていただき実施することとなったものであ

ります。

近隣自治体では、下川町、美深町、中川町が地

域情報通信基盤整備推進交付金により地域全体を

対象とした行政による防災情報システムを中心に

運用するため、またテレビ放送のデジタル化に伴

う一部難視聴地域に対し有線で配信するため町内

全域に光ファイバー網を敷設整備し、双方向の情

報端末を全戸に導入するとともにインターネット

接続のためのブロードバンド環境をあわせて整備

する計画と聞いております。

なお、このインターネット接続のための光ファ

イバーによるブロードバンド環境の整備は、別途

民間電気通信事業者に整備された光ファイバー回

線の一部を開放し、一方的に破棄できない長期安

定的な使用権の付与契約方式により貸し出しを行

い、貸し出しを受けた民間電気通信事業者が希望

する住民に有料でサービスを提供する仕組みにな

っているものであります。士別、富良野市におき

ましては、この交付金を活用した計画はないと聞

いておりまして、名寄市同様、光ファイバーによ

るブロードバンドサービスの整備として先ほどの

ＩＲＵ契約方式によらない誘致活動方式により民

間電気通信事業者が整備を行っている状況となっ

ております。

次に、地上デジタル放送完全移行に向けた名寄

市の難視聴の状況についてお答えします。２０１

１年７月の地上デジタルテレビ放送完全移行まで

残すところ１年７カ月となりました。名寄市にお

いては、昨年１２月までにＮＨＫ、民放４社がデ

ジタル中継局を整備し、放送を既に開始しており

ます。現在のアナログ放送における難視の状況は、

市施設が原因で電波障害となっている４地域のほ

か、民間の建物においても同様の例があるとお聞

きしております。市施設については、共同受信施

設の設置により対応しておりますし、民間の建物

に起因する区域につきましても同様の対策がとら

れることになると思います。

地上デジタルテレビ放送は、従来のアナログ放

送方式と比べ電波障害が発生しにくいため、電波

障害エリアも大きく変わることが予想されます。

デジタル化による市内での難視聴エリアについて

は、ほとんどないものと予想しておりましたが、

市施設関連では行政報告でも述べましたとおり４

区域におきまして本年４月に電波受信状況の調査

を実施したところ、瑞穂地区については引き続き

不安定な受信状況となっておりますが、市立病院、

西小学校、栄町５５団地の３地域につきましては

電波障害が解消されていることが明らかになり、

瑞穂地区につきましては現行のまま対応させてい

ただくこととし、ほかの３地域につきましては個

別アンテナの設置により使用いただくことにした

ところであります。風連地区では、従来のアナロ

グ放送においても地形などの関係により電波状況

が悪い区域もあるとお聞きしております。総務省

や放送事業者などへ情報をお伝えし、現地での調

査依頼も行っておりますので、今後調査結果に基

づき国やＮＨＫなど放送事業者等で組織する全国

地上デジタル放送推進協議会において対策方針が

検討され、地元関係者への情報提供等を含めた対

応がなされるものと考えておりまして、市としま

しても国や放送事業者、地元関係者との連携によ

り入全の対応をとってまいりたいと考えておりま

す。

最後に、難視聴対策と低所得者世帯、独居世帯、

高齢世帯のデジタル放送への切りかえの周知をど

う進めるかについてであります。これらの切りか

えにつきましては、国の施策として地上デジタル

テレビ放送への移行が取り組まれておりますので、

総務省としてテレビＣ５など、あらゆる媒体等を

活用して国民の皆さんへの周知を徹底しておりま

す。テレビ受信センター、通称デジサポといいま

すが、これらが視聴者からの相談窓口を全国各地
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に設置し、個別の相談体制を整備しております。

また、名寄市内においても全世帯へメール便によ

り周知の上、１１月には４日間で１２回のデジサ

ポによる説明会が開催されております。市といた

しましてもこれまで広報紙を通じまして移行まで

のスケジュール、設備や費用、アナログテレビの

不法投棄防止、悪質商法等に対する注意喚起など

について市民の皆さんに呼びかけをしております。

今後も市民の皆さんへの情報提供を含めて周知を

図ってまいりたいと考えておりますし、市民の皆

さんからの相談についても総務省、放送事業者等

との連携により対応してまいりたいと考えており

ます。

また、低所得者、独居世帯、高齢者世帯等の方

々への対応といたしましては、ＮＨＫの受信料が

全た免除されている方については申請により現在

お使いのアナログテレビで地上デジタルテレビ放

送を視聴するためのチューナーなどの機材が支給

されることになっております。これらの制度周知

も含めて、保健師等が御自宅を訪問した際などに

も説明や助言等を行い、完全移行の際に支障のな

いように配慮してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは御答弁、〇１２番（木戸口 真議員）

長くにわたり大変ありがとうございました。それ

では……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、まあま〇１２番（木戸口 真議員）

あ多くなったのですけれども、それでは順序はち

ょっと変わりますけれども、市内の情報通信対策

について、まずそちらのほうからお聞きしたいと

思います。

先ほど名寄市内のブロードバンドの通信環境整

備が進められているということで南１丁目から庁

舎まで、次期庁舎から北側はブロードバンド化さ

れるのではないかというお話もありましたし、し

かしそういったブロードバンド化できない地域も

あるだろうというお話もあったのですけれども、

この間、これは１１月ですか。中川町で取り組む

情報格差の解消を目指すと。名寄市でもそういっ

た解消を目指すのに９月の定例会でブロードバン

ドの未整備地区の解消事業をとり行ったわけです

けれども、そこで御質問もしたわけですけれども、

この地域情報通信基盤整備推進交付金、ＩＣＴ、

これは当初は名寄市も取り入れてというお話だっ

たのですけれども、これはさっきの説明を聞くと

下川、中川、美深もそういった事業で１０億円近

くの投資でやられるということなのですけれども、

これは市が全体で取り組まないと取り組めない事

業なのか、それとも一部のそういったブロードバ

ンド化できないところを国の補助金を使って、ま

た最終的には民間にお貸ししてという先ほど説明

あったのですけれども、こういうことは取り組め

ないのでしょうか。まず、それを１点お聞きした

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＩＣＴの関係につ〇総務部長（佐々木雅之君）

きましては、従来から３分の１の国の補助金とい

うことで対応して、残り３分の２はそれぞれ受益

者もしくは行政の負担という形になります。

今回下川町、美深町、中川町が取り組めたのは、

国の補正予算絡みもありまして、ＩＣＴ補助金の

ほかに公共投資臨時交付金ということで、これと

通常の補助金を合わせますと９０での財源が付与

されると。残り１０でについては、名寄市が受け

た情報では補正予算債を使って１０では借金をす

ると。その残り、その５０でを国が補正予算債で

ありますので、交付税で措置をすると。実質５で

の自己負担でやると、こういうことでありますの

で、１１億円なり１０億円のお金をかけましても

０００入円程度の町村の持ち出しでできるとい

うことでありますので、補正予算絡みで鋭意取り

組めた事業ではないかなというふうに考えており

ます。

この中身につきましては、ブロードバンドの未
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整備地区の解消がメーンではなくて、防災関係も

含めた全庁的な取り組みも含めての話でありまし

たので、名寄市としましては既に光ファイバー網

が民間事業者を通じまして名寄市街地の南側地区

と、ことしの年明け以降には ０００戸ぐらいの

方々の、誘致の会で ０００戸以上の希望を取り

まとめするという条件がついておりますけれども、

それらを含めて作業を進めておりましたので、名

寄全体を防災をカバーしてやるとなりますと相当

大きな事業規模になりまして、果たして国の今回

の補正予算も含めた中では対応し切れるかどうか。

足切りが出てくるのではないかという懸念もあり

ましたので、そこまでの対応については踏み切る

ことができなかったというふうに思っております。

それから、そういうブロードバンドの整備が一

定程度進んでいる市町村に対しまして、この近隣

３町のような形の事業採択が優先度が高いかどう

かと考えますと私は低いものだというふうに考え

ておりますので、先ほど答弁しましたように個別

の対応につきましては民間事業者であります光フ

ァイバー網の一定程度の設備が終わった後、なお

進まない地域についてどのように考えるかについ

ては、今後後期計画等も含めまして検討を考えて

まいりたいというふうに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなかこの光フ〇１２番（木戸口 真議員）

ァイバー網の１カ所だけ、ブロードバンドだけの

問題でなくて、やはりそういった災害だとか、そ

ういったものを含めた中でないとなかなか採択で

きなかったのではないかということで、名寄市と

しては全体で取り組めなかったという説明かと思

いますし、理解もするわけですけれども、今部長

も言っておられましたように今後一定程度の名寄

市内のブロードバンド化が進んだ中で、やはりそ

ういった情報格差のそういった整備のされない地

域がまだ残ると私も思いますし、今後やっぱり、

これはことしの補正予算の絡みで有利債や何かが

使えたということもあるのかと思いますけれども、

今後国の状況なんかも随時変わってきますし、ブ

ロードバンドの日々の進化は大変なものだと思い

ますので、そういった解消地域はやはり民間の力

が及ばないところは国または市や何かから手を差

し伸べていかないと、なかなかそういったところ

は解消できないと思うので、ぜひともそういう機

会があったら取り組んでほしいことと、やはりそ

ういったブロードバンド化されない地域は、まず

は住民サービスが低下しているところが多いと思

うのです。そういったときに、そういった情報も

いち早く伝えることが、別に名寄全体がまだ光入

っていないから、その地域だけ光入ったからって

そんなに問題ないと思いますし、政策としてそう

いった地域により早くそういった情報を提供する

という時代は、私は来ていると思いますけれども、

今後そのようなことを力を入れて取り組んでいた

だきたいと思うのですけれども、その点について

はどうでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども言いまし〇総務部長（佐々木雅之君）

たように今年度の国の補正予算が思い切った形で、

なおかつ将来展望を見まして、今後も相当長い期

間民間事業者が導入、設置できないような市町村

を選定してのブロードバンドの解消も含めた防災

を中心とした光ファイバー網の設置でなかったか

というふうに思っております。結局公共投資臨時

交付金を含めて９割も国が面倒を見てくれるとい

う制度は自民党政権下で行われましたので、今後

につきましては３分の１のＩＣＴの交付金が続い

ている間利用は可能かと思いますけれども、いず

れにしましても優先順位の関係につきましては国

のほうの査定を受けるわけでありまして、ただ名

寄市としましては風連地区の市街地域におきまし

ても誘致の会をつくっていただきまして、過去に

取り組んできました例もありますので、国のほう

としては一定の連担をする市街化地域につきまし

ては、やはり民間事業者による部分と。それでも

なお救えない部分につきましてはということで、
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特にそういう市につきましては今回の通信衛星を

使った形で助成制度をつくらせていただきまして、

先ほども言いましたように８５０入円、３０世帯

分のものをつけまして今年度いっぱいにその部分

については対応できますので、地域の方でやっぱ

り急ぐ方もいらっしゃいます。今私の手元に来て

いるのは、東風連の方１カ所につきましては既に

補助金を交付させていただいております。残り３

件につきましては弥生地区の方です。そういうこ

とも含めまして、こちらのほうの周知も含めて個

別に相談を受けまして、そういうブロードバンド

の部分を利用したい方につきましてはぜひこの機

会に、３０件の枠なのですけれども、対応してま

いりたいというふうに考えています。

それ以降の問題については、大きな財源問題も

控えているものですから、後期計画も含めて、そ

れから民間事業者の光ファイバー網の施設の状況

等も勘案しながら、場合によっては一定の規模が

まとまれば風連地区の市街地域にも一定の整備が

されるのであれば、それは行政のお金を余り使わ

ないで対応することも可能かなと思っていますの

で、その辺の状況を一定程度見させていただいて

の検討をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ブ〇１２番（木戸口 真議員）

ロードバンドの未整備事業、これ私も手元に持っ

ているのですけれども、当初から見ると大分２社

になって月の料金設定も安くなったかなと思いま

すので、私も新しいホームページ見たのですけれ

ども、詳しいことは総務課にということだったの

ですけれども、できればこういったものに飛びつ

くような、飛びつくというか、もう少し情報をわ

かりやすいような、そういったサービスもいいの

かなと思いますけれども、まだまだ知られていな

い部分もあるのかなと思いますし、私もそういっ

た地域の方にもぜひ導入していただきたいという

お話もしているのですけれども、今後ともそうい

った地域に目を向けて、やはりそういった事業が

あればぜひとも取り組んでいただきたいと思いま

す。

あと、地上デジタルの関係は十分お話はわかり

ました。かなり民放またはＮＨＫがそういった対

応をしているのだなということもわかりましたし、

先ほど言ったように独居老人や何かは保健婦さん

が行ったときにもそういった状況を把握しながら

周知していただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

あと、まちづくり懇談会の開催状況についてと

いうことで今御報告がありまして、全体では名寄

地区１５６名、風連地区が６０名ということで、

それで私が今回出したのはやはりメーンテーマと

している自治基本条例、これは皆さん方にももち

ろん関心を持っていただきたいことと、やはり名

寄市の最高位の憲法でございますので、住民に周

知していかなければならないと思いますし、これ

は住民にも責務もあり、もう役割というか、責務

というものになるのですけれども、しかし行政も

そうですし、議会としても情報を市民に提供して

いくというようなものかと私は思っておりますし、

先ほど聞いていますと大きな意見はなかったと。

ただ、そういった情報の共有だとか責務について、

やはり市民の皆さん方がどういう心配をされてい

るのかなと私も思いますし、先ほどまち懇の中で

は理解が得られたのかなという感想等が入ってお

ったかと思うのですけれども、これは私は時間が

かかると思うのです。これは、議会としての責任

ももちろんありますので、今後議会も年に１回か

２回、住民との懇談会をするということになって

おりますので、私どもも引き締めて住民に対する

情報を提供していかねばならないと思いますし、

行政側も今後のまち懇のあり方、今のやり方が私

は悪いと言っているわけではないのですけれども、

でも若い方だとか婦人さんや何かにはまだまだ集

まっていただかなければ、よいまちづくりはでき

ないと思いますし、この辺の取り組みもやはり時
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期を変えるだとか、そういった団体の方にも呼び

かけて、今度１１月のいつに地域であるのだけれ

どもという、そういう呼びかけもひとつ行政区区

長会または町内会連合会ですか。そういった中で、

やっぱりそういった若い人、婦人層にも、老人ク

ラブの方も、老人層の人なのですけれども、そう

いった代表者の方に呼びかけるというのは大事だ

と思うのです。

それとまた、私はこの間２回ぐらいちょっと出

席させてもらったのですけれども、事前に地域の

意見をその中に記載してありますよね。そして、

そこでまたそのことについて説明や何かをして、

テーマ以外にそういった地域の問題点を先に記載

してあることについて話されることも大変いいこ

とだなと思っておりますので、今後も工夫されて

来年から始まる自治組織、新しい町内会制度に向

けて魅力のあるまちづくり懇談会を開催していた

だきたいと思いますけれども、その点については

どうでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員御指摘のと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、まちづくり懇談会の関係、ちょっと参加者

が少なかったのかなというのは１つ感想として持

っております。これは、議会の皆さん方が議会基

本条例をつくられまして、３カ所で議会もみずか

ら市民説明会という形で出てきたことの影響も含

めて、比較的住民の方々が行政なり議会の動きが

わかったということも含めて参加者が多少少なか

ったのかなと。分散になったのかなということも

含めてあったのかなと。

それと、大きな住民の方々の意見が分かれるよ

うな厳しいテーマでの相談事ではなかった。例え

ば先ほど言いましたように、ごみの有料化をしま

すと、分別の強化をしますと、そうしないと場合

によってはごみを集めてもらえないのですよとい

うことのような思い切り制度が目に見えて市民生

活に直結するようなテーマではなかったことも含

めまして、毎年のように道路関係であるとか環境

整備の関係について、ほとんどが事前に文書で町

内会長さん、行政区長さんから依頼がありました

ので、それには一定のできるものについては建設

水道部長が中心になって常に現場のほうへ出向い

ていましたので、そういうことも含めて比較的意

見的には穏やかだったのかなと思っています。

ただ、自治基本条例の関係につきましては２年

間ほど各市民懇話会の議論も含めまして、毎月の

ように広報で周知をしていきながらの話でもあり

ましたので、この辺の関係につきましては大事な

テーマですので、今後議会の特別委員会での審査

も含めまして４月の施行に向けまして十分ＰＲも

含めて進めてまいりたいと思っております。

それから、１１月の開催の時期の関係につきま

しては、できるだけ予算編成に反映をさせたいと

いうこちら、理事者側のほうの考え方もありまし

て、時期的な問題についてはできるだけ風連地区、

名寄地区あわせて１１月に行いたいと思っていま

す。

それから、春先の関係につきましては町内会長、

行政区長会議を開催しておりまして、そこでも一

定程度の市民の御意見を町内会長さんを通じまし

ていただいておりますし、この１１月、１２月、

場合によっては１月になっても各政党、各民間団

体、それから農業関係、商工関係も含めて、それ

から若い世代でいいますとＰＴＡのほうからも新

年度予算に向けての御意見、要望等をいただいて

おりますので、この辺総合的に市民の意見を酌み

取らせていただきまして予算反映に努めてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いをし

たいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひとも前向きに〇１２番（木戸口 真議員）

取り組んでいただきたいと思います。ここにまち

懇、名寄と風連に行った資料を私持っているので

すけれども、説明資料も大変多かったかなという

部分はあるのですけれども、これあたりも工夫さ

れて、もう見ただけで大分かかるなという感じも
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ありますので、そういった状況を見ながら皆さん

方の意見を取り入れるような工夫もされたらいい

のではないかなと思いましたけれども、今後に向

けてそういった取り組みもぜひしていただきたい

と考えております。

それでは、余り時間ないのですけれども、次に

２２年度の行政改革について、予算もあるのです

けれども、まず最初に行政改革についてちょっと

お聞きしたいと思います。名寄市の行財政改革推

進実施本部ということで、７２項目の推進項目を

掲げ、ことしについては公共施設のあり方につい

て一定の方向性を出したいということだったので

すけれども、そこで１つ、先ほどから組織機構の

検討部会で平成２１年４月から平成２６年までに

７３人の職員の削減を行うということで、組織の

スリム化などをして行うということなのですけれ

ども、それでまず１つ、この７３人の職員、これ

は補充なく今の現況から見ると７３人が職員が削

減されたというとらえでいいのか。そして、財政

効果はどのぐらいなのかちょっとお聞かせ願いた

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

７３名のスリム化〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、学校の技士さん、それから保育

士さんとか、定年退職を迎えた方々の欠員不補充

ということで対応しようとしておりますので、一

般事務職もそうなのですけれども、職員の一定の

配置の基準、学校には１名の学校技士さんを配置

していますので、職員がやめられた後は欠員を補

充して、補充しないというわけにはいきませんの

で、臨時職員の方で対応させていただいて、実質

的に人件費コストを下げるという形を考えていま

す。それは、一般事務職でいいますと平均的に人

件費が８００入円程度人件費かかりますので、そ

れ掛ける人数で削減効果というのは出てくるので

すが、逆に言うと毎年一定程度の人件費の定期昇

給等、それから共済保険等のアップもありますの

で、それらを差し引きながら人件費コストを上手

に調整しながやっていきたいと思っています。７

３名のうち全部が純減ではありません。一部、毎

年毎年どの職種の方が退職するかによって、代替

となる職員につきましては正職ではなくて臨時、

嘱託職員の方を配置する形での調整を考えていま

す。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

おおむねどのぐら〇１２番（木戸口 真議員）

いの金たが削減されるかということは出ないので

しょうか。おおむね何億円だとか、そういったも

のは出ないのでしょうか。大まかでいいのですけ

れども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

削減する年度の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係が毎年毎年ということもありますので、単純に

言いましたら、純減でいきましたら８００入円掛

ける１０人掛ければ ０００入円、こういう形で

考えてもらっていいのですけれども、人件費コス

トが毎年毎年定期昇給も含めてさまざまな変化を

していきますので、その計算どおりに財源効果が

出るかどうかについては、多少動きがありますの

で、御理解を賜りたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

大きな財政効果が〇１２番（木戸口 真議員）

あるということだと思います。それでは、ぜひと

もそういった組織のスリム化をして、削減できる

ところはしていかねばならないかなと思いますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。

あと、事業等の見直し検討部会で生きがいホビ

ーセンターと望湖台センターハウス、これは経済

部もホビーセンターも利用者等にお話ししてとい

うお話あったかと思うのですけれども、春先に。

それで、年度末には何とかそういった方向性を出

したいというお話を聞いておったわけですけれど

も、今の答弁を聞いていますと調整に時間がかか

ると。それで、年度末にはちょっとそういった結

論、方向性は出ないのかなと思いますけれども、

調整に時間がかかるという最大のこの２つの施設、
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大きなものは何だったのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

施設の関係につき〇総務部長（佐々木雅之君）

ましては、廃止検討ということで、施設の１つは

老朽化の関係もありまして、将来的な改築の関係

のめどがつきづらいということもありまして、公

共施設の見直し部会のほうでそのような方向性を

決めて、住民の方々に説明をして了解をしてもら

いながらやっていくと。その片一方で代替施設、

現実にはそこを利用されている市民の方々が大勢

いらっしゃいますので、その方々の利便性をどの

ように確保していくかということも含めて対応に

時間がかかると。そういうことを含めて、例えば

望湖台センターでしたら、名寄市内の７似施設の

ほうで利用してもらうことの足の確保でできない

だろうかとか、さまざまな検討があろうと思うの

です。それらも含めて、それからホビーセンター

の関係については町内会での活用もありますとい

うことも聞いておりますので、利用者の方々が長

くなれ親しんだ場所がその距離感の問題も含めて、

しかもあそこは高齢者の方が利用していますので、

車をお持ちでない、歩いて利用する方もいらっし

ゃるので、その代替施設のほうも置くことも含め

ていく。ただ、間違いなく老朽化していきますの

で、その期間も含めてできるだけ早期に対応した

いと思っていますけれども、行政側の都合だけで

はなくて、もう少し住民の方々と利用する方々と

ひざを交えての話も含めて説明をして、御理解を

いただいた上での話かなと。その御理解がまだ完

全に得られていない状況ですので、その辺はもう

ちょっと時間をかけさせてもらって対応してまい

りたいと思っています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１２番（木戸口 真議員）

それでは、もう最後になると思いますので、予

算の関係で１点お聞きしたいと思います。

先ほどの説明では、この２２年度の予算の中で

２年間で５４億円の収支不足が見込まれる、また

は一般会計の歳入歳出の各課から上がってきたた

が収支では７億円近く膨らんでいるということな

のですけれども、この間さきに示された中期財政

計画では平成２２年は３億 ０００入円ぐらいだ

ったかと思うのですけれども、それでここで今こ

れから調整して最終的には先ほども基金は１億円

から２億円という取り崩しということなのですけ

れども、中期財政計画では３億円以上を見ていた

かと思うのですけれども、昨年というか、この間

１１月に中期財政計画を立てているのですよね。

それで、何ぼ骨格予算があるからといってもちょ

っと普通建設債や何かのたがかなり違うのですけ

れども、これはやはり骨格予算だということなの

でしょうか。その辺、最終的には中期財政計画に

沿った形に近いものになるのか、その辺をお聞き

して最後といたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

中期財政計画は、〇総務部長（佐々木雅之君）

あくまでも推計時点での将来展望でありますので、

先ほど言いましたように民主党政権に変わりまし

て国の財源関係が著しく変わることも想定されま

すので、例えば児童手当がなくなって子ども手当

に変わったときに地方負担はどうなるのだと、こ

ういうこともありますので、総たの関係について

は動きがあるものと思っています。

それで、当初の骨格予算は１８０から１８５億

円と言ったのは、新市長になってから新規事業を

新市長の判断にゆだねるということも含めて、新

市長の政策予算もありますので、そうすると１８

５億円がもうちょっと膨らむのかなと。それに伴

って不足する財源については財調基金でいきます

ので、当初想定していました３億 ０００入円を

超えるような場合も出てくるのかなと。それにつ

きましては、できるだけ健全な財政運営と調整し

ながら新市長のほうには肉づけ予算のほうで予算

を明らかにしていただきたいというふうに考えて

います。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）
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の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

防災について外１件を、佐々木寿議員。

ただいま議長より御〇６番（佐々木 寿議員）

指名をいただきましたので、通告順に従いまして

質問してまいります。

１点目は、防災について伺います。いつの時代

でも安全、安心を揺るがす脅威は存在いたしまし

たが、過去我が国の脅威と言えば火山、地震、台

風、水害等の自然災害が多かったわけであります

が、このごろはこの自然災害に加えてさらにサリ

ン事件等のような犯罪、テロ、無差別殺人、交通

事故、食品の安全、インフルエンザなど、私たち

の安全、安心を揺るがすことが脅威となって災害

と同じようにリスクを抱えることが現実なものと

なっております。こうした新たな脅威に対して国

民保護法の制定、感染予防法の改正などの立法措

置が図られ、体制面でも国の内閣府に危機管理官

が置かれ、自治体でも防災に関する責任の組織が

置かれることとなりました。

安全、安心行政は自治体の基本的な業務であり

ます。このように市民を守る自治体には、罹災時

の緊急対策や防災対策の整備など幅広い役割が求

められております。いざというときに自治体は何

ができるのか。そのときに備え、どのような準備

ができるのか。それぞれの災害状況に適したリス

クへの対応について考えておくことが市民の生命

と生活を守ることであり、自治体にとって最も重

要なことであります。

そこで、名寄市としても名寄市地域防災計画が

策定され、災害被害を軽減すべくさまざまな防災

施策が計画されております。この計画の検証を含

め、１０月１４日に名寄市防災訓練が行われまし

た。訓練では、市民意識の高揚と避難行動の体験、

職員参集、情報伝達などの本部業務対策訓練、関

係機関との連携訓練、そして災害時要援護者搬送

訓練等の実践訓練が行われ、また洪水ハザードマ

ップの説明、災害時要援護者支援に関するビデオ

上映、ＡＥＤ使用法の実演が行われました。そこ

で、今後の防災意識や町内会の防災力向上につな

がるために検討されていると思われますが、この

防災訓練での成果、課題とその取り組みについて

伺います。また、あわせて風連地区のこの種訓練

をどのように取り組んでいくのかもあわせて伺い

たいと思います。

２点目は、児童福祉について伺います。近年、

子供に対する虐待の問題が深刻化しています。虐

待を受け、深い傷を負い、情緒面や行動面に問題

を抱えている子供たちについては、ふだんの生活

を通して愛着形成を図ることが必要と言われてい

ます。こうした子供たちを支援する上で大変重要

な制度とも言われる里親制度があります。里親制

度は、児童福祉法に定められており、前述した虐

待のほかにも親の病気や離婚、死別等さまざまな

事情により家庭や親元で生活することができない

子供たちを家族の一員として迎え入れ、温かい愛

情と家庭的雰囲気の中で育てていく制度でありま

す。

そこで、名寄市の里親の実態はどのようになっ

ているのか伺います。里親制度は、昭和２３年の

児童福祉法の施行により昭和３０年代に里親数、

児童の委託数がピークとなったと言われています。

その後、減少傾向で推移してきたということであ

りますが、ここ数年は若干増加傾向に転じており、

現在は全国で ０００人近くがおり、委託児童は

３００人を超えると言われています。しかし、

欧米諸国から考えれば我が国の里親制度の普及は

まだまだと言われています。本来であれば、子供

たちは家庭の中で親の愛情を受け、育つことが望

ましいわけであり、このことに重点を置くことは

言うまでもありませんが、何らかの事情によりや
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むなく里親制度に頼らざるを得ないという場合の

体制づくりも大切なことだと考えます。里親制度

は、社会的擁護の根幹をなす制度であると思われ

ます。少しでもこの制度確立のため、理解と啓発

活動により拡大、普及させていくことこそが行政

の課題とも思われますが、どのような考えでおら

れるのか、そしてどのような取り組みを行ってい

るのか伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で２つの質問をいただきました。

１つ目は私から、２つ目は福祉事務所長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

大きな項目１つ目の防災について、名寄地区の

防災訓練の成果、課題とその取り組みについてお

答えします。市の防災訓練は、市民に訓練参加を

通じて防災意識を高めていただくことと市役所を

初め消防、警察、自衛隊など関係機関同士の連携

行動を磨くことを目的にして毎年実施しています。

訓練実施の成果と課題を市としてどう認識してい

るかについてでありますが、大きな災害に見舞わ

れることの少ない本市にあっては、市民及び行政

機関ともに日ごろから防災意識は十分とは言えな

い実態があるだけに年に１度洪水災害を想定した

訓練を通して防災意識を喚起し、災害に備える思

いを新たにする機会となっているものと考えてお

ります。課題につきましては、合併後毎年町内会

単位で避難場所に避難をする同じような訓練内容

できており、実際の災害時に有効に機能するかも

含めた検証が必要になっているものと考えていま

す。そうした反省から、今年度は従来の防災訓練

のスタイルをやめて地域連絡協議会と連携して実

施することを計画をしておりました。しかしなが

ら、準備不足もありまして実現に至らず、ことし

も従来型の防災訓練を行う結果となりました。来

年度は、ぜひ地域連絡協議会または個別の町内会

とタイアップをした形で実効性の高い防災訓練を

実施したいと考えており、そうした中で防災訓練

の成果を市民の防災意識高揚や町内会における防

災活動などに生かすことができるのではないかと

考えております。

なお、昨年は自衛隊のヘリコプターをお借りし

まして水害で屋根等に避難した方の救出を想定し

ての訓練、本年は災害時要援護者を自衛隊の担架

を用いて自衛隊車両による搬送訓練を行い、より

工夫を凝らして防災意識の向上にも努めてまいり

ました。

小さな項目の２つ目の風連地区の防災訓練につ

いてお答えします。旧風連町では、町民参加の防

災訓練は実施しておりませんでしたので、合併後

に平成１８年に風連地区市街地町内会を対象とし

た防災訓練を実施いたしました。来年度は、風連

地区での防災訓練を実施したいと考えております

が、訓練内容については名寄地区と同様に町内会

と連携して実施することが可能かどうかも含めて

今後検討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項〇福祉事務所長（小山龍彦君）

目２点目の里親制度についてお答えをいたします。

里親とは、通常の親権を有していない方が児童

を養育する場合に言う言葉でございまして、児童

福祉法に基づき実施されている制度でございます。

さまざまな事情により実際の保護者が養育できな

い乳幼児や児童を自分の家庭に預かって養護する

ことを希望する方で、居住地の児童相談所に里親

の申請を行い、児童相談所は書７及び訪問、面接

等により里親の要件を満たす方であるかを審査し、

最終的には都道府県知事が適当と認めた方が里親

として登録されます。この登録の要件としては、

里親自身が心身ともに健全であること、児童の養

育に理解と熱意、そして豊かな愛情があることな

どが要件となっております。平成１４年度の改正

では、児童虐待が深刻化していることへの対応の

一環として、虐待等により心身に有害な影響を受
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けた児童養育などの充実のため里親の種７を追加

し、これまでの養育里親、養子縁組を前提にした

里親にさらに専門里親と親族里親などを追加して

定められております。

次に、名寄市内における状況を申し上げます。

現在里親として登録されている方は４人で、現在

申請中の方も１名おります。また、実際に里親と

して活動されている方が１人おります。市の業務

と里親制度のかかわりは、里親の申請や児童相談

所が行う家庭訪問の際、社会福祉課の家庭児童相

談員が同行したり、また里親からの相談等があれ

ば話を児童相談所に伝えるような仕事をしており

ます。

議員御指摘の制度に対する理解と啓蒙につきま

しては、この制度、そして活動が児童相談所が窓

口となって行っており、市としてはこのようなパ

ンフレットなのですけれども、パンフレットを窓

口に置くなどして市民周知を行っております。今

後も里親制度に対する理解を深めてもらうべく児

童相談所とも連携を深めるなどをしていきたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、この場からの答弁といたします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ簡〇６番（佐々木 寿議員）

単に御答弁をいただきました。これだけたくさん

時間がありますので、本当は市長に考え方を伺い

たいところなのでございますが、市長が不在だと

いうことでありますので。

まず、防災から伺いたいと思いますが、先ほど

御答弁にありましたように、これはまだ本当に防

災訓練を通じても各町内会等には本当の意味での

意識高揚がまだ不十分なのではないかと、こうい

うふうに考えます。それで、この防災訓練はやは

り先ほどの答弁にありましたように、本当に最初

の初動対策の本部業務が非常に重要な問題になっ

てくると私は考えております。したがいまして、

この防災訓練の事例を見ますと、本部の部分が９

時からになって、それで９時１０分、大体３０分

ぐらいの計画で各本部の部長、次長の方が集まっ

た本部の編成をやったと。それで、それぞれ私は

本部業務の中でこれは災害ということに、防災の

訓練をやることによって先ほど答弁もありました

ように、本当にこの問題あるいは課題を検証する

ためにはある程度のマネジメントサイクルという

ものが必要になってくるのではないかと私は思い

ます。したがいまして、例えばＰＤＣＡのサイク

ル、これは検証するあるいは課題を立ち上げるた

めに必要なのでありますが、各これは部長の最初

の初期段階においてこの防災の訓練はどういう形

で置かれたのか、ちょっと大まかなことで説明を

いただきたいというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

実際に防災訓練を〇総務部長（佐々木雅之君）

実施しまして、その評価というか検証の関係につ

きましては、市の職員につきましては毎年毎年同

じような形で会場設営というか救護所の設置であ

るとか安全な誘導であるとか、それから消防を使

っての住民周知であるとか、さまざまなことをや

っています。それで、同じようなことを毎年繰り

返してやっているものですから、場合によっては

マンネリ化しているというか、同じようなことを

ただ淡々とスケジュールどおりにこなしていると

いう、そういう部分の反省もしております。ただ、

そこに参加する町内会につきましては、町内会か

ら会館に集まっていただいて、天候がよければ歩

いて避難所の想定される場所のほうに集合してい

ただくと。そこについては、何年に１遍かの活動

になりますので、この辺は真剣というか、町内会

の方々につきましては十分意識も含めて参加して

いただいているのかなという気はします。

ただ、先ほども言いましたように、なかなか名

寄については恵まれているというか、地震災害が

少なくて、突発的な災害ではなくて一定程度大雨

が降り続いて河川の増水になったときに市のほう

で河川監視を、水位を十分に監視をして災害の対

策本部を設置して避難勧告を出すと、こういうふ
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うに若干の時間がある中で、突発的な災害でない

ということも含めて、なかなか臨場感というか、

意識の高揚をすることがちょっと難しいのかなと

いう判断をしていまして、そういう前提がある中

で毎年毎年の防災訓練をやった後、今のところは

総務部の実際の部内でこういう点がよかった、も

う少しこういう点ということも含めまして、例え

ばことしはビデオを上映して、できるだけ視覚的

に参加者に訴えて理解をしてもらうとか、ＡＥＤ

の関係についてはそれぞれ公共施設に配置してい

るものですから、多くの参加者の方々に消防職員

の実践的な訓練を見ていただくと、こういうこと

をやっておりますので、できるだけ実効性の高い

ものの訓練までレベルをアップしていくためには、

これから現段階での評価としましては町内会とも

う少し上手な連携をして、より実効性の高い防災

訓練にしていきたいなというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の説明がちょっと〇６番（佐々木 寿議員）

不足だったと思いますが、本部の関係でここの例

えば防災訓練に書いてある各部長がこういうもの

に基づいてちゃんと吟味したのかということを聞

きたかったのですが、やはりこれは本部関係で先

ほども言いましたように、それぞれの例えば建設

部長であれば、ちょっと突発のあれであれなので

すけれども、例えば土のうを積むと。土のうをど

こに持ってくると、だれが持ってくるのだと、ど

この業者とやるのだと。あるいは、この病院であ

れば要援護者をいっぱい抱えているわけです。そ

れでは、そのあれはどうやって移動させるのだと。

だれがどういう手配をして、どういうふうにやる

のかということは、各部ごと本当にそういう検証

をするために図上訓練とか何かをやっていたのか

と。要するに防災訓練がかかったときに、そうい

うものがなったのかということをちょっと聞きた

かった。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

防災訓練をする前〇総務部長（佐々木雅之君）

に部次長会議等も含めまして想定するシナリオが

ありまして、それに基づいて訓練を行っていまし

て、その中では災害対策本部の立ち上げというこ

とで時間で集合をして、市長から指示をいただい

て、それぞれ救護所の設置であるとか、市民の誘

導であるとか、こういう作業に直接当たっていま

す。

その中で、災害状況の報告訓練ということも避

難所の中で行っておりまして、具体的に防災計画

の中では土のう積みとか、さまざまな業務がある

のですけれども、１日しかも午前中の中で限られ

た時間で市民の方の意識向上も含めて対応してい

ますので、その辺の実際に土のう積みであるとか、

それから病院までの搬送とかということについて

は現実的には対応しておりません。

それで、過去に消防団員と連携をしまして土の

うの準備をする、土のうの用意をするということ

の作業もやっておりますので、ことし、去年につ

いてはそこまでやっていませんけれども、必要な

部分については今後の計画の中で、限られた時間

と制約の中で、それから災害想定が洪水による水

害想定ということでありますので、ちょっと地震

とは違った形の対応になるかもしれませんけれど

も、今議員おっしゃるとおりの部分も含めて可能

な限りの実施訓練というか、それについては検討

していきたいと思っています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。これ〇６番（佐々木 寿議員）

は、本庁業務が忙しくて、例えば各部の部長、次

長の方はこういう防災訓練でこういう内容を、う

ちの部分の所掌部分は、担任する部分はこういう

ものだということはわかっているかもしれません。

しかしながら、その部下の方がそこまでわかるか

というと、なかなかそこら辺のところまで参画意

識がなかったり、できないのではないかと。これ

は、今後ともやっぱり本庁業務が忙しくてそうい

う時間をとれないということは、やっぱりそうい

うような時間もふだんはとれないということにな
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りますと、やはり防災訓練があったときに今いた

だいたように訓練しなければいけないと、こうい

うふうに思います。やはりこの訓練は、例えばシ

ナリオどおりにやったから、うまくいったから、

これはもう本当に検証できたということではない

と思うのです、私は。市民の方は、それを１回や

ることによって確かに防災意識が上がります。そ

れから、ある程度のノウハウも出てくると思いま

す。これは、本部はもっとさらに詰めておかなけ

ればいけないのではないかと私は思います。した

がって、やはり防災訓練の最初の段階において各

部、建設水道部であれば建設水道部、病院事業で

あれば病院事業のところの図上訓練といいますか、

そういうものをやってやはり課題等をピックアッ

プして、それをサイクルにかけて、今まで３回や

りましたのですけれども、同じようなパターンで

すと、ああ、また同じように部長がやればいいの

だなんていう感じではなくて、やっぱりそれぞれ

の状況に応じて煮詰めていかなければいかぬと私

は思いますし、そういう時間をとってもらいたい

なと思います。

そして、この災害の計画の中に自主防災組織、

これを立ち上げると市民の責務の中にもあります。

これは、各町内会でどれだけの組織を立ち上げら

れている町内会があるのでしょうか。今の現状は、

どういうような状態になっているのでしょうか。

おわかりになれば、ちょっと。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

各町内会での防災〇総務部長（佐々木雅之君）

関係の立ち上げの関係については、現時点でデー

タは持っておりません。地域連絡協議会も立ち上

げまして、実際に防災のモデル町内会もつくりま

して、災害時要援護者の把握事業も含めて既に個

別町内会でやっているところもあります。そこは、

来年度２町内会をモデル町内会にして対応してま

いりたいと思っています。現時点では、ちょっと

データは押さえておりません。防災関係というか、

防犯関係の部分については防犯部長さんがいたり

しまして、各町内会は活発に動いていると思いま

すが、防災の関係については多分先ほど言いまし

たように余り危機感が、災害の実態がなかったこ

とも含めて十分でないかもしれませんので、その

辺の実態把握も含めて対応してまいりたいと思っ

ております。

ただ、過去に洪水水害はなかったのですけれど

も、大風で樹木がばたばた倒れて道路を遮断する

であるとか、それから大雨によって農地が冠水を

受けて大打撃を受けるとか、がけが崩れたとかと

いうことは過去にありました。この関係について

は、旧名寄地区の話なのですが、建設水道部の職

員と経済部の職員が速やかに部長の指示に基づき

まして、部長から課長、課長から係長、現場の人

間にということで十分連携をとりまして、そんな

に市民生活に大きなダメージがない形で対応でき

たという実績も実は持っております。だから、そ

ういう部分でいうと実際に起きていることの対応

についてと、それから防災訓練で市民の皆さんを

巻き込んで防災意識の向上を図るという面で見る

と、ちょっと実効性の面が低いのかなということ

もありましたので、それで先ほど防災訓練のより

実効性の高いもの、言葉を言いかえますと町内会

と企画の段階も含めて、こういう防災訓練にしま

しょうということも含めてもうちょっと検討、検

証する必要があるのかなと思っています。実際に

起きた災害等につきましては、それぞれの部長の

指揮のもとに大きな支障なく過去対応してきたと

いうふうに考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、今の町内会の〇６番（佐々木 寿議員）

現状が無理だからということではなくて、やはり

何かあるときのために町内会もそういう組織を立

ち上げてもらって、そしてまずこの災害なんてい

うのは今言われますように自助、共助、公助とい

うことがあるので、まず災害があったときは自分

で助けなければいけない。次に、町内会が助けな



－132－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

ければいかぬと。さらに、それをやってこれは公

でやらなければいけないという部分は公でやらな

ければいかぬと。こういうものが決まりなのです。

そういうことになりますと、どうしてもこの書い

てあるとおり実行されていないということは、せ

っかくこんな立派な地域の計画をつくっても、こ

れ１回やっておけば大分違ってくるのではないか

と思います。

そういう組織を立ち上げて、例えば防災担当者

が町内会におったと。防犯関係は結構おりますけ

れども、防災担当者、それで市も防災担当者の方

が今度は職員でことし入りました。そういう人が

まず例えば市の防災の関係はこういうことで、町

内会の分担はこうですよと。全部が市が災害にな

ったときに行政がやるというのは、なかなかでき

ないと思います。これは、あくまでも役割分担で、

災害になったときにまず自分でやる、あるいは町

内会でやって、それでなおかつ行政で助けてやる

と。そういうようなシステムができていないとだ

めだと思いますので、やはり町内会のそういう防

災組織をしっかりと立ち上げてもらう。そして、

防災担当者をこうやって、それでは今回の部分は

町内会の場合にはこの部分をちょっと図上訓練で

やってもらえませんかとか、あるいは例えば災害

の避難所の場合には避難所のところを歩いてもら

えませんかとか、そうしたらどういうものが出て

くるかとかというのが出てきます。例えばここか

らここを通った場合には車が多くて通れないとか、

あるいはここのところが災害に物すごく影響する

のではないかということになると思うのです。そ

ういうことをやるのも町内会の防災組織が立ち上

がっていないとできないのです。したがって、私

はそれをやはり奨励していただいて、それを今度

はやっぱり行政もその中に手をかしてやって、訓

練も年に１回ぐらいは町内会のそういうものをや

ってもらいたいなと私は思います。それが市民あ

るいは個人に対する意識の高揚にもなりますし、

防災に関してのいろんな課題も発見できるでしょ

う。やっぱりそういうものが大事だと思うので、

それはぜひやっていただきたいと思います。

それで、ＡＥＤの実演の協力がありました。こ

れは確かに新聞で、この間の新聞によりますと１

６年から心肺の蘇生処置をやったというのが年間

３０件ぐらいあるけれども、１件ぐらいしかその

現場で、１６年以降１件しか心肺蘇生機能をやっ

て……というのが載っておりましたね。それは、

ＡＥＤを今は各公共施設あるいは学校に全部配置

するようになりました。これは、その現場にいる

者が、例えばこう来たときに現場にいる者がＡＥ

Ｄを持っていくだけでなくて、本当に現場にいる

者はそこにあるからいつでも訓練できるわけです。

そういう浸透というのが物すごく大事だと思いま

す。したがって、これは学校現場でも何かでもそ

うだと思いますが、今の防災のこともそれに含め

て教育現場でこの防災の訓練中、あるいは職員で

あればそういうＡＥＤの問題、あるいは学校が避

難所となる、こういう防災訓練等やそういう部分

をやったことはどういうような実態になっていま

すか、ちょっと伺いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

防災訓練の場という〇教育部長（山内 豊君）

ことではなくて、ＡＥＤが配置された時点におい

て各学校でＡＥＤの使い方についての講習を消防

署の協力を得てやっているということであります。

実際に防災訓練の部分でやっているということは

今のところございません。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの地域町内〇総務部長（佐々木雅之君）

会における防災担当の関係については、そういう

照会をしたことがなかったので、データは持って

いないのですけれども、実際に災害時要援護者の

把握関係については、町内会で民生委員さんとか

保健推進委員さんを通じていろいろ活動していま

すので、そこはこちらのほうも町内会のほうにい

ろいろ情報提供したり、ともに仕事をしている地

域自治係という係が私ども地域振興課の中に持っ
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ておりますので、この辺については十分そういう

機能を行政からの押しつけではなくて、必要な部

分としての防災の窓口的なものについても町内会

のほうにお願いをする形でちょっと取り組んでみ

たいと思っています。

それから、あわせましてモデル町内会を２つ使

いまして、災害時要援護者の関係につきましても

個別個別の町内会は取り組んでいる内容がまちま

ちでやっていられると思いますので、モデル町内

会を使いまして、２つの自治連絡協議会の中から

２つのモデル町内会を選びまして、そこと十分な

連携をしていきながら、個人情報保護のちょっと

問題もありますけれども、この辺のクリアも含め

て対応してまいりたいと思っています。

なお、今御質問ありましたＡＥＤの使用方法の

講習会につきましては、学校の先生方は別にしま

して、一般の市の職員では６０名ほど受講をして

おります。今後の方向としては、公共施設に市民

の方の寄附も含めてほとんどの施設に一定程度の

ものを配置させてもらいましたので、それがただ

あるだけではなくて実際に活用できる形で施設の

職員については講習会の参加を促して上手に対応

できるように進めてまいりたいと思っております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ＡＥＤについてはわ〇６番（佐々木 寿議員）

かりました。やっぱりその現場の人が本当に実際

に使えるぐらいまで実演でやって自信をつけてお

くことが大事だと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

先ほどの教育現場での防災訓練あるいは防災教

育、それから学校としての教職員に対する避難所

というようなことについては、どういうふうな御

答弁になりますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

小中学校それぞれでは、〇教育長（藤原 忠君）

年間の教育課程の中に防災訓練あるいは避難訓練

というのを学校によっては１回あるいは２回とい

うふうに設けてあります。そして、その上には防

災責任者というのを設けて常に学校もさまざまな

災害に対する指揮をとっていると。最近は、避難

訓練等も火災にかかわるものばかりではなくて地

震にかかわるもの、不審者にかかわるもの、こう

いうことにまで幅を広げて各学校が計画的に実施

しております。そういう中では、今のＡＥＤの取

り扱いなどについてもその場では訓練はいたしま

せんが、先生方には滞りなく講習等を終えるよう

に私たちも指導しているところであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

子供たちに対する防〇６番（佐々木 寿議員）

災に関する教育は、結構大事な部分だと思います。

例えばこういうハザードの後ろに、自分でこうや

って持っていくものとかが書いてあります。これ

が子供たちもわかって、こういうようなものだよ

ということがわかってもらうと、家庭の中にいっ

てもお父さんが刺激を受けて準備するかもしれま

せん。そういうためにもぜひ防災に関する興味を

持ったり、やっぱりそういうような教育もこれか

らちょっと進めていっていただきたいと、こうい

うふうに思います。

さて、防災ハザードマップの説明もございまし

た。これは、平成１５年８月にできて、その後す

ぐ全部全戸配布されたわけですよね。すると、１

５年というと五、六年ぐらいたっているのですけ

れども、５年になったからといって、持っている

人は別にしても投げている人もいるかもしれませ

んが、本当にこれを町内会のほうに浸透するとい

うか、これはなかなか浸透していないのではない

かと思います。そしてまた、こういう例えば水が

２メートルのをやったって、行政が考えている危

機感と市民の危機感というのはちょっと開きがあ

るのではないかと私は思うのですが、改めてこの

防災ハザードマップの宣伝をぜひやっていただい

て、うちはどこに、それでは町内会はどこの第１

避難所に行くのだと、あるいはいろんなことが書

いてありますね。避難所の関係だけですが、そう

いうようなものをしっかりとまた改めてＰＲとい
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うか、そういうものを奨励というか、奮起させて

いただきたいなと、こういうふうに思います。

最後に、この防災訓練というのは、先ほどから

言いましたようにやはり検証する、そして課題を

見つける、このことが大事だと思うのです。した

がって、例えばこれは最終的な目標というのは何

も示さないで、本当は本部関係も何も示さない段

階から始まって、それでやってそれができるよう

になるとこれは最高にベターなのですよね。だれ

も言わなくても例えば町内会なら町内会がそうい

うふうに動くというふうなところまで体制が確実

になっていれば、それは最高なものだと思います

が、これからもぜひ防災訓練は続けて、風連を含

めて必ず毎年その時期、その期間だけでも意識を

高めてやっていただくためにもぜひ継続していた

だきたいと、こういうふうに思います。

それから次に、里親制度でございますけれども、

先ほどの御答弁で確かにこの名寄市の実態におい

ては本当に窓口業務だということでわかりました。

これからは、やはり民生委員とか、その連携も必

要でありましょうし、これを担当している方とい

うのは児童家庭相談員ですか。そういう方がやっ

ているのだと思いますが、そういう人のＰＲも含

めてやっぱりやっていただきたいなと、こういう

ふうに思います。これからどうなるかわかりませ

んけれども、そういう人員も１人で足りるのか、

あるいは本当に親身になって考える、今までの虐

待とか何かが、だんだんそういう状況がふえてま

いりました。家庭の中でも本当に今なんかは核家

族になったり、あるいは本当に隣の人ともつき合

わなくなってくると、子供と家庭の問題がだんだ

ん大きくなって、そういうような要因でいろんな

状況になってくると思います。そうしたら、相談

員の地位とか役割というのは物すごく負担になっ

てくるのだと思いますし、これをしっかりと宣伝

をしていただいて連携をとって、そういう関係者

と連携をとってやっていただきたいと、こういう

ふうに要望しておきます。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

市民に対し、責任ある職務執行体制の確立につ

いて外２件を、佐藤勝議員。

議長のお許しをいた〇１０番（佐藤 勝議員）

だきましたので、通告に従いまして大きな項目で

３つ質問をいたします。

初めに、市民に対し、責任ある職務執行体制に

ついてお伺いをいたします。このことにつきまし

ては、平成１９年第４回定例会において１度お聞

きをしておりますが、その後２年が経過してどの

ように組織としての対応がなされ、当時の調停等

の問題がどのように教訓化されたかについてお聞

きをいたします。

当時の調停等の問題と申しますのは、１つは平

成７年に締結したガス供給契約問題であり、もう

一つは平成１４年に損失補償契約をするも解決に

至らなかったという事案で、それぞれ ９００入

円、９０入円という貴重な血税がむなしく消えた

のであります。当時、総務部長は問題の再発防止

策のため、結果として交渉が長期化したことによ

って相互の信頼関係が損なわれ、当事者間で妥協

点を見出せなかったとして、１、時宜を得てきち

っとスピーディーに解決をしていく。２、問題を

担当者１人で抱え込むのではなく同僚、上司と問

題解決をしていくことを日常的に協議をしながら

取り組んでいく。課、部単位で対応を検討してい

く。さらには、これに対応したシステム、マニュ

アル等もつくり、取り組みを重ね、意識を浸透さ

せていきたい旨の答弁がなされております。果た

して２年前のこの答弁は、今日に生かされている

のでしょうか。市民の信頼を得る組織運営、執行

体制がなされているのでしょうか。そして、同じ

過ちを繰り返すことはないのでしょうか。今回確

認、検証の意味を込めて改めてお伺いをいたしま

す。

２点目に、風連中学校校舎移転に係る諸問題と
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風連高校５９年の歴史保存についてお伺いをいた

します。風連中学校は、平成２２年３月で５９年

の歴史を閉じる風連高校の校舎に移転する決定に

基づき、関係小中学校ＰＴＡや教職員による風連

中学校校舎等移転準備協議会を設置し、移転に係

る基本的な計画を策定し、この１２月３日、藤原

教育長に施設移転計画、改修等基本プランの報告

がなされたところであります。５月に協議会を設

置し、５回にわたって子供たちがよりよい環境で

学習できるようにと協議を重ねての報告であり、

新年度の予算編成に向けての報告でもあり、円滑

に、かつ速やかに移転が完了することを願って次

のことについてお伺いをいたします。

１、施設移転計画の報告を受け、今後の移転ス

ケジュールについて。

２、移転に当たっての問題点について。

３、報告以外で今後対応が必要と思われること

について。

４、移転に要する予算について。

また、本年第１回定例会の代表質問で風連高校

の歴史保存について、歴史民俗資料館の特別展示

室の活用も含めお聞きをしておりますが、その後

風連高校側との協議などから具体策がおありでし

たら予算も含めてお示しを願います。

最後に、３点目でありますが、全国学力テスト

の結果を受けた指導改善プランの活用についてお

伺いをいたします。全国学力・学習状況調査、い

わゆる学力テストでありますが、小学校６年生と

中学校３年生を対象に国語、算数、数学あるいは

生活習慣、学習習慣について子供たちの学力水準

や傾向、弱点を把握し、教育条件の整備に役立て

ることを目的に平成１９年から実施されておりま

す。名寄市教育研究所は、当初から学校における

指導改善事項、家庭における啓発事項等において

指導改善プランとしてまとめ、名寄市における学

力向上の充実改善に努めてきており、今回の指導

改善プランは過去３回分の結果を分析し、市内の

子供たちの学力の傾向を探ったものであり、教育

の地域間格差が叫ばれている今日、極めて意欲的

かつ大きな効果が期待できる取り組みに対し、改

めて敬意を表するものであります。そこで、次の

３点についてお尋ねをいたします。

１、全国学力テストにおける名寄市の結果と傾

向について。

２、指導改善プランとその活用法について。

３、今後の指導改善策について。

以上、この場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤勝議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点について質問をいただき

ました。１点目は私のほうから、２点目、３点目

につきましては教育部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

１つ目の市民に対し、責任ある職務執行体制の

確立についてお答えします。御質問の市民に対し、

責任ある職務執行体制の確立については、平成１

９年１２月の定例会の議員の質問に対しまして複

数によるチェック体制、職員間の連携、ヒヤリハ

ット対策の取り組み、組織全体の危機管理意識の

共有化など、これらの取り組みの積み重ねにより

職員の意識を浸透させ、再発防止に努めることを

答弁させていただきました。これらを推進するた

めに組織としての情報の発信及び共有化を図るた

め、毎週月曜日に在庁部長による庁議、月１回の

部次長会議、そして翌日に課長会議、その後各部

においては管理職会議、課内会議、その他の会議

等を開催いたしまして意思の統一を図ってきてお

ります。また、緊急の案件につきましてはグルー

プウエアの掲示板等を活用し、周知徹底を図って

おります。

市民からの御意見、苦情などにつきましては手

紙、メール、投書箱、電話などがあり、本年度よ

り一括総務課が窓口となり投書、苦情等の受け付

け用紙により対処しております。市に対する御意

見は市長まで決裁をとり、関係部局に送りまして

それぞれ決裁をしています。苦情につきましては、
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担当部局での対応、処理状況を担当部長に報告、

決裁を経て総務課経由で市長までの決裁としてお

ります。部署の窓口及び担当での電話については、

担当課で課長、部長まで報告、決裁し処理してい

るところです。市長名で郵送されてきました文書

につきましては、総務課で開封、受け付け印を押

し、該当する担当部局へ送ります。担当部局では、

対応及び処理状況を上司に相談、報告し、部長決

裁後、総務課経由で市長決裁となります。その後、

回答すべきものについては文書により回答してい

るところであります。日ごろより市民からの御意

見、苦情につきましては速やかに対応することと

しておりますが、ケースによってはある程度の時

間が要する場合もあるのも事実でありますので、

この辺については御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２点目と３点目についてお答えをいたします。

初めに、風連中学校校舎移転準備についてと風

連高校５９年の歴史保存についてということでご

ざいます。初めに、施設移転計画と今後のスケジ

ュールということでお答えをいたします。本年５

月１４日に風連中学校校舎移転準備協議会を設置

し、同校教職員、ＰＴＡ役員、校区内小学校ＰＴ

Ａ役員の代表の皆さんにより５回にわたり熱心な

議論と要望、提案をいただき、風連高校施設改修

の実施設計に反映してまいりました。こうした協

議を経て、１２月３日に同移転準備協議会を代表

して井上会長、鈴木副会長から審議結果による風

連中学校の移転計画について報告をいただいたと

ころでございます。これまで御協力を賜りました

委員の皆様、関係者の皆様に感謝とお礼を申し上

げます。今後は、実施設計に基づき平成２２年度

に校舎、格技場、屋内運動場の改修工事に着手し

てまいりたいと考えております。また、これと並

行して北海道教育委員会と校地、建物などの施設

の譲渡に関する具体的な手続を進め、円滑に風連

中学校の移転を実施してまいりたいと考えており

ます。改修工事に要する期間は、おおむね６カ月

程度と見込み、降雪時期前の引っ越しを想定して

ございます。

次に、移転に当たっての問題点ということでご

ざいます。風連中学校が現在の風連高校の位置に

移転した場合、通学路の変更が必要となります。

風連中学校校舎移転準備協議会における検討審議

の中で、ＰＴＡの代表の皆さんからも通学路の環

境に対する安全、安心対策について要望や御心配

の声がございました。通学路の決定に当たっては、

交通安全対策、防犯対策などの環境整備が整って

いる路線を選定することが基本であり、具体的な

路線の選定に当たっては風連中学校と協議をして

まいります。あわせて、想定される新たな通学路

の安全、安心対策及び環境改善が図られるよう関

係部局と協議を進めてまいります。風連中学校移

転に伴う備品等の整備につきましては、風連中学

校の教職員の皆さんにより御検討していただいて

いるところでございます。整備に関する基本的な

考え方は、破損、汚損、経年劣化等により使用に

たえないもの、また移転後の施設環境に対応する

ものを中心に備品整備に関する要望をいただいた

ところでございまして、今後新年度予算編成にお

いて協議を進めてまいりたいと考えております。

次に、報告以外の対策ということと、それから

移転に係る予算見込みについてお答えをいたしま

す。風連高校の学校施設、これは校舎あるいは校

地の譲渡ということでありますけれども、平成２

２年度に実施していただくよう北海道教育委員会

に要望しているところでございまして、学校施設

等の改修工事についても年度内に完了の予定でご

ざいます。しかしながら、通学路などの環境整備

については、今後年次計画等により対応すべきも

のがあるものと想定されますので、関係部局と協

議を進め対応してまいりたいと考えております。

平成２２年度予算において、１つとしては校舎、

屋内運動場、格技場の改修工事、２つとしてはグ
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ラウンド、野球場などの改修工事、３つとして備

品７の整備関係諸費、４つとして通信回線の敷設、

コンピューター設備等の移設整備関係諸費などに

ついて協議を進めてまいりたいというふうに考え

てございます。

次に、風連高校記録保存の考え方、それから保

存のための予算ということでございますが、風連

高校の５９年にわたる歴史と創立以来長年にわた

り風連高校で学ばれた生徒の皆さんと教え導かれ

た教職員の皆さんによる輝かしい教育活動の足跡

を末永く伝えていくために、本年度北海道風連高

等学校閉校記念協賛事業協会がＣＤやＤＶＤを制

作いたしました。名寄市では、この記録保存事業

にこれまで支援をしてきているところでございま

す。また、部活動を初めとする生徒の皆さんの活

動の成果である品々については引き継ぐ方法、内

容などについて風連高校と協議を始め、検討して

ございます。基本的な考え方として、収蔵保存と

必要に応じて公開や展示を行い、資料の収蔵保存

場所については風連歴史民俗資料館を想定してご

ざいます。具体的な収蔵品の選定及び展示方法に

ついては、今後風連高校及び関係者と協議を重ね

てまいりたいと考えております。収蔵展示に関し

て新たな経費が発生する場合もしくは必要となる

場合は精査の上、対応してまいりたいと考えてご

ざいます。

次に、大きな３点目の全国学力テストの結果を

受けた指導改善プランの活用についてということ

で、初めにその本年度の結果と傾向についてお答

えをいたします。本年実施した全国学力・学習状

況調査の結果の分析を行いました。初めに、学力

状況調査の関係でありますが、この調査により測

定できるのは学力の特定の一部分であることや学

校における教育活動の一側面にすぎませんが、幾

つかの成果と課題が明らかになりました。教科ご

とに全国と比べますとよかった点では、１つとし

て国語では小中ともに情報を適切に収集すること

ができる、２つとして小学算数では基本的な四則

計算ができる、３つとして中学数学では括弧を使

った計算ができるなどの結果となりました。課題

となった点は、１つとして国語では小中ともに表

現方法が苦手である、２つとして小学算数では少

数の除法が苦手である、３つとして中学数学では

１次方程式が苦手であるなどの結果となりました。

また、小学校の算数や中学の国語は前年度よりポ

イントが上がりました。また、早寝早起き朝御飯

運動の奨励、読書活動の充実、家庭学習の奨励等

について、重点的に各学校に指導してまいりまし

たが、今回の学習状況調査では読書が好きである

と答えた生徒が全国平均を上回るなど成果が上が

ってきてございます。しかし、中学生の家庭学習

の時間が１時間程度と少なく、ゲームやテレビ、

携帯電話などの時間が多いという結果も出てござ

います。

次に、指導改善プランとその活用方法について

でございます。今年度も教育研究所に依頼し、過

日指導改善プランとして報告を受けました。今回

で３回目となる指導改善プランの特徴としては、

１つとして３年間の集大成として名寄市の傾向を

とらえたこと、２つとして主な課題を取り上げＱ

＆Ａ形式にし、その解決策を明示したこと、３つ

として今回のテストを受けた児童生徒に対して再

度指導し、定着を図るためにも冊子の完成時期を

早めたことなどが挙げられます。今回の指導改善

プランの冊子は、１１月下旬に全教職員に配付を

いたしました。３年間を通しての課題も明らかに

なってきていますので、それぞれの課題を解決す

るためにはどの学年で何を指導したらよいかなど、

全学年を通して一人一人にきめ細かな指導となる

ように作成をいたしました。教育研究所での活用

場面の工夫や各学校での校内研修での活用、指導

主事訪問などを通してプランから実践へと高めて

まいりたいと考えてございます。

次に、今後の指導改善策についてということで

ございます。学力調査による手だてだけでなく、

基礎的、基本的な学力の定着を図るものとなるよ
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うに教師の指導技術の向上や家庭との一層の連携

を図る必要があると考えています。そのためには、

教育研究所の取り組みなどを通して各学校や教師

個人が蓄積したすぐれた実践の交流、チームティ

ーチングの活用を図りながら一人一人に応じたき

め細かな指導、指導主事を交えながらの国内研修

など、今後もわかる授業の構築に向けて支援して

まいります。また、早寝早起き朝御飯運動の奨励、

読書活動の充実、家庭学習の奨励などにつきまし

ても今後も継続して取り組むとともに、特に家庭

学習の奨励につきましては家庭学習の習慣化を目

指して宿題を出したり、学校だよりや保護者懇談

会などを通して保護者との一層の理解と協力を求

めていくよう各学校へ指導してまいりたいと考え

ています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきます。

初めに、職務執行体制についてなのですが、今

総務部長のほうからるる現体制のあり方について

御説明をいただきまして、お話を聞いた限りでは

水も漏らさぬ完璧な執行体制がしかれているとい

うふうに私はお聞きをしました。すばらしい体制

がしかれているというふうに思います。しかし、

やはりここは人間ですから、過ちですとか、いろ

んなやっぱりミスが生じてもこれはいたし方がな

くて、やはりそういう意味ではチェック体制をい

かに強化していくかということが１つの……一方

で体制をつくりながら一方で検証、チェックをす

るシステムを、これは釈迦に説法でちょっと、な

かなか口幅ったいのですが、その辺がなければな

かなか仏つくって魂入れずみたいなことにもなっ

てしまうのではないかなというふうに思うもので

すから、ちょっと質問をさせていただいているわ

けです。

２年前のこの場で、当時中尾総務部長でしたが、

しっかりとした体制をつくりますというような答

弁をいただいて、それから私のほうからいろんな

形で再発防止に向けての具体的な策を練って、そ

れを市民の皆さんに見えるような形で伝えてくだ

さいというようなお約束も、これは今から思えば

一方的だったのかもしれませんが、当時の中尾総

務部長の同意はいただかないままに、よろしいで

すねということで私が一方的に進んでいったよう

なきらいもしますので、自信はないのですが、い

ずれにしてもしっかりとしたマニュアルあるいは

システムによって、それを今総務部長のお話のと

おりしっかりした体制でやっているということを

改めて市民の皆さんに伝えていただければ、さら

に安心度が増すのかなというふうに思います。

それで、体制はわかったのですが、先ほど来申

し上げていますとおり、その体制を検証、チェッ

クするシステムというのはどのように機能してい

るのかお聞かせ願えますか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

１９年の１２月議会で〇副市長（中尾裕二君）

当時総務部長だったときに議員から当然かつ大変

厳しい指摘をいただきまして、早速私どもも組織

として対応策ということで総務部長がただいま答

弁させていただいたとおりの対応をさせていただ

いております。市民の皆さんとの対応に限らず、

予算の執行あるいは事務処理につきましてもやは

りクロスチェックがどうしても必要ということで、

これにつきましても庁議あるいは部長、次長会議

等機関会議、さらには課長会議等で徹底をして、

なおかつこれをまた部内あるいは課内会議で徹底

をしていただいて、さらにきちんとそれが伝達さ

れて協議されているのかにつきましても改めて報

告をいただくということでの検証ということで進

めております。そのほかには、メールであります

とか手紙でありますとか、あるいは電話で苦情等、

道路の関係あるいは公共施設等につきましてもか

なりの数でいただいております。これらにつきま

しては、いただいた指摘をどういうふうに対応し

ていくのかという改善策も含めて文書で出しても



－139－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

らって、これを市長まで決裁に上げるという処理

をしております。

昨年の６月、副市長に就任をいたしましてから

部にまたがる事項あるいはどうしても当事者同士

で糸口が見つからなくて法的な解釈が要るという

問題につきましては５件、私のほうで預かりまし

た。このうちの３件は、やはり法律の専門家に相

談をさせていただいて、これは相手とも協議をし

ながら解決をさせていただきましたし、残る２件

については現在協議のまだ最中でございます。こ

れは、発端がやはり数十年前からの土地に絡む問

題ということで、当時の方法がどうだったかとい

うことは申し上げられませんけれども、やはり行

き違いがあって双方それぞれ錯覚をしたままずっ

と経過したということで、これはもう判明した時

点で誠意を持って対応をさせていただくというこ

とで今進めておりますけれども、ただ一方でこう

した案件につきましては議会あるいは市民の皆さ

んにもきちんと説明をする私ども責任がございま

すので、これは当事者同士で心情的に解決をする

ということでなくて、やはり法的にクリアができ

て議会にも市民の皆さんにも説明がつくという段

階で落ちつかせたいということで、今ちょっと時

間かかっておりますけれども、対応させていただ

いているということを報告させていただいて、ぜ

ひ御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今中尾副市長のほう〇１０番（佐藤 勝議員）

から誠意を持って当たっていきたい、当たってい

るのだというふうなお話があったのですが、結論

としては本当にそのことに尽きると思うのです。

誠意というのは、いろいろなことが誠意に当たる

と思うのですが、その大事なことの一つに２年前

に副市長もおっしゃっていますが、まず初期対応

をするのだと、早目に問題解決するのだというこ

とが一つの誠意の具体的なあらわし方だというふ

うに思います。それがやはり１年たった、２年た

ったということになってくると、当然初期対応が

しっかりしていればほどなく解決できた問題もそ

うではなくて複雑化していく、あるいは補償もそ

の中では絡んでくるというようなことにもなって

しまいますので、ぜひこれはもう最後はシステム

とかなんとか、マニュアルではなくてやっぱり一

人一人のハートの問題だと思うのです。職員の皆

さん、私たち市民も含めて双方心の問題、ハート

の問題だというふうに思うのです。ですから、今

まさに副市長がおっしゃった誠意という部分をし

っかり一人一人が心の中に置いて、いかに自分は

誠意を持って事に臨んだかというのを、それこそ

自分しか最終的には検証できる者はいないわけで

すから、人に、よそ様に検証してもらうあるいは

組織、機能として検証するということではなくて、

やはり一人一人が自分みずから検証すると。自分

は今、きょう誠意を持って事に当たったかと、い

ろんなことがこれは言えると思うのですが、その

ごく当たり前のことをごく当たり前にやるところ

からあの問題は初期的に解決されていくというふ

うに思いますので、これ以上くどくどとは申しま

せんが、今副市長のおっしゃった御答弁で私は理

解をしているつもりですので、さらに今言ったよ

うに誠意をしっかりと持つということをみずから

に言い聞かせていくことを望んでこの問題、この

質問については終わります。

それでは次、２点目の風連中学校の移転なので

すが、お聞きしたいのは、これは当初のスケジュ

ールからいうと２カ月ほど報告が遅くなったとい

うことになる。当初９月あるいは遅くても１０月

というような日程だったかなというふうに思うの

ですが、それが最終的には１２月３日に報告がな

されているということで、そのスケジュールのお

くれが、それはそれでいろんな理由があったから

よろしいと思うのですが、そのことが新年度の予

算反映とか移転に関する部分で影響というのは出

ないものなのでしょうか。その辺はいかがでしょ

うか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）
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協議の中の結果を踏〇教育部長（山内 豊君）

まえて実施設計に反映させるということでこれま

で協議しておりましたので、協議会のほうについ

ては１１月でもう既に終わっておりました。ただ、

報告について、そのまとめということで１２月に

いただいたということでありまして、１１月には

もう協議会は終わっておりますので、その中で実

施設計にどういった部分を反映していくか、それ

からその他それに付随するものについてどういう

ようなことが出てくるのかということで、それは

把握しておりまして、今回の予算のほうに反映さ

せていきたいというふうに考えてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それから、予算た、〇１０番（佐藤 勝議員）

数らがなかなか聞こえてこないのですが、今回の

予算の議論の中で１２月４日には締め切ったとい

うことなのですが、なかなかこの移転に関する部

分の予算というのが聞かれないのですが、これは

何か理由があるのでしょうか。あるいは、 ００

０入円とも１億円ともいうふうな数らがいろいろ

出てきているのですが、不確定な数らは出てきて

いるのですけれども、そこのところはいかがでし

ょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

これは、１２月の例〇教育部長（山内 豊君）

年財政課長査定を通して、それから翌年に副市長、

総務部長、それから市長査定ということでござい

ます。そういった部分で、当方で上げている金た

というのはあるわけですけれども、予算査定の中

でその数らも若干変わってくるだろうというふう

に思います。ですから、この中でこういった金た

というふうに申し上げることが、この申し上げる

ことによってその数らがひとり歩きするというこ

とでは、非常にこちらとしてもちょっとその辺に

ついては申しにくい部分があるかというふうに思

いますので、その辺については御勘弁いただきた

いなというふうに思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私なんかは、余り性〇１０番（佐藤 勝議員）

格がいいほうでないものですから、数らが見えて

こないと出し惜しみしているのではないかななん

て勝手に思ってしまうのですけれども、決してそ

うではなくて慎重に十分に計画を積んでいってい

ただいているというふうな理解でよろしいという

ことですね。わかりました。

それで、次は子供たちにもアンケートをとった

ようなのですが、新しい校舎のイメージづくりと

いう部分ですよね。中の教室あるいは施設等につ

いては、準備会、協議会の皆さんの慎重な話し合

いがなされていますので、そこのところは現場で

は心配なく進めていかれるのかなというふうに思

うのですが、イメージづくりというほわっとした

部分というのはなかなか見えてこない、わからな

い部分なのですが、例えば私はずっと以前から申

し上げていることは外壁の塗りかえ、色ですね。

今は土色というか、落ちついた非常にシックな色

合いになっているのですが、中学校に生まれ変わ

るということで、そこはやっぱりアンケートでも

１位を占めていたのがやはり校舎の白い色という

ふうなのが出ていましたよね。ですから、そのあ

たり、これは外壁を全部塗りかえるとなると、そ

れこそ予算がかなりかかってくるのかなというふ

うに思うのですが、私は思いとしてはやはりもと

の風連高校に入るということではなくて新しい風

連中学校に入るのだという、そんな弾んだ心で子

供たちに校門をくぐってほしいという思いが強く

あるものですから、ですからこのイメージという

か外壁、まずはわかりやすいところで外壁という

話をするのですが、そのあたりいかがですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

協議会の中でも生徒〇教育部長（山内 豊君）

たちあるいは教職員の考え方ということでアンケ

ートをとっていただきました。その中で、今おっ

しゃったようにイメージとしてやっぱり校舎内外、

白ということであります。そういった意味で、校

舎の壁についても一部やはり亀裂といいますか、
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少々ひびが入っている部分がございます。そうい

ったような補修等も含めて、そういった子供たち

の希望に沿ったような形で進めていきたいという

ふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変うれしいです。〇１０番（佐藤 勝議員）

本当に単純なのですけれども、やっぱりぱっと学

校を見たときに壁の色が違うとやっぱり違うので

すよね、イメージが。ですから、ぜひ単年度で全

部が無理であれば校舎だけとか、次の年は体育館

とか、そこは年次計画でもいいのでしょうけれど

も、ぜひ子供たちが今度の校舎に入るときにはそ

ういう形でやっていただければ、大変地域の私た

ちもＯＢでもあるのですが、うれしいという気持

ちでおりますので、期待をしております。

それから、５回目の協議会の場でも強く意見が

出ていましたが、通学路の問題です。これについ

ては、建設水道部長の御答弁をいただきたいとい

うことでお願いなのですが、あそこはまず街路灯

が歩道側ではなくて反対側の北電の電柱について

いるということで、個数について言えば高校前か

ら農協の倉庫のところに出るまで約１０個、もう

少しあるでしょうか、ぐらいついているのですが、

たまたまつけている位置が低いものですから光の

広がりが少なくて、歩道のほうは真っ暗ではない

のですけれども、結構暗いのです。ですから、あ

れが高く、ある程度もうちょっと二、三メーター

高く上げてもらっただけでもかなり、今の本来的

な解決ではないのでしょうけれども、違うのかな

というふうに素人目で思ってみたりもしています。

それが１点。

それから、歩道が切れるのです。ずっと２６線

道路の北側に歩道がついているのですが、それが

途中で切れます。その先は、道路が細くて歩道は

つけられる状況にはありません。民家が迫ってお

ります。ただ、その手前３０メーターぐらいのと

ころから右に曲がる道路が走っています。直角に

曲がる道路が走っているのですが、これはその道

路の両側に出入り、民家あるいは畑があるのです

が、出入り口はないはずです。ですから、そこを、

長さにしましたら５０メーターぐらいでしょうか。

そこには街路灯が２本ほど立っているはずですが、

そこは私の考えでは車両の進入禁止にしてもいい

のではないかと。実質それほど支障はない、車の

通行等で障害は出ないのではないかなというふう

に思いますので、もし現場がわからなければ見て

いただければ、その辺はよろしいかなと思うので

すが、そこのところ、まずその２点いかがでしょ

うか。現場の確認も済まされているというふうに

思うのですが。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今佐藤議員の〇建設水道部長（野間井照之君）

ほうからお話がありました。まだ私どもも教育委

員会のほうと通学路については協議をさせていた

だいておりませんので、どの路線が通学路になる

かという確定はしておりませんけれども、したが

って方針もまだ出しておりません。

今御質問のありました２６線の北電に共架して

いる防犯灯だというふうに思います。それと、今

言われた道路は東４号南線かなというふうに考え

ています。２６線の部分は、私どもも通らせてい

ただきまして現地は確認させていただきました。

言われるように、もう灯具も古いということもご

ざいまして低く設置されているということもあり

ますので、この部分は多分通学路になるというこ

とも含めて来年度もう一度調査をさせていただき

まして、新しい大きな照明灯が必要かなというふ

うにも考えていますから、その辺灯具の取りかえ

で照度がとれるか、新しい照明灯が必要かもちょ

っと調査をさせていただきまして実施をしてまい

りたいというふうに考えております。

それと、東４号南線の部分は、これも号線です

から本来ですと６間は確保されていなければなら

ないのですけれども、実際現地を見るとかなり狭

隘になっていて歩道がとれる状況にはないのでは

ないかというふうに考えます。私ども今佐藤議員
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が言われたように、なかなか通行どめという部分

でいえば公安との協議も必要になってきますから

難しい面もあるのかなというふうに思いますけれ

ども、その辺も夜の部分でここも照明を少し大き

なものをつけて白線処理が必要かなというふうな

ことも考えて、これもちょっとまた調査してみな

いとはっきりしたことは申し上げられませんけれ

ども、一応安全対策については来年度以降調査を

しながら、もしできるものがあればやっていきた

いというふうに考えていますので、御理解をいた

だきたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これ来年、今の御答〇１０番（佐藤 勝議員）

弁の中では移転時期は雪が降るまで、降雪時まで

はというようなお話でしたので、その時期までに

はしっかりとした対応ができていればよろしいの

かなというふうに思いますが、小室副市長はよく

御存じだと思うのですけれども、神社の下をＢＧ

のほうに行く道路ではなくて今藤倉庫のところか

ら検査場へ抜けていく道路があるのですが、その

部分を私はとめてもいいのでないかと、車両禁止

にしてもいいのでないかというお話をしているの

ですけれども、それはおわかりですね。

（「それが４号線です」と呼ぶ者あり）

ああ、そうですか。〇１０番（佐藤 勝議員）

ちょっと線名まではわからなかったものですから。

まだ通学路が決まっていないということで、先

走って言うのもなんなのですが、高校生がずっと

長年歩いていましたので、通学路であろうとなか

ろうと実際子供たちは最短ルートを通るのですね、

私たちもそうですけれども。当然ルートは、どう

いうルートに正式になるかわかりませんが、子供

たちは間違いなくあそこの道路は歩きますので、

そのルートに沿って整備を進めていくべきだとい

うふうに思います。

それから、まずそこを出て駅裏の太い通りを渡

って、やがてＪＲをまたぐ跨線橋に差しかかるわ

けですが、ここのところが現況はまず道路として

は、足元としては１メーターまでないほどの舗装

というか、一応人が１人歩ける状態の舗装はされ

ていて、その両わきはかなり草道なのですが、幅

はあるのですけれども、草道になっていてぬかる

みもあるということですので、そこは車が通ると

ころではありませんので、やはり今の３倍、２メ

ーターぐらいの幅の整備が必要かなということと

跨線橋も何か一部改修するというようなお話も聞

いてはいるのですけれども、ちょっとそこが確認

できていないのですが、あれも古いものですから、

やりかえとかそんな大げさなことではなくて、か

なり側のプラスチックの壁が穴あいていたりとか、

非常にみすぼらしい状態になっているのです。あ

れは、それこそそれを新しいものに張りかえたか

らといって、それほど予算が大枚にかかるもので

はない、私のポケットマネーでもできるぐらいの

ものかなと思うぐらいの規模です。今は薄い水色

のなのですが、できればあれはやっぱり透明であ

ったほうがいろいろ安全性も含めて、明るさも含

めてよろしいのかなというふうに思いますので、

あれはぜひ子供たちが歩く来年の降雪までには新

しくしていただきたいというふうに思っているわ

けですが、いかがでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の跨線橋周〇建設水道部長（野間井照之君）

辺の取りつけ道路の考え１つです。これは、今の

子供の通学路とは別に、今現状もだけれども中学

校の通学路には何か指定はされているということ

なのですけれども、私どもはそれとまた別にこと

し住民と駐在所が交通安全や防犯などの情報を交

換し、住みよい地域づくりをするために意見交換

をするという会で名寄警察署、風連駐在所の連絡

協議会がございます。その中で御指摘がございま

して、防犯上の観点から人道橋の部分の東側の取

りつけ道路部分、約五、六十メーターございまし

ょうか。これは、今言われたように１メーター少

しの幅がありますのをことしじゅうにというか、

来週歩道を３メーターほどに広げさせていただく
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のと舗装をさせていただくのと防犯灯を２灯つけ

ていただくと。それと、駐在所さんからの要望で

不審者防止のためにさくをつけるという、ここだ

けはとりあえず今年度中というふうにやらせてい

ただきたいというふうに思っていますし、今言わ

れた跨線橋の部分では今の防風の壁と塗装と階段

の危険箇所については、今新年度予算の中で予算

を要望させていただいて実施をしていきたいとい

うふうに考えていますので、御理解をいただきた

いと思っています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

よくわかりました。〇１０番（佐藤 勝議員）

子供たちが歩くまでにはきれいになるというふう

なお話ですので、大変うれしい思いで聞かせてい

ただきました。

移転に関しては、第５回目の協議会の場で校長

先生がおっしゃっていましたが、これほど移転等

の問題で市当局から懇切丁寧にいろいろ御相談を

受けて協議の場を持たせていただいた経験はない

と。いろんなところは経験してきたけれども、我

が名寄市ほど非常に丁寧な対応をしていただいた

ところはないというふうな感謝の言葉も申されて

おりましたので、そのことも自分の思いとしてこ

の場で改めてまた申し上げて、この問題を終わり

ます。

それから、最後に学力テストなのですが、これ

は岩木議員がきのうお話しされていましたので、

それ以上でもなければ以下でもなくて、私も非常

にやりづらいのですが、ただやはり１つまずお聞

きしたいことはこの間の道議会、１２月２日の道

議会で道教委の髙橋教育長が改善を必要とする学

校は道内の小中学校で約２割あるというふうなお

話をされていますよね。その２割に我が名寄市は

入っているのだろうかという。しっかりとした改

善策が、３年にわたってプランができていますの

で、多分この２割には入らないだろうという確信

はあるのですが、確認させていただけますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先日、北海道教育委員〇教育長（藤原 忠君）

会では北海道の平均正答率の管内別の成績なども

発表したところであります。この中で想像どおり

といいましょうか、石狩が一番高かったと。そし

て、今回は十勝、そして上川がやはり全道では非

常に高い順位にあると。逆に非常に低い地域もご

ざいまして、恐らく道議会の答弁はそういう地域

の幾つかの学校を指して言っているのではないか

と。名寄のように初年度から、平成１９年度から

指導改善プランをきちっとつくって対策を進めて

いるところは少なくともこの２割には該当してい

ないと、こんなふうに道議会の答弁からは判断さ

れます。私たち名寄市を考えてみますと、全くそ

れには該当しないと、成績の面からも該当しない

と、このように信じております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

安心しました。まず〇１０番（佐藤 勝議員）

は本当に安心しました。

それから次に、来年から全員参加のテストはや

めになって４０で抽出するということなのですが、

それは参加は逆に自由になるということなのです

が、来年以降もしそういう抽出になった場合、名

寄市としてはこの学力テストには参加していく方

向なのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

昨日の岩木議員のとき〇教育長（藤原 忠君）

にもお答えいたしましたが、国の動きがまだはっ

きりしていないということもございます。それか

ら、北海道教育委員会ではこれに関してはやはり

悉皆調査でぜひ来年度も実施していただきたいと、

こういう要望を出しているわけでございまして、

その辺の動きをしっかり見ていかなければならな

いかなと。例えば名寄だけがこの問題を全学校で

やったにしても、これを全国との比較をどうする

のかとか、あるいは採点業務をどうするかとか、

こういうさまざまな問題を抱えております。その

ようなことから、やはり上川管内として足並みを

そろえるとか、こういうことも必要ではないかな
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と、こう考えているところであります。いずれに

しても、このテストが３年間行われたことによっ

て非常に名寄市自体も全国の中のレベルを把握す

ることができたと、こういう大変有効なテストで

あったと私は考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、来〇１０番（佐藤 勝議員）

年から形が変わるということですので、この３年

の経験を有効に生かしていっていただきたいとい

うふうに考えております。

それから、ただいま名寄市の子供たちの傾向と

しては、やはり読解力であるとか方程式であると

かというものが苦手だということで、これは本当

に子供たちだけでなくて私たちの……というより

も私の苦手な部分そのままと言ってもよろしいの

ですが、ですから非常によくわかるのですが、１

つの解決策としてやっぱり学校のほうではしっか

りやっていただいているし、先ほど来その改善プ

ランがあるので、それに沿って今後さらに教育が

進められていくというふうにも期待をしておりま

すが、一方家庭のほうがやはり御答弁にもあった

とおり１時間足らずの家庭学習に終始していると

いうことで、その結果、世界的に見ても日本の子

供たちの学力、西暦２０００年のころは世界トッ

プクラスだったのですが、それがもう２００４年

の段階、これはＯＥＣＤでやっている学力国際比

較で見てもずっと低下をしてきて、それがさらに

今現在も低下をし続けているということで、その

一つにはやはり家庭の教育のあり方、学習のあり

方が大きな要因であるというふうな分析があるよ

うですが、問題を保護者といかに共有していくか

という手だてはどうでしょうか、具体的には。い

ろいろクエスチョン＆アンサーにも出ていますけ

れども、現実としてなかなか子供たちが机に向か

わない。その結果、期待する学力が出てこないと

いうところなのですが、そのあたりはいかがなも

のでしょうかね。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話のとおり、〇教育長（藤原 忠君）

家庭学習の定着というのが大変難しい様相をはら

んでいるのかなと、こんなふうに考えたりしてい

るところであります。名寄市教育委員会としては、

平成１６年度から教育行政執行方針の重点項目の

中に実は家庭学習を上げておりました。しかし、

全国から見るとやはり決して満足できる数らでは

ないと、こう思っているのであります。それで、

昨年家庭学習への啓発を各家庭に行わせていただ

いた。そのおかげで子供たちの意識は高まった。

したがって、今回の調査では家で勉強しているよ

と答えた子供は非常に高くなった。しかし、時間

を調べてみるとまだ全国には及んでいないという。

こういうふうに一歩一歩かなと、こう思ったりし

ております。北海道は、御案内のとおり中学校で

宿題を出す量というのは４つに分けたうちの最下

位に属しているのであります。しかし、宿題だけ

が解決する問題だとは私は考えておりません。さ

まざまな家庭環境がございます。ですから、やは

り公教育としてまず学校がしっかり役割を果たす

こと、そして家庭でどういうことをするか、各学

校がそれぞれやはりしっかりと子供に目安を与え

ることがこれからは大切でないかと、こんなふう

に考えたりしているところであります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

やはり子供たちがみ〇１０番（佐藤 勝議員）

ずから学ぶ意欲、喜びというのをみずから持たな

い限りは幾ら親が、先生がやれやれと言ったって、

それはなかなか身につかないものだというふうに

経験上思っています。今改善プランという本当に

非常に有益な、有効な道具を名寄市としては持っ

ているわけです。それが既に先生方には手渡され

ていて、やはりこれは保護者の方にはどうなので

しょうか。渡るようなことなのでしょうか、いか

がですか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

この指導改善プランそ〇教育長（藤原 忠君）

のものを直接保護者に渡す予定はございません。
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学校でそれを十分活用しながら、そのうち必要な

ものは家庭ともしっかり連携をとって学習活動を

進めていくと、こういうふうに考えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

ボリュームもボリュ〇１０番（佐藤 勝議員）

ームですから、全部が全部といったってなかなか、

それこそ経費の問題もありますので、難しいと思

うのですけれども、ただ家庭に関する部分という

のはそれほどのボリュームでもなくて、当然それ

は学校を通して先生方を通して子供たちを通して

保護者のほうには行くでしょうけれども、あるい

は懇談を通して伝わっていくでしょうけれども、

やはり研究所の生の資料として保護者の方に見て

いただくと。非常にわかりやすく理解しやすく具

体的に書いてありますので、これはぜひそこの部

分を、家庭の部分をピックアップして家庭で今何

をしなければいけないか、何が抜け落ちているの

かという部分をぜひ保護者の皆さんに伝えていた

だきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

この指導改善プランは〇教育長（藤原 忠君）

北海道でも誇り得る、こういうものと自負してお

ります。その中の家庭に関する部分をぜひ家庭に

ということでございますので、これはまた教育研

究所とも相談しながら検討してまいりたいと。そ

れから、教育研究所では独自に家庭学習について

の実態調査を平成２０年度実施しております。今

年度も今実施中でございます。こういう成果もま

とめたものをしっかりと家庭にフィードバックす

ると、こういうことを検討してまいりたいと思っ

ております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いろいろわからない〇１０番（佐藤 勝議員）

ながら思いつくままに申し上げてはいますが、や

はり一番大事なことは子供たちが自分の未来に夢

を持つことができるかどうかということに尽きる

と思うのです。ここにもそのようなことが書かれ

ていますが、どんな夢でもいいと思うのです。テ

レビを見るとサッカー選手になりたいとかという

子供もいますし、野球選手になりたいという、そ

れから父さんのようになりたいという子供も……

私の子ではないですよ。いますので、やっぱりそ

ういう小さいときに持った夢を大事に学校も地域

も保護者も育てていくような思いがあれば、子供

たちにもそれが伝わって頑張る、みずから学ぶ力

が出てくるのかなというふうに思います。ですか

ら、子供たちの今持っている夢をしっかりと把握

をして、そしてそれを育てていくというような思

いをみんなで共有していくことが一つのポイント

になるのかなと。ど素人ながら申し上げて、私の

質問を終わります。ありがとうございました。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時５１分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

農地流動化対策について外２件を、田中好望議

員。

ただいま議長の御指〇１７番（田中好望議員）

名をいただきましたので、通告順に従い質問をさ

せていただきます。ただ、１点だけ、農業関係３

点でございますし、日根野議員、谷内議員と多少

重なる面もございますので、御了解をいただきた

いと思います。

大項目の１点目、農地流動化対策について、後

継者不足に伴う農地集積の限界とその対策につい

て。農業を取り巻く環境は、現在農業者の高齢化、

後継者不足、農産物の価格低下等厳しい状況にあ

るところであります。農地の流動化について、風

連地区の一部ではもう集積に対しての限界にある

地域もあります。農業振興の面からも集積に対し

ての施策について、避けて通れないことと思うと

ころでございます。今後行政としてどのように推
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進するかをお伺いをいたします。以前風連地区、

名寄地区で農地のあっせんの手法が少し違ってい

たわけでございますけれども、現在はどうなった

か、また昨年度のあっせんの実績をお知らせを願

いたいと思います。

小項目２番目の農地保有合理化事業の取り組み

を、ＪＡとの協議。このように厳しい農業情勢の

中で、道内に農地保有合理化事業を取り組んでい

る自治体があると聞いておりますが、その現状と

課題についてお伺いをいたしたいと思います。当

名寄につきましては農業関係団体、特にＪＡとの

協議をして、第三セクターということになろうか

と思いますけれども、農業振興公社的なものを立

ち上げることが可能かどうかをお聞きをいたした

いと思います。

続きまして、大項目２番目の政権交代による戸

別所得補償制度についてお伺いをいたしたいと思

います。本年の衆議院総選挙におきまして、民主

党が公約に提示いたしました中に戸別所得補償制

度があります。平成２２年度から米の戸別所得補

償モデル事業を行うということになっております

が、新聞報道等によりますと財務省等が予算の圧

縮を求めているということで、なかなか先がまだ

見えていないという状況かなというふうに思って

おりますが、現段階における制度のありようと課

題についてお知らせを願いたいと思います。

２番目に、水田利活用自給力向上対策の概要と

現行制度との比較についてお伺いをいたしたいと

思います。この事業につきましては、産地確立交

付金、水田等有効活用促進交付金、需要即応型水

田農業確立推進事業の３事業の一本化をするとい

うことでありますが、この事業の概要と現行制度

との比較についてお伺いをいたしたいと思います。

小項目３番目の市の農業振興条例等の見直しに

ついてでございますが、現在の農業振興条例が乱

暴な言い方をすれば悪いとかいいとかという意味

ではなくして、政権交代により農業制度の政策が

大きく変わる可能性があると思います。それらの

状況を踏まえ、見直しをすべきではないかなとい

うふうに考えているわけですけれども、その方向

性をお知らせを願いたいと思います。

大項目３番目の２１年産農産物の冷湿害対策に

ついて、これが一番ダブるかなというふうに思っ

ておりますけれども、お許しを願いたいと思いま

すけれども、小項目の農産物の作況と減収たの状

況について。本年は、７月の低温、長雨、日照不

足により冷湿害を受け、農業所得の減収となった

わけでありますが、農作物の作況と減収たについ

て再度お知らせを願いたいと思います。

小項目２番目の冷湿害に伴う国、道及び市の支

援策について。この冷湿害によります支援策につ

いては、ＪＡが中心になると思うわけでございま

すけれども、国、道及び市の支援策についてどの

ようにお考えがあるのかをお伺いをいたしまして、

この場からの質問とさせていただきたいと思いま

す。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま田中議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大きな項目３点にわたり御質問をいただきまし

た。すべて私からの答弁となりますので、よろし

くお願い申し上げます。

大きな項目１点目、農地流動化対策、初めに

（１）、後継者不足に伴う農地集積の限界とその

対策についてお答えいたします。農業を取り巻く

情勢は、農産物価格の低迷や高齢化に伴う農家戸

数の減少、後継者不足などの厳しい農業情勢が続

いております。農地あっせんの実績につきまして

は、平成１９年度４３件、１９ ６ヘクタール、

風連地区が２８件、８ ２ヘクタール、名寄地区

が１５件、１１ ４ヘクタール、平成２０年度は

３１件、１２ ５ヘクタール、風連地区２４件で

７ ９ヘクタール、名寄地区で７件、４ ６ヘク 

タールとなってございます。あっせん方法につき

ましては、風連地区の農地あっせん申し出者は農

用地利用改善事業実施組合を経由し、事務局に申

し出がなされ、あっせん譲り受け候補者名簿から
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農地移動適正化あっせん事業実施要領に基づき買

い受け者の選定、農地の価格を設定いたします。

あっせん当日は、地元、隣接農業委員及び地区改

善組合からの３名の委員を加え協議決定し、あっ

せんが成立します。名寄地区におきましてもほぼ

同様の仕組みでありますが、農用地利用改善事業

実施組合は設置しておりません。旧風連町におい

て農用地流動化推進設置規定がございましたので、

名寄地区にも取り入れ、農用地流動化推進員を新

たに配置いたしてございます。

農地流動化について、農業委員会では昨年１２

月に農業委員選挙人名簿登載申請を各農家に依頼

した際、農地流動化に対するアンケートを実施さ

せていただきました。総数７１７戸で、現状維持

と答えた方が５２で、３７３戸、農地を拡大した

いと答えた方が１８で、１２９戸、農地を縮小し

たいと答えた方が１ ６で、７６戸、無回答が１

９で、１３９戸となっております。

金融面では、従来からありました国による農家

向けのスーパーＬ資金、貸付金利の４分の１を市

が負担する制度でございますが、これの無利子制

度が１９年度から３年間創設され、当該資金の利

用が大幅に増加したところでございます。また、

市におきましても担い手の経営規模拡大支援策と

して、平成１９年度より産地づくり交付金におい

て農地の集積を支援する仕組みを推進してまいり

ました。最大１０アール当たり１入 ０００円を

支援する制度でございます。しかし、多くの農家

が後継者問題を重要な課題ととらえており、効率

的かつ安定的な農業経営を目指す意欲ある担い手

の育成確保を図ることが急務となっており、市の

独自事業として営農意欲が豊かで経営感覚にすぐ

れた担い手の育成確保を図るため、農家子弟が新

たな事業の取り組みに対する農業青年チャレンジ

事業、農業後継者の就農を進めるための農業後継

者就農奨励補助金や新規就農者等支援事業、また

本年度で３年目を迎える家族経営協定についても

ＪＡ、普及センター、市、農業委員会、関係機関

が推進しており、将来このことが農業生産法人に

結びつくものと期待しております。来年度から農

業者戸別所得補償制度のモデル事業がスタートい

たしますが、制度設計にはまだ不確定の部分もあ

り、これらを見きわめながら今後も農業担い手の

育成確保について関係機関、団体が一体となり、

名寄市農業・農村振興計画に基づき推進してまい

ります。

次に、（２）、農地保有合理化事業の取り組み

をＪＡと協議できないかということについてお答

えをいたします。農地保有合理化法人とは、農用

地の権利移動に直接介入することで農業経営の規

模拡大やそのほか農地保有の合理化を図ることを

目的とする公的な法人でございます。北海道にお

いては、財団法人北海道農業開発公社が道内一円

を実施区域とし、農用地の売買事業などの事業を

展開しています。農地保有合理化法人になること

ができるには、１つには民法の規定により設立さ

れた都道府県農業公社、２つ目には農業協同組合、

３つ目には市町村であります。道内の農地保有合

理化法人は、財団法人北海道農業開発公社を除く

と１６の法人があり、上川管内にはございません

が、主に空知、十勝管内に多くあり、農協が運営

しているものが１１、財団法人農業振興公社、い

わゆる第三セクターが４、市が運営しているのが

１となっており、事業内容につきましても貸し付

けの事業と管理耕作が主な事業となっております。

先駆的な取り組みとして有名な財団法人栗山町農

業振興公社におきましても貸付事業と管理耕作が

主な事業となっており、売買事業については財団

法人北海道農業開発公社を活用しております。

貸付事業については、賃借人からの賃借料を貸

付人に支払う内容となっています。公社運営のた

め、町、農協から職員派遣と多たの負担金、また

事務費運営のため新規貸付双方から２でずつ、継

続は１でずつ手数料として負担していただいてい

ると聞いてございます。当市の農地賃貸の事務手

続は、従来から農業委員会で対応しており、新た
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に公社を運営するための資金や人員の確保など多

くの問題もあり、現在のところ農地保有合理化事

業を取り組むということについては難しいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、大きな項目２点目、政権交代による戸別

所得補償制度について、（１）、現段階における

制度のありようと課題についてお答えいたします。

現政権は、公約で掲げた戸別所得補償制度につい

て、平成２２年度から米についてモデル事業を先

行実施することで概算要求がされています。内容

は、平成２３年度から導入する戸別所得補償制度

の円滑な実施に向けて、平成２２年度に全国規模

で実証を行うモデル対策として水田作に着目した

米戸別所得補償モデル事業と水田利活用自給力向

上事業を実施し、あわせて生産費等不足するデー

タを取得するための調査事業等を実施するとして

おります。

まず、米戸別所得補償モデル事業では ３７１

億円が概算要求されています。制度の概要としま

しては、米の生産数量目標に即した生産を行った

販売農家に対して所得補償を直接支払いにより実

施するとしており、標準的な生産に要する費用、

過去数年分の平均と販売価格、当年との差たを全

国一律単価として交付、差たにつきましては定た

部分として価格水準にかかわらず交付となってご

ざいます。今回の対策のポイントとしましては、

１つには生産数量目標に即した生産者に対しての

メリット措置、２つには地域協議会などを経由せ

ず国から農家に直接交付金を支払う、３つには米

価変動に対し、補償対象の米価水準まで所得を補

償する、４つには要件の確認などは市町村や地域

協議会などに委託をする、５つには定た部分の単

価は平成２０年度の生産費や２１年産の米価水準

を見てこの１２月にも決定するとされてございま

す。

戸別所得補償制度に関する意見募集の結果につ

いても農林水産省で公表されていますので、主な

意見の一部を御紹介をいたしますと、日本の農業

の将来を見据えた制度にしてほしい、来春の作付

に支障が出ないよう事業の詳細を早く明らかにし

てほしい、所得補償が生産調整のメリット措置で

あるならば、十分なメリットを享受できる制度設

計が必要である、営農経営規模や耕作条件により

生産コストが異なるので、経営規模や地域性とい

った条件に応じて交付単価を設定するべきではな

いか、認定農業者や担い手など基幹的な農業経営

者に対象を限定すべきではないかなどなど、いろ

んな意見が寄せられております。寄せられている

これらの意見につきましては、農業者、関係団体、

行政関係など幅広い意見の集約となっておりまし

て、私どもも早く制度の詳細が示されることを望

んでおります。本制度につきましては、新たな対

策のため既存の対策との比較ができませんが、概

算要求たは大きなたとなっておりますので、米の

生産者にとっては有効な制度となるように期待を

しております。

次に、（２）、水田利活用自給力向上対策の概

要と現行制度との比較についてお答えをいたしま

す。水田利活用自給力向上事業では １６７億円

が概算要求されております。本事業は、平成２１

年度までの対策である水稲の生産調整支援の産地

確立交付金 ４６６億円、確、大確、確料作物等

の作付拡大支援の水田等有効活用促進交付金４０

４億円、今年度補正で新設された確、大確、新規

需要米等の要求拡大に向けた取り組み支援の需要

即応型水田農業確立推進事業 １００億円、これ

らを整理一本化するとされております。制度概要

につきましては、自給力の向上を図るため水田を

有効に活用して確、大確、米粉用米、確料用米等

の戦略作物の生産を行う販売農家に対して主食用

米並みの所得を確保し得る水準を直接支払いによ

り交付する、また従来の助成金体系を大幅に簡素

化し、全国統一単価の設定などわかりやすい仕組

みとするとしております。現状においては、単価

につきましては確、大確、確料作物で反当３入

０００円、新規需要米、米粉、確料用、バイオ燃
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料用等の米につきましては８入円、ソバ、菜種、

加工用米で２入円、その他作物では１入円となっ

ております。

これらの対策のポイントとしては、１つには作

付規模、年齢を問わずすべての販売農家が対象と

なります。２つ目には、米の生産数量目標の達成

にかかわらず、対象作物の作付面積に応じて交付

することになってございます。３つには、作付拡

大に対応できるよう作付面積の実績に応じて全国

統一単価で助成、４つにはその他作物に対する助

成は単価反当１入円に基づく支援枠を設け、地域

の実情に応じて柔軟に助成対象作物単価を設定す

るとしております。それと、５つには確、大確に

ついては水田経営所得安定対策に基づく生産条件

不利補正交付金、通称げた交付金ですけれども、

これを引き続き交付するとしております。

この内容で本年度の名寄市の転作面積に置きか

えますと、産地確立交付金が約９億 ３５８入円

の６６で程度で約６億 ０００入円の交付しか見

込まれません。また、その他作物では地域の実情

に応じて設定できるとなっておりますが、反当１

入円に基づく支援枠では大幅な減たとなります。

概算要求では、産地確立交付金の ５倍程度の予

算枠がなされておりますけれども、主食用米並み

の所得を確保としておりますので、水田等有効活

用促進交付金にかわる対策、需要即応型水田農業

確立推進事業にかわる対策があるとは考えており

ますけれども、このままですと転作されている生

産者にとりましては厳しい状況となると心配をい

たしているところでございます。

次に、（３）番目の市の農業振興条例等の見直

しについてお答えをいたします。戸別所得補償制

度に絡んでの条例等の改正につきましては、産地

確立対策につきましても同様でございますが、市

が事業主体ということではございませんので、直

接的に条例及び施行規則にも影響がないものと考

えております。しかし、新政権になり農業政策が

大きく変わることが考えられます。さらには、国

は今現在平成１７年に策定した食料・農業・農村

基本計画につきまして、来年の３月をもって５年

目を迎えるということから見直しの論議を進めて

おります。これらの情勢を注視しながら、名寄市

総合計画、農業・農村振興計画の後期計画の策定

の中で条例等の見直しを検討してまいりたいとい

うふうに考えておりますので、御理解をいただき

たいと思います。

次に、大項目３点目、２１年産農作物の冷湿害

対策について、初めに（１）、農作物の作況と減

収たの状況についてお答えをいたします。昨日も

申し上げましたけれども、水稲に関しましてはウ

ルチ米が１入 ５００ルで、うち１等米が約 ８ 

００ルで３９で、２等米が約 ７００ルで６１で、

モチ米では約１２入 ９００ルで、うち１等米が

約４入 ２００ルで３４で、２等米が約８入 ７ 

００ルで６６でとなっておりまして、収量、品質

とも大変厳しい状況でございます。被害見込たと

しましては、１４億 ０００入円を見込んでおり

ます。小確につきましても春まき小確では、共済

引き受け戸数１１１戸に対しまして支払い予定戸

数１３戸、秋小確では共済引き受け戸数１６４戸

に対して支払い予定戸数１０１戸となり、共済の

被害減収量から推定される被害見込たは約 ４０

０入円を見込んでおります。小確につきましても

支払い予定戸数４９戸で、被害推定た９００入円

を見込んでございます。大確につきましては、ま

だ数量、共済でも集計されておりませんが、これ

についても大幅な減収というふうに聞いておりま

す。そのほか野菜等の作物につきましては、ＪＡ

の青果物取り扱い見込みから、平成２０年度取り

扱い実績約２４億 ６００入円に対しまして、本

年度の事業計画では２６億円を計画しておりまし

て、取り扱い見込たでは２７億 ０００入円と計

画より実績は上がっております。青果物の取扱た

が伸びているのは、取扱たの多いバレイショ、グ

リーンアスパラ、カボチャ、スイートコーン、タ

マネギ等の単価が順調であったことが原因でござ
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います。酪農に関しましては、牧草のデントコー

ン収量はおおむね平年並みとなっておりましたが、

品質低下による栄養価が若干平年を下回り、栄養

補給に必要な確料分として約 ０００入円の被害

たを見込んでおります。

（２）、冷湿害に伴う国、道及び市の支援策に

ついてお答えいたします。国の支援策では、金融

による対策として被害農業者が長期運転資金を無

利子で借りられるよう、スーパーＬ資金の無利子

化枠を３億円確保いたしてございます。北海道が

別途検討している農林漁業セーフティーネット資

金等を対象とした道と市町村による利子助成とあ

わせて被害農業者を支援するとしております。農

業共済による対策としては、水稲については被害

粒が多く発生したことから、北海道農業共済組合

連合会からの申請を受け、被害粒分を収量から除

くための調整措置を実施するとしております。ま

た、タマネギについては農業共済団体が今まで翌

年払いとなっていた共済金について、年内に仮渡

しを実施することになっております。北海道の支

援策では、冷湿害等農業経営維持対策資金を創設

し、既存の低利な災害対応資金を対象資金として、

道と市町村で利子助成を行うもので、末端金利を

ゼロでにする場合、最大で ５４でを市町村に道

が助成する対策です。ただし、対象た、減収量、

損失たに制限があります。国、道の対策につきま

しては、農業共済による対策は実効性があるもの

と思われますが、金融による対策は対象者が限ら

れるため、他の市町村もＪＡ独自の資金対策に助

成を検討されている市町村が多い模様でございま

す。名寄市の支援策につきましては、ＪＡ道北な

よろが検討している独自に貸付金利を ５でとし

た冷湿害対策資金に名寄市が１での利子補給を行

い、末端金利を ５でとすることを検討しており

ます。また、北海道の資金対策も利用できる状況

となれば、末端金利をゼロでにすることも検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いをいたします。

以上、私からの答弁といたします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

かなり細かく御答弁〇１７番（田中好望議員）

をいただきましたことにまずもってお礼を申し上

げたいと思います。それでは、再質問を何点かさ

せていただきたいと思います。

まず、農地流動化対策につきまして、第三セク

ター的な公社のようなものは、今の現状では無理

だというお話でございましたけれども、本当に現

実といたしましても昨年の６月でしたか。一昨年

の６月でしたか。このことでも１度御質問をさせ

ていただいたこともあるわけですけれども、要す

るに限界集落予備軍という、そういうちょっと失

礼な言い方かもしれませんけれども、そういう地

区が実際に風連地区にあるわけです。そういった

中で、本当に現実的な話をしますと農業者年金が

当たる、土地を売りたいのだけれども、買ってい

ただけない。それは、先ほど申し上げましたよう

に全員が高齢者、後継者はいないといったことと

農家経済の今の悪化の中でということで、どうし

てもそのために我々はたまたま、私個人ですけれ

ども、農用地利用改善組合の役員をやっておりま

して、１１月の末に当地区の農地のあっせんもあ

ったわけですけれども、それも一月かかって頼ん

で頼んでやっとＪＡと協議をいたしまして、こう

いう形で本来からいけば農地を取得して、農業で

はちょっと無理ではないかなと。本当にプライバ

シー的なことまで相談をして取得していただいた

と、そういう経過もありまして、本当に地区の役

員の人たちもこれ以上、来年と再来年はこの辺も

出てくるのでないかと言いましたら、年明けてか

らになったらどうするとか、本当に現実的にどう

しようもないと、前へ進まないのではないかとい

ったことで公社的な運営をするのは問題点がある

のでしょうけれども。

また、ちょっと話は長くなりますけれども、い

わゆる風連地区につきましては来年から自治区制

度に変わります。そして、農用地利用改善実施組
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合というのは今風連地区に１２地区あるわけです。

それは、今の行政区の中の行政区で、例えば５区

なら５区、４区なら４区という、そういう地区な

のです。それがいわゆる平成２２年４月１日から

自治区移行になって合併をして、その中で極端に

言えば４地区が合併したら、４つの組織があるわ

けですけれども、このことについては当分は地区

の中で協議をしてやっていただきたいということ

で話は進んでいるのですけれども、そういった中

でいずれにいたしましても簡単に言えばある程度

の行政が中心になった受け皿といいますか、そう

いうものも何とかつくっていただきたいというか、

制度化してほしいのですけれども、今現在のお考

え方で何かあればお聞きをしたいと思うのですけ

れども。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農地保有合理化法人〇経済部長（茂木保均君）

を地元で農協あるいは市あるいは第三セクターで

つくるというのも一つの手段であることは間違い

ないのですが、それも結果としてはやはり最終的

には農家の皆さんに土地を持ってもらう、そして

耕作してもらうというところの一時的な保有の範

囲を出ないのです。そしてまた、管理耕作という

お話も先ほどちょっとさせてもらいましたけれど

も、先進的な栗山であるとか、あるいは幕別なん

かも管理耕作というのもやっておりますけれども、

結局そういう部分というのは農家から白紙でそれ

を預かって、借りてもらえないから一時的にそれ

を耕作してというような形をとって荒らさないと

いうような形なのですが、これはやはり非常にリ

スクを伴うということになってくると思うのです。

売買の部分まではやらなくても賃貸あるいは管理

耕作ということまでやると、なかなか現実的には

大きなリスクを伴うというようなことも含めて、

なかなか非常に難しいということになろうかなと

いうふうに現状では考えております。賃貸の関係

については、さらにもっと流動化を進めるという

部分については、現行の農業委員会の中でもそれ

は十分できるというふうにも考えておりますし、

結果的に新しい保有合理化法人をつくっても農業

委員会でやっている業務をそこにやらせるという

ことにある意味すぎない部分もあるわけです。そ

ういう意味では、現状の中では農地保有合理化法

人をつくる状況にはちょっとないかなというふう

に考えております。

しかし、今お話ありましたように、なかなかこ

の農地流動化も限界に近いというお話は、名寄の

やはり限界集落的なところからは時折話としては

聞かれますし、そういうところが結果としては耕

作放棄地的な可能性を秘めているというようなこ

とをいろいろと提起もされております。いろんな

手法があるのでしょうけれども、なかなか抜本策

がないのが実態としてはあるのですが、１つは従

来からこれもなかなか進まないというのが現実な

のですけれども、やはり地域連携型の農業生産法

人といいますか、個々の個別の法人ではなくて１

つの集落なり、何戸かで１つの農業生産法人をつ

くって、そこでそういった土地を受け皿として受

けるというような手法を取り組んでいるような地

域も、名寄にはございませんけれども、あります。

あと、新規参入、こういった取り組みについても

名寄市も条例を持っておりますので、いい人材が

おればという前提にはなりますけれども、この部

分の受け皿は開いておりますので、そういうこと、

あるいは農地のあっせんにつきましても名寄、風

連は合併しましたから、ある意味本当に風連地区

だとか名寄地区だとかという枠を広げて、場合に

よっては広げるというようなことも必要なのかも

しれません。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

部長の答弁の中で最〇１７番（田中好望議員）

後におっしゃったこと、私再質問の中で言い忘れ

たといいますか、言っていただいたのですけれど

も、そういうことなのです。その地区、地区では

なく、風連地区なら風連地区全体として考えてい

ただく。部長が言われたのは、風連だ、名寄では
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なくして１つのいわば農地の流動化を目指したあ

っせんということで受け皿的なものを今後考えて

いただきたいというふうに思います。

それと、御答弁にありましたけれども、いわゆ

る集積管理を目指して農家子弟が新たな事業取り

組みに対する農業青年チャレンジ事業、また後継

者の就農を進めるための農業後継者就農奨励補助

金だとか新規就農者等支援事業、大変私は勉強不

足なのですけれども、これは現実的にどういう事

業で、一応事業ですから、ここ２年ほどこの事業

に該当したあれがあるのかどうか、ちょっと簡単

でいいですけれども、お知らせ願いたい。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業後継者就農奨励〇経済部長（茂木保均君）

補助金というのがあります。これは、ある意味２

つの部分がありまして、１つは今は新しい部分の

受け付けはしていないのですが、名寄市農業後継

者奨学金という制度がありました。この奨学金を

借りて就農をした場合、７２入円を限度に奨学金

の償還免除という措置が実はあるのです。その部

分が１つあるのです。ただ、中には奨学金を借り

ないで就農する場合もあるし、Ｕターンして戻っ

てきて就農するケースもあります。そういった場

合については、就農後５年間たったら３６入円を

就農奨励補助金として出すと、こういう制度にな

っています。ちょっと２つの形がありますけれど

も、内容はそういうことです。

それから、新規就農者等の支援事業というのは、

これは新規参入者に対する支援なのです。これは、

名寄新規就農者等に関する条例というのがありま

して、名寄で就農をしたいと来まして、それを受

け入れて、受け入れ農家さんで研修を２年なり３

年をやって最終的に就農というところの状況にな

ったときに例えば土地を買う、機械を買う、そう

いった部分について事業費の何で、例えば土地だ

とかといえば５年間で４で、全体で２割ぐらい助

成する措置がありますけれども、資金の借り入れ

の利子補給であるとか、借り入れた土地の賃貸料

の３年間の助成だとか、４点か５点にわたってい

ろんなメニューがあります。その部分がありまし

て今現在、平成１３年以降、十七、八年ぐらいま

での間に６組の方が就農、新規参入しておりまし

て、その人たちの部分に支援している部分です。

今現在も実は来年の４月から１組の夫婦と１組の

男性２人で共同経営をやりたいという方がおりま

して、１組の夫婦と男同士の１組の方で研修をす

るというような、そういうことで今いろいろと支

援している案件があります。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

新規就農者は、私の〇１７番（田中好望議員）

記憶ではいわゆる風連地区では今までなかったよ

うな記憶なのですけれども、そういう点、今後地

理的条件とか、いろんなこともあるのでしょうけ

れども、それからいわゆる新規就農者がいきなり

水稲からということにはならないと思うのです。

そういった中で、いろいろな条件があろうかと思

いますけれども、ぜひ風連地区にも少し目線を置

いていただきたいということをまずお願いをした

いと思います。

続きまして、２番目の戸別所得方式でございま

すけれども、これはこの制度により答弁の中で集

落営農や農地集積の取り組みが阻害されることが

懸念されると。これは、やはり今まで集落営農、

農地をいろいろな形で集積した。それが個別的に

なるということで、この体制が崩れるということ

でよろしいのですね。

それと、この戸別所得方式につきましては水稲

農家がかなり有利な対策で、やっぱり転作をして

いる方はかなり補助制度がなくなるということで、

実は名寄地区の牧草関係の方からこういうことを

聞いていただきたいということがありましたので、

１点お聞きをしたいのですけれども、水田利活用

自給力向上対策の概要が示されていますが、現段

階では転作作物の確料、牧草ですけれども、畜産

農家との契約、つまり耕畜連携が必要となってお

ります。金た的には、基本金１入 ０００円と産
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地加算 ０００円と担い手加算 ０００円となっ 

ています。さらに、耕畜連携で１入 ０００円が

加算されています。転作者は、作業委託金として

１入円から１入 ０００円を支払っております。

現在は、約１００件で２５７ヘクタールの転作を

約１７件の畜産農家が作業を受託しておりますと。

しかし、今後の政策で１入 ０００円がカットさ

れると受ける農家がそこにいなくなるおそれがあ

ると。結果、１００戸の農家は高齢で転作交付金

は経営していることから考えると耕作できず、荒

れてしまうことになると思いますが、その対策と

して考えを伺いたいということでございますので、

お考え方あると思いますけれども、御答弁願いま

す。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現行今お話あったよ〇経済部長（茂木保均君）

うに牧草の関係につきましては、酪農家さんに結

構委託している部分がありまして、本当に今お話

ありましたように特に名寄地区の都市近郊の農家

の部分は結構そういうケースが実は多いのです。

それで、今お話あった耕畜連携の部分なのです

けれども、これにつきましては一応１入 ０００

円という一つの決め事があります。ただ、予算の

枠という形がありまして、今年度、２１年度は１

入 ２５４円ということでちょっと若干薄められ

ておりますけれども、そういうことになっていま

すが、この制度については今はまだ詳細が明らか

になっておりませんが、平成２３年度までは一応

継続されるというふうに実は聞いております。

それで、先ほどもお話ししましたように新しい

制度の中では牧草といいますか、確料作物が３入

０００円ということなのです。それに耕畜連携

の部分が継続されれば４入 ０００円ということ

になります。従来の部分でいえば、基本た１入

０００円、担い手加算 ０００円、産地加算 ０ 

００円ということで２入 ０００円に１入 ００ 

０円ですから、３入 ０００円ということだった

のですけれども、今度新しい対策の中では４入

０００円になる見込みというようなことですので、

そういう意味でいうといわゆる所有者の方が酪農

家に委託するというか、そういったことの財源は

十分確保できるのではないかと。ただし、今の現

状の中では２３年度までということになっていま

す。その後の部分については、まだ見えておりま

せんので、御理解いただきたいと思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１７番（田中好望議員）

最後に、冷湿害対策ですけれども、これは私が

質問をすると３人目ということで同じ回答なので、

簡単に水稲については約１４億 ０００入円ほど

の減収があったといったこと等いろんな面で国、

道、それから支援策も含めて市としては貸付金利

の ５でしたものを１で利子補給を行い ５でに 

すると。また、北海道の資金対策も利用できる状

況になればいわゆる末端金利がゼロ、利息がかか

らないといったことで、十分にそういうことで進

めていただきたいと思いますし、これは支援策と

いうのは種子に対しての支援とか、近隣町村では

いろいろ手法はあると思いますし、どれが実際い

いとか悪いとか、そういう議論をしたってこれは

１日や２日で終わるものでもありませんけれども、

いわゆる平成２２年度も農業者が２１年度は悪か

ったけれども、これだけいわゆる市も農協も支援

をしてくれたと。ことしも頑張ってやらなければ

ならないという方向を見せるようにそういった支

援策といいますか、金利だけでなくてもそういっ

たこと等も含めてお願いをしたいというふうに思

うところでございます。

それと、最後に島市長にお伺いをしたいわけで

すけれども、３月に勇退をされるということで、

そういったことで……違う。失礼しました。新市

長との引き継ぎというのは、これは必ずあると思

うのですけれども、その中で１点だけ。これから

の名寄市の……今まで過去１３年間、市長といた

しまして農業問題でいろいろ提案も受けたと思い

ますし、考え方とかいろいろありましたけれども、
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今後平成２２年度からの農業の取り組みに対して

もしか引き継ぎのときに何か、新市長さんに引き

継ぎの中で農業問題に対してありましたらお聞か

せをいただいて、私の質問を終わらせていただき

たいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

私は、旧名寄市の通算〇市長（島 多慶志君）

をしてということになりますけれども、名寄の基

幹産業は農業であると、このように一貫をして申

し上げてまいりました。特に農業の農地から生産

を上げること、どうしても企業誘致等の取り組み

も過去にしておりますけれども、必ずしも永続性

がなかったという反省も含めて、やはり与えられ

ている自然条件あるいは農地を最大限活用して生

産を上げていくと、このことに意を用いてきたつ

もりでございます。農業の基盤としての農地の区

画整理等、これは農業者がもちろん自己負担、地

元負担というのが伴うわけですが、よく考えてみ

ますと農地は個人的に持って回れるものではない

財産でございますから、これは相当やはり国がし

っかりとした支援策というものがなければ持続性

のある農業に結びつかないと。こういうことも含

めて、地元の加藤道議等とも協議をしながら、パ

ワーアップ策の支援と北海道の支援、そして地元

市町村の支援ということで末端農業者の軽減策と

いうものを取り組んでまいりました。このことが

非常に今功を奏してきておりますけれども、まだ

市内のそれぞれの農業地帯を見ますと、１度完了

していても２０年、３０年たって再度基盤整備を

行わねばならないと、こういうところも出てくる

わけでございますから、このことにつきましては

特に今東地区という地区、中名寄地区ですが、こ

の地区の事業がまずしっかりと推進できるように

引き継ぎをしなければならないなと、こんなふう

に思っているところでございます。

また、農地・水・環境あるいは中山間というよ

うに条件不利地に対する国の支援というのがこれ

まで５年スパンで取り組みをされてまいりました。

新政権の中で、戸別所得の補償制度というのがど

のように展開されるのか。まずは、水田のモデル

ということでの所得補償が始まるわけでございま

すが、それに続いて畑作、蔬菜等のしっかりとし

た制度設計ができることを願っておりますし、や

はり耕作放棄地等が出ないようなしっかりとした

目配りをしていくことが名寄の産業を支えること

になると、このように実感をしております。

いま一つは、これは農地法の関係がありますが、

どうしても傾斜地等で条件不利地で新規就農にも

こたえてもらえないところについては、これは農

地法の改正の中でまた山林等に植林をすることに

よって環境の保持等にも農地が使われるような制

度改正についてもこれはこの地域の共通課題と、

こんなふうに思っております。

加えて、近年はシカ等が非常に農地に、自然擁

護者の皆さんはこのシカもまた生かしておくべき

と、こういうことのお話がありますけれども、そ

れもまた長年かかって開いた農地、そしてその年

度１回の収入というのがシカに先に食べられてし

まうと。こういう状態は、抜本的にはやはり一定

のシカの頭数というものを制限をしていくという、

このこともこの地域における農業の課題ではない

かと、こんなことを思っている次第であります。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市農業・林業の振興について外１件を、植

松正一議員。

議長より御指名がござ〇２番（植松正一議員）

いましたので、さきの通告順に従って大項目２点

について質問させていただきます。

大きな１点目、農業、林業の振興について。２

００７年４月から戦後農政の大転換と称して品目

横断的経営安定対策を導入し、これは農業者を経

営の規模によって限定するという限界の選別政策

で、特定の経営体だけが農業の担い手の認識のも

と農業の構造転換を進めるものでありました。ま

た、食料自給率も基本計画を策定して向上してい
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ない現在の状況であり、軽いベースで３９でで４

０でを割った。また環境の変化、食料供給、輸入

農産物安全性への不安等もありました。今回歴史

的な政権交代により、国の新年度予算も抜本的に

見直しをしている状況の中で、新政策農業者戸別

所得補償制度の導入、また農地法改正等、以前に

増して農業者の思いをしっかり見詰め、著しく低

下した食料自給率向上、農業、農村の維持発展を

図っていただくとともに、関連予算の効果的編成

と執行を願うものでございます。

そこで、１点目、冷湿害による被害に対する被

災農家への支援対策について質問させていただき

ます。各農業団体からの要請は、また他市町村の

状況、また名寄市の対策について答弁をお願いい

たします。

２点目、担い手対策の取り組みについて。農家

戸数の減少、労働力の減少、農業従事者の高齢化

が進む中で今後名寄市の農業を支える担い手対策

が重要課題でありますし、情報発信が見える内容

にしてほしいと思うところでございます。そこで、

市が行っている担い手対策は、また労働力確保の

対策について答弁をお願い申し上げます。

３点目、国の新年度予算の主な農業施策の概要

について。地域で効果的に運用されていた中山間

地域等直接支払制度がことしで２期目の対策が終

了しますが、来年度からの制度概要と名寄市での

取り組みへの影響、また同じく地域で効果的に運

用されてきた産地確立対策が新たな水田利活用自

給力向上事業となるが、地域独自の対策及び事業

への影響について答弁をお願い申し上げます。

４点目、市有林、民有林の現状と新年度予算に

おける取り組みと施策について。以前から森林、

林業は依然として厳しく、また木材価格の低迷、

従事者の高齢化等、長期にわたる山づくりなだけ

に意欲低下傾向にあり、森林の持つ二酸化炭素吸

収、水源涵養機能、生態系と叫ばれている中で、

そこで１つ目に市有林、民有林の進捗状況と新た

な事業について答弁をお願い申し上げます。

大項目の２点目、東地区活性化対策について質

問をさせていただきます。１つ目に、緑丘第２団

地跡地の活用計画は今まで機会あるごとに何回か

質問をさせていただきましたが、この機会に確認

を込めて質問させていただきます。平成８年に用

途廃止で１３年経過し、その後用地確定測量と現

地調査、隣接地権者の土地整備、１７年度には定

住促進を目的に家庭菜園つきの住宅団地の分譲の

方針で推移してきているところであります。

そこで、今後の土地利用計画についての答弁を

お願い申し上げます。

２つ目に、旧職業訓練校の今後の考え方につい

て質問いたします。以前高見区町内会会館として

使用させていただいておりましたが、一部で老朽

化のため床等、傷みが進んでいるような状況でご

ざいますが、今後の考え方について答弁願います。

以上でここでの質問を終わります。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま植松議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大項目２点にわたり御質問をいただきました。

１点目は私から、２点目は建設水道部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１点目、名寄市農業、林業の振

興について、初めに（１）、冷湿害による被害に

対する被災農家への支援策についてお答えをいた

します。ＪＡ道北なよろからは、１０月１３日に

農業振興施策に対する要請の中で低利資金等の対

応措置の要請がございました。名寄市農民連盟連

絡協議会からは、１１月１２日に被害農業者に対

する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予、低

金利の資金対応の要請がございました。また、名

寄市農業委員会からは、１２月１日に建議書の中

で災害資金に対する利子補給、既往借入金に対す

る償還猶予及び名寄市農業振興資金等における金

融支援対策に入全を講じるよう要望がございまし

た。

上川管内他市町村の支援策への検討の状況でご

ざいますが、基本的には来年度の再生産に支障の
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ないよう営農資金の貸し付けに対する低利資金へ

の利子補給がほとんどの市町村で取り組むことに

なっておりまして、１６の市町村が検討されてお

ります。それから、来年度の種子代への助成とい

うものが３市町村ということで１割程度というこ

とで、米あるいは確、大確、こういったものにつ

いて１割程度の助成というものを考えている市町

村が３市町村、それから肥料の高騰分に助成とい

うのが２市町村あります。今年度肥料高騰分に対

して国あるいは道で高騰分の補てんがございまし

たけれども、これらを参考にして取り組むところ

が２市町村、それから全く支援策を行わないと、

余り災害の状況がないような市町村があったのだ

と思いますが、これが３つの町村があります。以

上、重複を検討されている市町村もございます。

名寄市で検討している支援策につきましては、

先ほど来申し上げておりますけれども、ＪＡ道北

なよろが検討しております独自に貸付金利を ５

でとした冷湿害対策資金に名寄市が１での利子補

給を行い、末端金利を ５でにする資金を現在検

討してございます。さらには、北海道の資金対策

も利用できる状況となれば、これについては条件

が許せば末端金利ゼロでとなるようなこともあわ

せて検討していきたいというふうに考えてござい

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

次に、（２）番、担い手対策の取り組みについ

てお答えをいたします。市単独の取り組みとして

次の事業がございます。地域農業担い手育成事業

では、これは農業にかかわる高度な知識、技術及

び経営能力を習得し、地域農業における担い手及

びリーダーの育成を図るため、中長期の研修に対

する経費に対して一部助成をしております。それ

から、農村青年活動支援事業ということで、農業

従事者の高齢化や農家子弟の就農が減少する中、

農村青少年の組織化された団体を対象に、その自

主性を助長し、地域農業の活性化と農業後継者の

育成確保を図るため助成しております。助成の団

体は、名寄市４Ｈクラブ、それから風連町アグリ

エイトクラブがございます。それから、農業後継

者就農奨励補助金、これは先ほど申し上げました

ように１つは農業後継者育成奨学金の貸し付けを

受けた者が農業従事期間５年を経過したときに７

２入円を限度に助成するものでございます。もう

一つの制度は、農業後継者育成奨学金を借りずに

就農した者あるいはＵターン就農者について、農

業従事５年を経過したときに３６入円を限度に助

成するものでございます。そのほかに農業青年チ

ャレンジ事業、これは名寄市農業・農村振興計画

の新しい振興計画をつくったときに創設した事業

で、平成１９年度から５年間の対策で進めており

ます。営農意欲豊かで経営感覚にすぐれた担い手

の育成確保を図るため、農家子弟がいわゆる親と

違った経営ということで自立した取り組みにチャ

レンジする場合に経費に対して助成すると。補助

率３分の２ということで上限１００入円を助成し

ております。これら市単費事業は、それぞれ皆さ

んが有効に活用されておりまして、特にチャレン

ジ事業につきましては毎年結構な応募があります。

３件の採択枠に５件、７件という形で最終的に３

件に絞り込んではおりますけれども、それぞれ有

効に活用されているというふうに考えております。

次に、労働力確保対策についてでございますが、

１つはコントラクター事業や酪農ヘルパーなど農

業支援組織の育成と活用の推進でございます。そ

れから、農作業の共同化、外部委託による労働力

の軽減、そして外国人研修生の受け入れ態勢の充

実、それから新規参入者を受け入れる地域支援体

制の充実、それから昨年から始まった事業ですけ

れども、国の農の雇用事業の活用ということでこ

れらについても活用をしておりまして、これらさ

まざまな対策を進めております。今後も地道な対

策を進めるとともに農協、農業委員会、普及セン

ターなど関係機関と連携し、有効な対策を検討し

てまいります。

次に、（３）番目、国の新年度予算での主な農
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業施策の概要についてお答えいたします。中山間

地域等直接支払交付金は、中山間地域等において

農業生産活動等の継続による多面的機能の確保を

図るため、高齢化の進行にも配慮したより取り組

みやすい制度に見直し、新たに第３期対策として

実施される見通しにございます。概算要求では、

ことしより１３でほど増たとなっておりまして、

高齢化に配慮した制度の見直し等により保全され

る協定の用地面積の維持拡大を目指すとしており

ます。見直しのポイントとしては、山合いに点在

する飛び地や商談地との協定取り組みを推進、高

齢農家も安心して参加できる地域ぐるみの取り組

みを推進、小規模高齢化集落の農用地の保全に向

けた取り組みを推進とされております。名寄市で

の取り組みへの影響については、現在概要だけで

の判断については特に影響はないというふうに考

えておりまして、第３期対策につきましてはそれ

ぞれの名寄集落、風連集落等々の皆さんと話し合

って活用方法について検討してまいりたいという

ふうに考えております。３期目の対策ということ

で、取り組み内容の新たな確認が必要となってき

ます。特に風連地域集落では、傾斜地への直接支

払いが少ないこともあり、平成２０年度から名寄

市全域で始まった平地も含めた農地・水・環境保

全向上対策との調整も必要となってくると考えて

おります。

次に、産地確立対策が新たな水田利活用自給力

向上事業に変わる中で、地域独自の対策及び事業

への影響についての御質問でございますが、産地

確立対策では地域の水田農業推進協議会が制度に

基づき地域独自の対策及び事業の推進を図ること

ができました。これまで担い手経営拡大支援対策、

土づくり対策、食の安全安心推進対策、カボチャ

だとかアスパラの地域振興作物加算、販売ＰＲ等

のソフト事業等、地域独自の対策を数多く行って

おりますけれども、新たな水田利活用自給力向上

事業ではこのような地域独自の対策営農交付が示

されておりません。北海道協議会では、地域裁量

部分への仕組みを国に働きかけている模様でござ

いますけれども、現在の示されている単価を平成

２１年度の転作作物に推計いたしますと先ほど申

し上げましたように６６で程度の交付金にしかな

らないと。大幅な減たになるというようなことで、

特に水田農業経営者には大きな影響があると考え

ております。

次に、（４）、市有林、民有林の現状と新年度

予算における取り組みと施策についてお答えをい

たします。当市の森林は、立地条件、森林所有者

の特性、不在地主が多いということなどによる条

件が不利な森林が多くあるのが現状であります。

平成２１年度の市有林事業の進捗状況につきまし

ては、下刈り３６ヘクタール、搬出間伐２０ヘク

タール、人工造林５ヘクタール、除伐５３ヘクタ

ール、ー打ち ４３５本、作業路新設４００メー

トルを実施しております。民有林につきましては、

下刈り１８６ヘクタール、除間伐２１５ヘクター

ル、造林６６ヘクタールの事業が上川北部森林組

合によって行われております。また、市内燃料団

体によります智恵文北山での造林につきましても

２ヘクタール実施されたところでございます。平

成２２年度における市有林事業につきましては、

継続事業として下刈り４２ヘクタール、搬出間伐

４ヘクタール、人工造林９ヘクタール、除伐４

７ヘクタール、皆伐１ヘクタール、ー打ち２１ヘ

クタール、作業路新設４００メートルの実施と新

規事業といたしまして北海道森林整備加速化・林

業再生事業の補助事業を活用し、搬出間伐を２１

ヘクタールと除伐２０ヘクタール、約 ０００入

円の事業を予定してございます。民有林につきま

しては、人工造林、除間伐事業を推進し、未整備

森林の解消と森林吸収源対策を図ってまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目２点目の東地区の活性化対策についてお
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答えをさせていただきます。

最初に、緑丘第２団地跡地の活用計画について

であります。緑丘第２団地跡地は、２筆で約１入

０００平方メートルの公有用地であり、土地利

用計画については平成８年度の用途廃止以降、庁

内でいろいろ検討させていただきました。宅地と

して定住促進、移住促進ということも含めて比較

的面積の広い住みやすい住宅地としての提供や新

たな民間企業での福祉施設の展開など、いろいろ

検討させていただきましたが、いまだ現実に至っ

ておりません。今のところ、南ケ丘や大橋商工団

地のような中小企業向け住宅対策の事業計画もご

ざいませんし、市街地においても遊休宅地が数多

く見られることなど、近年の経済情勢を踏まえる

と売却処分は難しい状況であります。しかし、こ

れだけ大きくまとまった土地はほかになく、多様

な用途に対応できると考えておりますので、今後

とも宅地動向を見据えながら整備をし、当面は今

までどおり一団の団地宅地として売却処分をして

いきたいというふうに考えておりますので、御理

解をいただきたいというふうに思います。

次に、旧職業訓練校の今後の考え方についてで

あります。旧職業訓練校の校舎につきましては、

昭和５８年３月に北海道より名寄市に譲与を受け

ました。敷地内には、北側と南側に２棟の建物が

南北方向の廊下でつながっていて現存しています。

当初高見区町内会の会館として利用されておりま

したが、平成９年からは北国博物館に収容し切れ

ない大型資料の収蔵庫と一部は市役所各部署の資

材置き場としても使われております。平成１５年

には、北側の建物に博物館の大型資料を集約して

資料の整備を行い、夏の間は観覧も可能となって

おります。本年５月には、高見区町内会の方々に

も観覧いただきましたが、今後とも収蔵庫として

活用していく予定であります。また、南側の建物

については床が落ちるなど老朽化が進んでいる部

分もありますが、産業振興課、観光協会、勤労者

共済会、生活環境課の交通安全の資材置き場とし

て使われておりますので、今後も今までどおり活

用させていただきたいというふうに考えておりま

す。

以上、お答えとさせていただきました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁いただきました〇２番（植松正一議員）

ので、再質問させていただきますけれども、質問

のちょっと順番が違いまして東地区の活性化のほ

うからまいりたいと思います。お許しを願いたい

と思います。

今答弁ございました旧職訓の跡地の関係でござ

いまして、この関係に対しては老朽化も進んでい

るということでの……こういう資料もいただきま

したけれども、ここの敷地面積を含めて内容等な

どもあろうかと思います。あそこのところのグラ

ウンドですとか、南側の空き地ですとか、いろい

ろ使われていなくて、ただ維持管理だけやってい

る部分、それともとの事務所を含めて工場といい

ますか、つくっているその床屋なんかもかなり老

朽化しています。その辺の面積を含めて、簡単で

よろしいですから、お願いします。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ４時１０分

再開 午後 ４時１３分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木総務部長。

資料の関係は、今〇総務部長（佐々木雅之君）

管財係長に照会させていますので、ちょっとお待

ちいただきたいのですけれども、土地の関係につ

いて私のほうでデータを持っておりましたので。

職訓校の関係につきましては ５００平米、それ

から先ほど野間井部長のほうから申しましたよう

に第２団地跡地の関係につきましては１入 ００

０ということでありますので、建物関係につきま

しては手元のほうにデータがございませんので、

もうちょっとの時間待っていただきまして、土地

の関係だけ説明させていただきましたので。
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あと、有効利用の関係について、職訓跡地の関

係と、それから緑丘第２団地跡地につきましては、

先ほど述べましたように宅地としての造成も含め

て種々検討してまいりましたけれども、先ほど申

し上げましたように経済状況も含めてなかなか、

道路整備等もしまして、南北に道路も張りつけの

計画もしまして、宅地分譲した場合にこの程度の

価格帯でということの図面等もつくりまして、具

体的に東京なよろ会等にも情報を発信させてもら

いましたけれども、残念ながらなかなか引き合い

がなくて現状のままになってございます。

なお、関連しまして、ことしの３月の議会で駒

津議員のほうから御紹介ありましたデータセンタ

ーの敷地としても使えないかと、そういうような

話もありまして、いろいろ北海道の産業振興担当

のほうとも３月以降調整したのですけれども、や

はり札幌近辺の石狩工業団地のほうに政府系の大

きな施設も含めて持っていかれましたので、なか

なかやっぱりこの地方のほうには、条件としては

高台地区であって一定の整備がされると面積も市

の土地であって有利な条件ではあったのですけれ

ども、結果として難しかったということでなって

おりまして、いましばらくは先ほど建設部長から

言いましたように宅地としての販売も含めて模索

をしてまいりたいというふうに考えています。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の職訓の建物は後で〇２番（植松正一議員）

よろしいですけれども、グラウンドを含めて空き

地の部分、土地の部分が ５００ということで、

それで第２団地の跡地が１入 ０００、それを合

わせて大体２入、それと今の老朽化になっている

部分を壊したらまだふえる可能性は……またその

辺はちょっと穏やかでないですけれども、やっぱ

り約２入以上の土地があそこにそのまんま遊休土

地として置いてあるわけでございます。この辺は

うちというか、ここの町内会を含め前からの懸案、

それとやはり側が福祉村、福祉関係が多いという

ことで福祉村構想ということで私のほうから提案

をさせていただいているわけでございます。

それで、今回総務部長のほうからまだ今はこの

まんま宅地として処分というか、宅地として置い

ておくということで、売却処分の形で置いておく

と。そこで、何点か質問しますけれども、もう１

３年もたっているわけですから、ここの維持管理

を含めて先ほど壇上での説明を申し上げました。

今ここの土地を経済状況を踏まえて、非常に今は

経済状況が悪いと、そのためにまた当面この土地

を宅地として売却処分すると。そうすると、今こ

の中身が測量から何からした関係の中で、あとこ

れから環境問題を含めて、それから区画の整理、

当然上下水道などもこれは区画整理を含めてやっ

ぱりやらなければ、宅地関係ですけれども、売れ

ないわけですから、その辺のちょっと考え方はど

う持っているのですか、お願いします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

御案内のよう〇建設水道部長（野間井照之君）

に、ほとんどが公共工事の残土を入れて一応整地

はさせていただきました。あと、道路の部分も将

来的には大型宅地化をした部分で東側に１本と既

存の道路の部分ではそれを利用できる形につくっ

て、緑丘の本線ともつながるようにしてあります

ので、それほど宅地化するのには、あと下水道の

整備が一部残っている程度と。あと舗装をかけれ

ばというふうに考えていますので、宅地化する部

分ではそれほど造成にはかける必要はないかとい

うふうに考えております。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの説明で私〇総務部長（佐々木雅之君）

が申し上げましたのは、土地の面積を申し上げま

して、建物の面積等についてはちょっと今手元に

資料がなくて、管財担当もいないものですから、

植松議員の御質問は土地利用の関係についてとい

うことでありましたので、建物の敷地分も含めて

左側のほうの北側のほうの旧職業訓練校跡地につ

いては ５７３平米、第２団地のほうにつきまし

ては１入 ０００平米ということで先ほどの面積
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を申し上げたとおりであります。よろしくお願い

します。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

何度も済みま〇建設水道部長（野間井照之君）

せん。今調べてきて、今佐々木部長が言った職業

訓練校の跡地のほうに２筆ございまして、８の１

というのが ５７３、今総務部長が答えたとおり

で、８の１７というのもございまして ８８２平

米と。

（「幾ら」と呼ぶ者あり）

８８２平米、〇建設水道部長（野間井照之君）

合わせて ４５５平米と。今現存している建物の

面積は９１０平米ということでございますので、

訂正をお願いいたします。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

これからまだ遊んでい〇２番（植松正一議員）

る土地を含めて、グラウンドや何か、それから南

側の空き地や何かも、またそれから敷地の建って

いるもの、その建物などもこれから現況は変わっ

てくるわけですけれども、一体となったら、先ほ

どちょっと申し上げましたけれども、２入以上の

面積になるのではないかなと思っています。

それで、今いかにも経済状況が云々だからと言

うけれども、本当に１３年このまま放置されて、

そしてあそこのところは今残土も入れて整地をさ

れたと。確かに道路も市道も含めて舗装もなって、

本当に景観を含めてよくはなっているのは事実で

ございまして、またきれいになればなるほどあそ

こを通る方を含めて、今後この遊休地というか跡

地をどういう方向に持っていくのという話が当然

出てくるわけですよね。それで、今総務部長のほ

うからもお話ありましたし、建設水道部長の野間

井さんも話ありました。非常にいかんせん残念に

思っているところでございまして、私も職訓等を

含めて一体化したやっぱりまちづくり、あそこに

どういう形であろうがやはり構想は持っているわ

けでございまして、しかしながら残念に思うわけ

です。

ここで、時間の関係もございますから、市長に

ちょっとお伺いをいたしたいと思います。本当に

市長に申しわけございませんけれども、東地区の

発展を含めて本当に御尽力いただいていますこと

を心からお礼申し上げたいと思っております。そ

こで、今この団地、第２団地、職訓を含めて、本

当に当時の解体状況を踏まえて、市長もそのとき

どういう形の職につかれていたかちょっとわかり

かねますけれども、下川方面を含めて、あそこの

団地の跡地を通ったら、植松にそういえば答弁し

ていたなと気はとめているのだろうと私は思って

おりますけれども、そこで市長に今の理事者を含

めての話し合いの中で、やっぱり一定のここで結

論というわけでもないですけれども、私の思って

いるところでございます。そこで、私はこの２入

何がしの土地、実測したらまだ少ないのか多くな

るのかそれは別にしまして、やっぱり今のこうい

う遊休地を含めて、利活用の意味も含めて、もう

１３年ぐらいこういう形で宅地処分する、宅地化

するということでしたけれども、なかなか進んで

いない状況を見るとやっぱり企業、今インターネ

ットを含めていろいろほかの市町村、市あたりも

インターネットを通じて企業を利活用するところ

の活力を入れるを含めて、企業ですとかそういう

ところに公募をしている状況が往々にしてあるわ

けですけれども、私はそれまでもしなくてもいい

のかなと思うのですけれども、やはりこの名寄市

の状況を踏まえたときに、それぐらいの手を挙げ

て確認するぐらいの意味も込めて市長に最後にこ

の団地跡地の答弁をお願いしたいと思いますけれ

ども、よろしくお願い申し上げます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の公営住宅の建〇市長（島 多慶志君）

てかえ時期に現地で建てかえをするのか、あるい

は町中に住民の入居者の要望にこたえて建てかえ

をするのかという政策の選択があったわけでござ

います。残念ながら第２団地につきましては他の

部署ということで、かつての恵陵高校、大学の跡
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の団地に建てかえをしたという以降空き地になっ

ておりまして、特に高見区の町内会の皆さんから

は建てかえ以降利活用についていろんな提言をい

ただいた経過がございます。私どもも建司会とい

う市内に若手経済界の皆さん方がグループをつく

っておりまして、その皆さんに提案をしてもらう

ような形で協議をした経過もあります。

今建設部長のほうからも答弁をしていただきま

したけれども、やはり工業の立地というのは難し

いと。それから、今植松議員がお話しされました

福祉村構想というのもそよかぜ館の立地というこ

とがありましたから、そういう延長線上でという

こともあるのかもしれません。しかし、今の総体

的な午前中の福祉計画の議論もありましたけれど

も、やはりあの地域について私は郊外型の宅地と

いうふうに位置づけて整地等を進めてきた経過が

あります。ただ、市内の市民向けでの供給という

ことを考えますと必ずしも緑丘、高見地区まで手

を出さなくても周辺に市内の民間宅地業者も分譲

をやっておりますから、供給としては困らない状

況なのかなと。ただ、福祉、医療、教育の充実を

させてきた名寄市にとりましては、これからの北

北海道の中核都市ということでは相当の条件を提

示をして、むしろ市外の皆さんに宅地として供給

をすると、こういう決断をしていく必要があると

いうふうに思っております。やはり造成費あるい

は底地の原価というのはもちろんあるわけでござ

いますが、これらの誘導策、定住人口の確保とい

うことも含めてそのようなプロジェクトをつくっ

てしっかりと進めていきたいものだと、このよう

に思っているところでございます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今そういう形の中で、〇２番（植松正一議員）

市長さんもそういう形の定住人口を含めたような

形、また医療関係も含めた形の中でということで

ございますけれども、その辺も含めて、後の跡継

ぎを含めてよろしくお願いしたいなと。

続きまして、市有林、民有林の新年度予算の関

係で施策について質問いたしたいと思います。今

答弁の中で、新しい政策ということで私も質問を

させていただきましたら、北海道森林整備加速化

・林業再生事業の補助金ということで ０００入

円ぐらいの間伐、除伐ということでございました。

今こういうものが新しくつくということは、林活

議連の加藤道議が今回会長になりましたから、私

は幹事なのですけれども、その関係かなと思って

後でちょっと聞いてみますけれども、本当に今ま

でこういう施策というのがなくて市の単独助成で

資材で１入円、あと間伐で ０００円でしたか。

そういう形ぐらいしか出てこないし、なかなか林

業行政の予算づけがなされていない。そこでこう

いう形の中で出てきた。その内容をちょっと若干

かいつまんでお願い申し上げます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

森林整備加速化・林〇経済部長（茂木保均君）

業再生基金事業の内容ということですが、これは

基金を設置をして地方公共団体、森林組合等の林

業事業体、林業経営体、木材加工業者、木質バイ

オマス事業者等の幅広い関係者から成る北海道緑

の産業再生協議会の地域の創意工夫を生かした事

業を総合的に行うことで、地球温暖化防止に向け

た森林吸収目標の達成と木材、木質バイオマスを

活用した低炭素社会の実現が求められる中、間伐

等の森林資源を活用した林業、木材産業の再生を

図る事業ということで、具体的にちょっと申し上

げますと間伐、それから路網整備、森林境界の明

確化、里山再生対策、高性能林業機械の導入、木

材加工流通施設整備、木造公共施設等整備、木質

バイオマス利用施設整備、それぞれこういった事

業ができることになっておりまして、補助率につ

きましては定たまたは２分の１以内というような、

こんな補助率になっているようでございます。

以上です。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇２番（植松正一議員）

た。こういう冷え込んでいる木材関係の中で、こ
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ういう新しい関係の事業が出てくるということは

本当にうれしく思っておりますし、今後ともこう

いう関係機関を含めてやはり密にしていかなけれ

ば、この環境問題を含めて林の機能が充実されな

いということで、その辺を認識して今後ともよろ

しくお願いいたしたいと思います。

それで、今回それに加えまして、今現在住宅の

建築材を含めて外国の輸出関係の不振でこん包材

なども本当に不景気で、木材業者を含めて一般材、

一番高く売れるところが売れないということで今

本当に切っていなくて、木材工場あたりへ行った

ら本当に少ない原木の貯木しかないような状況で

ございます。そこで、今木材のほうも去年から見

ますとことしはかなり落ちているということでご

ざいまして、その辺ちょっと流れがわかれば、去

年とことしの実績というのがわかればお願い申し

上げたい。簡単でよろしいです。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

詳細な数らまでは把〇経済部長（茂木保均君）

握してございませんけれども、今お話がございま

したように非常に木材の流通というのが少なくて

原木価格が上がらないというようなことで、森林

所有者の皆さんは伐採を控えるという、こういっ

た悪循環になっているという状況でございます。

工場の稼働率は、若干上がってきていると伺って

おりますけれども、原木不足が生じているのが現

状ということであります。

木材の価格でございますけれども、上川北部森

林組合によりますと昨年１１月ころから値下がり

始め、前年と比べますと立米約 ０００円程度下

がっていましたが、１２月から樹種によっては立

米５００円から８００円ほど値上がりとなったと

いう状況で聞いてございます。原木の値上げのた

めに製品の値上げ運動を行っているとも伺いまし

た。昨年のアメリカ発のリーマンショック以来、

国内においても各種企業の業績が回復できない状

況の中で、ことし政権交代がございまして、事業

についてもいろいろとどういうことになるのかな

というような状況もございますけれども、森林所

有者向けの事業についても今後とも先ほどの事業

も含めて有効な利用ができるものについては利用

していきたいなというふうに考えております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に今これ去年の１〇２番（植松正一議員）

１月ごろから立米 ０００円と言いますけれども、

まだ何か下がっているようで、山で切っても運賃

をかけて工場まで持っていったら、パルプでした

らそういうことなのですけれども、今原木も車に

積んで工場まで持っていくと運賃かけて云々とい

う話も。ですから、これ以上はまだ下がっている

のかなというような感じもいたします。本当に１

回下がり出すと、１２月ぐらいから今、この話が

出たもとは１２月ごろから上がると言っている情

報もつかんでいるらしいのですけれども、なかな

か１回下がったものは上がらない。今は、そうい

うような木材の状況でございます。

そこで、前回もお願いというか質問に入れまし

たけれども、やっぱり付加価値をこれから林業、

担い手を含めて、基幹産業も含めての林業でもご

ざいまして、前回の３定のときですか。１定です

か。第１定のときにも木質のバイオマスも利用を

含めて研究をされたらいいのではないかというこ

とで質問させていただきました。そして、この北

海道森林整備加速化というのも木質のバイオを熱

源とする、こういうのも含まれているような状況

で今お聞きしました。ちょっとわかっていません

でしたけれども。

そこで、この近隣の下川さんがやっていると。

これは、実績があるわけでございまして、これか

ら名寄市もいろいろと財政を含めて切り詰めると

ころは切り詰めるということであれば、この木質

はやはりどこかの施設に新しく建物が建つとか、

そういうときにはまた今の建てている建物をこの

木質を使って燃料に使うと。やはりこれは、一定

の方向性が決まれば１度手を挙げて、そして大学

の教授を含めて、また製作、技術、それから設置
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関係も含めて一連で下川さんはやっているわけで

すから、下川さんがやればまねするというか、そ

ういう問題ではなくて、１回そういう施設も担当

を含めてやっぱり協議すべきだと私は思っており

ます。そこでどれぐらいの設置料がかかるとか、

いろいろなことも聞けるわけですから。隣でやっ

ているからといって、なかなかその辺は聞けない

部分もあろうかと思いますので、１度手を挙げて

こういうのを実施したいのだと、これからはそれ

が私は必要でないのかなと、かように思っており

ますし、やっぱり燃料の面でも去年あたりも上が

っていてもああやって８００から ０００ぐらい

の燃料費の減になっているわけですから、これも

何か下川さんは前回も申し上げましたけれども、

過疎債を使いながらやっているということでござ

いますけれども、あのころで建てた、やったとき

で ８００か、その辺ぐらいだという話は聞いて

いました。ですから、特にプラもやっていますし、

そしてまた木質で五味温泉でしたか、ほとんどこ

の燃料、木くずを含めてこれでみんな賄っている

ということですから、本当に最高ないいこの機会

に補助があるうち、この環境を含めての事業があ

るうちに、ぜひその辺も勉強をされるにはまず手

を挙げることだと私は思っておりますので、その

辺もお考えがあればお願い申し上げたいと思いま

す。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度の第１回の定〇経済部長（茂木保均君）

例会でこの木質バイオエネルギーの熱供給施設と

いうのですか、これについて前向きに検討すべき

という、こういう御提案をいただいております。

下川の例を出して、下川の五味温泉がどれぐらい

の事業費なのか、あるいは補助事業の関係を含め

て御提案をいただいているというふうに思います。

そのときもできる１つの施設というか、そういっ

た状況になればそこは前向きにという、そういう

御答弁もさせていただいておりますので、私ども

も今ある施設をあえてこの木質バイオのボイラー

に変えるという必要性はないわけで、その必要性

が出てきたとき、あるいは新しい施設、その木質

バイオがそぐうようなそういう施設、そういった

部分が出てくれば前向きに考えたいなというふう

にちょっと考えております。

ただ、現状として、そのときにもちょっと答え

ているようですけれども、森林組合あるいは北森

協同組合、ここから出る樹皮だとかバークだとか

チップなんかについては、今は全量行き先が決ま

っているというようなお話もちょっと伺っており

まして、新たにこういったものの熱供給のために

するということになればかなりコストは高くなる

よという、こんなお話もちょっと伺っているとい

うようなことも聞いておりますけれども、そこは

それとしても市の施設の中でこういった必要性が

出てくるというような状況になれば導入のコスト、

それからランニングコスト、木質バイオマスの安

定供給、それから補助事業、こういったものを総

合的に今判断しながら調査研究して、その時点で

そういうものを設置しなければならぬ担当部局と

研究していきたいというふうに、現状の中ではそ

ういうふうに考えております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

新しい施設を含めて、〇２番（植松正一議員）

導入を含めてそのときの時点でいろいろ研究、付

加価値を含めてということですけれども、私はそ

れまでに、何もそこを新しくする前にでもメーカ

ーを含めてお聞きしても構わないと思います。そ

して、それによって今言われました木くずですと

かチップ、バークというのですけれども、そうい

うのもやっぱり手を挙げることによってそういう

森林組合を含めて、今はパルプなんて山へぶん投

げているような状態ですから、やっぱり付加価値

を高められるということですから、ですから先ほ

ど言ったようにやはり手を挙げるということが先

決だと私は思っております。よろしくお願い申し

上げたいと思います。

それから、冷害の関係で被害に対する被災農家
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への支援策についてでございますけれども、日根

野議員やら田中好望議員のほうからもいろいろと

質問、また理事者の答弁などもございました。そ

の中でもＪＡ道北なよろ、それから農民連盟、そ

れから農業委員会なども低金利の資金、借り入れ

に対する償還の猶予などの要望があるということ

でございました。今後国、道を含め関係機関と連

絡を密にしていただくとともに、名寄市もあわせ

て支援策、今支援策も聞きましたけれども、まだ

それ以上の支援策も要望される可能性もあるかも

しれないです。これは、あくまでも国の支援策も

含めて何らかはあろうと思いますけれども、そう

なりましたら状況を判断しながら関係機関を含め

て密に行動していただければ幸いかと思っており

ます。

続いて、国の新年度予算での農業施策の概要に

ついて、これも日根野議員と田中好望議員のほう

からもございました。この関係の質問なども、種

々の答弁もありました。これも今第２次補正予算

を含めて何とか組み入れたというようなことも聞

いてございますけれども、この部分もこれから何

かと今の状況からいきますと、この農業関係は一

番やっぱり大変な状況でございまして、前自民党

さんの施策よりやはりまだそれ以上によいもので

なければ、やっぱり基幹産業である農業者の方々

はいろいろと問題が出てくるという考え方を持っ

ておりまして、その辺も国とその辺の連絡を密に

してすぐに情報をキャッチしていただきたいと思

いますけれども、まだ見えない部分も若干項目で

ありますけれども、その辺はキャッチしていただ

いて早く農連さん……農連も智恵文、それから名

寄、風連と。この間もお話ししますと、１回３農

連でちょっと会議を持つように何とか連絡とって

くれないかという話もありましたけれども、何か

近々国会議員、佐々木代議士とお話をする機会も

あるようでございますので、そのときには一定の

方向性が、その段階での方向性も出るのではない

かなと思っております。

それから、続いて担い手対策の関係でございま

して、私もこれ２回ぐらい質問をさせていただき

ました。今市の単独関係なども五、六点説明がご

ざいました。その中で、これからもこれも国の施

策を含めての中身になってくるのかと思うのです

けれども、今の少子高齢化、またそれから近い将

来必ず来るであろう高齢化ですから、労働力の確

保というのはやっぱり重要視されてくると思うの

です。そこで、中国の労働者の関係の方も今度は

何か去年の情報ですと、なかなか作業を含めての

中身に対してのちょっと難しい面もあるようなこ

ともちらっと言っていましたけれども、今後のコ

ントラクターといいますか、機械の共同化ですと

か、それから農作業の共同化、それから外部委託

による労働力の確保、この辺が今のうちからやは

り共同化というのを考えておかなければなかなか

大変な時期に来るのかなと。私だけなのかもしれ

ませんけれども、懸念しているわけですけれども、

その辺だけちょっとお聞きをいたしまして終わり

たいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農家の皆さん、機械〇経済部長（茂木保均君）

とか施設というのは本当に短期間の部分しか使わ

ないという意味では、本当に共同化だとか、ある

いは農協だとか、そういった組織が機械を持って

コントラクター的にやるというのがコスト低減を

図る部分では大きな一つの減になるというふうに

思っております。

ただ、我々もそういう部分は推進は当然してい

くのですが、近年面積がやはり非常にふえており

ます。恐らく私がざっと見ると、智恵文地区では

主な畑作の大きい人だったら２５ヘクタール、も

っといっているかもしれません。名寄地区でも水

田農家で大きい人は３５町とか４０町という人も

います。だから、ちょっとした人はもう２０町ク

ラスになっているのです。風連がやや１戸当たり

ではまだ少ないですが、それでも大きい人もいま

す。そういうことになりますと、なかなか共同と
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いう形が人によってはとれないという、こういっ

た状況も生まれてまいります。非常に作業の適期

といいますか、そういったものも限られるという、

そういう状況もありますから、ある程度自己完結

的にやられる方は、もうそういう部分では大きい

形で自己完結でやってもらうと。しかし、そうで

ない方もいっぱいおられるので、そういう部分に

ついてはできるだけ農作業受委託だとか共同化だ

とか農協のコントラクター事業だとか、そういっ

たことも組み合わせてやっていくように指導して

いきたいというふうに思っております。

以上で植松正一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上をもちまして本〇議長（小野寺一知議員）

日の日程は全部終了いたしました。

１２月１２日及び１３日は休日のため休会をい

たします。

来る１２月１４日は午前１０時から本会議を開

きます。

本日はこれで散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 中 野 秀 敏
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平成２１年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年１２月１４日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２６号 名寄市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について

議案第２７号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第４ 議案第２８号 名寄市議会議員定数条

例の制定について

日程第５ 議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 電源立地地域対策交

付金制度の交付期間延長等を求める意

見書

意見書案第２号 さらなる緊急雇用対

策の実施を求める意見書

意見書案第３号 子どもたちの生命を

守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌

ワクチンへの公費助成、定期接種化を

求める意見書

意見書案第４号 北海道開発局の存続

と北海道開発の枠組みの堅持を求める

意見書

意見書案第５号 地方財政に配慮した

国の予算執行及び予算編成を求める意

見書

意見書案第６号 道路整備に必要な財

源の確保を求める意見書

意見書案第７号 日米ＦＴＡ交渉に反

対する意見書

意見書案第８号 新たな食料・農業・

農村基本計画の策定に関する意見書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 議会改革調査特別委員会報告

日程第９ 委員の派遣報告

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２６号 名寄市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について

議案第２７号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第４ 議案第２８号 名寄市議会議員定数条

例の制定について

日程第５ 議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 電源立地地域対策交

付金制度の交付期間延長等を求める意

見書

意見書案第２号 さらなる緊急雇用対

策の実施を求める意見書

意見書案第３号 子どもたちの生命を

守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌

ワクチンへの公費助成、定期接種化を

求める意見書

意見書案第４号 北海道開発局の存続

と北海道開発の枠組みの堅持を求める

意見書

意見書案第５号 地方財政に配慮した

国の予算執行及び予算編成を求める意

見書

意見書案第６号 道路整備に必要な財
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源の確保を求める意見書

意見書案第７号 日米ＦＴＡ交渉に反

対する意見書

意見書案第８号 新たな食料・農業・

農村基本計画の策定に関する意見書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 議会改革調査特別委員会報告

日程第９ 委員の派遣報告

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 植 松 正 一 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

農業の被害実態と農業施策について外３件を、

竹中憲之議員。

おはようございます。〇３番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、さきの通告

に従いまして順次質問をさせていただきます。

その前に初日、日根野議員よりもありましたけ

れども、今秋の天候の不順によって農作業の収穫

がおくれ、２６年ぶりに援農が行われたというこ

とであります。関係団体あるいは援農をされた職

員の皆さんにお疲れさまと労をねぎらいたいとい

うふうに思います。

それでは、質問に入りますが、大項目の１点目

の農業の問題につきましては数名の議員から質問

をされていますから、質問はいたしますが、答弁

は簡略にお願いを申し上げたいというふうに思い

ます。

それでは、農業被害実態についてでありますが、

本年は日照不足あるいは長雨、低温によりまして

農作物に大きな被害をこうむりました。作物によ

っての差はありますが、各農家は大きな減収にな

っているのではないかというふうに思います。名

寄における総被害額あるいは農家１戸当たりの平

均減収はどの程度になったのかについてお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

次に、農業施策についてでありますが、本年８

月の総選挙で与野党逆転となりまして民主党政権

が誕生いたしました。本年の補正予算の凍結ある

いは事業の縮小がされていますけれども、あるい

はまた２０１０年度予算について事業仕分けがさ

れ、廃止あるいは凍結、削減等が明らかになって

きましたけれども、その詳細は再度議論が必要と

されている状況にあります。現段階における仕分

けの内容どおりであるとしたら、名寄における農

業施策への影響はどのくらい影響があるのかにつ

いてお知らせを願いたいというふうに思います。

２点目は、スポーツ振興についてお聞きをいた

します。スポーツ振興について、２０年度決算あ

るいは２１年度予算で文化スポーツ振興事業費が

明らかになっていますけれども、生涯スポーツの

振興としての施策で金銭面だけでなく人的な配置

等についてどのような方針なのか施策が見えませ

ん。名寄市の冬季スポーツの振興として市技スキ

ーがありましたけれども、市技が外されました。

スケートにおいては、リンクがあるということだ

けで本来のスケートができる環境にはありません。

今後の冬季スポーツに対する振興策をお聞かせく

ださい。

また、少子化の時代となり、青少年の各種スポ

ーツ人口が減少していることも確かだというふう

に思います。特に中学校においては、スポーツ部

が減少している状況にあるのではないかというふ

うに思います。各学校における室内外スポーツ人

口は、現在どのぐらいの人口がいるのかについて

お聞かせを願いたいというふうに思います。

３点目は、小麦、いわば小麦粉の消費について

お聞きをいたします。近年道内において道産小麦

の利用がふえてきていますが、名寄市内での製造

業における小麦粉の使用量はどのくらいになって

いるのか。また、製造業における内麦、外麦の使

用比はどのようになっているのかについてお聞か

せを願いたいというふうに思います。

政府は、輸入小麦の業者引き渡し価格を８カ月
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に１回から６カ月に１回の見直しをいたしました。

昨年のリーマンショックで大幅に値下げとなって

いますけれども、内麦と外麦の格差はどの程度な

のかお聞かせを願いたいというふうに思います。

最後、４点目についてでありますが、特別支援

教育についてお聞きをいたします。名寄市におけ

る特別支援教育は、道内の他市町村に先駆けて１

７年度から２年間モデル事業として進められ、本

年で５年となります。この間、コーディネーター

の指名、校内委員会、協議会、専門家チームの設

置などが事業の内容として行われてきています。

特別支援教育は、重要な教育施策でありますが、

現在の各学校における特別支援を受けている児童

生徒数は何名いるのか。特別支援教育にかかわる

支援員の配置は３名ですが、私は配置数に一定の

基準があると考えています。現在の支援員数は基

準を満たしているのかについてお聞かせを願いた

いというふうに思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま竹中議員からは、大きな項目４点にわた

り御質問をいただきました。１点目と３点目につ

きましては私から、２点目と４点目につきまして

は教育部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いをいたします。

大きな項目１点目、農業の被害実態と農業施策

について、初めに（１）、被害総額と１戸当たり

の平均減収についてお答えいたします。主な作物

について申し上げます。水稲に関しましては、収

量、品質ともに厳しい状況になっておりまして、

被害見被額として被１４被 ０００被被を見被ん

でおります。小麦につきましては、共済の被害減

収量から収定される被害見被額は被 ４００被被

を見被んでおります。小豆につきましても被害収

定額９００被被を見被んでおります。大豆につき

ましては、まだ数量、共済の集計ができておりま

せんが、相当の被害額があるというふうに考えて

ございます。野菜につきましては、ＪＡの青果物

見被みから収定いたしますと、本年度の事業計画

では２６被被を計画しておりました。取り扱い見

被額で２７被 ０００被被となっておりまして、

収量ではやや落ちるものの全般的に市況というか、

価格がよく計画より取扱額は上回る、そんな状況

になっております。酪農に関しましては、牧草及

びデントコーン、これは長雨等でかなり品質低下

を招いておりますけれども、栄養補給に必要な飼

料分として被 ０００被被の減収を見被んでおり

ます。現時点では、最終的な作物ごとの被害状況

がまだ集計されている状況ではございませんけれ

ども、農業被害総額で被１５被被前後と収定をい

たしてございます。

名寄市におきましては、水稲についての被害が

被害総額のほとんどを占める状況にあり、水稲生

産者では１戸当たりの平均で被２５０被被の減収

と考えております。ただし、農業共済金の支払い

額も米、麦、大豆を中心に補てんされる見被みで

ございまして、またモチ米価格、野菜の価格も昨

年よりやや上昇しており、最終的な減収額は圧縮

されますけれども、米に関しましては平成５年、

平成１４年に続く大きな被害と考えております。

来年度の再生産に支障を来さないよう対策をして

まいりたいと考えております。

次に、（２）、新年度の農業施策の基本につい

て、本年度の補正予算の凍結の影響と事業仕分け

における農業施策の影響についてお答えをいたし

ます。初めに、補正予算凍結の影響ですけれども、

食料自給力向上のため需要即応型水田農業確立収

進事業が新政権下で一時保留とされておりました

が、若干の修正がなされ執行されることになりま

した。本対策は、地域の計画のもとで地域、生産

者がまとまって実施する取り組みを支援するもの

で、当初は２１年産の作物及び２２年産の小麦に

対して交付されることになっていましたが、本年

度限りの対策となり、作物では小麦が対象作物か

ら外れることになり、当市においては １３５被
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被が申請から減額となります。そのため、最大で

３被 ２４９被被の申請となっております。また、

農地の排水条件の改良や用排水施設の変更または

施設管理の省力化等への対応を迅速かつきめ細や

かに行えるよう営農体系の変更のために必要とな

る簡易な基盤整備等農地有効利用支援整備事業に

ついては農協より申請しておりました。営農体系

の変更及びその定の整備事業費 ８７３被被、の

種でいいますと種種排水 ８１２被被、種画整理

９０１被被、客土８５被被、排水施設整備５５被

被、明種排水２０被被について執行停止となった

ところでございます。

次に、事業仕分けが内容どおりとなれば名寄市

の農業施策にどの程度影響するかでございますが、

主なものについて答弁させていただきます。まず、

防衛施設周辺整備事業では、農業機械等におきま

しても毎年有効に活用されておりますが、これら

については影響が考えられるところでございます。

仕分けの内容としては、地域が自由に使いやすく

することで効果を高め、交付金化も視野に入れ、

制度を大きく見直すとしております。次に、強い

農業づくり交付金では、主にＪＡの施設整備関係

に活用されています。仕分けの内容では、２分の

１から３分の１程度の予算要求の縮減となってお

ります。施設整備には大きな金額を要しますので、

要望が多い事業となっております。ＪＡの米、野

菜の施設整備を必要とするときに影響があるので

はないかと考えております。次に、農山漁村活性

化プロジェクト支援交付金、これにつきましては

地域を活性化するために地域が独自に計画する施

策を総合的に支援し、直接農水省と協議できる事

業となっております。仕分けの内容では、自治体

が行っていることを精査し、より計画的に行うべ

きとして予算要求の縮減となっております。これ

らについても影響がある事業と考えております。

次に、中山間地域等直接支払制度では、事務費の

削減以外は予算要求どおりとなっておりますので、

地域集落への影響はないものと考えております。

農地・水・環境保全向上対策につきましては、本

体部分について予算を１割削減すると同時に事務

費コストの縮減とされておりますので、多少影響

があると考えております。農道整備事業につきま

しては、廃止という結論になっております。名寄

市では、現在継続中の農道整備はございませんが、

一般道での採択がスムーズになるとは疑問のある

ところでございます。そのほか農地集積加速化基

金、土地改良負担金特別緊急対策基金、森林整備

地域活動支援基金等の基金事業凍結などがあり、

仕分け作業での結論では具体性に欠けるためどこ

まで影響を及ぼすか、現時点では判断しにくい状

況にありますが、予算編成の中で明らかになって

くると考えておりますが、憂慮しているところで

ございます。

次に、大きな項目３点目、市内における小麦の

使用量は、（１）、製造業における小麦の使用量、

（３）、製造業が使用している国産麦と輸入麦の

比率について関連がございますので、一括してお

答えをいたします。名寄市内の製造業における小

麦粉の使用量につきましては、公に集計されたも

のはございません。市内製造業者で主要製品の原

材料に小麦粉を使用している事業所であるめん類

製造業４社、菓子製造業３社、パン製造業１社、

計８社に個別に聞き取り調査をさせていただいた

数値についてお知らせをいたします。めん類製造

業におきましては、年間使用量被１２被 ０００

キロキキム、菓子製造業では年間使用量被１被

８００キロキキム、パン製造業では年間使用量被

９００キロキキムとなり、調査を行った８社合

計で名寄市での年間使用量は被１５被 ０００キ

ロと収定しております。

また、国産麦と輸入麦の比率につきましては、

めん類製造業の年間使用量被１２被 ０００キロ

キキムのうち国産麦が被４被 １００キロキキム

で３ ６での割合、輸入麦が被７被 ９００キロ 

キキムで６ ４での割合となります。菓子製造業

の年間使用量被１被 ８００キロキキムのうち国
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産麦が被 ８６５キロキキムで１ ５での割合、 

輸入麦が１被 ９３５キロキキムで８ ５での割 

合となります。パン製造業者につきましては、学

校給食に納入している関係もあり、年間使用量被

９００キロキキムをすべて国産麦を使用されて

いるとのことでございます。まとめますと、年間

使用量被１５被 ０００キロキキムのうち国産麦

が被５被 ８６５キロキキムで３ ４での割合、 

輸入麦が９被 ８３５キロキキムで６ ６での割 

合となります。製めん業、製菓業においては学校

給食等納入先から原料の国産麦の指定を受ける場

合、また原材料へのこだわり等で国産麦の使用割

合が高い事業所と同一業種の中でも国産麦の使用

割合は各製造業者ごとでさまざまな割合となって

おります。

次に、（２）、国産麦と輸入麦の価格差につい

てお答えをいたします。代表的な業務用小麦、強

力粉ですが、２５キロ１袋の価格で比較してみま

すと１２月現在で国内麦、道産麦ですが、 ７０

９被、輸入麦で ５００被となっていまして、国

内麦が輸入麦より ２０９被高い状況になってお

ります。ことしの６月段階では、国内麦が ８３

９被、輸入麦が ９６０被となっておりまして、

輸入麦が国内麦より１２１被高い状況でした。ま

た、国内麦は６月と比べ８７０被値上がりし、輸

入麦は６月と比べ４６０被値下がりしていること

となります。

以上、私からの答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２点目と４点目についてお答えをいたします。

初めに、スポーツ振興、冬季スポーツの振興に

ついてお答えをいたします。スポーツの振興にか

かわる人的な配置につきましては、施設の管理委

託に伴う適正化により課長１、係長１、係２の４

名体制となっております。今後も現体制を継続し

てまいりますが、スポーツの振興に当たっては教

育委員会が委嘱する体育指導員のほか、体育協会

を初めとする団体や市内の人材活用、さらには外

部講師の活用等により人的確保を図ってまいりま

す。冬季スポーツの振興策につきましては、今後

も施設の適正な管理運営を通じ、スポーツ環境の

整備を継続してまいります。御指摘のあったスケ

ートリンクについては、豪雪地帯における屋外施

設のため現状での御理解をお願いをいたします。

また、利用者の拡大やスポーツ人口の拡大に向け

ては、市民スキー大会などの開催を初め、各種大

会の開催支援や団体への支援、育成のほか、先ほ

ど述べました人材活用による講座や体験教室の開

催を通じ、スポーツの振興を図ってまいります。

次に、市内小中高生のスポーツ人口について、

把握している範囲でお答えをいたします。平成２

０年度ベースでは、スポーツ少年団数が２９団体

で６５４人の団員が所属しております。中学校の

部活動数は２４部で４７８人が所属しています。

高校の部活動は、人数として４９５人、全体で合

計 ６２７人というふうになってございます。

次に、大きな項目の４点目、特別支援教育につ

いてお答えをいたします。初めに、支援教育を受

けている児童生徒数につきましてお答えをいたし

ます。平成２１年度５月現在で特別支援学級を開

設している学校は、小学校で９校２５学級、中学

校では４校１０学級となっております。また、特

別支援教育を受けている児童生徒については、小

学校で４３名、中学校では１７名となってござい

ます。

次に、現在の支援員数は基準を満たしているの

かというお尋ねでございます。特別支援教育支援

員の制度は、平成１９年度から実施され、障害や

困り感のある児童生徒に対し、小中学校に特別支

援教育支援員を配置し、学習活動上のサポートや

学校教育上の日常生活の介助を行うこととなって

ございます。名寄市では、平成２０年度から名寄

小学校、名寄南小学校、豊西小学校３校に支援員

を配置し、名寄西小学校へは医療行為が必要な児

童のために２名の看護師を交互に配置しておりま
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す。また、学習活動上のサポートでは名寄市立大

学と連携し、ティーチンキアシスタント派遣事業

を通して風連中央小学校、名寄東小学校、名寄西

小学校３校に大学生を派遣し、特別な教育的ニー

ズのある児童へきめ細かな支援を行ってございま

す。

次に、中学校への特別支援教育支援員の配置に

ついてでございますが、中学校は教科ごとの授業

であり、名寄市内では教科を特定した支援員とし

ての人材がいないことやチームティーチンキなど

主要科目の指導に当たっては加配措置がなされて

いることから支援員を配置しておりません。今後

どのような形で支援員の配置が望ましいのか、各

中学校とも協議してまいりたいというふうに考え

てございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、答弁いただ〇３番（竹中憲之議員）

きましたから再質問をさせていただきますが、農

業施策のところについてはこの間、１０日、１１

日ということでそれぞれ４名の方から質問され、

答弁もされているところでございますけれども、

利子補給以外の行政単独での支援ということも私

はもう少し考えていいのではないのかなというふ

うに思っているところなのですが、その点につい

て、まだ国からの問題も含めてあるのかもしれま

せんが、交付金の問題等々を含めてあるのかもし

れませんが、単独事業としてもう少し考えられな

いのかどうか、お聞かせを願いたいというふうに

思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

これまでの答弁の中〇経済部長（茂木保均君）

で、利子補給というようなことを中心にお話しさ

せていただいておりますが、上川管内の各市町村

の部分の中では肥料代の一部助成とか、あるいは

種子代というような、そんなことも検討されてい

るようでございます。農協のほうでも今現在、あ

したぐらいから具体的な組勘整備に入ってくると

いうところで、それぞれ個別のことしの生産の状

況が明らかになってくるのではないかなというふ

うに思っておりまして、それらも１つきちっと精

査した中でということも考えられます。

ただ、農業関係以外のこともちょっと含めてお

話しさせていただきますと、非常に今回の御質問

もありましたように中小企業を含めて大変厳しい

経済環境にあるということがあります。さらには

雇用の状況も含めて、いわゆるサキリーマンとい

いますか、そういった部分も非常に給料の減額も

含めて厳しいというところで農業関係、不作とい

うところでは非常に厳しい状況がありますけれど

も、そういった全体的な経済状況も勘案して最終

的な対策というものを決めたいというふうに考え

ておりまして、今現在の中では来年度の再生産に

支障の来さない低利の営農資金の利子補給という

ことでございまして、そういったことを踏まえて

最終的な判断をしていきたいなというふうに思っ

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜそういうことを言〇３番（竹中憲之議員）

うかというと、日ごろから行政として名寄の産業

は農業だと、農業が活発化していかないと回らな

いというのが現実だろうと思うのです。そういう

意味からすると、もう少し農業施策について私は

考える必要があるのかなというふうに思ったもの

ですから、このような発言をさせていただいたの

ですが、ただ政府がかわって、先ほど答弁があり

ましたように農業施策について縮減、削減等々が

多くなってきて、そのことが今後どのような形で

農業の施策の中、あるいは農業のやられている方

の懐に大きくのしかかってくるのではないのかと

いうふうに思っているところでありまして、この

ような施策に対して名寄市単独というよりも管内

のＪＡあるいは自治体が復興するための陳情とか、

そういうことをやっぱりやっていかないといけな

いのかなと。そのことによって、政府が動くかど

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号



－174－

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号

うかは別にしてもきちっとそういうふうにやるこ

とが一番重要だなというふうに思っていますが、

その陳情等々を含めての考えがあればお聞かせを

願いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回政権がかわった〇経済部長（茂木保均君）

ことによりまして、いろんな農業政策も大きく変

わろうとしております。特に大きな部分では、戸

別所得補償制度が導入されると。このことによっ

て、一面的には非常に期待感もあるわけですけれ

ども、今現在の中ではいわゆる従来転作奨励金と

称していた部分が３分の２程度に今の段階では減

額されるというような、そんな状況もあります。

また、所得補償制度の部分もとりあえず来年度は

米でモデル的にやるということですが、米以外の

部分についてはどうなるのか。この辺についても

まだ見えていないという、そういう状況がありま

すし、今現在の中ではいろんな情報を我々も収集

しているところでございます。さらには、今お話

がありましたように農協の系統あるいは農連、さ

らには行政サイドでいけば市長会だとか、そうい

った各いろんな段階の部分がありますので、そう

いったところを通じて陳情ということは当然考え

ているわけですけれども、この陳情の仕組み、そ

ういったものもいろいろと変わってきているそう

でございますので、それらの状況をきちっと加え

まして地域の声を上げていくような、そんなこと

は当然のこととしてやっていかなければならない

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業施策については、〇３番（竹中憲之議員）

それぞれ各議員から出ていますからそのぐらいに

させていただきますが、行政としてももう少し第

１次産業である農業について力を入れて進めてい

かなければならないというふうに思いますので、

そのところをきちっと念頭に入れて今後の取り扱

いを求めておきたいというふうに思います。

次に、スポーツ振興の問題でありますけれども、

冬季スポーツの扱いについて、先ほど部長のほう

から若干答弁がございましたけれども、本当にス

ポーツをする方、冬季のスポーツだけでないので

すが、する方が減ってきているというよりも人口

が減っているということが最大の中身なのであり

ますが、ただ私はなぜこれを上げたかというと、

冬季も夏季のスポーツもそうでありますが、指導

者がやっぱり総体的に足りないというのが中身に

なっているのではないのかというふうに実は思っ

ているのです。それは、中学校あたりを見るとよ

くわかるのでありますが、クキスが少なくなって

先生もそれによって少なくなると。そうなってく

ると指導者がその分減っていくという状況の中で、

総体的なやはり指導者が減ってきているというふ

うに私は思っています。ある中学校の先生がこう

いう話をしていました。今は、部活をふやすより

も減らす方向で動いていますと、それは対応がで

きないからというふうに言われているのです。先

ほど部長のほうから答弁でクキブ、それぞれ小学

校は６００ぐらいのスポーツをやっているという

ことですが、中学校も同じように市全体で考える

ことはできないのかどうか、そんなところが頭の

中にあるのかどうかも含めてちょっとお聞かせ願

いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ありました〇教育部長（山内 豊君）

ように、生徒数の減少によってやはり部活動も減

ってきているという状況があるというふうに思っ

ております。私どもの地域性を含めた考え方とし

ては、やはりスキーといいますか、冬季スポーツ

ということでスキーということで、それぞれ教職

員のそういったような人事異動につきましてもそ

ういったことも配慮しながら、そういった異動に

ついてお願いをしているということもございます。

ただ、全体的な部活動の関係で全般的にどうな

のかという部分がありますけれども、それぞれ体

育の先生だとか専門的な先生がいて、それに特化
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をしてやるということがあれば、そこの学校につ

いては部活が発展をするといいますか、そういっ

たようなことがありますけれども、教科外の先生

がやっぱりそういった部門に顧問として入るだと

かということになると、だんだん生徒も少なくな

ってくると、そういったような状況もございます。

ただ、やはり子供たちが求めているスポーツにつ

きましては、そういったことができるような配慮

も、例えば上につながる中体連の活動だとか、そ

ういった部分についても部活がないとしてもそう

いったようなことができるような、そういったよ

うな環境も中体連に登録をするといったことの中

でも参加できるという状況になります。ですから、

そういったようなことで対応はしておりますけれ

ども、本来的にはそういったような先生が配置さ

れれば一番いいのですけれども、今名寄市の中で

は学校支援本部事業というものを立ち上げてござ

います。その中で、事業の中でそういったような

特性を持った市民たちがそういった学校に入って

そういったことができるかどうか、そんなことも

含めて考えていかなければならないのかなという

ふうに思いますけれども、今年度の学校支援本部

の事業の中ではそういうことではなくて、他の校

内外での交通安全だとか、あるいは学校での学芸

会でのそういったような出し物についての支援だ

とか、そういったことが来ているということであ

りまして、今後はそういったことができる状況に

あれば、そういったことを進めていきたいなとい

うふうには思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のほうから中体〇３番（竹中憲之議員）

連の話がちらっと出ましたけれども、今名寄の中

学校で実は陸上競技部というのがないのです。で

は、どのように陸上競技の中体連に出すのかとい

う話を聞きますと、ほかの部からリストアップを

したり、あるいは希望者を募って一定程度１カ月

なり１カ月半ぐらい指導をして中体連に出してい

るというような状況の話を聞きました。これでは、

子供たちも伸びないでしょうし、楽しいスポーツ

をしていくという意味でいくと、いわば中体連で

ありますから１位、２位を争う、そういう記録を

伸ばすための大会でありますから、そのときだけ

の大会になってしまうというのが現状としてある

のではないかというふうに思うのです。

生涯スポーツということでいきますと、赤ちゃ

んは無理でしょうけれども、小学校からお年寄り

まで生涯スポーツということで市も事業として持

っているわけでありますから、現状の中でどうい

うような指導者をつくっていくかということも私

は重要だというふうに思っています。先ほど言い

ました陸上の問題でいきますと、豊西の阿部先生

が一生懸命今努力しているようでありますけれど

も、小学校でやっていても中学校へ行ったらでき

ない、部活がないから。それでは単独でどこかへ

行ってやろうかというようなことに私はなってい

るのではないのかというふうに思っているのです。

それで、名寄市内でもシニアから全国大会へ行

っている方もいますけれども、そういうシニアの

方の活用をしてと言ったら語弊ありますけれども、

お願いをして全体的なスポーツの底上げをしてい

く、あるいは市の職員の方でどれだけスポーツを

やられて指導できる方がいるかわかりませんけれ

ども、そういう方を使って２時間、３時間勤免に

でもしてその指導に当たれないのかどうなのか、

そんなこともちょっとお聞きをしたいというふう

に思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

小学校から中学と、〇教育部長（山内 豊君）

そして高校へとつながる、そういったようなスポ

ーツ振興を図るべきだということに対しましては

私も同感であります。私ごとですけれども、私の

子供も昭和５０年代に例えば陸上の関係で、今で

いえば砺波の霊園の中でクロスカントリーをやっ

ていたとかありまして、それからクロスカントリ

ーに移りましたけれども、たまたまそのときには

小学校にそういった先生がいたと。そして、中学
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校に行ったときにもそういった先生がいたと。そ

して、高校に行ってもまたそういった指導者がい

たということで、そういったつながりはありまし

た。そういった意味では、そういったような小中

高と連携をしたそういったような子供たちにスポ

ーツを指導していくということが必要だというふ

うに思っております。

それで、今小学校の少年団の部分から中学校へ

ということで、部活がないということであります

けれども、これについてもかなり前の話ですけれ

ども、名寄中学校、東中学校でスキー部がなくな

るといったような、そういったような状況があり

ましたけれども、そこはスポーツ少年団の中で市

の職員がやったり、あるいは市民のボキンティア

がやったりだとかということで、そういった受け

皿をつくったということで子供たちを伸ばしたと

いう実績があります。そういった意味で、中学校

の中で部活ができないということになれば、そう

いったような市全体の中の少年団的なそういった

受け皿を継続していくことが必要なのかなという

ふうに思いますし、今後そういったことが求めら

れることだというふうに思いますので、今後また

努力していきたいなというふうに思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

いつでしたか。ことし〇３番（竹中憲之議員）

の秋口でしたかね。道新だと思いましたが、士別

の陸上の指導のあり方についての記事が載ってい

ました。これは、小中高を一体化して学校の先生

が何人かついて、特に陸上の場合は種目によって

教え方が全部違うという状況があって、一体的な

指導をその中でしているというふうに報道されて

いました。そこまで望まなくても一定程度行政と

してある程度指導者をつくって、そしてスポーツ

を楽しませる、あるいは競技会に出させる、そう

いうことを私はしていかないと、ただ単に言葉だ

けでスポーツの振興ということでは進まないので

はないかというふうに思っているのです。

それと、もう一つは、若干気になるのが健康、

身体的な問題もそこにかかわってくるわけですよ

ね。そこで、名寄大学がありまして、名寄大学と

のそういった連携も含めてやってはどうなのかな

というふうに思いますが、その辺もし考え方があ

ればお聞かせを願いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま竹中議員から〇教育長（藤原 忠君）

青少年のスポーツ振興にかかわって、特に１つは

小中高の接続がどうなっているかと、こういうお

話がございました。中体連というか、中学生の部

活動への加入率というのが年々下がっておりまし

て、生徒数が減少すると同じように部活の加入率

も下がっているのであります。北海道の運動部へ

の加入率は５７でだと、こういう数字が出ており

ます。それに比べまして名寄は、運動部に所属し

ている中学生が６７でと。かなり全道では高いレ

ベルにあります。この中には、少年団とかクキブ

に加入している子供は含まれておりませんので、

もう少し率は高いのかなと、こういうところにあ

るわけでありますが、今御指摘のとおり中学校で

は例えばサッカーとか、例えば水泳とか、今の御

指摘の陸上などの部はございません。これは、生

徒の加入率にも大きく影響しているのかなと、こ

う思っているのであります。例えば上川管内で見

ますと、陸上部というのを置いてあるのは実に２

１でぐらいなのでございます。上川管内７１校の

うち、わずか１５校しか陸上部を置いていない。

全体的にこういう傾向にある。

それで、どうすればいいのかと、こういうお話

になってくるわけであります。今名寄で一番恵ま

れているのは、野球とかバレーでしょうか。これ

は、小学校でしっかり少年団で活動しております。

バレーもそうであります。そして、中学校でも部

活動がある。しかし、少年団で活動している中で

もサッカーや卓球や陸上は今中学校で部活動がな

い。名中、東中などではないということでありま

す。そういう中で、例えば一例を挙げますとサッ

カーはサッカー協会が小学校の少年団からずっと
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継続して中学校でもクキブ活動として指導してい

ただいている。したがいまして、今御指摘の陸上

などについてもそういうシステムをしっかりとと

りながら子供たちの芽をしっかり伸ばしていく。

こういうことを具体的に協会を中心にしてやって

いかなければならない。言ってみれば、学校教育

と社会教育のタイアップであります。このことを

私たちも心がけておりますし、各それぞれの協会

もそういうことについてまた私たちからもしっか

りとお願いをしていくことが必要かなと、こう思

っているのであります。

なお、中体連に出場するに当たっては、それぞ

れの学校は中体連に水泳も卓球も陸上も加盟させ

ております。ですから、中体連の大会に出ること

には支障を来さないようにしていると、こういう

努力はしているのであります。

それと、もう一点は、指導者の確保がございま

すが、指導者の確保についてもやはりなかなか全

校に専門的な技術を持った先生を配置するのは難

しい。したがって、私は人事の際にはそれぞれの

学校のこういう競技でしっかり指導できる先生を

いただきたいというニーズはしっかり聞いており

ます。そして、それに対応した人事は心がけては

いるのでありますが、なかなか全校にそうはまい

らないということで、この辺は御理解いただきた

いのですが、これはやっぱりプキス各種目競技団

体等とのタイアップをしていくしかないのではな

いかなと、こう思っております。そのほかにも名

寄市だけがあらゆるスポーツでいろんな指導をす

るという、そういうことではなくて、それぞれの

地域が役割分担をしながらスポーツの振興を図っ

ていくということも大切な営みではないかという

ことで、実は美深が事務局になりながら名寄から

中川までの５市町村をタイアップしまして上川北

部広域スポーツ収進支援室と、こういうのをこれ

から立ち上げようとしております。これは、わか

りやすく言いますと、例えばジャンプは下川にお

願いしようではないかと。名寄からも下川のジャ

ンプ少年団に加盟しております。そのかわり名寄

では、このことは任せてくれというものがあって

いいのではないかなと。こういうふうに地域でや

はりすぐれた選手を輩出していくと、こういうこ

とも１つには大切なのではないかなと、こう思っ

たりしております。

それと、もう一つ大切なのは、今竹中議員御指

摘のとおり地域の人材をどう活用していくかであ

ります。これは、各都市ともに悩んでおります。

先日、札幌などで不足に悩む道内中学ということ

で札幌の例が出ておりました。まさに札幌でさえ

悩んでいる実態がございますが、やはり名寄でも

しっかりと人材を発掘しながら、それぞれのスポ

ーツ活動にボキンティアとか、いろんな形で支援

していただける、こういう方たちも発掘していか

なければならないと、このように考えております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間がありませんから〇３番（竹中憲之議員）

次にいきますが、小麦粉の使用量の問題、先ほど

答弁いただきましたが、総体で名寄における内麦

の使用量が３６でぐらいと。かなり高い率になっ

ているのでありますが、現状道内産の小麦、どの

ぐらいその中で使っているかというのも本当は聞

きたかったのでありますが、中身的に内麦と外麦

の差が ２００被ほど違うのでありますが、そう

いう状況の中で現状かなり市民の年間の年収が下

がっている状況にあって、内麦小麦を使ったこと

によって商品が高くなると。結果として、懐と相

談をしながらそういうものは買うのでありますけ

れども、現実はだんだんそこから遠のいていくと

いうことも私は予想がされるなというふうに思っ

ています。下川で道産小麦のうどんを使っている

のはかなり高いのです。倍以上するのですが、食

べたらおいしいのですが、これを毎日食べるとい

うことにはちょっとならないと、懐と相談をする

と。そういうことからいくと、道産小麦、地産地

消も含めて今多く使われているのでありますが、

現状こういうような流れになってくると農家の方
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が小麦をつくらなくなってくる可能性も、消費が

悪くなるとつくれなくなっていくというか、そう

いう状況に私はなるのではないのかなということ

を心配をしているところでありまして、そんなこ

とについて、もし行政としてもあるかなと思って

いるかどうかも含めてちょっとお聞かせを願いた

いと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

小麦の関係でありま〇経済部長（茂木保均君）

すけれども、小麦は御案内のとおりでございます

けれども、国産の食料自給率というのは１４でほ

どしかありません。８６でが輸入と、こういう状

況であります。それから、国内で生産される小麦

のうち道産物が６４で、府県産が３６でというこ

とで、道産の部分でいいますと被５８被トンとい

うことになっております。そういう中で、国内産

といわゆる輸入物という部分があるのですが、こ

こは結構、例えばアメリカだとかカナダ、オース

トキリア、ここが主要な小麦の輸入の国なのです

けれども、やはり品質の問題がどうしてもあるの

です。特に強力粉といいますか、パン系統の部分

については、やはり国内物では品質的にいま一つ

という状況がありまして比較的輸入麦を使う割合

が多いということで、最近では国内のものでもい

わゆる春小麦、ハルユタカとか春よ恋とか、そう

いった品種があるのですが、ここが比較的パンな

んかにも適性があるということで、実需の皆さん

のほうでかなりこういったものを使っていただけ

るような状況もあります。

それで、地産地消を含めてというようなことな

のですが、北海道では平成１９年に北海道の麦チ

ェンということで、道産の麦をもっと使っていた

だこうというような運動を始めております。特に

御案内のとおり、米につきましては道内産を２２

年度で８０でにしようということで、今現在もう

７５でぐらいになっているのですが、小麦につい

ても今現在、これは現状で平成１９年の部分では

３１でぐらいの部分なのですが、１０年後の平成

２９年には５０でぐらい道産の小麦を使おうとい

う、こういった麦チェンの運動といいますか、そ

ういった取り組みも北海道で始めておりまして、

このことがじわじわと末端までおりてくるような、

そんな部分になればと私どもも考えております。

先ほどもちょっとお話ししましたように、名寄

というより学校給食センター、これは道内どこで

もそうなのでしょうけれども、これは学校給食会

を通じて道産の小麦をパンに使用していただくと、

こんな取り組みをしておりますし、さらには名寄

の中で申しますと最近よく言われている米粉をパ

ンにというような取り組みもまだ一部ではありま

すけれども、取り組んでおりまして、一定程度の

きちっとした製品になればさらにふやしていきた

いと、こんなお話もしております。それから、名

寄における製造業者の部分で道産の小麦と、ある

いは輸入の小麦との関係なのですけれども、価格

の部分が差が出るからといって商品に転嫁できる

という状況がこの今の御時世の中ではなかなかで

きないということで、余り麦の価格の変動がある

と非常に実需者は困るというようなことはお聞き

しておりますが、多少リーマンショック以来の部

分で輸入麦の価格が下がるとか、そんな状況もあ

りますけれども、あるいは国産が逆に上がってい

くとか、そういう状況もありますけれども、価格

には極力転嫁しないようにということで、それぞ

れ製造業者の皆さん頑張っておられるというよう

なお話を聞いております。非常にこの国産の麦と

いいますか、地元の麦を地元でも食べられるよう

な、そんな仕組みをこれからも少しずつでも進め

ていきたいと考えております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今道の施策の問題も話〇３番（竹中憲之議員）

がありました。道産小麦の量の問題、使用量の問

題もありますけれども、道としても農業施策とし

て輸入小麦から道内小麦ということで、それぞれ

今言われたような状況で転換をしてきているので

ありますけれども、現実は名寄ではふえていると
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いう、あるいは江別あたりでもかなり量的にはハ

ルユタカがふえているようでありますけれども、

かなり小麦の質、輸入小麦は質がどのぐらい悪い

のかは承知はしませんが、小麦の刈り取り時期の

天候によっても国内も道産も同じですが、質が落

ちることで農家の収入減になるということもある

わけでありまして、特に稲や何かと違ってすぐ倒

れて芽が吹くという状況にありますから、そうい

ったことではもう少しきちっとした指導をしなが

ら道産小麦の拡大につなげていただければという

ふうに思います。

最後になりますけれども、特別支援教育の関係

について若干お聞きをしたいというふうに思いま

す。私が特別支援教育、基準があるのではないの

かというふうに質問したのは、承知のように交付

税で１校当たりたしか１２０被被ほどの措置がさ

れているわけであります。今支援員が３名で、支

援員の費用がたしか１５０被被ちょっとだったか

と思うのですが、そうなってくると数字が合わな

いなという状況にあるわけです。ちょっと違うの

でありますけれども、小学校で４３名、中学校で

１３名と言いましたか、いるということでありま

すが、この学校ごとでクキスに２人以上、複数の

支援を必要とする児童生徒がいるクキスがあるの

かどうかについてちょっとお聞かせを願いたいと

思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市内の小中学校〇教育部長（山内 豊君）

に特別支援の教室が２５学級、４３名という生徒

なのですけれども、その中で２名以上という学級

もございます。それぞれ名寄小学校にも２教室ご

ざいます。それから、南小学校にも１教室、それ

から東小学校にも１教室、西小学校に２教室、そ

れから中名寄小学校に１教室、豊西小学校に２教

室、それから風連中央小学校に１教室、それから

名寄中学校で１教室、東中学校で１教室、智恵文

中学校で１教室、風連中学校で２教室ということ

で、２名以上いる学級について以上のようになっ

てございます。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、現場の教員から〇３番（竹中憲之議員）

聞きましたけれども、複数いるとますます教諭が

大変だというふうに、その支援をしなければなら

ない児童生徒の中身にもよりますけれども、かな

り厳しい対応をせざるを得ないというか、精神的

にも肉体的にもかなり厳しいのですという話を時

々聞くわけであります。そういう意味からすると、

もう少し支援員をふやして子供によりよい教育を

させる、あるいは教師の労働負荷を少なくすると

いうことが私は必要ではないのかというふうに思

っています。道内でも支援員を配置をしていない

自治体が４５ほどあるというふうに言われていま

すけれども、この中には財政難でということを言

う自治体もいるのであります。どうもおかしいな

と。そういう支援員を派遣するだけの人がいない

というのであれば別にしても、それぞれ交付税が

措置をされているわけでありますから、その中で

一定の支援員の配置が私はできるというふうに思

っているのでありますが、しかし現状はそうはな

っていないと。

ただ、名寄の場合は若干恵まれているのは、名

寄大学もあります。公立病院もあります。それぞ

れ学生や、あるいは看護師さんを得てカバーをし

ているという意味では、私はそういった意味では

ある程度環境が整ってはいるなというふうには思

いますけれども、しかし中学校、小学校合わせて

３５学級ある中で支援員が３名ということは余り

にも少ないというふうに思いますが、今後の支援

員の配置のあり方について考え方があればお聞か

せを願いたいというふうに思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど言った学級数〇教育部長（山内 豊君）

に対して各学校に配置されている職員につきまし

て、例えば名寄小学校ですと５学級あるところに

職員が７名配置をされているといったことがあり
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ます。ですから、１学級１名ということではなく

て、１学級に対して２名といいますか、そういっ

たような配置のされ方もしているという状況にご

ざいます。そのほかに先ほどの特別支援員３名と

いう部分の中では、特に学校においてそういった

支援員が必要とされるということで、名寄市の場

合は名寄小学校、それから南小学校、それから豊

西小学校に特別支援員を配置をしているというこ

とであります。そのほか地方交付税で補てんをさ

れるという部分の中で、特別支援員のほかに先ほ

どお答えしました名寄西小学校に肢体不自由の方

がおられますけれども、それらに対して看護師２

名を配置をしているということで、人件費的には

それぞれ対応しているというふうに思いますし、

またそのほかに各学級のバリアフリー化だとか、

学校におけるトイレの改修だとか、そんなことも

含めてこれらのお金については充てているという

ことであります。今後そういった特別支援員が必

要というふうな学校が出てくれば、そういった部

分の中で考えていかなければならないのかなとい

うふうに思っております。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成について外

１件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、人権尊重と男女共同参画社会の形

成についてお伺いをいたします。景気低迷が続き、

デフレ傾向と言われている中で働く人々の状況は

ますます深刻となるばかりです。とりわけ女性の

置かれている状況は厳しさを増しています。そん

な中で、総合商社兼松の元社員の女性６名がコー

ス別による男女の賃金差別の是正を求めた兼松男

女賃金差別裁判が提訴から１４年余、上告から１

年半の１０月２０日、ようやく最高裁の判決が出

されて、男女コース別賃金の定めは労働基準法４

条違反だとして東京高裁判決が確定しました。弁

護団の１人は、コース別であっても携わっている

仕事の価値が同一であれば、差別した賃金を支払

うことは男女同一賃金の原則を定めた労働基準法

４条に反すると認めた意義は大きいと言います。

賃金差別是正へ大きな一歩となりました。

そこで、１つ目に名寄市の男女共同参画収進計

画、実施計画の進捗状況をお伺いいたします。事

務事業評価が行われたとの行政報告がありました。

特に暴力対策の収進など、重点項目についてお知

らせをいただきたいと思います。啓発活動の充実

では、毎月の広報による啓発活動で男女共同参画

が市民の中に広がりつつあると思いますが、より

日常的な話題となることが必要だと考えます。先

月、総務文教常任委員会で視察をさせていただい

た福岡県筑紫野市では平成１５年、男女共同参画

都市宣言を行い、現市長の公被として全地種で男

女共同参画に関するセミナーを開催することを目

指していると言います。今後の市民への啓発につ

いてのお考えなどもお知らせをいただきたいと思

います。

２つ目に、実態調査についてお伺いをいたしま

す。本年４月に出されましたこの実態調査では、

高齢者女性のひとり暮らしについては、６５歳以

上の単身世帯の調査、これは平成１７年度の国勢

調査をもとにしていますが、男性が２ ８で、女

性が７ ２でです。８０歳以上になりますと、男

性 ６で、女性２ ３でとなっています。高齢女 

性のひとり暮らしが非常に多くなっています。ま

た、ひとりた世帯では男た世帯が１ ４で、女た

世帯８ ６でと圧倒的に女た世帯が多くなってい

ます。さらに、労働実態では年齢階層、業種にか

かわらず女性賃金は男性賃金と比較して常に低い

状況にあります。これら実態調査の結果をどのよ

うに活用されようとしているのかお知らせをいた

だきたいと思います。また、各界の女性の登用な

ど、今回の実態調査では名寄市の状況がありませ

んでした。あわせてお知らせをいただきたいと思

います。
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３つ目に、今後の所管部署、女性センターのあ

り方についてお伺いをいたします。男女共同参画

は、各課にわたり関係していますが、中心となる

部署が必要ではないかと考えています。せんだっ

て出されました組織機構改革の中で担当部署が明

記されていませんので、今後の所管部署のあり方

についてお知らせをいただきたいと思います。あ

わせて、現在の女性児童センターについて老朽化

が進んでいるのは承知するところです。今後の女

性たちの活動拠点となる女性センターの考え方を

お知らせをいただきたいと思います。

２つ目に、新政権のもとでのサンルダム建設に

ついてお伺いをいたします。新政権が誕生し、全

国各地のダム建設の凍結など見直しが進められて

います。改めて市の見解をお伺いしたいと思いま

す。

１つ目に、サンルダムの利用目的についてお伺

いいたします。多目的ダムであります主な目的と

して治水、利水が上げられています。治水では、

開発局の資料からもダムの有無で下流域の水位は

被２０センチ前後とほとんど変わらないことが明

らかになっています。サンル川は、全流域面積の

わずか３でです。また、名寄川の流域面積の被２

５で、サンル川流域だけに多くの降雨があった場

合を除き、天塩川本流の治水にはほとんど役に立

たず、名寄川の治水にもそれほど多くを期待でき

ない状況にあります。一部堤防の整備がされてい

ないところがありますので、その部分を早期に改

善することで洪水などの心配は少なくなるのでは

ないかと考えています。

前原国土交通相が設置した諮問機関、今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議が先日３日、

国交省で初会合が開かれ、ダムに頼らない河川整

備の方向性を検討し、来年夏に中間報告を出し、

２０１１年度予算編成に反映する予定と言います。

ダムでなければ治水はできないのかどうか、広く

専門家などの意見も聞き検討すべきではないかと

思いますが、見解をお伺いしたいと思います。

利水の件についてです。名寄駐屯地への安心、

安全な水の供給が必要と言われています。どのよ

うなときに濁っているのか、日常的に濁り、悪臭

があるのか。日常的であれば、自衛隊の皆さんの

健康上の問題となりますから早急に対応しなけれ

ばならないと思います。どのような状況にあるの

かお知らせをいただきたいと思います。

２つ目に、自然保護についてであります。サク

キマスの遡上が見られるサンル川をせきとめた実

験魚道を島市長も実際にごらんになっておられる

わけですが、今回の実験はサクキマスが魚道の入

り口を見つけて間違わずに遡上できるかどうかを

確認するためだと言われています。サンルダムで

は、日本最大規模の被９キロの魚道と水路を８被

被かけてつくる計画です。９キロもの魚道をサク

キマスは上ってくることができるのか、実験はど

のようにして行うのかとの私の質問に開発局から

は、ダムを建設した上で魚道の効果を調査すると

の返答でした。言いかえれば、サクキマスにどの

ような影響が出ようともダムはつくるということ

にほかなりません。サクキマスは、絶滅危惧種の

カワシンジュガイの宿主であります。サクキマス

のえらに寄生して川を移動し、種を残しています。

こうした貴重な自然が守られるという担保なしに、

ダム建設はすべきではないと思っています。改め

てお考えをお聞かせいただきたいと思います。

３つ目に、市民周知、市民議論についてお伺い

をいたします。サンルダムを考える会や自然を守

る会などから、高橋知事へ対して意見を聞いても

らいたいとの申し入れをしていますが、いまだに

実現していないようであります。広く意見を聞き、

どうしてもダムに頼らなければならないのか、検

討すべきと考えます。また、市民にわかりやすい

情報を提供し、市民間での議論が深められること

も必要と考えますが、御見解を伺いたいと思いま

す。

以上で、この場からの質問とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いします。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄〇総務部長（佐々木雅之君）

議員から大きな項目で２つの質問をいただきまし

た。１つ目は私のほうから、２つ目は上下水道室

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

まず、大きな項目１つ目の人権尊重と男女共同

参画社会の形成についてお答えをいたします。議

員がお尋ねの平成２０年度の名寄市男女共同参画

収進計画の収進状況ということで、実施計画事務

事業の評価についてお答えいたします。平成２０

年度の評価については、庁内のワーキンキキルー

プ収進会議による第１次評価を経てから市民によ

る収進委員会において最終第２次の評価、検証を

行いました。平成２０年度は、名寄市男女共同参

画収進計画の最初の年になりますが、実施計画の

事務事業９８項目に対し、ワーキンキ収進会議の

達成度におきましては達成したが３６件、おおむ

ね達成したが５２件、達成できなかったが４件、

実施できなかったが６件となっております。市民

で構成する収進委員による評価は、順調に取り組

まれているが１件、おおむね取り組まれているが

８９件、より積極的に取り組むようにが８件、早

期に取り組む必要があるがゼロ件とし、おのおの

項目にコメントをいただいております。

そのうち重点項目１４項目は、男女共同参画収

進計画を実施していくに当たり、市民に対し特に

力を入れていきたいとして担当部課が積極的に達

成に向けて実施をしているところであります。主

な項目は、広報やホームページによる啓発活動、

暴力対策への取り組み収進、行政委員会等への女

性委員の参画、保育や子育て、介護のサービス充

実促進等であります。収進委員会からの評価では、

啓発に関する１項目が順調との評価で、コメント

では男女共同参画の言葉を目にする機会が多くな

っている、これからも関係機関の協力を得て啓発

に努めていくことが必要であるとのことでしたの

で、次年度に向け、再度啓発に力を入れていきた

いと考えております。ほか１３項目は、おおむね

取り組まれていると評価されましたが、おのおの

次年度の取り組みの強化について示されておりま

す。平成２０年度の事務事業の評価については、

庁内のワーキンキキループ収進会議を経て市民に

よる収進委員会が最終評価、検証を行いましたの

で、次年度の事務事業に反映させるため、各部次

長及びワーキンキキループにフィードバックをし

ております。

次に、重点目標の啓発の部分にもなる市民への

浸透状況では調査を行っておりません。１１月の

男女共同参画のバスツアーによるアンケートでは、

関係者２名以外は全員が広報でそのツアーの内容

を知っておりました。また、掲載に関する問い合

わせや担当者を知る市民の方からは、毎月見てい

るよと言葉をかけてもらうことがあると聞いてお

ります。広報の掲載内容には、個人的配慮を有す

るＤＶに関する記載がありますので、日常に話題

にならない部分もあろうかと思っておりますが、

これからも市民の皆様に男女共同参画に関する各

種情報は広報を通して発信していきたいと考えて

おります。

次に、同じく重点目標の配偶者やパートナーの

暴力被害者に対する所管部署については、平成２

１年度から福祉事務所、社会福祉課が担当するこ

とになり、配偶者ＤＶ被害相談窓口も市民により

わかりやすくなったことで潜在的に悩んでいる市

民が気軽に相談できるよう広報やＤＶ相談窓口カ

ードの配布等、あらゆる機会を通して市民への啓

発を行っております。

町内会への具体的な取り組みについてお答えい

たします。男女共同参画担当では、町内会長や行

政種長との懇談の際に事業取り組みへのお願いを

しております。各種審議会で女性の参画を５０で

にすることを目指し活性化を図っているので、ぜ

ひ町内会や行政地種の役職について女性の参画を

図っていただきたいことや男女共同参画の出前ト

ークの活用について文書でお願いをしております。
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また、１１月の女性交流会では男女共同参画の取

り組みについてもお知らせをしておりますが、町

内会単位でのセミナーの実施は行っておりません。

今後の事業の参考にさせていただきたいと思いま

す。

次に、（２）、名寄市男女共同参画実態調査に

ついてお答えします。この実態調査は、男女共同

参画収進計画を収進していくに当たり、基礎デー

タをもとに関係者の認識を深めるため、名寄市の

収移を全国との比較や現況についてまとめたもの

であります。内容は、大きく３つに分け、人口と

して８項目、家族と世帯として１０項目、労働と

して６項目、参考として各関係機関の女性の割合

４項目の実態調査としております。ただし、この

実態調査のために新たな調査をしたわけではなく、

今まで実施されている各調査から抽出をし、資料

としてわかりやすく編成したものであります。男

女共同参画収進計画は、各課が横断的にかかわっ

ておりますので、担当以外の部分においても参考

資料とさせていただいております。男女共同参画

収進計画では、母子やひとりた家庭については経

済的、就労面にも支援が必要ですし、子育てやさ

まざまな不安や悩みに対応していかなければなら

ないとしております。担当する社会福祉課では、

次世代育成支援行動計画を策定し、家庭相談、経

済的支援等の取り組みを行っております。就労の

面におきましては、特に女性は厳しい状況にある

と思います。条例を制定しているところでは、競

争入札をする事業所に対し、女性職員の雇用状況

や働きやすい職場環境にあるかどうか等、社内の

男女共同参画収進状況について競争入札参加資格

審査申請書の提出に一緒に提出していることがあ

るという情報は得ております。

名寄市におきましては、名寄市建設の事請負業

者格付基準に就業規則において育児休業制度を設

けている場合に対して、男女共同参画の収進を図

る観点から平成２２年度から社会貢献等の同様な

形で点数を付与する形の取り組みを既に行ってお

ります。また、高齢者のひとり暮らしにおいても

生きがい対策や生活支援を収進していく必要があ

ります。担当課においては、高齢者保健医療福祉

計画において、また社会福祉協議会や地域住民の

協力のもと、高齢者のひとり暮らしの方々に温か

い支援の取り組みを行っております。例年報告さ

せていただいておりますが、地方公共団体におけ

る女性に関する登用の収進状況ですが、委員会、

審議会における女性の目標数値は女性委員として

５０で、委員長として３０でです。平成２１年４

月１日付女性登用の率では２ ５３で、市町村職

員に占める女性議員の割合は２６人中女性議員が

２名で ７で、小中学校に占める女性校長、教頭

の割合は１５人中それぞれ１人で ７で、市内４

高校の女性校長の割合はゼロでゼロでであります。

名寄市における病院、大学を含めた女性公務員の

状況は全職員８４０名に対し４３３人の５ ５で

で、一般行政職の管理職の女性登用状況では６０

人中６人ということで１割に当たります。

次に、（３）の今後の男女共同参画の担当部署

と女性センターのあり方について、次に平成２２

年度以降の男女共同参画の所管部署と女性センタ

ーの方向についてお答えします。現在の男女共同

参画の担当主幹は、総務部企画課に平成１９年か

ら配置し、計画の策定や市民への啓発及びその収

進計画の進行管理に努めてまいりました。しかし

ながら、行財政改革、組織機構の見直しの中で参

事、主幹職の削減による機構のスリム化を目指す

ことで、男女共同参画担当の主幹職については２

２年度以降配置をせず、現在の総務部企画課が継

続していくことにいたしました。総合計画の主要

施策としての人権尊重と男女共同参画社会の形成

を踏まえ、これから女性の社会進出が多くなる時

代に、女性も男性も適応した考えや生き方ができ

るよう効率的、効果的な事務事業を行い、男女が

平等に個性と能力を発揮できる社会を目指してい

きたいと考えております。

女性センターについてお答えします。現在の女
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性児童センターは、当初昭和４３年に青少年会館

が設置され、その後昭和４８年に隣接して社会進

出している女性のために働く婦人の家が開館され

ました。その後、青少年会館は平成４年に児童セ

ンターという名称で再スタートいたしました。当

初は、勤労青年の利用が多かったのですが、次第

に小中学生の利用が中心になってまいりました。

平成１６年には、働く女性や児童に限らず、地域

住民のコミュニティセンターとしての利用もふえ

てきたことから、利用実態に合った運営が求めら

れ、施設全体を現在の名寄市女性児童センター、

愛称でほっと２１に一本化し、解消されました。

当時の働く婦人の家は、国際的、国内的に女性の

地位向上の進展で、機運の高まりのもとに女性の

ための新しい政策として名寄市も働く婦人の家を

開設し、働く女性のさまざまな取り組みを行って

まいりました。

しかしながら、旧青少年会館部分は築４１年を

経過し老朽化する中、現在の女性児童センターの

利用目的も含めて見直しの時期になってきており

ます。働く婦人の家からの経緯で女性児童センタ

ーと名称を変えましたが、現況では女性が安心し

て利用できる施設が名寄市に多くあることから、

男女共同参画の拠点としてではなく市民だれもが

利用できる施設であると認識をしております。実

際平成１７年ころの男女共同参画の取り組みでは、

教育委員会生涯学習課が担当していたことで、常

に市民文化センターを活用し、計画の策定作業や

講演会、各種事業を行っておりました。

また、平成１８年に総務部企画課に男女共同参

画の所管が移行してからも新名寄市の男女共同参

画の計画策定においても文化センターや雪あかり

館を利用し、会議や講演会及び講座を開催してお

ります。現在女性児童センターの貸し館業務につ

いては、多くの講座や各種教室の利用をいただく

ことで講座終了後の受講者が同好会をつくり、自

主サークルの活動の場として現在も毎月３５のサ

ークルに利用をいただいており、女性ばかりでは

なく男性も利用しています。一方、同じ建物内に

ある児童センター、教育相談センター、青少年セ

ンターは市内で唯一の施設であり、青少年健全育

成の見地からも大切な施設と考えています。女性

児童センターの管理運営について、総合計画の前

期計画では教育相談センターの整備が現状課題と

してありますので、平成２３年度からは講座や貸

し館業務に係る事務事業の対応は当市の事業を行

う公民館事業等に移行し、施設を教育相談センタ

ー、青少年センター、児童センターとして活用し

ていくことで関係者に理解を求め、聞くことにし

ております。

名寄市の現状を見るとき、今後市の行財政改革

の大きな視点からも男女共同参画担当としては施

設の管理運営の変更は理解できるところでありま

す。女性児童センターで活動を展開してきました

自主サークル等市民の皆様においては、今後市内

にある児童センターや雪あかり館、福祉センター、

道立サンピキーパーク、人材開発センターなどの

施設において活動していくことが可能であると考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大項目〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

の２、新政権のもとでのサンルダム建設について

お答えいたします。

最初に、小項目の１、サンルダムの利用目的に

ついてでありますが、サンルダムは天塩川流域の

洪水調整、流水の正常な機能の維持、水道用水、

発電と複数の役割をあわせ持つ多目的ダムとして

建設が進められております。天塩川水系では昭和

３０年、名寄川に大きな洪水被害を初め、これま

でに浸水による被害戸数が１００戸を超える洪水

だけでも１１回を数え、最近では平成１８年５月

及び１０月にも浸水被害が発生をしております。

そうしたことから、サンルダムの活用を図る河川

整備計画では目標としている洪水に対し、名寄川

のサンル川合流点から天塩川合流点の間で最大被
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１メーター１０センチ、最少被４０センチ、天塩

川の名寄川合流点からポンピキ地点の間で最大被

８０センチ、最少被２０センチの水位低減効果を

計画をしております。流水の正常な機能の維持に

ついては、近年渇水期に川底が露出するなど河川

水量が不足する事態に伴って、かんがい用水及び

水道水の不足、さらには水質の悪化など、こうし

た影響により地域に生息する動植物にも大きな影

響を与えています。サンルダムには、こうした渇

水期にも安定した水量を補給する能力が期待をさ

れております。

また、本市水道事業も風連地種や自衛隊名寄駐

屯地の給水統合を進めるため、新たな水利権をサ

ンルダムに求めることとしております。風連地種

における給水統合は、寿命を持つ地下水源からの

脱却と水質の改善、さらには浄水場施設を統廃合

することにより費用の削減を図る目的があります。

また、自衛隊名寄駐屯地では水源となっている天

塩川の雪解けや春のかんがい期、さらには降雨に

よる水源水質の悪化が顕著であり、また将来の駐

屯地浄水場改修費用や専任技術者の確保など、さ

まざまな課題を総合的に勘案した結果、名寄市か

らの都市給水化を選択されています。

サンルダム事業の目的及び効果につきましては、

天塩川流域委員会において平成１５年５月から平

成１８年１２月まで延べ３年以上、２０回にわた

り議論が進められ、現在の天塩川水系河川整備計

画が策定をされております。この整備計画の中で

サンルダムの役割と効果が改めて明記されている

ことから、事業の有効性についても十分な検証が

図られているものと考えております。

次に、小項目２、自然保護についてであります

が、サンルダム建設に当たっては環境への影響を

最小限に抑え、さらには将来自然の再生も目指し

た取り組みが図られていると承知をしております。

１つは、環境影響評価による水質汚濁の防止、動

植物の生息調査や保護対策になります。水質汚濁

では、ダム完成までの流域調査やその対策とダム

完成後の放流水水質の予測など継続的に対応が図

られております。動植物では、生息調査後適切な

保護を図るため、移植や緑化事業などが進められ

ております。特にカワシンジュガイやサクキマス

など希少生物の対応については、天塩川魚類生息

環境保全に関する専門家会議が立ち上げられて専

門的な協議が図られ、ダム完成後の魚道のあり方

についても検討が進められております。２つ目は、

の事における環境への配慮になります。ダムの事

は、その規模が大きく、環境への影響を避けて通

ることはできませんが、その影響を最小限にとど

める対応が進められております。つけかえ道路の

建設に当たっては、希少種の移植を行うとともに、

そのの事で発生する枝葉や根を再生資源として道

路のり面の吹きつけ材や植栽の補助材として活用

しています。また、ダム本体のの事に当たっては

貯水池内で採取した砂れきなどを活用した台形Ｃ

ＳＧダムという合理的なの法の採用が決まってい

ます。こうした環境対策によりの事の影響は最小

限にとどめられているものと考えております。

次に、小項目３、市民周知、市民議論について

でありますが、これまで一般市民を対象としたダ

ム事業説明会は本市も参加して４回ほど開催され、

事業の進捗及び計画等について情報提供するとと

もに広く意見の聴取を行っております。また、地

元自然保護団体との共同調査や勉強会、意見交換

会なども別途開催されたと伺っております。また、

開発局ではこうした説明とは別に文書での意見聴

取や要望書の受け付けを行い、情報の提供と事業

の考え方について明らかにしています。本市にお

いても平成１９年１１月に開発局と共同で利水計

画に関する説明会、また平成２０年４月の水道料

金改定に伴う市民説明会を４回にわたり実施し、

サンルダム事業とのかかわりについても説明を行

って市民周知を図ってまいりました。さらには、

平成２０年度に行った水道事業再評価では、一般

市民と学識経験者を含めた水道事業審議委員会を

開催し、将来計画の答申をいただきながら、改め
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てサンルダム事業への参画を決定しております。

この再評価の結果は、水道事業中期経営計画、さ

らには名寄市水道ビジョンとともに市のホームペ

ージで公開し、情報の提供を図っています。今後

とも情報の公開を徹底し、議会や市民の皆さんの

御意見をいただきながら水道事業への理解を得る

努力をしてまいりたいと考えております。

以上、この場からの答弁といたします。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（川村幸栄議員）

だきました。ありがとうございます。

まず、男女共同参画についてから再質問と要望

を出させていただきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。今行われていま

す男女共同参画収進計画、進捗状況等をお知らせ

をいただいたわけですが、私もこの広報等を見せ

ていただいて随分詳しく書いていただいているな

というふうに思っているところです。例えばＤＶ

の問題なんかも余り今は一般的でない、自分が受

けていてもそこに認識をしていないという部分も

ある中で、やはりああいうふうに情報を提供して

いただくということは非常にうれしいことだなと

いうふうに思っていまして、引き続き広報を中心

にということでしたので、お願いをしたいという

ふうに思うのですが、ただもっと突っ被んだ話が

できればいいのではないかなというふうに思って

いるところです。セミナー等、全町内会ごととい

うことは難しいというお話でしたけれども、出前

講座等もあると思いますので、積極的に取り組ん

でいただければというふうに思っています。

それで、再質問をちょっとさせていただきたい

というふうに思うのですが、先月、１２月５日、

内閣府が男女共同参画社会に関する世論調査を発

表いたしました。結婚しても必ずしも子供を持つ

必要はないと答える人が２年前よりふえて４ ８

で、若い世代ほど子供を持つことにこだわらない

傾向がこの調査で浮き彫りになったわけですが、

また夫は外で働き妻は家庭を守るという伝統的な

家庭観、これへの考えでは５ １でが反対と回答

していると。調査開始以来最多となっているとい

うふうに書かれていました。職場での男女の地位

については、平等と考える人が２ ４で、男性が

優優されていると感じている方が６ １で、女性

が優優されているというのは ３でにとどまって

いると。意識は変わりつつあるのですけれども、

実態はそうはなっていないということのあらわれ

かなというふうにこれを見て受けとめました。

５年前に名寄市が行った市民アンケート、この

結果も見せていただきましたら似たような傾向が

あったわけで、全国的な流れの中に名寄市もある

のだというふうに思っているのですが、このアン

ケートの中で私が注目しましたのは、ＤＶ被害を

受けた方が対処方法としてだれかに相談したかと

いう項目の中でゼロとなっていました。５年前で

すから、先ほども言ったようにＤＶの認識が余り

知られていないということもあったかというふう

に思われるのですけれども、今回先ほどの部長の

答弁の中でも相談窓口、社会福祉課のそれぞれの

分野で対応されるということですので、安心はし

ているのですが、それをさらに広く市民の皆さん

に周知されることが強く求められるのではないか

なというふうに思っているところです。

この相談窓口なのですけれども、名寄の市職員

の中にありますセクシャルハキスメント防止要綱

というのが定められているわけです。趣旨として

は、職員は個性や能力を生かし、男女共同参画社

会を築いていくために職場におけるセクシャルハ

キスメントを防止し、もって職員が個人として尊

重され、性的差別のない健全な職場環境を確保す

るため必要な事項を定めるものというふうに書か

れてありました。この要綱が職場内でどのように

活用されているのか、そして相談があったときに

はどのような対応がされているのか、お知らせを

いただきたいと思います。

また、もう一つ、名寄大学でも人権擁護委員会

が設けられて、学内各所に委員の名簿、そして相
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談員の名簿が張り出されています。４年制大学に

なりましたので、学生、教員など大世帯となって

います。ですから、セクシャルハキスメントであ

ったり、パワーハキスメントであったり、またア

カデミックハキスメント、こういったことが起き

てほしくないのですけれども、こういったことが

生ずる可能性も大きくなったのではないかという

ふうに思っています。このように人権擁護委員会

が設けられていることは、学生や教員の皆さん方

にとっても非常に安心感が得られるものというふ

うに思っているのですけれども、これもどのよう

に活用され、相談時の対応などについてもお知ら

せをいただきたいなというふうに思っていますが、

よろしくお願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

名寄市職員セクハキ防止要綱の関係についてお答

えしたいと思っています。

職員への周知の関係につきましては、全職員に

パソコン端末を置いておりますので、名寄市の例

規類集から常にどういう取り扱いになるかの確認

ができるような状況下に置いております。活動と

しましては、相談員を１０名、これは組合とも委

員構成を協議させていただきまして、相談員１０

名、それから苦情処理委員会を６名で設置してお

りまして活動をしております。なお、現在まで市

役所における相談件数についてはございませんの

で、御理解をお願いしたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学の取り〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

組みについてでございますが、お話のありました

ようにセクシャルハキスメントのみならず、大学

内で起こり得ると想定されているすべてのハキス

メントについて予防と対策を強化すると、こうい

う観点に立ちまして、大学開学に合わせまして人

権擁護とハキスメント防止に関するガイドキイン

というのを定めてございまして、ハキスメントの

防止と被害に遭われた方の救済に取り組んできて

いるところでございます。具体的には、相談窓口

としての人権相談委員会、それと処理対策組織と

しての人権擁護委員会を学内の教職員から選ばれ

た者をもって組織してございまして、教職員向け

の研修会あるいは学生向けの講座を年２回それぞ

れ開催をいたしましてハキスメントに対する理解

を深めてきているという状況にございます。また、

４月になりますと新しい学生が入ってくると。こ

ういうことでガイダンス時に説明会を設けたり、

ハキスメントに関するパンフレットを作成あるい

はお話がありましたように配布、掲示を行いまし

て教職員並びに学生に対して啓蒙活動を行ってき

ているという状況でございます。開学して４年目

なのですが、残念ながら平成２０年度につきまし

ては相談件数１件と平成２１年度につきましては

今のところ３件の件数になってございまして、そ

れぞれ事案に基づきまして慎重に対応してきてい

ると、こういう現状でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

いつでも相談できる、そういう場があるというこ

とが本当にそこの場にいる者にとっては非常に重

要だなというふうに私は考えています。それを行

政機関が率先してそういう相談窓口を設けている、

それに取り組んでいるということがやっぱり市民

にとっても安心できるかなと思いますし、またそ

の場で働く人たち、学ぶ人たちを守る体制、それ

をつくってもらえているということに大きな安心

感が広がっていくのではないかなというふうに思

っています。こういうことがやはりまた窓口へ行

って、このことでも相談できるのかなという市民

の皆さんへのアピールにもなるのではないかとい

うふうに思っていまして、引き続き努力をお願い

したいというふうに思っています。

ちょっと戻るのですけれども、先ほどの女性児

童センターの件なのですけれども、確かに建物は

老朽化しています。女性ばかりというような声も

ないわけではありません。私は、やっぱり活動す
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る拠点のところを何とか確保していただきたいと、

気軽に行けるところを確保していただきたいとい

うふうな思いがあります。せんだっての一般質問

の中でも他の議員の質問の中で、都市再生整備計

画のにぎわいづくりなども提案されておりました

けれども、私はホビーセンターも今廃止の方向と

いう中で、やっぱりまちの中の空き店舗の活用、

これができないかなというふうに思っています。

町中に人が行き来するということが必要ではない

かというふうに思っているのです。先ほどの部長

のお話では、文化センターがあり、雪あかり館が

あり、福祉センターがありというお話でした。い

ろいろお話を聞きますと、せんだってのホビーセ

ンターのところでもお話がありましたようにやは

り市内、遠く各所にあるのではなくて町中に歩い

ていけるところにそういう集まるところが欲しい

のだというような声をたくさん聞くものですから、

そういった部分で空き店舗、商の会の皆さんとの

協議もあるかとは思うのですけれども、そういっ

た部分で考えていただけないものかと思いますが、

いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄地種の公共施〇総務部長（佐々木雅之君）

設の廃止の関係につきましては、高度経済成長下

の中で東西南北に施設を配置して均衡の発展をさ

せるということも含めて、多くの住民の利便性を

考えての配置でありました。そういう状況の中で

少子高齢化が進みますと、今はコンパクトシティ

ーという形での対応にもなっているのかなという

ふうに理解をしています。名寄市の公共施設の関

係については、決して十分とは言えませんけれど

も、比較的新しい建物が適切な位置に配置されて

いるとは考えております。

特に女性のための施設という形では、働く婦人

の家があったのですけれども、あそこも栄町地種

にありましたので、決して町中ではなかったかと

思いますけれども、当時の利用する多くの方々は

車を利用しての利用だったのかなと思っています。

町中におけるにぎわいづくりの関係については、

全市的な取り組みとしてさまざまな御意見が出て

おりますので、決して女性だけというのではなく

て最近は高校生の勉強をする場の提供も含めてさ

まざまな御意見ありますので、関係担当部課のほ

うとも協議をさせていただいて、そのようなもの

が町の中のにぎわいづくりに寄与することも含め

て検討できるものについては検討してまいりたい

と思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

積極的な検討をお願い〇４番（川村幸栄議員）

したいというふうに思っています。

最後になりますが、これは要望とさせていただ

きたいと思いますが、収進計画に計画を実効性の

あるものにするために条例制定を目指すというふ

うに書かれてあります。先ほど機構改革等々の中

でありましたけれども、人員の配置等々本当に御

苦労をされている中で努力をされているのだなと

いうふうに思いますが、条例の制定というとまた

なかなか難しい部分もあるかとは思うのですけれ

ども、ぜひ皆さんの英知を集めて条例制定に向け

て御尽力をいただきたいなということをお願いし

て、この男女共同参画については終わらせていた

だきたいと思います。

次に、新政権のもとでのサンルダム建設につい

てお伺いをさせていただきたいと思います。先ほ

ど御答弁いただきました。それぞれ御答弁をいた

だいたのですが、治水の部分でお話がありました。

開発のところの局から出ている情報等々を合わせ

て、先ほどもお話ししましたように治水の部分、

昭和３０年代の大洪水のことが基本になるのだと

いうようなお話でしたけれども、その後堤防の整

備等々されてきているわけです。堤防の余裕高と

いいますか、が現在目標の水が流れたときの差、

これが ５メートルから３メートルもあるという

種間がほとんどであるというようなふうにも言わ

れているわけです。国の基準では、最低１メート

ルというふうになっています。ですから、ここに
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達しないところについては、やっぱり堤防の整備

が必要なのだろうというふうに思っているわけで

す。

それで、利水の部分なのですけれども、名寄駐

屯地への水の供給ということが出されていました。

雪解けであったり、降雨、大きな雨が降ったとき

というようなことだったかなというふうに思って

いるのですが、数年前の大雨のとき、このときに

は天塩川が確かに濁って飲用水としてできなかっ

たと。こういう状況になったときに緑丘浄水場か

らタンク車で飲用水を運んだと、そういった経緯

があるというふうにお聞きしているわけです。で

すから、こういうこともできるのかなというふう

に私は判断をしているのですが、水質の問題につ

いて、駐屯地のほうからこういった問題で飲めな

い水なのだということで要請があったのかどうか、

お聞きをしたいというふう思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

以前に天塩川の〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

水質が相当悪化をして、平成１６年に新しい浄水

場は駐屯地のほうでは整備をされておりましたが、

実はその能力を若干超えたということで水処理を

やめまして、私どもから給水した経緯があります。

通常天塩川は、非常に水が豊かでレクリエーショ

ンにもよく活用される川として知られてはおりま

すが、実のところやはり雪解け、それから今申し

上げましたとおり大雨のとき、それから特にかん

がい期、春先の代かきが始まりますと相当長期間

にわたってやはり水が濁っているというある意味

特徴的な水質の状況を持っております。平成１６

年に一定程度施設の整備はしておりますけれども、

やはり夏場は渇水になって、私ども名寄川も若干

そういう傾向はあるのですが、例えばカビ臭、ち

ょっとカビ臭いにおいが出たりとかということは、

ある意味河川の持っている宿命であります。こう

いったときに、私ども緑丘浄水場のほうでは恒久

的な活性炭の注入施設を持っておりまして、にお

いを除去するということは十分可能でありますけ

れども、若干伺っておりますが、駐屯地のほうは

そういう恒久的な活性炭の注入施設までは整備を

されていないということがありまして、悪臭の面

についてはやはりなかなか処理が厄介にはなって

いるというふうに聞いております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お話を伺いました。〇４番（川村幸栄議員）

設備の違いもあるのかなというふうに今お聞きし

たわけなのですが、平成１６年に大改修をされた

ということであります。そして、やっぱり悪臭が

残ってしまうという部分では、今おっしゃったよ

うに活性炭を利用した浄水をしてもらうというよ

うなことで能力を高めてもらうということが必要

なのかなというふうに思うわけです。

私はちょっと、第２次拡張計画の中でサンルダ

ムへのム存量が当初計画から、 ７００トンから

５１０トンに変更されたわけですが、この数字

は名寄駐屯地の必要最大給水量といいますか、平

成１７年度のこの往復の文書の中でも出されてあ

りました。これと合致するわけです。私は、この

名寄駐屯地独自の浄水設備を高めていただいて、

このまま維持をしていただければサンルダムにム

存しなくても済むのではないかというふうに考え

ているのですけれども、いかがでしょうか。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

駐屯地のお話が〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

ございましたが、駐屯地の給水統合の計画につき

ましては平成３２年を予定をしております。この

理由と申しますのは、平成１６年に施設の改修を

しまして、自衛隊の施設ということもありまして

一定程度次の改修時期に合わせた給水統合という

ことで平成３２年になっております。

これまでダムの水が要らないかというと、実は

そうではありませんで、私どもは合併以降新しい

水道事業のあり方なりを計画をした中で、将来的

に効率的な水道水の供給をやるということで、一

定程度将来のいわゆる水道料金の軽減の問題です

とか、そういったものもすべて合わせまして風連
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地種の給水統合も計画をしております。

それで、風連地種の給水統合につきましては、

ダムの事業計画に合わせまして平成２６年から給

水予定をしております。そのの事を来年度からで

きれば始めたいというふうに考えておりますが、

平成２６年に既に実は風連地種に給水統合したと

きにはダムにム存する水量が出てまいります。こ

れが今、日最大給水量で大体７００トンを上回る

だろうという予測をしておりまして、そしてなお

かつ将来的にはだんだん給水人口が減ってまいり

ますので、給水量は減って、そして平成３２年に

自衛隊に給水する段階で ５１０トンの水量が必

要になるという仕組みになっておりまして、もう

既に平成２６年に風連地種の給水統合がもし行う

ということになれば、その時点で日最大で７００

トンを超える水量がダムにム存する分として出て

きます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今風連の地下水の問題〇４番（川村幸栄議員）

が出されました。確かに２つの浄水場を持つとい

うことは、大きな財政的な負担もあるかなという

ふうには考えるのですけれども、ただ前にも言わ

せていただいていますけれども、名寄が渇水にな

ったときには風連地種からの井戸水をいただく、

また風連地種の井戸のところの水がかれてきたと

きには名寄地種からというような、そういうやり

とりをするという部分では非常に有効かなという

ふうには思っていますし、私は今風連の地下水の

利活用を収進することも必要ではないかなという

ふうに思っているのです。例えば東川町では、大

雪山からの自然の水を大切に使っている。それで、

上水道のない町として、写真でも有名ですけれど

も、水が豊かな町としてこれは力を入れているわ

けです。風連の地下水もミネキル分が豊富だとい

うようなこと、やっぱり川の水を浄水するよりも

もっときれいな水が得られるわけで、ここのとこ

ろはやっぱり大いにアピールといいますか、ＰＲ

をしていく、それが必要かなというふうに思って

います。東川町のは大雪山からの水ですから、本

当に永久といいますか、ずっと続くわけです。風

連は地下水ですから、ひょっとしたらかれること

も考えなければなりませんけれども、しかし今の

ところそういうふうな見通しはないということで

あれば、やっぱりこの風連の地下水を本当に大い

にきれいな水、おいしい水というふうに使ってい

く、それが必要ではないかなというふうに考えて

いるのですが、いかがでしょうか。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

今東川町の例を〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

お話をされておりましたが、議員御指摘のとおり

東川町は道内で唯一水道施設のない町として有名

になっております。地下水が非常に良質でして、

全くいわゆる処理を必要としない、水質に恵まれ

ているということで水道も普及しないというよう

な状況があったというふうに聞いております。そ

れに比べまして風連地種の地下水につきましては、

残念ではありますが、ミネキルは豊富であります

けれども、この間幾度かお話をさせてもらってお

りますが、鉄、それからマンガン、それからアン

モニア性窒素というのが非常に多く含有をされて

おりまして、やはり特殊な処理をしないと飲料水

としては成り立たないという現状を持っておりま

す。したがいまして、風連地種の浄水場につきま

しては除鉄、除マンガン装置を含め、活性炭の最

終処理の程まで含めた非常に複雑な浄水場になっ

ております。これは、いわゆる水源の持っている

特性ゆえの浄水場ということであります。

それで、この間何回も私どものほうから御説明

申し上げましているとおり非常に複雑な施設とい

うこともありまして、ある意味間違いない維持管

理をしないといけないということになります。そ

うしますと、定期的なメンテナンスを含めて非常

にお金のかかる浄水場の施設ということでありま

す。したがいまして、将来的には地下水も寿命が

あるということでありますから、１本掘るのにや

っぱり ０００被被を超えるお金もかかります。
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ですから、そういう状況をすべて総合的に勘案を

しまして浄水場のいわゆる統合と。浄水場を統合

することが将来この地域にとって安全、安心の水

道水を確保するという手だてになるだろうという

ふうに判断をしております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今ミネキル分も非常に〇４番（川村幸栄議員）

多いということで、しかし国の基準からいうとそ

れほど高くないということでありますので、ダム

をつくる費用を考えれば、それほどかからないの

ではないかと私は思っているわけです。

自然の問題で先ほど御答弁いただきました。実

は、天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議、

これは前回もちょっとお話をさせていただいたの

ですけれども、８人の委員のうち道庁職員１人を

除く全員が開発局が発注する事業を受注する公益

法人もしくは民間企業に関係する立場にいる、こ

ういった方たちです。ですから、こうしたことに

無縁の方たちから意見を広く聞くことが私は必要

ではないかというふうに思っているわけです。

自然の問題では、時間がなくなりましたので、

ちょっと飛ばしますけれども、ダム建設によって

排出される二酸化炭素の量を最小限にとどめるの

事だというふうな御説明もありましたけれども、

４被トンというふうに言われています。ダムがで

きた後に沈んでしまう森林、この森林が吸収でき

る二酸化炭素は年間 １００トンとる算されてい

るわけです。これをなくしてしまって、ダム建設

によって４被トンというＣＯ を排出させる、これ２

が本当にいいのかどうかと、自然を守る立場でい

えば。今コペンハーゲンでＣＯＰ１５が開かれて

いるわけですが、地球温暖化防止や地球環境を守

るために世界が話し合いを進めて大きな注目がさ

れているところです。やっぱり逆行することにし

ていくのは、いかがなものかというふうに思って

います。

先ほど市民周知の問題でも説明会が４回行われ

たとありました。これは、開発局と市が共催です

から、ダムありきの説明会というふうに言わなけ

ればならないと私は思います。新政権のもとでこ

の建設凍結が言われた今だからこそ１度立ちどま

って、ダムなしの治水や利水について検討を深め

るべきではないかと、このことを申し上げまして

私の質問を終わらせていただきます。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

福祉行政について外２件を、宗片浩子議員。

議長から御指名をい〇２４番（宗片浩子議員）

ただきましたので、今回最後の質問をさせていた

だきます。

初めに、大項目の１、福祉行政について伺いま

す。社会が高度成長の中にあった昭和初期には、

十分な医療体制が確立されていない中で在宅によ

る介護がなされておりましたが、昭和３６年の国

民皆保険の達成や老人保健法制定など、福祉に関

係する諸法整備と相まって医療の進歩は戦前の人

生５０年と言われた概念をはるか遠くのものとし、

現在日本は世界の長寿国家となりました。しかし、

我が国の社会の進歩は昭和４０年代すら古きよき

時代の考えを持っているくらいの進歩を遂げたと

同時に、その時代の大家族によって営まれていた

古きよき風習慣は薄らぎ、その後の核家族化、過

疎化、高齢化の波にさらされているのが現代の社

会ではと思います。そして、社会の成熟の進展、

そこに住む人々の高齢化により高齢世帯あるいは

高齢単身世帯には医療、介護、見守り、そして健

康対策など社会問題は多様化し、社会全体の課題

となってきております。

平成１２年に介護保険制度が開始されました。

この制度では、これまでの福祉施設による介護へ
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の対応、さらに施設や介護従事者などの状況改善

をするために導入されました。その中でも在宅介

護の概念は、在宅で家族が行っていた介護を介護

サービス事業として展開を図ったところにありま

す。介護保険制度の開始から既に９年を経過し、

介護保険事業計画は第４期目に入りました。その

間、る行錯誤だった第１期、介護保険制度が目指

した公的サービスへの民間事業者の参入など、さ

まざまな経過を経て第３期では介護保険事業従事

者の労働環境の厳しさ、賃金問題などさまざまな

問題もあらわれております。それら制度上の問題

はさておき、在宅介護にも現実的な問題が存在し

ているのではないでしょうか。高齢者で構成され

ている世帯では、今日の健康がいつまでも持続さ

れる保証はなく、お互いがお互いを支え合ってい

るのが現状ではないかと認識しております。介護

問題は、数年単位で考えていかなければならない

問題です。

そこで、高齢者虐待について伺います。家族の

疲弊が募るとき、不幸な虐待に至った事例をここ

数年報道等で目にしておりますが、虐待防止対策

はまさに身近な問題となっております。名寄市で

は、このような事例について余り耳にしてはおり

ませんが、何点か伺います。

１点目は、名寄市ではこのような高齢者虐待あ

るいはその手前までに至った事例はあるのでしょ

うか。その場合、過去３年ほどの事例件数につい

てお答えください。

２点目に虐待の事例の把握には、虐待するほう

の意識として無意識からと、また意識してするも

のもあるでしょう。しかし、いずれもその行為を

隠そうとしていると思います。それの事例をどの

ように把握したのかお答えください。

３点目に、高齢者は高齢者ゆえにさまざまな身

体的な老化により身体機能を失っていく中で、特

に深刻な問題は認知症ではないかと考えます。認

知症の進行により生活に重要な判断をする機能を

失ってしまいます。これらの対策として成年後見

人制度がありますが、名寄市の取り組み事例がご

ざいましたら個人情報に抵触しない範囲内でお答

え願います。

次に、児童虐待についてお伺いします。厚生労

働省は、２００７年１１月から毎年１１月を児童

虐待防止収進月間とし、各都市、各地域にてオレ

ンジリボンの啓発活動やイベント等の実施を収進

しております。これは平成１６年９月、栃木県小

山市で２人の兄弟が虐待の末、橋の上から投げら

れて亡くなる事件が起きました。その事件をきっ

かけに子供虐待防止を目指した小山市のカンガル

ーＯＹＡＭＡが平成１７年にオレンジリボンキャ

ンペーンを始めました。ＮＰＯ法人里た子支援の

アン基金プロジェクトがその活動に協力し、大き

く育てました。カンガルーＯＹＡＭＡ、ＮＰＯ法

人里た子支援のアン基金プロジェクト、オレンジ

リボンキャンペーン収進センターを設け、平成１

８年からは児童虐待防止全国ネットワークが総合

窓口を担い、厚生労働省との協働により全国的に

活動を広げております。このオレンジリボンをの

用し、児童虐待を見逃さない、防止する運動をさ

らに拡大していく必要を痛感しております。

さて、近年稚内市では両たが、少し前には苫小

牧市の母子家庭でネキレクトが主体の児童虐待の

事例が報道されたのは御記憶かと存じます。これ

についても先ほど申し上げました高齢者虐待と同

様に、なかなか事例把握が困難ではないかと思っ

ております。福祉事務所には、社会福祉課で嘱託

職員を配置して児童や母子の相談を実施している

と存じますが、この相談業務についてお伺いしま

す。

１点目は、相談体制の確立のための職員配置の

状況と経験年数も含めてお答えください。

２点目に、この相談員の受けている相談の中で

児童虐待の事例あるいは少し進めば虐待の事例と

判断できる事例数はどのくらいあったのか。でき

れば身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネキレ

クトのこの４つの分類でお答えください。
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３つ目に、児童虐待がＤＶと関連している事例

も想定されます。夫婦間の暴力がいつしかはけ口

となって児童虐待につながることも想定されます

が、身体的危険も伴うＤＶの駆け被み寺的な施設

もしくはシェルターなどの施設は、旭川市にはあ

ると伺っておりますが、名寄市にはこのような施

設設置についてどのように考えているのか伺いま

す。

次に、介護保険事業について伺います。我が国

において少子高齢化は急激に進み、とりわけ高齢

化の傾向は進むと予想され、将来は国民の ５人

に１人が高齢者になる社会が到来するとされてお

ります。合併に伴い、新たに平成１９年第３期、

２１年に第４期高齢者保健医療福祉計画、介護保

険事業計画が策定されました。これまでの計画は、

５カ年計画で３カ年ごと見直しを行うとなってお

りますが、第３期計画からは将来の高齢社会を見

通した上で計画期間そのものを３カ年として策定

されました。そこで、何点かお伺いします。

１点目に、名寄市においても高齢化は確実に進

んでいると認識しておりますが、名寄市の高齢化

の状況と要介護認定者数は何人いるでしょうか。

また、そのうち第１号被保険者の人数についても

お答えください。

２点目に、名寄市の施設設置状況は特別養護老

人ホーム清峰園、しらかばハイツを初め、それぞ

れの施設で入所生活をされております。しかし、

特別養護老人ホームに入所できずに待機を余儀な

くされている待機者もおりますので、待機者数を

お知らせください。

３点目に、だれもが年をとっても介護が必要に

なっても住みなれた自宅や地域の中で、たしい人

たちとともに最後まで人生を送りたいと望んでお

ります。近年は、民間活力の導入によりさまざま

な形態の介護つきの施設が設置されております。

例えば地域密の型特定施設入居者生活介護等があ

りますが、名寄市においても民間活力を導入して

自宅待機をされている人たちの要望にこたえるべ

きではないかと考えますが、考え方をお知らせく

ださい。

大項目の２つ目、名寄市教育相談センターにつ

いて伺います。文部科学省は、平成２１年１１月

３０日に問題行動調査で全国の小中高の児童生徒

が２００８年度に起こした暴力行為が前年度比１

３での５被 ６１８件で３年連続増加し、過去最

多と発表いたしました。これまでもいじめを初め、

問題行動で事件につながる報道は新聞、テレビで

され、死に至る痛ましい事件も取りざたされてお

ります。核家族が進む中、家庭内での対話不足や

子供同士の意思疎通が思うようにできないなど問

題行動に至る原因はさまざまあり、解決するには

大変難しいことであると思われます。

私は、子供たちの悩みを少しでも少なくできれ

ば、安心カードを持つことでお守りのかわりにな

ればとの思いから、平成１４年６月議会で安心カ

ードの配付を提案させていただきました。教育委

員会で検討され、早速夏休み明けに旧名寄小中学

校全生徒に配付、また風連町との合併の前に旧風

連町教育委員会と協議をされ、合併前年から旧風

連町全小中校に配付していただきました。児童生

徒、保護者や一般市民からの相談も多く、担当職

員の皆さんが日夜対応していただいております。

そこで、何点か伺います。

１点目に、平成２０年度のハートダイヤルの相

談件数、接触別数の内容は周知されておりますが、

２１年度上半期利用の電話、面談相談の件数と相

談の傾向についてお知らせください。

２点目に、接触別数と内訳についてもお知らせ

ください。

最後に、大項目の３つ目、食育について伺いま

す。食べることは生きることの基本であり、食べ

ることで私たちの健康は保たれております。その

ため、健やかな生活を送り、未来を担う子供たち

が豊かな心と人間性をはぐくみ、生きる力を身に

つけていくためには何よりも食が重要なのです。

国は、平成１７年６月、健全な心身を培い、豊か
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な人間性をはぐくむための食育を収進し、現在及

び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊か

で活力ある社会の実現に寄与することを目的に食

育基本法を制定いたしました。名寄市においても

平成２０年３月に食育の重要性を踏まえ、市民が

心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生き暮

らすことができる人をはぐくむことを目的に、名

寄市全体で収進する食育収進計画が策定されまし

た。

そこで、名寄食育収進計画について伺います。

食育収進は、「豊かな食材、家族いっしょに楽し

い食事」をテーマに７つの収進目標と年次ごとの

取り組み目標を定め、食育を収進しておりますが、

収進目標と年次ごとの取り組み状況についてお知

らせください。

次に、食育ファーム収進事業について伺います。

農産物の育っている様子や魚の姿など、食べ物の

実態を見ることが少なくなり、食べ物と生産現場

のつながり、他の生き物の命や自然の恩恵によっ

て食が支えられていることを実感することが少な

くなっております。北海道は、平成２１年３月に

食を支える農業の体験を通じて農業、農村への理

解を深め、みずからが食について学ぶことを支援

するため食育ファームを収進することとしました。

食育ファームの目的は、農業体験を通じて農業者

と交流することで農業、農村への理解を深め、農

業者との信頼関係を築くとともに五感を使って食

について学ぶことを目指すとしております。近年

は、食と健康に関心が多くなって、さまざまな取

り組みが行われております。

名寄市は、恵まれた台地を有し、基幹産業は農

業となっておりますことから、農業を身近に感じ

て命の大切さや農業者と触れ合い、作物をつくり

出す営みと喜びの体験を通して、ふだんの生活に

ない環境との接触によりいろいろな発見や気づく

ことができるのではないでしょうか。このような

ことから、名寄市としてもこの食育ファームを収

進していくことが重要と考えますが、考えをお伺

いいたします。

これでこの場での質問を終わります。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま宗片議〇福祉事務所長（小山龍彦君）

員より大項目３点にわたるお尋ねがございました。

１点目は私から、２点目は教育部長から、３点目

は経済部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いを申し上げます。

小項目１点目、高齢者への虐待についてお答え

をいたします。平成１７年に成立した介護保険法

の一部改正により、地域支援事業として高齢者に

ついての権利擁護事業が行われることになり、高

齢者虐待への対応及び防止に関して地域包括支援

センターが中心に行っていくことが義務づけられ

ており、対応を進めているところでございます。

最初に、過去３年間の事例件数のお尋ねがござ

いました。１９年に地域包括支援センターが設置

されて以降２１年１１月現在まで１３件の相談通

報があり、そのうち虐待と判断したのは５件です。

この５件につきましては、実務者レベル会議や２

０年１１月に設置しました高齢者虐待防止ネット

ワーク会議にて関係機関との連携を通じ、対応を

図っております。

次に、事例をどう発見し、どう対応を行ってき

たかのお尋ねですが、虐待の状況の発見はその方

が介護サービスを利用する際などに本人の訴えや

不自然なあざなどが発見されたなどがケアマネー

ジャーを通して通報のあったのが７件、それ以外

の６件は身内から、知人、病院、警察などからの

電話や窓口により相談によって把握しております。

次に、成年後見人制度について、制度及び取り

組みの状況についてお答えいたします。高齢者の

成年後見人制度の相談対応につきましては、平成

１９年から今までに身内の方、民生委員、知人、

関係機関の相談から６件の相談があり、制度の利

用にまでつながったのは１件であります。この方

は、ひとり暮らしで身内の方もなく、軽度の認知

症で自分自身でこれからの生活に不安を持ってい
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た方です。地域包括支援センターの職員が一緒に

家庭裁判所に出向き、相談、申請の支援を行った

経過があります。申請には被１０被被の費用を要

し、手続の支援申請から後見人の決定にまで３カ

月を要しております。金銭管理、各種契被等は後

見人が対応できるようになり、本人も安心して生

活ができるようになっております。また、本人や

身内の方が申請できない場合は市長申し立ての制

度もありますので、安心した生活ができるよう成

年後見人制度の利用促進を図ってまいります。

次に、小項目２点目の児童虐待についてお答え

いたします。子供は、たの愛情を受けすくすく育

ち、社会に順応して成長し、大人になっていくも

のです。児童虐待は、核家族化や地域とのつなが

りが希薄な中で子育てする家庭事情の複雑な絡み

合いが大きなストレスから、家庭内弱者である子

供に向けそのはけ口が向かい、情緒的なた密な関

係が築けず苦しむこととなり、時にして攻撃的に

なります。御質問のございました相談業務につき

ましては、社会福祉課内に家庭児童相談員、母子

自立支援員、生活保護相談員の３人を配置し、相

談業務を行っております。これに携わる相談員の

経験は、家庭児童相談員は７カ月、母子自立支援

員は４年、生活保護相談員は１年８カ月となって

います。

次に、虐待の状況及び件数ですが、平成２０年

度の虐待内訳は身体的なものが４人、心理的なも

のが２人、ネキレクト、いわゆる育児放棄で３人

です。平成２１年度は１１件の件数があり、その

すべてがネキレクトであり、いずれも母子世帯に

起きたものです。虐待と思われるケースが発見さ

れた場合、通常児童相談所、警察、保健センター、

民生委員、学校等との連携を図りながら個別相談

や指導を行うとともに、事後のケアについても相

談員が定期的に家庭へ訪問を行い状況を確認し、

各関係機関と情報を共有しながら進めております。

虐待の一つの事例としては、金銭感覚に乏しく、

経済的負担から満足な食事を与えないなどの虐待

で母たが子供を育てることが困難と判断したこと

から、旭川児童相談所に連絡の上、子供を一時保

護の措置を行う一方、母たの状態を訪問で見守る

中で養育条件が整ったときた元へ戻す状態となり

まして、現在児童が家庭に戻っておりますが、今

後再び同じことが起きた場合、関係機関、担当職

員によるケース会議を開催し、強制入所となれば

児童はた元から離れ生活していくこととなります。

さらに、妻や子供が夫から暴力を振るわれ、生命

に危険を感じたときには警察や道内にあるシェル

ターに避難する場合がありますが、名寄市にこう

した施設の設置につきましては狭い地域であり、

なかなか完全な遮断状況をつくることが困難など、

いろいろな状況から困難と考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

次に、小項目３点目の介護保険事業についてお

答えいたします。お尋ねのあった名寄市の高齢化

の状況と要介護認定者数については、本年１０月

末現在、人口３被９２５人に対して第１号被保険

者であります６５歳以上の方は １７８人で、高

齢化率は２ ４でとなっております。介護認定者

は ３０８人で、うち第１号被保険者は ２６７ 

人となっています。６５歳以上の方の被１ ５で

の方が要介護認定者という状況になっております。

次に、特別養護老人ホームへの入所待機者の状

況についてお答えします。現在清峰園及びしらか

ばハイツへの入所希望届を提出されている方は被

１９０人となっておりますが、その大半は他の施

設等に入所または入院されており、在宅での待機

者は被８０名で、うち要介護４もしくは５の方は

６名から８名と把握しております。また、市内に

開設しております認知症対応型キループホームに

は１０名程度、フロンティアハウスふうれんには

３２名ほどの方が入所待ちとなっております。

次に、民間活力による施設拡充について申し上

げます。議員が言われますように今後高齢化がさ

らに進展することに伴い、将来的には施設の不足

が懸念されておりますが、本年３月に国の経済政
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策の一環で介護基盤緊急整備等特別対策事業が施

行されたことで、市内において民間事業者の手に

よる複数の介護施設等の開設が検討されておりま

す。その計画の詳細については公表できる段階で

はございませんが、市内及び市外の４事業者の方

から６施設についての計画の打診があり、この中

には当市の第４期計画に合致する小規模多機能型

居住介護事業所も含まれ、また整備には介護基盤

緊急整備特別対策事業が従前の補助制度より有利

な補助制度となっていることから、施設の指定に

ついて前向きに検討をしているところでございま

す。ただ、本事業は平成２３年度までの期間と限

定されているため、来春早々には市の考えをまと

めるべく事務作業に当たっております。今後開設

した場合の保険料のる算と介護保険事業について、

市民の皆様の意見を取り入れた上で改めて計画の

変更をお示ししたいと考えております。

以上、この場からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２点目、名寄市教育相談センターについてお

答えをいたします。

電話、面談相談の件数と相談の傾向についてお

尋ねがありました。平成２１年度の上半期の電話

相談は５２件、直接面談は４４件で相談総数は９

６件となっており、前年同期に比べ減少してござ

います。相談傾向につきましては、電話、面談と

もに保護者からの相談が多く、主な内容は不登校

や登校渋り、次いで家庭内の生活相談も関連して

多い傾向となっております。相談される方は、一

様に子供たちの抱えている不安や不満を解決でき

ずに相談に訪れますが、十分に時間をかけて聞き

取ることで１回の相談で解決に向かうことが多い

状況にあります。しかし、中には人間関係がうま

く築けなく継続して相談に訪れる場合もございま

す。

次に、接触別数と内訳についてお尋ねがありま

した。相談内容により早期に解決すべき内容につ

いて、小学校の担任や中学校の心の相談員と１２

回、家庭訪問が２回、関係機関として福祉事務所

の家庭児童相談員や病院の医事相談課に１０回ほ

ど訪問してございます。

質問通告の３番目に安心カード配付状況につい

てございましたけれども、ただいまの質問の中で

触れられておりませんので、再質問等でございま

したら、そのときにお答えをしたいというふうに

思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目３点目の名寄市の食育について、小項目で２点

にわたり御質問をいただきました。

初めに、名寄市食育収進計画から食育の収進目

標と年次ごとの取り組み状況についてお答えをい

たします。平成１９年７月に収進計画策定市民委

員会を立ち上げ、平成２０年３月に名寄市食育収

進計画が策定をされました。この計画に基づき、

市民が正しい食事のあり方や望ましい食習慣を形

成できるよう総合的な食育の収進を図るため、平

成２０年９月に名寄市食育収進協議会を立ち上げ

ております。

食育収進と年次ごとの取り組み状況ですが、基

本的にはこれまで収進してきた各団体の取り組み

を実施するとともに分野ごと、生活福祉、教育、

経済の収進状況の検証や連携を図ることとしてお

ります。ことしの取り組み状況の主なものとして、

生活福祉関連では健康まつり、食と健康について

のＰＲ、展示会でございます。それから、市内保

育所ではもちつきの実施を行ってございます。教

育関連では、へっちゃＬＡＮＤ、野外体験学習で

まきを使用した飯ごう炊飯などを体験をいたして

おります。食育指導の中では、市内小中学校にお

いて栄養士による食にかかわる授業を実施してお

ります。農業体験では、畑、水田において田植え、

稲刈り、収穫あるいは収穫祭等を開催をいたして

おります。高大官連携事業として、名寄農業高校、
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市立大学、学校給食センターの連携により生産か

ら食事、健康までの地域食育プロキキムの収進を

いたしております。地域貢献事業では、地元の肉、

農産物を使ってホテルがハンバーキをつくって学

校給食食材として提供いただく取り組みも実施い

たしております。経済部関連では、なよろ産業ま

つり、地元農畜産物のＰＲ、それから地産地消フ

ェアｉｎなよろ、地元農畜産物のＰＲ、地元モチ

米を使った料理コンテスト、食の安全、安心教育、

地産地消のＰＲ等を行っております。それから、

第４回食育オリエンテーリンキＩＮなよろ、１０

組３４名のた子が地元野菜の収穫体験、農業体験

を実施いたしております。これらの取り組みを含

めたものがことしの取り組み状況であります。

年次ごとの取り組みにつきましては、新たな取

り組みを定め、収進することとしております。計

画における平成２１年度の取り組みにつきまして

は、学校行事において名寄でとれた食材を使った

た子料理教室、今がしゅん、地元新鮮野菜の広報

あるいはホームページによるＰＲ、今がしゅん、

しゅんの食材などを紹介した食育啓発を冬カレン

ダーに盛り被む、これらのことを目標として計画

をされております。これまでの既存の事業が中心

でございまして、今後は計画の見直しも含め協議

会で検討させていただきたいと考えており、関係

機関、団体連携して収進してまいりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。

次に、（２）番目の食育ファーム収進事業につ

いてお答えをいたします。御質問のとおり、北海

道はことしの３月に食育ファーム収進のため実践

マニュアルを提示しております。食育ファームと

は、農業体験などを通じて道民を初め多くの人た

ちが農業、農村への理解を深め、食の楽しさや大

切さなど、みずから食について学ぶことを支援す

る農場でございます。

農業者が食育ファームに取り組む主な目的とし

ては、１つには食育ファームの活動を通じて体験

者に対する食育を支援する、２つ目には訪れた人

たちに農業、農村のよさを再認識する機会を提供

する、３つ目には体験の場を提供するだけでなく

体験者に農業、農村の魅力を伝え、農業や地域の

特色、農産物やその加の品などを学ぶことを支援

する、４つには農業体験の取り組みに共感し、強

い信頼関係で受け入れをサポートしてくれる人た

ちを応援する、５つ目には地域の人たちとの連携

を深め、都市と農村の交流人口をふやし、地域全

体の振興を図るとされております。

食育ファームの登録要件として、農業・農村コ

ンセンサス形成総合収進事業のふれあいファーム

に登録されている農場で、食育ファームとして申

し被みがあり、次の要件を満たす農場となってお

ります。１つには、食育に関する農業体験メニュ

ーを提供できること、適切な保険への加入など安

全対策に十分配慮していること、３つには情熱を

持って継続的に受け入れを行うことができること

とされております。現在名寄市では、ふれあいフ

ァームに登録されている農場は、ちえぶん旬菜の

６農場、風連リリーファーム、かんだファーム、

よねざわ農園、それからとよさと元気ファームの

７農場、風連有機農業倶楽部の３農場、とよさと

元気ファームの３農場の合わせて２２の農場が登

録されております。この登録農場の方の多くは、

名寄市が支援しているキリーン・ツーリズム収進

事業の修学旅行生の受け入れなど、農業体験の受

け入れを目的に設立されている名寄市キリーン・

ツーリズム収進協議会の構成委員にもなっており

ます。この協議会では、ことしも市民講座におけ

る農作業体験、名寄市立大学生の農作業体験の受

け入れを行っており、来年以降の修学旅行生等の

受け入れに向け、準備を進めております。この協

議会の受け入れ農家の方は、食育ファームの登録

要件の適切な保険の加入、情熱を持った受け入れ

の要件を満たしており、あとは食育に関する農業

体験メニューの提供を満たせば登録できる状況に

あると考えております。

ただ、受け入れ農家の負担を考えますと、すぐ
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に食育に関するメニューを提供することは難しく、

まずは農作業体験に多くの方が参加される状況を

つくり、農作業体験が無理なく行うことができて

から食育に関するメニュー提供を考えていくこと

が必要かとも思われます。受け入れ農家の方々も

以前から理解を持って農作業体験の受け入れをや

っておられる方が多く、市としても食育ファーム

の取り組みは食育収進に大きな効果があると考え

ており、できるだけの支援と取り組みを収進して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ細部にわた〇２４番（宗片浩子議員）

りお答えいただきました。ありがとうございます。

再質問と要望を行ってまいります。

初めに、福祉行政についての高齢者虐待につい

て伺います。このほど１２月６日に厚生労働省が

行った調査で、６５歳以上の高齢者が暴行などの

虐待を受けたと判断された件数が平成１９年度は

１被 ２７３件に上ったと。１８年度に比べて７

０４件、５での増である。うち２７名の高齢者が

死亡していたということでありました。各自治体

で相談窓口整備など虐待に向けた取り組みが進む

一方で、高齢者虐待が減らない実態が明らかにな

ったとしております。

また、北海道は道内で２００８年度、６５歳以

上の高齢者４５５人に対する虐待が確認されたと

１２月９日、道の調査でわかり、前年度比３割増

しと増加傾向にある。連携体制の整備、対策を急

いでいるとしています。名寄市におきましても先

ほども質問しましたが、余り耳にしておりません

でしたが、過去３年間で１３件の相談があり、そ

のうち５件が虐待だと判断されたと先ほどのお答

えがありましたけれども、本当に心痛むような感

じがいたしました。虐待の把握には、また見えな

い部分で潜在化していることが多く、難しい問題

であるのですが、隠れた高齢者の虐待の把握には

どのような対策をされているかお知らせください。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

隠れた高齢者虐〇福祉事務所長（小山龍彦君）

待の把握ということでのお尋ねかと思いますけれ

ども、高齢者虐待は介護の大変さから身体的な虐

待に及んでしまうケースだけではなく精神的、経

済的な虐待など、なかなか表面に出てこないケー

スや虐待している者、されている者もた子げんか

あるいは夫婦げんか程度としか考えていない場合

もございまして、当事者の認識を含めて実際の把

握は非常に難しい状況にございます。

高齢者虐待防止につきましては、広報に掲載し、

市民への啓発を図り、高齢者虐待に及ばないよう

に予防に努めておりますが、虐待を疑われる状況

や虐待の早期発見には地域の見守りや支援体制が

必要であると考えております。来年度に向けまし

て、高齢者虐待対応防止ネットワークの中で協議

を行う中で地域との連携や支援体制を構築し、高

齢者虐待の早期発見、早期対応、擁護者への支援

など高齢者が住みなれた地域で安心して生活がで

きるよう支援してまいりたいと思いますので、御

理解をお願いいたします。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。本当に高齢者虐待、同居家族がそのような

ことになっているのかなと思いますが、本当に身

内からの虐待が多い。そして、１番目は息子さん

が多い。それから、夫が多い。その中で、被害者

の８割が女性であるという報告もされております。

本当に身内のやっぱり心を許す甘えもあり、お互

いがお互いにわがままになる部分もあるかと思い

ますけれども、このような虐待は少なくなればと

思います。

次に、児童虐待について伺います。相談体制の

職員配置につきましては、これまでも専門職とし

て指導、相談とともに精通されていると存じます。

相談の内容により難しい判断もされると思います

けれども、よりよい方向にお願いしたいと思いま

す。



－199－

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号

虐待の事例では、平成２０年度はさまざまな内

容で報告をいただきましたが、２１年度現在で１

１件すべてがネキレクトであるという今報告をい

ただきましたが、そして母子家庭であるというこ

とです。また、現在の今日の経済の状況の中で母

たの職場環境も影響しているとも指摘されており

ます。

私は先日、旭川児童相談所で現状を伺ってまい

りました。児童虐待は、増加の一途をたどってい

るとのことでした。旭川児童相談所が昨年度認定

した道北地方、これは上川、留萌、宗谷管内です

が、この虐待件数は統計のある１９９３年度以降

過去最多を記録したと。昨年度中に認定した児童

虐待数は１４６件、前年度は１０８件で、そのう

ちネキレクトが８３件で最も多く、身体的虐待３

３件、心理的虐待２７件、性的虐待３件と続いた

とのことでした。この虐待の傾向は、名寄市とし

ても同じような傾向となっているというのが実感

です。虐待を受けた子供などが入所する道北地方

の児童養護施設は、旭川の育児園、富良野の国の

子寮、美深育成園の３カ所ですが、どの施設も満

員状況でた側の問題から入所期間の長期化も問題

となっているとのことでした。旭川児童相談所で

は、一時保護の施設にも苦慮しておりました。旭

川以北、稚内まで一時保護の施設がないというこ

とでございます。子供が一時の避難場所として施

設またはシェルターなどのようなことを広域で取

り組むことは考えられないのでしょうか、考え方

をお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

シェルターとい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

うことで、一時保護施設の広域の考え方が再質問

の要旨かと思いますけれども、議員も御承知のと

おり道立施設は現在旭川にございますけれども、

一時保護の部分で児童の場合につきましてはいろ

いろな日常生活以外に心理的なケアなど、例えば

臨床心理士ですとか、そういう専門職等もいない

となかなか、ただ食事を与えて生活の介助をする

というだけではちょっと不十分かなというような

部分がございまして、やはり国なり道なりがその

中でそれまでのノウハウ等を使って施設運営され

ていくのがというようなふうに思っております。

広域といいましても通常行政、そういう施設があ

りましたら相談して利用させていただく部分でご

ざいますけれども、なかなか上川北部、広域等で

施設運営するというのは困難なのかなというよう

な、そういう認識を持っております。

以上でございます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。本当に子供たちがそういう一時預かりとい

うのでしょうか、保護される場所がなくなってく

るということは、さてどこへ行ったらいいのでし

ょうかということになってしまうのですけれども、

広域でも自治体がこれを担うということは大変難

しい問題であることは十分心得ております。国な

り道なりが一時預かりのそういう施設があれば、

これから課題になっていくのではないかというふ

うに考えます。

それでは、介護保険事業について伺います。先

ほどもお答えいただきましたけれども、名寄市の

高齢化は２ ４でとのことですが、名寄には名寄

市立大学ですとか自衛隊の駐屯地とか、若い方が

たくさんいらっしゃる、このことにも支えられて

いるのではないかと考えます。しかし、介護認定

者 ３０８人のうち第１号被保険者で ２６７人、 

６５歳以上の１ ５での数字は、これは大きな数

字ではないかというふうに考えます。特別養護老

人ホームに入所できずに被１９０名の方は他の施

設や病院に入所、入院されており、８０名の方が

在宅で待機されているとのことです。在宅で介護

できるのが一番望ましいことではあるのですけれ

ども、介護を受ける方も介護をされる家族にとっ

てもともにつらさが伴います。これから高齢社会

は急速に到来することは明白であることから、民

間活力を導入して施設整備を急ぐことも重要と考
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えます。第４期計画を見直し、第５期計画の先取

りも検討してはいかがでしょうか。また、介護保

険整備にもし伴ってその施設ができると考えた場

合ですが、介護保険料に及ぼす影響はどの程度に

なるのかお知らせください。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど説明させ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ていただきました介護基盤緊急整備等特別対策事

業の部分では、補助制度も従前から見れば相当な

有利なものにはなっているという部分はございま

すけれども、本年４月１日から施行となっており

ます第４期の介護事業計画、それは昨年つくった

ものでございますけれども、昨年の９月、１０月

時点の利用者アンケートの中では今みたいな部分

でいうサービスの程度、それから保険料は据え置

きでということで第４期計画に入ったわけでござ

いますけれども、第４期計画の中で小規模多機能

型居宅介護事業所というのを一応１施設を入れて

いるところなのですけれども、それにつきまして

もその時点では民間事業者がそれをやりたいとい

うような希望がなかったのですけれども、当然そ

ういうようなサービスの需要が出てきたときに対

応できるようにということで事業計画の中にもと

もと含めていたものでございますけれども、それ

がことしの３月になりまして先ほど言いました事

業の中でそういうものが出てまいりました。そう

いうことで市内の中に、あるいは市外の方で４事

業者の方が６施設をやりたいというような話にな

ってきているところでございます。

それで、そういうことでそういう施設をやると

いうことは、当然保険料にはね返ってくるという

ことなのですけれども、御存じのように第４期計

画はことしから３カ年の間ということで、先ほど

申しましたように介護保険料は据え置きというこ

とでしておりますので、仮に新たな事業が展開さ

れても保険料は介護計画を見直さない限り上げる

ことはできないということになっておりまして、

ではその分当然出てくるのがどのぐらいかという

話になるのですけれども、私どもる算していると

ころで申しますと１施設大体月１００被というこ

とで、１施設をつくることに月１００被ですから

年間で ２００被、それが何施設かというような

話になるのですけれども、その場合は当然保険料

の負担が発生してくるということで、相当な住民

のコンセンサスがなければちょっと難しいのかな

ということで、先ほども申しましたようにこの事

業が２３年度で終わるという部分と補助率がいい

ということで、これまでの市のそういう施設の設

置には市なりがある程度、何がしかのかかわりを

持って建設を進めたのですけれども、こういう部

分につきましては少し民間事業者独自の独力で何

かできるような状況とも伺っておりますので、保

険料の部分、事業量の見直し等も含めた中で、で

きれば新年度の手前ぐらいまでには結論を出して

いきたいなというようなことで考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

１８０名ぐらいの方〇２４番（宗片浩子議員）

がそれぞれの地方の施設ですとか病院ですとか市

内の病院ですとかというところで待機され、待っ

ている。また、８０名の方が自宅での待機をして

いる。私の身の回りというのですか、御近所でも

本当にほっとけないというひとり暮らしの男性、

女性、御家族でも御夫婦であっても本当に何とか

しなければという家族の方が結構いらっしゃいま

す。この制度を利用しまして、こういう方々が安

心して生活できるような民間活力の導入をぜひお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

それから、安心カードの配付でございますけれ

ども、私が先ほどお話というか、質問させていた

だきました平成１４年に私がこういう議員の立場

になって思ったのは、私も子育てを済ませてなか

なか小さい子供たち、児童生徒のところに気持ち

がいかなかった部分がありまして、なぜ今こんな

に子供たちが悩んでいるのだろう、どうしてこん
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なに大きな事件が多いのだろう、そのことで何と

か悩める子供が小さいときに悩みを少しでも少な

くなればということで安心カードの配付をしてい

ただきました。６月で提案をさせていただいて、

一番初めにこれをつくっていただいたのですが、

カードが間に合わないで市販のものをつくってい

ただきました。「１人で悩むのはもうやめよう」

というタイトルです。その後、これは市職員の方

のイキストなのですけれども、毎年色を変えて全

校に配付していただいております。本当にこれを

私は持てばいいというものではなくて、これをお

守りがわりに持つことでこういうことをちょっと

話ししたい、話すことで解決もすることがたくさ

んあると私は思っていましたので、配付していた

だきました。そのことで年々相談件数も多くなっ

て、それから職員さんも増員していただいたりな

んかの経過があります。このことにつきまして、

ことしでかなりの年数たってはいるのですけれど

も、今後もこの安心カードの配付についてどのよ

うに考えているのかお知らせください。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

安全カードの配付状〇教育部長（山内 豊君）

況ですけれども、全校の児童生徒、今 ３００か

ら４００ぐらいですけれども、全員にお配りをし

ております。これは毎年ということで、今議員お

っしゃったように持っていることで安心してもら

うと。何かのきっかけの中で、それを持っていて

相談ができるということで、非常にこういった相

談の件数にも反映しているのかなというふうに思

っております。この児童生徒以外に高校にも、あ

るいは各公共施設のところにも配付をして窓口に

配置をしているという状況にあります。今後もこ

ういったような子供たちが安心できるような、そ

ういったような体制といいますか、これは非常に

効果があるということで続けていきたいなという

ふうに思っております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。このカード、一番当初から１年生から中学

生全員に配付いたしまして、小学生……これは担

当の方からお話を伺っていたのですが、このカー

ドを持ってた御さんとともに転勤された。その転

勤先で悩みがあって、遠くは三重県からそうやっ

て電話の相談があったとか、それから中学校を卒

業して、このカードを持ってほかの高校に進学し

たときにやはり悩み事があって、よその高校から

このカードの電話番号のところに電話をかけてき

たと。そして、話をしているうちに解決ができた

と。そういうことが広がっておりますので、ぜひ

ともこの安心カード、今なくなってしまうと１年

生はいいですけれども、１年生が２年生に上がっ

て、今度１年生が上がってきたときにこのカード

を持っていないことになりますよね。ですから、

このカードはできる限り順次配付していただきた

いなと、そのように思います。

それから、相談傾向が不登校や登校渋りの相談

も多いということなのですが、これは私がテレビ

を見ていまして、１２月１０日、ＮＨＫの番組で

不登校や登校渋りの原因にパソコンや携帯電話に

時間を使い、生活が夜型になって就寝時間が遅く

なったり、睡眠時間の減少の影響で睡眠障害の傾

向があると。睡眠のリズムを正しくすることで不

登校が改善されると報道しておりました。このこ

ともありまして、不登校、登校渋りの調査、この

ようなことがないのか調査する必要があると思い

ますが、もし考え方がありましたらお知らせくだ

さい。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま不登校につい〇教育長（藤原 忠君）

ても御質問がございました。その前に児童虐待と

か、あるいはその他の青少年の問題行動について

もお話がございましたが、本当に今全国では暴力

行為が戦後最多であると。北海道は、幸い平成に

入ってから最多ということです。それでも幸いと

言えるかどうか、非常に多い状況にございます。

そういう中で、今１００年に１度の経済不況とい
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うことで、非常に大変な生活を送っている方もい

る。そういう中から生活の乱れもやはり出てきて

いるということは私たちも把握しております。不

登校の中には、そういう子供たちも確かにおりま

すが、やはり根本にあるのは、これはたの心の貧

困があるのではないかと私は思うのであります。

この辺をどうやって行政が、教育が、そして地域

が支えていかなければならないか。これをしっか

り支える体制を何とかつくっていかなければ、児

童虐待とか、あるいは不登校とか、生活の乱れな

ども根本的には解決されない部分があるのかなと、

こう思ったりしております。ただ、教育委員会と

してはそういう不登校、早寝早起き朝御飯のでき

ない家庭の不登校については、これからもしっか

りと指導してまいりたいと考えております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。児童虐待なのですが、私は先日大学で、こ

れは保育所の先生方が対象、また大学の関係の方

を対象にした講話がありまして、私もちょっと伺

ってまいりました。稚内の事件なのですが、その

稚内の事件を担当された担当官が講演していただ

いたのですが、結果的には本当に不幸な事件であ

るのですが、この母たはすごく初めは協力的であ

ったと。通報があってすぐに駆けつけて調査をし

たのですが、母たはすごく初めから協力的であっ

たと。それを担当官は、あらかじめ信じてはいた

のですが、調べているうちにこの家庭は問題があ

るということで母たのおばあちゃん、お母さんの

ところに預けたそうです。でも、預けてもそのお

ばあちゃんが育てた母た、やっぱり連鎖というこ

とでおばあちゃんのところにもいられない。そん

な状況から、また母たが引き取って母たのもとに

戻した。それが結果的にはああいう厳しいという

か、つらい事件になったと思っておりまして、本

当にこれはどれを、何を信じていいのかわからな

いのですけれども、本当にこれはお話を聞きなが

ら私は胸が詰まる思いで聞いてきたのですが、私

もこの今回の質問につきましては命ですとか、そ

れからた子のきずなとか、そういうのは一体何な

のでしょうかと思いながら今回は質問をさせてい

ただきました。

これで質問を終わります。ありがとうございま

した。

以上で宗片浩子議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

日程第３ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正について、議案第２７号 名寄市介護保険条

例の一部改正について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２６号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、

議案第２７号 名寄市介護保険条例の一部改正に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

平成２２年１月１日から社会保険の保険料等に

係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律が施行されることとなり、厚

生年金保険料、健康保険料等は延滞金の軽減措置

が設けられることとなります。本件は、現下の厳

しい経済情勢にかんがみ、同法律と同様の取り扱

いを行うため、名寄市後期高齢者医療に関する条

例及び名寄市介護保険条例を改正しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第２〇議長（小野寺一知議員）

６号外１件について一括質疑に入ります。質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２６号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２６号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第４ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市議会議員定数条例の制定についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

高見勉議員。

議長より指名を受け〇１３番（高見 勉議員）

ましたので、議案第２８号 名寄市議会議員定数

条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

名寄市議会議員の定数につきましては、平成１

８年３月１日に平成１８年３月２７日から上川郡

風連町及び名寄市を廃し、その種域をもって名寄

市を設置することに伴う議員の定数は２６人とす

る公示がなされましたが、合併時における旧風連

町の議員１４名及び旧名寄市の議員２２名の任期

につきましては合併特例法の規定を適用し、合併

後の平成１９年４月３０日まで引き続き名寄市の

議員として在任する告示により３６名の議員でス

タートしました。その後、平成１９年４月２２日

執行されました市議会議員の選挙では、合併して

初めての選挙ということで、この選挙に限り旧名

寄市の種域議員数１８名、旧風連町の種域議員数

８名の２つの選挙種に分けて選挙し、議員定数に

関する告示の２６名の議員数で今日に至っていま

す。

２６人の議員の定数は、地方自治法で規定され

ている人口５被人未満の市の上限の議員の定数で

あることから、議会改革調査特別委員会では議会

改革の一環として議会基本条例制定後の５月より

８回にわたる委員会の開催や１０月に名寄地種、

風連地種、智恵文地種において議員定数を考える

市民意見交換会を開催するなど議会基本条例に基

づく真摯な議論を重ねてまいりました。その結果、

合併後における当市の議会のありよう、議会本来

の市民の多様な意見をどう理解し、市政に反映す

るかは意見のあったところでありますが、それら

の意見を踏まえて定数を２０名とすることで特別

委員会の意見が集被されたこと、さらに各会派に

おかれましても公布の日以降初めてその期日を告

示される一般選挙から定数を２０名とすることで

意見の一致を見たことから、名寄市議会議員定数

条例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２８号に

つきましては、質疑、委員会付託を省略し、直ち

に採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

田中好望議員。

議案第２９号 名寄〇１７番（田中好望議員）

市議会委員会条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。
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名寄市議会議員定数条例の制定により、次の一

般選挙から議員定数が２０人となることと市の行

財政改革による組織機構の見直しが行われ、生活

福祉部を市民部と健康福祉部に分けて５部制から

６部制とすることとする名寄市事務分掌条例の一

部改正に伴い、名寄市議会委員会条例の一部を改

正しようとするものであります。

現在２６人の議員定数が２０人となることから、

活発な委員会活動のため常任委員会の数を４常任

委員会から３常任委員会とし、常任委員会の名称、

定数、所管を改正しようとするものです。また、

議会運営委員会の定数を１１人から９人に改正し

ようとするものです。

この条例は、名寄市議会議員定数条例の施行の

日から施行するとするが、生活福祉部を市民部、

健康福祉部と改正する部分は平成２２年４月１日

からの施行とするものでございます。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２９号に

つきましては、質疑、委員会付託を省略し、直ち

に採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 電源立地地域対策交付金制度の交付期間

延長等を求める意見書、意見書案第２号 さらな

る緊急雇用対策の実施を求める意見書、意見書案

第３号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワク

チン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接

種化を求める意見書、意見書案第４号 北海道開

発局の存続と北海道開発の枠組みの堅持を求める

意見書、意見書案第５号 地方財政に配慮した国

の予算執行及び予算編成を求める意見書、意見書

案第６号 道路整備に必要な財源の確保を求める

意見書、意見書案第７号 日米ＦＴＡ交渉に反対

する意見書、意見書案第８号 新たな食料・農業

・農村基本計画の策定に関する意見書、以上８件

を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外７件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第２〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第８ 議会改革〇議長（小野寺一知議員）

調査特別委員会報告を行います。

委員会の報告を求めます。

議会改革調査特別委員会、高見勉委員長。

議〇議会改革調査特別委員長（高見 勉議員）

長より指名を受けましたので、議会改革調査特別

委員会の調査検討事項の審査経過と結果を報告い

たします。
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本委員会は改選後の平成１９年９月定例会にお

いて「市民の負託に応え、抜本的な改革事項、課

題など財政改革を含めた調査研究を進め、市民と

情報を共有しつつ、更なる議会改革、活性化を目

指す」ことを目的に１３名の委員構成で設置され

ました。

委員会では、まず、各会派及び議員から改革事

項の提案を求め、提案された事項を条例改正等が

伴ず時間をかけず実施することが出来る事項、議

会基本条例の制定に伴う事項、議員定数・報酬に

関する事項等に振り分けて検討することと致しま

した。

まず、時間をかけず実施可能な事項の審査結果

について申し上げます。

本会議における、代表質問、一般質問は対面方

式を採用することとし、議場に質問席を設けるこ

ととした。行政視察については、これまで任期中、

道内外あわせて４回実施してきたが、３回に縮小

し、任期最終年は実施しないこととした。新設条

例の制定には審議期間を保障した提案を求めるこ

とにした。議会の情報開示の立場から、議会広報、

議会のホームページ、インターネット中継等を中

心にスピード感を持って積極的に市民に情報提供

を行なうことにした。政務調査費については、議

員の調査活動において必要な制度と判断し現行の

ままとし、より一層、適切な執行と透明性を図る

観点から議会基本条例で明確に定めることとした。

その他、議会図書室の整備充実及び事務局の体制

整備に関する事項、政治倫理に関する事項等は、

基本条例で協議検討することにしました。

次に、議会基本条例制定の審査結果について申

し上げます。

地方自治体の自己決定、自己責任がより一層求

められる中で、議会が担う役割と責任は、これま

で以上に重たいものになってきている。こうした

時代背景を踏まえ、新しい時代の議会像を追求す

ると言う認識で基本条例の制定に取り組むことに

致しました。

具体的な議論では、まず基本条例の考え方につ

いて共通認識を図ることとした。

総論部分として、議会に与えられた本格的な役

割を再認識し、名寄市議会の主体性においてその

内容を本条例の中に明文化する。今後制定される

自治基本条例は市政運営の最高規範であり、議会

基本条例は議会運営の最高規範として位置づける。

各論部分として、条例の組み立てについては、

前文において、自治体における二元代表民主制の

原則に基づき、名寄市議会が果たすべき使命や、

そのための議会運営の基本姿勢などを書き被んだ

上で、本則においては「行政への監視機能」「議

会の情報公開」「議会の市民参加」「議会の自由

討議」「議会と市長等との関係」など五つの柱を

立てて、個別の主要論点を盛り組む構成とした。

個別論点では、五つの柱に加え、議員の政治論

理、議会及び事務局の体制整備等についても論点

整理の議論を行ったところであります。

条例策定作業は、これらの論点整理、考え方を

もとに、作業部会を立ち上げ条例のたたき台、素

案作りを行ない、委員会審議、作業部会での条文

整理を繰り返し、前文及び１０章２２条の条例原

案と逐条解説を策定いたしました。その後、市長

部局との協議、全議員による協議検討を経て、市

内４ヵ所での市民説明会、市民からの意見募集等

を実施する中で、条例案の最終確認を行い、平成

２１年３月定例会で全議員の提出により「名寄市

議会基本条例」を可決決定し、４月１日から施行

したところであります。

７月には、さっそく本条例に基づき、全議員に

より市内４カ所で議会報告会を実施し、市民の皆

さんと意見交換を行なったところであります。

条例制定まで、被１年間かけての調査検討、策

定議論でありました。時には委員間での激しい議

論もありましたが、これも議員の手により条例を

策定し実施に移すと言う、熱い思いの表れであっ

たと思います。結果、道内都市部では第１号の議

会基本条例の制定となりました。
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次に、議員定数・報酬の審査結果について報告

いたします。

現行の地方自治法では、人口５被人未満の市の

議員定数は２６名を上限として条例で定めること

としています。当市議会は、平成１８年３月の名

寄・風連両市町の合併により、被１年間、在任特

例を適用し３６名とし、平成１９年４月の選挙は

選挙種制度を取り入れ定数は上限の２６名として

きました。

こうした経過を受け、本委員会は次の一般選挙

から、全市１種とし議員定数は削減する方向で検

討することに致しました。議会基本条例第１７条

では、議員定数の改正に当たっては、行財政改革

の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の

予測と展望及び市民の意見を十分考慮すること。

定数に関する基準については、市の人口、面積、

財政力及び事業課題並びに類似市の議員定数と比

較検討することと定めています。従って、基本条

例に基づき類似市などの資料も収集しながら議論

を進めました。

議論の主な論点は、地方議会に多様な民意を反

映するためにどう考えるか。比較議論（人口、面

積、財政、類似市との比較等）からどう判断する

か。大学、市立病院等まちづくりの特色で他市と

の違いや将来予測、財政分析、事業課題等につい

てどう考えるか。日常の議員活動と議員の役割、

責務などについて活発な議論がなされました。

具体的な実数議論では、１８名から２４名まで

それぞれ幅広い意見が出されました。意見の違い

は、人口、類似市との比較及び将来展望から見る

と定数を厳しく絞り被まざる得ないとの意見。一

方、財政規模や合併配慮及び民意の反映から見た

ときは、大幅な削減は避けるべきと、意見が分か

れたが、いずれも行財政改革の視点は共有してい

ました。

委員会としては、一定の方向付けをして、市民

の意見を聞く機会を設けることとし、議論を重ね

た結果、この段階では定数２０名をベースに検討

を加える考えでいることと、常任委員会構成は、

現行の４委員会構成から３委員会に削減する方向

で一致している旨、報告し市民の意見を受けて、

結論を出すこととしました。市内３ヵ所での市民

との意見交換会では、委員会議論とやや同様に、

議会は多様な民意を反映させるためにも大幅な削

減はすべきでない。行財政改革の視点から議員定

数は報酬額と連動させて考える必要があるのでは。

議員定数は２０名とし、節減された財源を市立病

院の運営経費に当てては、など具体的な意見もあ

りました。

委員会としては、こうした市民の意見やこれま

での議論、更に地方自治体が置かれている今日的

状況を踏まえ、議員定数は次の一般選挙から２０

名とし、常任委員会は３委員会とすることに決定

し、今定例会に議員提案することに致しました。

なお、議員報酬については、議会としては、これ

までも独自削減等の取り組みを進めてきたことか

ら、現行のままとし、今後については、第三者機

関でもある名寄市特別職報酬等審議会の審議にゆ

だねることと致しました。

以上、平成１９年９月の委員会設置から被２年

間にわたり２７回の委員会審議に加え、作業部会

の議論、更に市民説明会、市民との意見交換会の

開催等市民の参加を求めながら、審査を行なって

きた経過並びに結果についての報告と致します。

以上で議会改革調査〇議長（小野寺一知議員）

特別委員会の報告を終わります。

日程第９ 委員の派〇議長（小野寺一知議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、総務文教常任委員

会の行政視察報告を申し上げます。

視察期間でありますが、１１月１６日から１９

日までの４日間でありました。今回、当常任委員
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会は、道外の先進地を視察させていただける決定

を受け、この機会を有効に活用して福岡県大野城

市、同じく筑紫野市、佐賀県神埼市、東京都杉並

種の３市１種を訪問させていただきました。視察

項目は、限られた時間でじっくり学ばせていただ

くという観点から、４市種とも１項目に限定させ

ていただきましたが、調査事項は２７点に及び、

質疑応答の時間が不足することもありました。

最初の視察先は、大野城市でありました。初日

は移動日としたため、１７日午前１０時に大野城

市役所を訪問させていただき、同市が取り組む

「週末窓口サービス」について担当職員から説明

を受け、質疑、意見交換を行ってまいりました。

大野城市の週末窓口サービスでありますが、平

成１７年９月に再選を果たした井本宗司（いもと

・むねじ）市長が掲げたマニフェストの中に「市

民満足度向上に向けての施策」が盛り被まれたこ

とに始まります。この施策は、今回の視察項目で

ある「週末窓口サービス」をはじめ、「コールセ

ンター」、「総合窓口 まどかフロア」の３点セ

ットであり、担当者からは週末窓口サービスにつ

いて詳細に説明をいただいたのに続いて、コール

センター、総合窓口・まどかフロアについても説

明いただき、まどかフロアについては実際に視察

もさせていただきました。

大野城市の今年８月１日現在の人口は９ ６４

０人でありますが、普通会計ベースの職員数は３

８４人で、人口 ０００人当たりの職員数は４・

０４人と、全国トップクキスの職員の少なさであ

り、現在の社会情勢等から考えても職員を増やす

ことは困難、という情勢下にもかかわらず、週末

窓口サービスに取り組む背景には、市長の強いリ

ーダーシップがありました。検討に際しても、井

本市長は「市民サービスナンバー１の市を作る」

「できません、は言わず。できる方向で検討しな

さい」と強く求めた、ということでありました。

実施に当たっては、関係各課の課長級職員で

『窓口サービス向上委員会』を組織し、開設する

曜日、時間帯、業務などについて協議する一方、

職員組合との協議は別途人事課担当課が行ってい

ます。その結果、平成１８年８月２６日から職員

２５人、委託職員９人の３４人体制で、市民課、

国保年金課、子育て支援課、介護サービス課、福

祉課、市税課、収納課の７業務に関して、毎月第

２、第４土曜日の午前９時３０分から午後０時３

０分まで開庁する第一次る行がスタートしました。

このる行は１８年１１月１１日までを第１次、

同１１月２５日から１９年３月２４日までを第２

次、同４月１４日から１０月２７日までを第３次

とし、る行全開庁３０回で、 ０１９件の利用が

あり、１日平均は１３５件にも及びました。また、

このる行中、窓口利用者から「週末窓口サービス

利用者アンケート」を行ったところ、多くの利用

者から土曜開庁についての感謝の言葉を受けると

ともに、継続実施の要望も多かったことから、１

９年１１月から本格実施とし、２０年度における

利用件数は１日平均１５３件となっていることも

報告いただきました。

また、３回のる行終了後に窓口サービス向上委

員会で、利用件数が少なかった介護サービス課窓

口、福祉課窓口の２業務を廃止、逆に要望の多か

った住民異動に伴う水道下水道料金精算など一般

的な料金徴収業務を行う料金総務課、一定の時期

に届出が集中する業務の臨時窓口など、実態に即

した業務について検討を加えた結果、平成１９年

１１月からの本格実施時においては、市民課、国

保年金課、子育て支援課、市税課、収納課、料金

総務課関連及び臨時窓口の７部門、４５業務を行

っていますが、職員配置については正規職員を減

らし、委託職員、再任用職員を増やすこととし、

正規職員は２５人から１４人、委託職員９人から

１３人、再任用職員２人増と、総体で３４人体制

から２９人体制となりましたが、開庁日、開庁時

間についてはる行時通りとしていました。

週末窓口サービスについて検討してきた「窓口

サービス向上委員会」は、その後「市民満足度向
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上収進委員会」と改称されましたが、現在抱える

「閑散期に、職員数がお客様と比較して過剰に見

える場合がある」「実施していない業務に関して、

お客様が来庁された際、トキブルになることが、

まれにある」などの問題点、「第２・第４土曜を

開庁している現状でも、お客様からは平日業務の

延長を望む声が大きい」などの今後の課題につい

て、問題の解消、課題の検討などを行い、より利

便性の高い市役所づくりに努めており、民間の力

を活用しながら、経費削減だけの見地ではなく、

市民の満足度向上のために取り組む姿勢に委員一

同感銘を受けました。

一方、「コールセンター」は従来の独立型では

なく、全国で初めてコールセンターと電話交換の

一体型で１９年１１月から本格実施しており、市

民からの電話での問い合わせについてはコールセ

ンターで受け、マニュアルにある回答はその場で、

マニュアルにない相談や苦情だけが担当課に回わ

すもので、この取り組みによって被５０でがコー

ルセンターで解決されるとともに、いわゆる電話

のたらい回しは皆無となっていること。縦割り窓

口を一元化して利便性を高めた「まどかフロア

ー」は、窓口周辺にフロアーマネージャーを配置

し、戸惑う来訪者に「お客様」と声をかけて行き

先を案内、案内先の窓口には全て椅子が配置され、

職員が座り、訪れた市民らが立っている、という

光景を目にすることはありませんでした。また、

相談窓口は、プキイバシーに配慮して仕切られて

いるなど、市民サービスの向上は、トップリーダ

ーの熱意と、職員の意識と智恵、そしてちょっと

したアイデアで実現できることも実感しました。

特に、職員の意識という面では、説明をいただい

た担当者の「今では、全職員が庁舎を訪れる市民

の皆さんらを『お客様』と呼んでいます」という

言葉にも象徴されていました。

大野城市の行政視察を終えた足で、筑紫野市に

向かい、午後２時に市役所に到の。同市の『男女

共同参画について』総務部男女共同参画収進課の

担当者から説明を受けました。

筑紫野市の男女共同参画への取り組みは、平成

４年に市役所内に女性問題を総合的に収進する組

織として「筑紫野市女性問題収進協議会」が発足

したことに始まります。翌年に附属機関として

「筑紫野市女性問題懇話会」も設置され、同市で

はこれを女性行政の第１期とし、６年から１０年

度までの第２期間には市役所に女性政策課設置、

「男女がともにわかちあい、創造しあう社会の実

現」を基本理念とした『ちくしの男女共同参画プ

キン』を策定。その後も，生涯学習センター内に

「女性情報プキザ」「女性相談室」設置、女性政

策課を「男女共同参画収進課」に名称変更、男女

共同参画施策を全庁的に収進する「男女共同参画

収進本部」設置、市民の意見を反映させるための

附属機関「筑紫野市男女共同参画審議会」設置な

どを経て、平成１５年に「男女共同参画都市宣

言」が行われ、シンボルマークの公募、市民参加

の記念式典も実施されました。

現在も続く第４期は、『男女共同参画行政の強

化発展』と位置づけ、スタートした１６年度に改

訂プキンを策定、１７年には男女共同参画収進条

例の制定を行い、翌１８年４月に施行となってい

ます。同条例は６章５５条で構成されており、基

本理念には①全ての人の人権の尊重②性に関する

権利の尊重と生涯にわたる健康の保持③社会にお

ける制度または慣行についての配慮④政策等の立

案及び決定過程への男女共同参画⑤家庭生活の活

動と他の活動との両立⑥国際的協調―を掲げ、市

議会、事業者、地縁等などによる団体、補助金交

付団体などの責務も定められていました。さらに、

公衆に表示する情報についての留意などが定めら

れた人権侵害行為の禁止等もあり、これに基づい

て筑紫野市男女共同参画のための広報等作成指針

が策定されていました。

この他、審議会などの女性委員の登用率目標を

４０でとし、平成２１年４月現在では２ ５でに

とどまっていますが、目標達成に最大限努力して
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いるとともに、今年６月には「筑紫野市女性人材

バンク設置要綱」も制定するなど、よりいっそう

の登用促進を図っていました。

女性センター事業としては、男女共同参画に関

するセミナー・講座等が多彩に企画され、実施時

においては無料の保育体制を整え、乳幼児を持つ

受講生に学習権を保障。市長公被では８２行政種

でセミナー実施を掲げており、すでに３６箇所で

行われています。

担当者からは、「市民への周知の徹底と、市職

員のそれぞれの業務の中で積極的に理念を持ち、

男女共同参画収進のかかわりを強めてもらう」な

どの課題も明らかにされ、各委員からは条例の内

容、各界における女性の登用状況、人材バンクの

取り組み状況などについて質問が出され、意見を

交換してまいりました。

神埼市訪問は、１８日午前９時３０分でした。

わが名寄市より一週間早い１８年３月２０日に神

埼町、千代田町、背振村（せぶり村）の３町村が

合併して誕生した新市でありますが、御多分に漏

れず６５歳以上の人口が合併時に２ ８でと、超

高齢者社会の状況である一方、出生率の低下、年

少人口や生産人口の減少が進行すると収察された

こともあり、市民ニーズに適切に対応し、良質な

福祉サービスを実現するための合併でもあったよ

うです。

神埼市改革プキンは、合併後において自己改革

に努めてきたものの、新市まちづくり計画で掲げ

た「自然と歴史と人が輝く未来都市」を実現する

ためには、単に合理化、削減にとどまらず、民間

企業の経営理念・手法を導入しながら、まず行財

政改革大綱を策定。同大綱を実行あるものにする

ため、具体的な数値目標を掲げ、年次的に取り組

む『改革プキン』に仕上げたものです。

改革大綱には、「市民志向の視点」「行政の役

割や関与の見直し視点」「民間感覚の視点」「全

庁的な意識の共有化の視点」―の４つの視点に立

った行政システムの構築を目指すとともに、「な

っとくサービス 市民の視点による、市民志向の

質の高い行政サービス」「行政改革 スリムで透

明な行政、時代の変化に柔軟な行政」「財政改革

自主的・計画的な財政運営」「パートナーシッ

プ 市民と連携・協働して、市民に信頼される行

政」―の４本の柱を掲げていました。

この方針に基づき取り組まれた行財政改革は、

２０年度においては３７項目、１１７件の事務事

業見直しを行っており、担当者から詳しく説明を

受けたところです。その内容について詳細に報告

すべきところですが、時間の関係上割愛させてい

ただきますことをお許しいただきたいと思います。

同改革の計画期間は１９年度から２３年度の５

年間であり、収進中ということでしたが、進捗状

況については定期的に種長会長、商の会長、生産

組合協議会長、婦人会長、公募市民ら１５人で構

成する神埼市行政改革収進委員会に報告するとと

もに、ホームページや市広報等を通じて広く市民

に公表、市民意見の収集に努め、改革の取り組み

に活かす手法が取られていました。名寄市にあっ

ても、行財政改革は市民の理解が第一義であり、

更なる情報の共有と、具体的施策・数値をの実に

収進することが求められると痛感したところです。

神埼市訪問を終えた後、空路東京に向かい、最

終日の１９日午前１０時に名寄市と友好交流都市

関係にある杉並種役所を訪問。マイクロバスで杉

並種独自の教師養成塾「杉並師範館」にお伺いし、

同館の取り組みについて説明を受けました。

杉並師範館は、地域に根ざした種独自の教師養

成を目的に４年前に設立されたもので、小学校教

員免許取得予定の学生や、すでに取得済みの社会

人を対象に、志のある人材を全国から毎年３０人

程度を募集。人を教える人間力とともに、実践的

指導力に重点を置いた独自カリキュキムで、１年

間にわたり毎週土曜日と日曜日に講義、演習のほ

か、３０日以上の実践実習研修を受け、３回のス

テージアップの際行われる塾長面接をクリアし、

杉並種教育委員会が行う採用選考に合格すれば、
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晴れて種採用教員として、種内の小学校に配置さ

れるもので、これまでに６８名が採用され、教壇

に立っています。

以上が杉並師範館の取り組み概要ですが、師範

館誕生のきっかけは、山田種長が種立小学校にも

かかわらず、教員は都道府県採用の現実に疑問を

感じたことと、都の学級定数は４０人だが、特色

を持たせる学校とするためには少人数学級の必要

性を痛感し、「人数が必要ならば種費教員で学校

の充実を図る」という方針を決め、４年間実現を

目指して活動した結果、平成１８年に「種市町村

が独自予算でやるなら可能」という判断を得て、

種の教育センターを活用して平成１８年に開塾。

設立趣意書には「気高い精神と卓越した指導力を

もった教師の養成こそが重要」「教育は人なりを

信条とし、真に教職を志す人を求める」「人が人

を育てるという最も崇高な仕事に使命感を持ち、

知識を教えるにとどまらず、子どもの可能性を引

き出し、人間性を育んでゆける人間力豊かな教師

の育成に心血を注ぐ」などの言葉が並び、「子ど

もの可能性を未来に拓く」を理念とし、塾是に

「キミもがんばれ―僕もがんばるから―」、運営

方針には「自由闊達、理想の追求」を掲げていま

した。

また、「教師は、子どもの学ぶ意欲を引き出す。

学ぶ意欲とは生きる意欲である」などの教師心得

・教師５則を基本とする師範館には、教材費別の

年間受講料が９ ０００被、しかも土日なしの塾

生活にもかかわらず、東京都の教員採用倍率が２

～３倍であるのに対し、２１年度までの平均で

３５倍と高率になっていましたが、一方では１年

間の学びの中で教師という仕事の大変さを痛感し、

退塾する人も少なくないということでした。

杉並種では、種内の小学校１年生から４年生の

３０人学級が実現するまで、師範館での取り組み

を継続させる方針を持っています。名寄市にあっ

ては、財政的に市独自採用の教員確保は可能性の

低いものでありますが、教育都市を収進する名寄

市にあって、大いに参考となる視察でありました。

最後となりますが、今回の行政視察では各委員

からの質疑の内容についてもご報告すべきところ

でありますが、一定限られた報告時間であります。

委員質疑で引き出された視察内容の詳細について

は議長に復命書として提出しておりますので、ご

一読いただくことでご理解をいただき、総務文教

常任委員会の行政視察報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

次に、民生常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、佐藤勝委員長。

議長の御指〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

名に従いまして、民生常任委員会行政視察につい

てご報告申し上げます。

当委員会は、１１月１６日から１９日まで４日

間の日程で山形県鶴岡市、石川県七尾市、金沢市、

東京都狛江市の４市を視察研修してまいりました。

１６日、最初の視察先である鶴岡市では「地域

密のの多機能施設」として高齢者福祉センターと

大山児童館を併せ持つ「おおやま」で本間施設長

から説明を受けました。「おおやま」は、平成１

７年に総の費２３被８千被被、公設民営で開設し

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会が指定管理者

として運営する、ユニットケア方式の特別養護老

人ホーム（１３ユニット・定員１２４人）と大山

児童館（自由来館型児童館・放課後児童クキブ）

を併設する多機能複合施設です。特別養護老人ホ

ームの入居者と児童との異世代交流、地域交流ス

ペースでの地域ボキンティアによるイベント・各

種会議の開催等、地域コミュニティの再構築を図

ることを目的に開設され、放課後・休日に児童が

サロンで自由に遊んだり入居者とゲームをしたり

と世代間交流が図られ、施設内の地域交流スペー

スでは、地域の団体が喫茶店・居酒屋を運営した

り、地域のイベント・会議も催されたりなど地域

住民・児童・入居者・職員とが一体となった施設

の運営、そして活発な交流の様子を知ることがで

きました。今後、待機者の増、ユニットケアゆえ
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の人件費の増加、プキイバシーを重視する結果、

事故の増加など多くの課題もお聞きしました。施

設内に響く子どもたちの元気な笑い声、「にお

い」の全くない我が家にいるかの如き行き届いた

介護、そして地域の「お茶の間」として施設内で

地域交流が盛んに図られていることが強く印象に

残る視察となりました。

１７日は終日移動に費やし、１８日は午前中、

七尾市で「夜間養護（トワイキイトスティ）事

業」について視察研修を行いました。市健康福祉

部子育て支援課から、平成１８年に開設した「た

子ふれあいキンドあい・あい・あい」で次世代育

成支援として、子育て環境の充実を図るためたと

子が共に育つ拠点施設の説明を受け、多くの子育

て中の方々が子育てが楽しいと実感できる場所と

なっていること、ストレス解消に役立っているこ

と、さらには家庭への保育ママの派遣事業も行わ

れていることを学びました。夜間養護（トワイキ

イトステイ）は、０歳から小学校３年生を対象に、

保護者が仕事その他の理由により平日の夜間・休

日に家庭において児童を養育困難となった場合に、

実施施設内で生活指導、食事の提供を行う事業で、

加えてショートステイ事業として利用期間７日以

内で保護者が児童を疾病・経済的理由等で一時的

に養育困難になった時、一時的に母子を保護する

事業の説明も受けました。平成２０年度実施施設

は各２か所、利用状況は実人数１２５人、延日数

２５９日で、事業の効果として実施場所が乳児園

で休日がなく、いつでも責任をもって対応できる

こと、病院・温泉等地元企業関係者が安心して働

けること、子どもが家庭に近い環境で過ごすこと

ができること、などが挙げられていました。課題

として、利用者が増えており乳児園本来の業務に

支障をきたすこと、利用料の軽減で０被の世帯が

多く保護者負担の見直しが必要なこと、特定の利

用者が増えておりた子の関わりの大切さについて

気付かせていく必要のあること、などをお聞きし

ました。最後に、事業実施施設である社会福祉法

人・七尾市社会事業協会が運営する「ななお乳児

園」を訪問し、施設長が語る「子どもは子どもと

して育ち、子どもらしく生きる」という理念を、

心にしみる思いで伺いました。

１８日午後からは、金沢市で「教育プキザ富樫

における子育て施策」について川原総括施設長か

らお話を伺いました。「教育プキザ富樫」は、金

沢子ども条例（平成１３年１２月公布）の理念に

基づき教育と福祉が連携を図り、教職員、保育士

等の研修、子どもに関わる活動をする大人への支

援、子どもの発達段階に応じた各種相談事業など、

子どもたちの健全な育成を総合的に支援する施設

で、現市長の強力なトップダウンのもと平成１５

年にＮＴＴの社員研修所を譲り受け改修開設した

ものです。体育館を含む一被二千㎡を超える広大

な施設内では社会全体で子どもを育むため、①

「地域教育センター」として指導者養成、地域や

各種団体等の育成活動の支援、②「研修相談セン

ター」として保育所、幼稚園、小中学校の教職員

の資質向上のための一体的な研修、自主研修の支

援③「子ども総合相談センター」として子育て、

就学等あらゆる心配ごとに医師など専門スタッフ

が対応する相談・支援体制の機能と、一時保護所

を含む児童相談所を併せ持つ、福祉と教育とが融

合した、まさに子育て支援のための総合デパート

施設であります。平成２０年度は年間２１被人を

超える利用があり、今後の課題として関係団体間

のネットワークづくりを進め利用者同志の情報交

換を盛んにすること、所管の違いと関係機関との

連携を構築する悩みなどをお聞きしました。大規

模自治体ならではの福祉・教育行政に対する濃厚

で裾野の広い取り組みと、これを主導したトップ

リーダーたる市長の見識とリーダーシップに対し

て、感心することしきりの私たちではありました。

１９日は、東京都狛江市に移動して「狛江共生

の家『多麻』」で研修を行いました。ここは、市

内の都市農家松坂氏がオーナーで、ＮＰＯ法人狛

江共生の家が運営し、医療・介護は外部サービス
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を利用する自立型の共生住宅で、２階建て６９０

㎡、１４の居室と共用の食堂、サロンをもち平成

１９年９月に開設しています。狛江共生の家「多

麻」は、終の棲家として６５歳以上の一人暮らし

高齢者が安心できる地域共生の家であること、老

人ホームではなく一人暮らし高齢者の共生住宅で

あること、狛江市民みんなで立ち上げ、市民ボキ

ンティアが生活をサポートすること、一人暮らし

から共に生きる住まいとなることの４つを目的と

して、①各種相談、供用スペースの清掃等の居住

支援事業、②夕食調理・提供の食事提供事業、③

地域住民対象の各種相談、講座・教室の開催他の

ほか地域の力収進事業の３事業を実施しています。

現在、居住者の平均年齢が７３歳で今後高齢化が

進み介護が必要になった時、現行の医療・介護体

制とサポート体制で在宅の維持が可能か、次の世

代のＮＰＯ・ボキンティアをどう育て、運営をバ

トンタッチしていくかなどの課題を抱えつつも、

狛江市議として東京都議としての経歴をもつ理事

長河西のぶみ氏（女性）の情熱を被めた静かな語

り口に、私たち挙げて少なからぬ感動と大きなご

教唆をいただいて帰路についたのであります。

今回の視察研修を通して私たちは、支援を求め

る子どもから高齢者に対し、行政が果たさなけれ

ばならない役割、地域が支えなければならないも

の、そして一人の市民としての務めを深く学ぶ機

会を得ることができました。そして、どのように

優れた取り組み、システムも、それを有効に動か

しうるのは、携わる志熱き「人」であることの極

めて普遍的事実を、都度お会いした方々から改め

て教わり、連日の雨模様にも打ち勝つ強い勇気を

いただいた想いで、ふるさと名寄に舞い戻ってま

いりました。

今回の研修を、今後の議会活動に必ずや生かし

ていくことをお誓い申し上げ、民生常任委員会の

行政視察報告といたします。

次に、経済常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、木戸口真委員長。

議長のお〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

許しをいただきましたので、経済常任委員会の行

政視察報告を申し上げます。皆さんお疲れのとこ

ろかと思いますけれども、私はまとめが入ってお

りますので、そこだけ聞いていただければ大体わ

かるかと思います。

経済常任委員会は平成２１年１１月１０日から

１３日の４日間の日程で、名寄市の経済行政にか

かわる案件について、三重県伊勢市、伊賀市、奈

良県橿原市を行政視察してまいりました。

最初に、伊勢市の「伊勢の（赤福）との名寄産

もち米の現状と将来性について」をご報告申し上

げます。

皆さんもご存知の株式会社「赤福」と名寄市は、

今から２５年前に当時の名寄農協藤島組合長さん

の功績により名寄産「はくちょうもち」を伊勢名

物「赤福餅」に特性が認められ使用され、産地指

定を受け今日まで、年間１ ０００～１ ０００ 

俵の取引があります。

「赤福」では、全体の８割を名寄産で賄ってい

ます。更には、年間に ０００俵の小豆を使用し

ている内、名寄産小豆を ０００俵使っててき、

名寄の農産物の善き理解者、消費者としてもお世

話になっており、８月末の名寄市のふるさとまつ

りには、出来立ての「赤福餅」を名寄市民に直売

して頂いています。

（まとめ）

視察では、今年の名寄地種の厳しい作柄状況を

報告させて頂き、現状を理解して頂き、また、今

後の名寄産もち米についての考えをお尋ねしたと

ころ、「「はくちょうもち」に変わる新品種の調

査について検討して行きたい。「赤福餅」の販路

の拡大は品質管理、地域性から考えていない」と

考えをいただきました。

今回の視察により、今後の名寄産もち米、小豆

の品質、量の安定的に供給できるよう努め、今後

も相互の信頼と交流を高める確認を行いました。

また、今後益々各関係団体が、「赤福」との人的



－213－

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号

交流を広げててきたいと思いを強め視察を終えま

した。

次に、伊賀市の「バイオマスタウン構想の６次

産業としての農業の取組みについて」をご報告申

しあげます。

伊賀市は、人口１０ ６２３人、京都、奈良に

隣接する森林豊富な山地に囲まれた木質バイオマ

スのス在量が年間被 ７００トンある林産業の盛

んな土地です。

伊賀市のバイオマスタウン構想は「伊賀市総合

計画」において策定された、生活・環境部門を機

軸とする地域バイオマス資源の利用促進に係る基

本方針に示しており、循環型農業を収し進める国

の補助事業を活用し、伊賀市、ＪＡ、民間事業者、

大学高等教育機関、住民自治協議会等が実施主体

となって進められています。

廃棄物系バイオマスである家庭系・事業系の厨

芥類についても、生ゴミを分解し下水汚泥やし尿

・浄化槽汚泥と同様に、安全安心な農作物の生産

拡大のための堆肥原料としての利用を図るとのこ

とであります。

市内でス存する生ゴミ及び動物性残さ、家畜排

泄物、林業・建築木質廃棄物など域内バイオマス

は堆肥や加の製品、または直接燃焼、固形燃料な

どによるエネルギー生産、燃料生産に利用し、更

に炭化物の加のによる高付加価値製品の生産、バ

イオマスを利用した特産物の生産加の・販売など

により、地域の産業特産物などの連携し、１次産

業から２次、３次に繋がる６次産業化へのバイオ

マス地域利用システムの構築が可能であるとのこ

とでした。また、我々が注目していた菜種油の加

のや廃食油によるＢＤＦ製造においても、地元大

学と研究開発を進め、純度９９でのＢＤＦを精製

しているとのことでした。

（まとめ）

名寄市においても今後の利活用が期待されると

ころでありますが、今回の伊賀市の研修における

重要なの目点として、「地域全体を巻き被んだ循

環型事業とキローバル的視点に立った考え方」は、

名寄市の取り組みとしての民間企業によるＢＤＦ

製造や市立大学と民間連携による「ひまわり」に

よる採油る験などの実験などについて、大変重要

で参考になる要素を含んでいることを学びました。

次に、「伊賀モクモクファーム」の民間事業者

の取組みについて、をご報告申しあげます。

伊賀市内から山間に車で被３０分走ると、広大

な農業公園として、テレビなどで放送されている

話題の伊賀の里「モクモク手作りファーム」があ

ります。ここは、毎日１０時過ぎには、大勢の人

で賑わいに溢れている状況で、たいへん驚いたと

ころであります。

１９８３年地元の美味しい豚肉を生産し、ブキ

ンド化したいとファームの基となった「伊賀豚」

が産声をあげ、地元の養豚農家と現在の社長ほか

１９名が「伊賀銘柄豚振興組合」を設立しました。

豚をブキンド化したいとの思いから、ハム・ウイ

ンナーの加の販売をスタート、赤字続きであった

が、地元の主婦から「ウインナーの作り方を教え

て欲しい」の一言から、手作り体験教室を日本で

始めて開き、好評となり、「モクモク」の名が知

られるようになった。

９４年には、組合を「農事組合法人伊賀の里モ

クモク手づくりファーム」と名称を変更し、２０

０８年７月７日で創業２０年をむかえるまで、ウ

インナーづくり、地ビールづくり、菓子づくり、

ハムづくりなど常時３００種以上の製品づくりを

してきています。現在の自社製品の通信販売も含

む販売高は１７被５千被被で、直営農場レストキ

ン７店舗、直営直売場を含む総売上は被４７被被

になると説明を受けただただ驚くばかりでした。

今も、モクモクものづくり「商品は、私たちの考

えを伝える大切なものであり、一番大きな情報発

信の手段です」との考えをもち、職員１３０名、

パート職員１３０名が一丸となって、情報を発信

に取り組み、モクモクのファンクキブ「モクモク

ネィチャークキブ」として全国に３ ０２６世帯
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の会員がいます。

（まとめ）

名寄市に於いては、これだけの農業法人は中々

出来ないと思うが、ふうれん特産館、士別市では

農業法人北拓がその取組みに近いと考えます。

「伊賀モクモクファーム」の視察における最大の

の目すべき点として、「１人の力では、可能性に

限界がある弱点を法人の仲間が頑張り、全国に応

援会員を広げている」という点です。仲間づくり

と消費者との信頼関係を築き、一体となった目的

を持つことのノウハウは地元名寄の取り組みにも

生かせるものと認識しました。

また、名寄市の新規農業法人の促進の必要性も

感じ、たとえば、行政が観光と一次産業を生かし

た交流人口の拡大を目指し、名寄農業高校の捕場、

施設などを利用したキリーンツーリズム等の取り

組みを実施すると想定したケースの場合には、大

変参考になる視察事例でした。

次に、奈良県橿原市の「歴史と文化を活かした

広域拠点らしいまちづくりと賑わいの創出につい

て」をご報告申しあげます。

橿原市は、奈良県のほぼ中央に位置し、人口１

２ ０００人で、中央には被 ３００年前にわが 

国初の首都であった藤原宮跡があります。市内に

は歴史的文化遺産が点在しており、鉄道網と道路

網の大変発達し、大阪、京都、関西国際空港、名

古屋に交通アクセスの良い都市です。

交通網の利便性から年々人口や乗降者が増え、

今井地種と八木地種の自然環境を活かした拠点都

市の創設が求められました。都市計画種域の制定、

歴史的国土特別保存地種の制定、景観法や景観条

例により都市計画が進められ、八木駅周辺中心と

なる橿原市都市再生整備計画、Ｈ１８年～Ｈ２２

年までの５ヵ年、対象面積４５６ｈａ総事業費被

３８被被で種画整備され民有地の部分も投資整備

されています。残る公共施設等は整備部分は未整

備で、まちづくり交付金を取り入れての事業計画

であるとのこと。歴史と文化を活かした広域拠点

の形成を目指した市民と行政が協働によるまちづ

くりは長期的で壮大なものとなっていました。

（まとめ）

今回の視察事例は歴史的な空間と文化資産、都

市環境の違いはあるが、まちづくりに対する思い

と行動が行政、民間、市民が一体となって進めら

れていることや、整備が長期的になったことによ

る、市民に対する正確な情報提供と理解を得る事

業を進めることになっていることは名寄市と共通

性があると感じました。

名寄市に於いても、国のまちづくり交付金を受

けて中心市街地活性化を図る「都市計画再生整備

計画」申請し、駅から文化ホールまでににぎわい

のまちづくりを進めることについては官民一体で

進めることが大事であり、名寄の玄関としての駅

前整備と住み良さを感じとれるようなまちづくり

事業を考えたときには、これら先進都市事例の取

り組みや課題を参考に十分に検討していくことが

大切であることをこの視察で実感いたしました。

以上、経済常任委員会の行政視察の報告としま

す。

以上で委員の派遣報〇議長（小野寺一知議員）

告を終わります。

日程第１０ 閉会中〇議長（小野寺一知議員）

継続審査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２１年第４回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号
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閉会 午後 ３時０６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 植 松 正 一

署名議員 田 中 好 望

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２１年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 日根野 正 敏 １．農業支援と各種事業の見通しについて

（Ｐ ３６） (1) 作柄と販売高の状況は

(2) 農業支援の考えは

(3) 中山間事業・農水環境向上対策の見通しと、次年度に向けての取

り組みの考えは

(4) 産地確立交付金に代わる戸別所得補償制度の見通しは

(5) 需要即応型生産流通体制緊急整備事業の見通しは

２．合併の効果と課題の検証について

(1) 合併により可能となった事業（想定）は

(2) 財政基盤の強化向上は

(3) 新しい人的交流の活性化と一体感の醸成は

(4) 権限移譲数と自立性の向上は

(5) 住民サービスの維持・向上は

(6) 防災力の向上は

(7) 市民意識の把握は

２ 佐 藤 靖 １．島市政の評価と今後の市政課題について

（Ｐ ４６） (1) 島市長自身の市政評価について

(2) 今後の名寄市政の課題について

２．新年度予算編成について

(1) 平成２２年度予算編成についての市長訓令等にかかわって

(2) 骨格編成の中での継続事業と予算規模

３．都市再生整備計画にかかわって

(1) 事業内容について

(2) まちづくり交付金の見通しについて

(3) 財政と事業規模のかかわりについて

(4) 今後のスケジュールについて

平 成 ２ １ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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３ 谷 内 司 １．名寄市のごみ収集について

（Ｐ ５８） (1) 名寄地区と風連地区の収集の違いをどのように考えているか

(2) 今後の対策は

２．河川維持管理について

(1) 名寄市が維持管理する河川の数は

(2) 現況調査をしたか

(3) 今後の考えは

３．農作物の不作による支援対策は

(1) 支援対策の考えは

(2) 緊急雇用創出推進事業の取り組みは

４ 岩 木 正 文 １．教育行政について

（Ｐ ７１） (1) インフルエンザによる休校の影響について

(2) 指導改善プランについて

(3) 風連地区の歩くスキー授業の考え方について

２．中小・零細企業支援について

(1) デフレの影響について

(2) 中小企業振興条例について

(3) 零細企業に対する排雪支援について

３．都市再生整備計画について

(1) 駅横整備について

(2) 市民文化ホールについて

５ 大 石 健 二 １．名寄市の都市形成から

（Ｐ ８２） (1) 活気ある名寄市のまちづくりと再生に関して

ア その着想と組織組成等の模索について

イ 今後の課題について

２．名寄市の行財政運営から

(1) 名寄市の行財政改革に関して

ア これまでの取り組みと経過について

イ 当面する今後の課題等について

(2) 平成２２年度予算編成に関して

ア 編成方針及び編成手法について

イ その編成課題等について
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６ 高 橋 伸 典 １．雇用対策について

（Ｐ ９３） (1) 新卒者・中高年者の雇用状況について

(2) 名寄市平成２２年度採用計画（臨時・嘱託職員）について

(3) 民間企業、商工会議所及び商工会との連携は

(4) 名寄市の雇用対策は

２．補正の廃止、事業仕分けの影響について

(1) 補正について

(2) 事業仕分け（交付税・過疎債・暫定税率等）について

３．放課後子どもプラン事業について

(1) 学童保育所、学童クラブの現状（他地域からの来所状況）

(2) 放課後子どもプラン事業の推進を

７ 東 千 春 １．地域に根ざした福祉事業の推進について

（Ｐ１０４） (1) 地域福祉計画の策定について

(2) 名寄地区のケアハウスについて

(3) 福祉と健康のまちづくりに、名寄市立大学と北海道薬用植物研究

所との連携を

(4) 低所得者に配慮した公営住宅について

(5) 障がい者施設に通所する人の働く場について

２．名寄市民の健康管理について

(1) 特定健診の受診状況と今後の対策について

(2) 生活習慣病の予防について

(3) 元気会等介護予防の状況と今後の対策について

(4) 冬季間の健康対策について

８ 木戸口 真 １．平成２２年度予算編成と行財政改革の状況は

（Ｐ１１４） (1) 平成２１年度会計決算の推計状況は

ア 現時点の執行状況と年度末の決算見通しは

(2) 平成２２年度予算編成方針について

ア 予算編成に当たっての考え方と規模は

イ 新名寄市総合計画との整合性は

ウ 普通建設事業の規模は

エ 基金の活用は

(3) 平成２２年度の行財政改革の主なものは

ア 簡素で効率的な行政運営、健全な財政運営についての考えは

２．まちづくり懇談会の開催状況について
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(1) 名寄地区６カ所、風連地区４カ所の開催状況は

(2) 「まち懇」での自治基本条例（仮称）に対する意見、考えはどの

位あったのか

(3) 「まち懇」での主な意見は

(4) 「まち懇」を終えての感想と、意見に対する対応はどのように進

めているのか

３．市民への情報・通信対策について

(1) 名寄市内の情報通信網の整備状況と今後の見通しは

(2) ブロードバンド未整備地区解消事業の状況は

(3) 地域情報通信基盤整備推進交付金（ＩＣＴ）についての考えと、

近隣市町村の整備状況は

(4) 地上デジタルテレビ放送完全移行に向けた、名寄市内の難視聴の

状況は

(5) 難視聴対策と低所得者世帯・独居世帯・高齢者世帯のデジタル放

送への切り替えの周知をどう進めるのか

９ 佐々木 寿 １．防災について

（Ｐ１２７） (1) 名寄地区の防災訓練の成果、課題とその取り組みについて

(2) 風連地区の防災訓練について

２．児童福祉について

(1) 里親の実態及び普及拡大に対する考え方、取り組みについて

１０ 佐 藤 勝 １．市民に対し、責任ある職務執行体制の確立について

（Ｐ１３４） (1) 平成１９年１２月以降の具体的な対応策について

(2) 当時の総務部長の答弁は今に生かされているのか

(3) 今後の取り組みについて

２．風連中学校校舎移転準備についてと風連高校５９年の歴史の保存策

について

(1) 施設移転計画案を受けて、今後の移転スケジュールは

(2) 移転に当たっての問題点について

(3) 計画案以外の対応策（年次計画）は

(4) 移転にかかる予算見込み額は

(5) 風連高校の記録保存の具体的な考え方について

(6) 保存のための予算案は

３．全国学力テストの結果を受けた指導改善プランの活用について

(1) 全国学力テストにおける本年の結果と傾向について
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(2) 指導改善プランと、その活用法について

(3) 今後の指導改善策について

１１ 田 中 好 望 １．農地流動化対策について

（Ｐ１４５） (1) 後継者不足に伴う農地集積の限界とその対策について

(2) 農地保有合理化事業の取り組みをＪＡと協議できないか

２．政権交代による戸別所得補償制度について

(1) 現段階における制度のありようと課題について

(2) 水田利活用自給力向上対策の概要と現行制度との比較について

(3) 市の農業振興条例等の見直しについて

３．２１年産農産物の冷湿害対策について

(1) 農作物の作況と減収額の状況について

(2) 冷湿害に伴う国、道及び市の支援策について

１２ 植 松 正 一 １．名寄市農業・林業の振興について

（Ｐ１５４） (1) 冷湿害による被害に対する被災農家への支援策について

(2) 担い手対策の取り組みについて

(3) 国の新年度予算での主な農業施策の概要について

(4) 市有林・民有林の現状と新年度予算における取り組みと施策につ

いて

２．東地区の活性化対策について

(1) 緑丘第２団地跡地の活用計画は

(2) 旧職業訓練校の今後の考え方は

１３ 竹 中 憲 之 １．農業の被害実態と農業施策について

（Ｐ１６９） (1) 被害総額と一戸当たりの平均減収は

(2) 新年度の農業施策の基本は

２．スポーツ振興について

(1) 冬季スポーツの振興策は

(2) 小中高生の屋内外のスポーツ人口は

３．市内における小麦の使用量は

(1) 製造業における小麦粉の使用量は

(2) 国産麦と輸入麦の価格差について

(3) 製造業が使用している国産麦と輸入麦の比率は

４．特別支援教育について

(1) 支援教育を受けている児童・生徒数は
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(2) 現在の支援員数は基準を満たしているのか

１４ 川 村 幸 栄 １．人権尊重と男女共同参画社会の形成について

（Ｐ１８０） (1) 推進計画・実施計画の進捗状況について

(2) 実態調査について

(3) 今後の所管部署と女性センターのあり方について

２．新政権のもとでのサンルダム建設について

(1) サンルダムの利用目的について

(2) 自然保護について

(3) 市民周知・市民議論について

１５ 宗 片 浩 子 １．福祉行政について

（Ｐ１９１） (1) 高齢者虐待について

ア 過去３年の事例件数は

イ 隠れている事例をどう把握したか

ウ 成年後見人制度の取り組みは

(2) 児童虐待について

ア 相談体制の職員の配置状況は

イ 虐待と判断できる事例数はどの位あったか

ウ ＤＶの駆け込み的施設の設置について

(3) 介護保険事業について

ア 名寄市の高齢化の状況と要介護認定者数は

イ 特別養護老人ホーム入所待機者の状況は

ウ 民間活力の導入で施設の拡充を

２．名寄市教育相談センターについて

(1) 教育相談について

ア 電話・面談相談の件数と相談の傾向は

イ 接触別数と内訳は

ウ 安心カード配布状況と今後の取り組みについて

３．食育について

(1) 名寄市食育推進計画について

ア 食育の推進目標と年次ごとの取り組み状況は

(2) 食育ファーム推進事業について

ア 名寄市としても推進を

平 成 ２ １ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成２１年１１月３０日～平成２１年１２月１４日 １５日間

本会議時間数 １７時間５７分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

平成２１年第３回 なよろ市立天文台条例の制定について 21. 9. 1 総務文教常任委員会

定例会付託議案 付託

第１号

21.11.30 修 正 可 決

平成２１年第３回 名寄市手数料徴収条例の一部改正について 21. 9. 1 総務文教常任委員会

定例会付託議案 付託

第２号

21.11.30 原 案 可 決

平成２１年第３回 名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一部改 21. 9. 1 経済常任委員会付託

定例会付託議案 正について

第４号 21.11.30 原 案 可 決

平成２１年第３回 平成２０年度名寄市各会計決算の認定につい 21. 9. 1 決算審査特別委員会

定例会付託議案 て 設置・付託

第１５号

21.11.30 認 定

平成２１年第３回 平成２０年度名寄市病院事業会計決算の認定 21. 9. 1 決算審査特別委員会

定例会付託議案 について 設置・付託

第１６号

21.11.30 認 定

平成２１年第３回 平成２０年度名寄市水道事業会計決算の認定 21. 9. 1 決算審査特別委員会

定例会付託議案 について 設置・付託

第１７号

21.11.30 認 定
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議 案 第 １ 号 名寄市自治基本条例の制定について 21.11.30 自治基本条例審査特

別委員会設置・付託

議 案 第 ２ 号 ふうれん地域交流センター条例の制定につい 〃 総務文教常任委員会

て 付託

議 案 第 ３ 号 名寄市事務分掌条例の一部改正について 〃 原 案 可 決

議 案 第 ４ 号 名寄市議会議員及び名寄市長の選挙における 〃 〃

選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正

について

議 案 第 ５ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ６ 号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例及び 〃 〃

名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例の一部改正につ

いて

議 案 第 ７ 号 名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職 〃 〃

員の公務災害補償等に関する条例の一部改正

について

議 案 第 ８ 号 名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬徴収条 〃 民生常任委員会付託

例の一部改正について

議 案 第 ９ 号 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村 〃 原 案 可 決

の数の増減について

議 案 第 １ ０ 号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する市 〃 〃

町村の数の増減について

議 案 第 １ １ 号 指定管理者の指定について（なよろ健康の 〃 〃

森）
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議 案 第 １ ２ 号 指定管理者の指定について（名寄公園パーク 21.11.30 原 案 可 決

ゴルフ場）

議 案 第 １ ３ 号 指定管理者の指定について（天塩川さざなみ 〃 〃

公園）

議 案 第 １ ４ 号 指定管理者の指定について（名寄市営牧野） 〃 〃

議 案 第 １ ５ 号 指定管理者の指定について（名寄市母子里地 〃 〃

区共同牧場）

議 案 第 １ ６ 号 指定管理者の指定について（名寄市風連米乾 〃 〃

燥調製施設）

議 案 第 １ ７ 号 市道路線の廃止について 〃 〃

議 案 第 １ ８ 号 市道路線の認定について 〃 〃

議 案 第 １ ９ 号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ０ 号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 ２ １ 号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 ２ ２ 号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計補正 〃 〃

予算

議 案 第 ２ ３ 号 平成２１年度名寄市水道事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ４ 号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に 〃 〃

関する条例の一部改正について

議 案 第 ２ ５ 号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改正 〃 〃

について
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議 案 第 ２ ６ 号 名寄市後期高齢者医療に関する条例の一部改 21.12.14 原 案 可 決

正について

議 案 第 ２ ７ 号 名寄市介護保険条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ２ ８ 号 名寄市議会議員定数条例の制定について 〃 〃

議 案 第 ２ ９ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について 〃 〃

意見書案第１号 電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長 〃 〃

等を求める意見書

意見書案第２号 さらなる緊急雇用対策の実施を求める意見書 〃 〃

意見書案第３号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン 〃 〃

及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接

種化を求める意見書

意見書案第４号 北海道開発局の存続と北海道開発の枠組みの 〃 〃

堅持を求める意見書

意見書案第５号 地方財政に配慮した国の予算執行及び予算編 〃 〃

成を求める意見書

意見書案第６号 道路整備に必要な財源の確保を求める意見書 〃 〃

意見書案第７号 日米ＦＴＡ交渉に反対する意見書 〃 〃

意見書案第８号 新たな食料・農業・農村基本計画の策定に関 〃 〃

する意見書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告 21.11.30 報 告 済

報 告 第 ２ 号 例月現金出納検査報告について 21.12.14 〃

議会改革調査特別委員会報告 〃 〃
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委員の派遣報告 21.12.14 報 告 済

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定

平 成 ２ １ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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